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平成28年３月８日（火曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計予算

○議案第４号 平成28年度宮崎県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

○議案第19号 平成28年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第22号 宮崎県犬取締条例の一部を改正

する条例

○議案第26号 宮崎県後期高齢者医療財政安定

化基金条例の一部を改正する条

例

○議案第31号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第32号 障がいのある人もない人も共に

暮らしやすい宮崎県づくり条例

○議案第33号 興行場に関する条例の一部を改

正する条例

○議案第42号 宮崎県子どもの貧困対策推進計

画の策定について

○議案第43号 宮崎県地域福祉支援計画の変更

について

○請願第5-1号 介護福祉士等修学資金貸付制度

の強化並びに介護福祉士養成に

係る離職者訓練（委託訓練）制

度の定員数の拡大を求める意見

書の提出に関する請願

○請願第７号 医療等に係る消費税問題の抜本

的解決のための請願

○請願第８号 知的障害者が安心して暮らせる

入所施設の充実を求める政府意

見書の提出についての請願

○請願第９号 「青少年健全育成基本法の制定」

を求める意見書提出に関する請

願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・県立病院の分娩料の取扱いについて

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

県立宮崎病院長兼
菊 池 郁 夫

病 院 局 医 監

病 院 局 次 長 兼
緒 方 俊

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 長 倉 芳 照

県立日南病院長 鬼 塚 敏 男

県立日南病院事務局長 稲 吉 孝 和

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 古 川 壽 彦

病院局県立病院

平成28年３月８日(火)
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松 元 義 春
整 備 対 策 監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部 参 事 兼
渡 邊 浩 司

福 祉 保 健 課 長

国保・援護課長 日 髙 裕 次

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 川 原 光 男

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査方法についてであります。

お手元に配付しております委員会審査の進め

方（案）をごらんください。

まず、１の審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、あわせ

て決算における指摘要望事項に係る対応状況に

ついても、説明を求めることとしております。

次に２番ですが、当初予算関連議案の審査に

ついてであります。

今回の委員会は、審査が長くなることが予想

されることから、福祉保健部につきましては、

４グループに分けて審査を行い、最後に総括質

疑の場を設けたいと存じます。

福祉保健課、国保・援護課が１班、長寿介護

課、障がい福祉課が２班、終わって入れかえで

す。３班が医療薬務課、衛生管理課、健康増進

課、４班がこども政策課、こども家庭課。この

４班に分けて審査をしたいと思います。

審査方法について、御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

早速ですが、当委員会に付託されました議案

等について概要説明を求めます。

○渡邊病院局長 おはようございます。病院局

でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、当委員会に審議をお願いしており

ます議案につきまして、その概要を申し上げま

す。

お手元の平成28年定例県議会提出議案（平成28

年度当初分）をごらんいただきたいと思います。

目次をごらんいただきますと、下のほうに、

病院局関係の議案として、議案第19号「平成28

年度宮崎県立病院事業会計予算」の１議案が、

今回、お願いする議案でございます。

ページで申しますと、51ページでございます。

平成28年３月８日(火)
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平成28年度当初予算の編成に当たりましては、

診療報酬の減額改定が予定されている中、医業

収益の伸びが余り期待できない一方で、医業費

用の面で職員の給与改定による給与費の増加や、

引き続き退職手当引当金や消費税などの負担が

重なっております。

このような中で、来年度予算は、経費の抑制

に重点を置いた厳しい内容としておりますが、

昨年度策定しました宮崎県病院事業経営計

画2015の取り組みを着実に推進していくために、

引き続き県立病院としての役割を果たしていく

とともに、より一層の経営改善に取り組む所存

でございます。

議案の概要説明は以上でございまして、詳細

は次長から説明させます。

それから、続きまして、お手元に配付してお

ります別冊の厚生常任委員会資料（当初）病院

局分でございます。

その他の報告事項としまして、県立病院の分

娩料の取り扱いについての１件がございます。

分娩料につきましては、平成27年２月、昨年

の２月定例県議会において御審議いただき、条

例の上限額を20万円に改定し、平成27年度に３

万円、平成28年度に２万円の引き上げを行うこ

ととしたところでございます。

平成28年度の値上げにつきましては、予定ど

おり、ことし７月に実施することにしておりま

して、これを御報告するものでございます。

議案及びその他の報告事項の詳細につきまし

て、この次、次長より説明させます。

私からは以上でございます。よろしくお願い

します。

○後藤委員長 病院局長の概要説明が終了いた

しました。

次に、議案に関する説明を求めます。

○緒方病院局次長 それでは、私のほうから議

案第19号「平成28年度宮崎県立病院事業会計予

算」の概要につきまして、お手元に配付をいた

しております常任委員会資料に基づきまして、

御説明をさせていただきます。

まず、資料の１ページをお開きください。

まず、１の当初予算の編成に当たっての基本

方針でございますが、全県あるいは地域の中核

病院としての県立病院の役割と機能を発揮する

ため、安定的な病院経営を維持しますとともに、

先ほど申しましたとおり、宮崎県病院事業経営

計画2015の円滑な推進を図るということにして

おります。

具体的には、まず（１）ですが、新たな施設

基準の取得等に努め収入増を目指すほか、後発

医薬品の採用率向上や必要度等を踏まえました

医療機器の購入等による支出の削減、さらには

県立病院の役割として、政策医療等への積極的

な取り組みや、医師の育成等を通じまして、地

域医療の充実に貢献していくことを目指してお

ります。

次に、２の年間患者数目標でございますが、

直近の患者動向を踏まえまして、平成28年度の

患者数の目標を立てております。

まず、延べ入院患者数ですが、在院日数が短

縮傾向にありますことなどから、980人減の35

万7,700人、また、延べ外来患者数は、最近の患

者数の増を考慮しまして、約8,500人増の36

万4,500人としたところでございます。

次に、３の新規・重点事業でございますが、

県立宮崎病院の改築及び臨床研修医確保・育成

に係る２つの事業を記載しております。

事業の詳細につきましては、後ほど説明をさ

せていただきます。

資料の２ページをお開きください。
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４の収益的収支の状況でございます。

これは、企業の一事業年度において日常的に

発生する収益と費用をあらわすものでございま

すが、まず、病院事業収益、一番上でございま

すが、309億7,543万4,000円、病院事業費用は、

中ほどでございますが、309億2,315万4,000円で、

一番下でございますが、収支差5,228万円の黒字

予算としております。

本年度からの増減の主なものにつきまして、

３ページに記載しておりますので、こちらで説

明をさせていただきます。

まず、（１）の収益でございますが、前年度と

比べまして9,731万2,000円の増、率にしまし

て0.3％の増を見込んでおります。

入院収益につきましてですが、診療報酬の減

額改定等があることなどから、前年度と比べ１

億円余の減としておりますが、外来収益は、本

年度、患者数が増加傾向にありますことから、

引き続き患者数の増を見込みまして、３億1,700

万円余の増としております。

一般会計繰入金は、国の繰出基準等により算

定をしました結果、30億2,000万円余と前年度と

比べ600万円余の若干の減となっております。

次に（２）の費用は、前年度と比べて４億1,454

万4,000円の増、率にして1.4％の増を見込んで

おります。

給与費は人事委員勧告に伴う職員の給与改定

や職員増等の影響で、前年度と比べ４億円余の

増としております。

材料費ですが、後発医薬品の活用等により費

用削減を目指しておりますが、高額な薬品を使

用する外来患者の増等によりまして、前年度よ

り１億4,000万円余の増加を見込んでおります。

また、経費ですが、光熱水費や燃料費の減等

によりまして、前年度より5,500万円余の減とし

ております。

その結果、表の一番下になりますけれども、

（３）の収支は5,228万円の黒字予算としている

ところでございます。

４ページをお開きください。

５の資本的収支の状況でございますが、これ

は、建物の改良工事など、支出の効果が長期に

わたって及ぶものの収支を示したものでござい

ます。

まず、資本的収入は38億6,692万円、資本的支

出が、３つ下ですが、55億3,980万3,000円で、

一番下になりますが、収支差は16億7,200万円余

のマイナスとなりますが、このマイナス分につ

きましては、損益勘定留保資金等で補塡をする

こととしております。

本年度からの増減を次のページに記載してお

りますので、ごらんください。

まず（１）の収入は、前年度と比べまして２

億3,765万5,000円の増、率にして6.5％の増を見

込んでおります。

主なものとしましては、企業債が医療器械等

の資産購入費等の増加に伴い、前年度と比べ３

億3,500万円余の増加を見込んでおります。

一般会計繰入金は、国の繰出基準等により算

定した結果、前年度と比べ9,800万円余の減少を

見込んでおります。

次に（２）の支出でございますが、前年度と

比べて１億613万2,000円の減、率にして1.9％の

減を見込んでおります。

主なものとしまして、建設改良費が前年度よ

り５億8,600万円余増加しておりますが、内訳と

しまして、まず、改築整備費が２億4,500万円余

の皆増となっております。これは、後ほど説明

をいたします宮崎病院の再整備に係る基本設計

等に要する経費であります。
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また、医療器械等の資産購入費につきまして

は、３病院共通の診療画像サーバ等を更新する

ことなどから、前年度と比べて２億7,000万円余

の増としているところでございます。

次に、企業債償還金は、30億4,800万円余と、

前年度とほぼ同額を見込んでおります。

一般会計借入金償還金につきましては、今年

度に全額返済することとしておりますので、皆

減となったところでございます。

その結果、（３）の収支は、先ほど申し上げた

とおりでございます。

６ページをお開きください。

６の病院別収益的収支の状況でございます。

各病院の収益・費用は表のとおりでございま

すが、一番下の収支差のところをごらんいただ

きますと、来年度予算は、宮崎病院が8,100万円

の黒字、延岡病院が7,500万円の黒字、日南が１

億400万円の赤字予算となっております。

７ページをごらんください。

７の新規・重点事業等の概要であります。

まず、「県立宮崎病院改築事業」でございます

が、１の事業目的にありますとおり、県立宮崎

病院の救急・防災機能の向上や施設の老朽化等

に対応するため、今年度から改築のための基本

設計を実施しておりますが、平成28年度は引き

続き基本設計と実施設計を行うこととしており

ます。

事業費は、２の（１）にありますとおり、基

本設計費として１億2,193万2,000円、引き続き

行います実施設計は２カ年にわたりますことか

ら、債務負担行為として３億円を設定したいと

考えているところでございます。

次に、８ページをお開きください。

改善事業の「臨床研修医確保・育成事業」で

ございますが、これは、県立病院における初期

・後期の臨床研修医の研修・教育体制の充実に

取り組みまして、県立病院を初め県内で勤務を

希望する医師の確保・育成を図ろうというもの

でございます。

２の（１）の事業費は、1,323万2,000円で、

（２）の事業内容といたしましては、これまで

も実施しております①の研修医確保のための説

明会への参加やバスツアーなどに加えまして、

新たに②の「臨床研修医育成事業」といたしま

して、外部講師による研修医向けセミナーの開

催や学会発表の機会を与えるための派遣旅費等

の支援を行いたいと考えております。

事業効果でございますが、これらの取り組み

によりまして、少しでも多くの初期・後期臨床

研修医の育成を図りまして、県内の医療体制の

充実に貢献をしてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

議案第19号に関する説明は、以上でございま

す。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況についての御説明でございます。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況という冊子をごらんいただきたいと思います。

資料の４ページをお開きいただきたいと思い

ます。

（２）の⑤であります。病院局におきまして

は、厚生分科会におきまして、「県立病院におけ

る医業未収金につきまして、安定的な病院経営

に向けて、新たな未収金の発生の防止と債権の

適正な管理により一層取り組むこと」との指摘

要望事項をいただいたところでございます。

医業未収金につきましては、各病院に未収金

徴収員２名を配置いたしまして、電話催促や自

宅訪問等による徴収活動を行っておりますほか、

患者に対し生活保護や医療費助成制度等の説明
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を行うなど、新たな未収金の発生を抑える取り

組みを行っているところでございます。

また、平成28年度当初予算におきましては、

平成27年度に引き続きまして、回収困難な案件

を弁護士法人へ業務委託することといたしてお

りまして、今後とも、医業未収金の対応には、

より一層取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。

説明は以上であります。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

○後藤委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしました。

質疑はありませんか。

○中野委員 ６ページをお尋ねしますが、収支

の8,100万円とか、7,500万円とか、当初予算が

計画されておりますが、27年度の決算見込みが

わかれば教えていただけませんか。

○緒方病院局次長 総括的な決算見込みといた

しましては、上半期の状況で5,700万円ぐらいの

黒ということにしておりますけれども、今の状

況を申しますと、入院患者が若干減少傾向にあ

るという御報告をしておりますが、この傾向は

変わっておりません。ただ、外来患者数は伸び

ている状況にございます。

そういうような状況で、予断を許さないんで

すけれども、今、黒字化に向けて、日々努力を

している状況でございます。

各病院分は、各病院から御報告させていただ

きます。

○長倉県立宮崎病院事務局長 宮崎病院でござ

います。

宮崎病院におきましては、今年度、入院患者

は、どうにかほぼ前年と同じ程度で推移してき

たところですけれども、先ほど、議案でもお願

いしておりますような人件費など、経費増もあ

りますことから、職員に状況を明らかにしなが

ら、いわゆる収益増、経費節減の提案を求める

など、経営の参画意識を高めてきたとこでござ

います。

その結果、年度後半につきましては、増加傾

向に移りまして、特に年明け以降は、前年を大

きく上回る状況となっております。

１月、２月の病床利用率は、前年度の74.7％

から81.9％に上昇するなど、改善しているとこ

ろでございます。

今後、３月もこのペースを維持できますと、

どうにか収支とんとんをクリアできるのではな

いかなと、最終的な調定増に向けて努力してい

るところでございます。

以上でございます。

○古川県立延岡病院事務局長 延岡病院につき

ましては、27年度当初予算では、26年の波とい

いますか、そういう感じで、80何パーセントの

病床稼動率を考えていたとこなんですけども、

前も申し上げました、整形外科の減と、そして、

平均在日数が短くなったということで、入院に

つきましては、当初予算よりも厳しくなってお

ります。

ただ、厳しいということを全職員に周知いた

しまして、毎回、毎月、収入の増とか経費の削

減という形で、一応努めたとこなんですけども、

入院につきましては、後半は伸びておりまし

て、11月の議会のときにお示しした黒字は、何

とか確保したいと考えてるところでございます。

以上です。

○稲吉県立日南病院事務局長 日南の場合は、

今年度は、外科とか、それから脳神経外科の医

師がふえたことによりまして、入院患者数とか

手術件数が増加したところでございます。

特に、脳神経外科は３名体制となりまして、
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手術を円滑に行う体制が整ったということで、

手術件数が大きく伸びております。

また、循環器内科においても、アンギオ装置

という手術の機械がありますが、これを導入し

たことによって、ドクターの意欲が、心臓カテ

ーテル検査であるとか、あるいは泌尿器科にお

いても、昨年度、ホルミウムレーザーの導入を

しまして、レーザー手術の件数がふえておりま

す。

そしてまた、昨年８月に開設しました地域包

括ケア病棟と整形外科においては、急性期病棟

との関係調整によりまして、骨折等の患者の受

け入れがスムーズに進んだということで、手術

件数の増につながったところでございます。

黒字化には届かないところでございますけど

も、昨年度よりかなりの改善ができたのではな

いかと思っております。

１月末で、入院の場合は、対前年度3,265人の

入院患者がふえまして、また、外来におきまし

ても対前年度3,259人の増加という状況になって

おりまして、入院・外来とも昨年度よりは、改

善している状況と考えております。

○中野委員 ということは、27年度は肉づけ後

でありますが、その予算からすると、厳しい数

字が決算では出ると思っておけばいいんですか。

○緒方病院局次長 予算的には、若干多めに組

んでいる部分がありますので、実際、決算とな

りますと、やはり若干厳しい数字が出てくると

いうことでございます。

○中野委員 大変厳しい中ですが、トータルで

いけば5,228万円ですので、今から投資も大きい

ものがありますけれども、よろしく取り組んで

いただきたいと思います。

１ページに返りますが、基本方針の中の（３）

の「不採算医療に積極的に取り組む」というこ

とですが、これは、不採算としての医療も覚悟

でしなければならないところが公立病院ですよ

ね。その積極的に取り組むということと、不採

算のところを改善せないかんということは、矛

盾云々ということにはならんのですか。

○緒方病院局次長 不採算医療といいますと、

やはり救急医療とか災害医療に取り組むという

ことで、そのために一般会計からの繰り入れも

いただいていることでございます。

そういうことで、今後、宮崎県の医療を考え

た場合には、やはり救急医療、災害医療の充実、

それと高度急性期医療、県病院としてのがん拠

点病院とか、そういうものに積極的に取り組ん

でいく必要があると。県立病院の役割として、

そういうことに取り組んでいきたいという意思

を表明した基本方針でございます。

○中野委員 それから、一般会計繰入金、これ

が収支のほうでは30億円、資本的なほうで17億

円ですが、繰出基準等により算出したとなって

おりますが、この基準どおり計算した場合には、

基準の範囲内ではあると思うんですが、この金

額は非常に抑えられているものか、その辺はど

うなんですか。

○緒方病院局次長 これは、毎年、財政当局と

やっておりますが、基本的には総務省が示して

いる基準どおりということで、基準もいろいろ

あるもんですから、その中で濃淡はあるわけで

すけれども、基本的にはそういう基準どおりで

算定をしていただいていると考えております。

○中野委員 なるだけ繰入額が少なくなる方向

で、努力をよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

あちこち飛んで申しわけありません。２ペー

ジの病院事業費用の中の給与費、ここの中には

退職金が計上されているんですか。退職金は引
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き当ての中で、退職したときにそれを取り崩す

ことで処理するんですか。

○緒方病院局次長 給与費は、現在は５億円、

この給与費の中に含まれております。

退職引当金との関係なんですけれども、退職

引当金は、まだ全部積み上がっていないもんで

すから、※33億積み上げをする必要があります。

それまで、ずっと毎年、３億円程度積み上げて

いっていますけど、15年間で積み上げなさいと

なっております。

その積み上げている間は、引当金から引き当

てたらいけないという処理になっておりまして、

そういう意味で、給与費の中に５億円計上をし

てあるということでございます。

○中野委員 退職の見込み、支払い予定見込み

額も５億円なんですか。

○緒方病院局次長 退職者の状況につきまして

は、例年、大体同じような形になりますので、

それで５億円という退職金を見込んで、今まで

はその範囲内で支払いができているということ

でございます。

○中野委員 それなら、病院会計の場合は、退

職金も見込んだものを当初にも、ちゃんと計上

しておくその手法は、ずっと以前からしておっ

たわけですか。

○緒方病院局次長 委員のおっしゃるとおりで

ございます。

○中野委員 なら、一般職員の場合はしてなかっ

たわけですよね。この前も、補正で、そこはあっ

たから、確認と思って質問をしておきましたが。

一般職員の場合は、今までは補正で、専決処分

の報告でありましたよね。ここは、そういう必

要はなかったわけですね。

○緒方病院局次長 あれから調べさせていただ

いたんですけれど、知事部局のほうでは、委員

がおっしゃるように、退職給付の退職金の増額

とか、ふえたら減額とか、そういうような形で

専決処分をやって、６月で補正をしている事例

がありました。

病院局の場合には、当初予算で組んでおりま

すので、そういうような事例はないということ

でございます。

○中野委員 ずっと昔からそうだったというこ

とですよね。

○緒方病院局次長 確認したところでは、そう

です。

○中野委員 企業会計だったから、そういうこ

とであったということですかね。わかりました。

とりあえずは、以上です。

○宮原委員 基本方針１ページのところ、後発

医薬品の採用率の向上なんですが、この採用率

の向上をするためには、お医者さんが、そちら

側に誘導するものなのか、それとも、患者さん

側が。どちらの薬というのは余りわからないと

思うんですけど、どういう取り組みをされるの

か、わかりましたら。

○緒方病院局次長 医薬品の選定に当たりまし

ては、各病院内に医薬品の選定委員会がありま

して、そこで、どういう医薬品を使うかという

ことで選定をします。

その中で、後発医薬品を使う、ジェネリック

を使おうということで、各病院の院長等もお話

をいただいて、そこでジェネリックを使うとい

う形での方向を、今、出しているところです。

ちなみに、26年９月までの数量ベースの使用

率が、宮崎病院は59.8％、延岡病院が61.9％、

日南病院が48.6％という状況ですが、ことしの

９月までの状況を見ますと、宮崎病院が72.3％

まで上がってます。延岡病院が69.4％、日南病

※20ページに訂正発言あり
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院も66.3％に上がってるということで、そうい

う形で、院内でジェネリックを使う取り組みを

しているということでございます。

○宮原委員 それと、未収金の問題ですが、ど

のぐらい未収金になってるんでしょうか。

○緒方病院局次長 平成26年度末の未収金の残

高でございますが、３病院合計で１億2,300万円

ほどの未収金がございます。

○宮原委員 これって、病院で、多少地域性と

いう差があるもんなんですか。

○緒方病院局次長 割と延岡病院の未収金が少

ない状況にあります。この背景はよくわかりま

せんけれども、宮崎は人口が多いんで、1,531件

の約5,900万円です。延岡病院が169件の1,270万

円、そして、日南病院が1,300件の5,100万円と

いうことで、延岡病院が若干少ない状況にあり

ます。

○宮原委員 あと、未収金徴収員を２名配置と

いうことになるんですが、これは、今いらっしゃ

る職員じゃなくて、新たに雇用されてというこ

とになるんですか。

○緒方病院局次長 非常勤としてそういうよう

な方をお願いをしまして、徴収等に当たってい

ただいているということです。

○宮原委員 確かに徴収しないと、踏み倒しは

困るんですけれど、２名ということは、各病院

にですから６人いらっしゃることになりますよ

ね。人件費の関係とこの徴収率の状況で、順調

にいってるか、どうなんでしょう。

○緒方病院局次長 詳しい数字は持っておりま

せんけれども、人件費以上に未収金回収は上がっ

てると思っています。

というのが、25年度は１億3,400万円の未収金

がありまして、現在は１億2,300万ということ

で、1,100万ほどの改善が図られてるということ

で、人件費以上の未収金回収はできていると思っ

てます。

○宮原委員 あと、困難な場合に弁護士法人に

ということなんですが、年間どのくらい件数が

あるんですか。

○緒方病院局次長 現在、457件の5,600万円の

未収金を、回収の対象としてお願いしてます。

この対象としておりますのは、督促状を出し

て１年以上たってもなかなか払ってくれない、

悪質な方々を対象に、弁護士さんにお願いをし

て、その回収に当たっていただいてるというこ

とでございます。

○宮原委員 あと一点。非常に数が多いなと思っ

たら、457件ということで、ちなみにこの弁護士

法人にどのぐらいの金額で委託をされていると

いうことなんでしょうか。

○緒方病院局次長 これは、成功報酬制度になっ

ておりまして、回収できた金額の29.5％を報酬

としてお支払いする形になっております。ちな

みに、今457件中完済をしていただいたのが84件

あります。金額としましては、530万ほどの受け

入れがあります。これは、分納もしていただい

てるのも含めてですけれども、そういう意味で

は、回収率が現在9.36％ぐらいあります。

あと、まだ分納していただいているのもあり

ますので、それがあると23.5％ぐらいの回収率

になるということで、全く何もしなければ、全

然収入として上がってこないわけですけれども、

成功報酬でもありますので、一部は委託で渡っ

てしまいますけれども、しないよりかはましと

いうことで、取り組んでいるところでございま

す。

○中野委員 回収困難なのは、弁護士法人にと

いうのは、どこかの弁護士に頼んでということ

でしょうが、督促状を出しても回収できなかっ
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たのが457件ということですか。督促状を出した

後は、もう弁護士に全部自動的にお願いしてお

るということですか。

○緒方病院局次長 そういうことではございま

せんで、督促状を出しても、先ほどの非常勤の

方々にお願いをしたりとかしてますけれども、

督促状を出して、期限より１年を経過しても全

然音沙汰がないとか、いわゆる悪質な滞納者を

対象に、例えば、※3,000万円以下のものは対象

外としておりまして、そういうものについては

自分たちで回収に努めてるという形で、各病院

で選定をしながらやってるところでございます。

○中野委員 その弁護士が、専門家とはいえ、

やってることというのは、１年間音沙汰がない

ものへの対応をしてもらっているわけですよね。

弁護士がやっていることは、督促状をあなたた

ちが出した後、督促命令の申し立てをするわけ

でしょう。その辺までは、弁護士に頼まんでも、

担当でして当然じゃないかなと思うんですが。

そして、そこで申し立てをしたけれども、何

もないということであれば、どこか簡易裁判所

かなんかに自動的にやっていけば、何ら弁護士

に、何パーセントでしたか、29.5％も払う必要

はないと思うんですが。

○緒方病院局次長 先ほど3,000万と言いました

けど、3,000円の間違いでございます。済みませ

ん。3,000円以下のものは、自分たちでやってい

るということでございます。

今、中野委員が言われたように、私どもも、

ある程度回収の見込みのある、行って会ってい

ただけるとか、そうような方々については、再

度催告をしたりとか、そういう取り組みをやっ

ているわけですけれども、なかなか会ってもく

れない方もいらっしゃいます。

そういうような回収困難ケースは、やはりあ

るわけで、そういう中で、弁護士から電話等な

りが来ると、そこで滞納者の方も態度が変わる

こともありますので、このやり方は引き続きや

らせていただきたいと思ってるところです。

○中野委員 頼んだほうがいいと思うんですよ。

いいけれども、督促命令の申し立てまではして、

相手の音沙汰がないとか、申し立てしても、お

れはそんなん云々と言って、抵抗というか、異

議でもしてきた者については、その後は弁護士

対応にしないと。裁判沙汰になったり、回収の

仕方がいろいろあったり、相手もいろいろおり

ますから、相手も、またいろんな人を頼んでく

る。弁護士を逆に頼んできたりする可能性等も

ありますから、これはもう時効が発生してるじゃ

ないかとかいろいろ来る。

そういう案件については、弁護士に、専門に

頼まないかんと思うんだけれども、督促状じゃ

なくて、いわゆる督促の支払い命令ですよね。

支払い命令申し立てぐらいは、こんなに案件が

たくさんあれば、機械的に処理できる話ですか

ら、そのぐらいは担当がしておくべきだと思う

んです。

なぜかというと、そういうことをしないと、

やはり新たな未収金が発生していく。それで、

焦げついたような、固定化したようなものを、

また弁護士さんにという、本当の悪循環になっ

てしまう。

２人、各病院ごとにあわせて６人も、専門に

雇ってるわけやから、古いものは、こういうこ

とも含めて、担当で一生懸命取り組んで、単年

度ごとに発生した分については、それもまたき

ちんきちんとして、新たな発生がないように、

それが固定化せんように。翌年度、過年度分っ

て過去も言ってこられましたけれども、幾ら発

※このページ左段に訂正発言あり
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生しても、よくて過年度だって１年以内ぐらい

には回収する、目鼻をつける取り組みをしてほ

しいと思うんです。

それで、新たな未収金の発生を抑える取り組

みを行っておりますって。新たな未収金の発生

を抑える取り組みをしたおかげで、実際、新た

な未収金は例年からするとこんなふうに少なく

なりましたとか、発生が少なくなりましたとか、

回収がうまくいったとか、そうなってるんです

か。

○緒方病院局次長 新たな発生状況でございま

すが、25年度、26年度の数字なんですけれど

も、25年度が654件の1,500万円ほど。そして、26

年度は413件の1,300万円ほどということで、や

はり発生は少なくなってるということでござい

ます。

先ほど言われた弁護士法人への委託は、もう

弁護士に任せればいいわというようなことに

なっては、委員の言われるようにおかしな話に

なりますので、やはりみずからの督促とか、そ

ういう努力をやるということは、各職員には、

再度、周知をしながら取り組んでいきたいと思

います。

○中野委員 ところで、未収金という概念は、

いつから。退院でも通院でも、終わりますよね。

終わって何日以内に払わなかったものが未収金

となるんですか。未収金という捉え方ですよ。

今、かなり減ったような数字でしたが、未収金

という概念、期間のとり方は何ですか。

○稲吉県立日南病院事務局長 入院、外来でそ

れぞれありますけども、基本的には窓口で払っ

ていただくのが原則です。その時に払わなかっ

たという時点で、一応、出納整理をすることに

なります。その時点で未収金として処理して、

例えば、翌日に払いに来られた方は、そこの時

点で清算する形ですので、基本的には窓口の支

払い時点と考えています。

○中野委員 さっきかなり、200件以上減ったよ

うな数字でしたが、それはいつを捉えてそうい

う数字になったんですか。翌日払ったものも発

生と捉えるんですか。

○緒方病院局次長 当該年度の決算を閉めると

きの数字でございます。

○中野委員 それなら、発生件数じゃなくて、

翌年度に繰り越した、その年度の発生額、発生

分ですね。当年度に発生したので、翌年度に繰

り越さざるを得なかった数字が、さっきの数字

ということ。それで減った分が、努力をされて、

期中において退院された、通院が終わった翌日

から、その差以上にかなりの回収もあるという

ことですか。それがうまくいったから、前年度

比較では、繰り越す未収金がその分だけ減った

と。いわゆる期中において、かなりの件数が減っ

たと、回収できたということになるわけですね。

それと、退院までにきちんと払わない率とい

うのはどのくらいあるんですか。

○稲吉県立日南病院事務局長 具体的には、そ

の時点の数字が、物すごく毎日のように変わり

ますので、例えば、入院されて、退院日に支払

われなかったとなると、例えば、10万、20万と

いう積み上げが出ます。

それが１週間後支払われると、またそれが消

えてしまうということで、数字的には毎日変わ

りますので、その時点その時点で把握をしなが

ら、未収金という考え方で整理をしているとこ

ろでございます。

○中野委員 今のは、その金額を言われたんで

すか。未収発生件数を言われたんですか。

○稲吉県立日南病院事務局長 金額と未収と両

方です。
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○中野委員 今、事務局長が何か言われた、毎

日ここにある数字を言われたんですか。

そんなら、逆に質問しますが、治癒されて、

退院されますよね。翌日から未収金という、さっ

きの説明でしたが、退院と同時に、ちゃんと窓

口で提示されるのはほとんどなんですか。何割

ぐらいそれで済むんですか。

○稲吉県立日南病院事務局長 割合的には、数

％だとは思います。全体で、患者数が4,000名ぐ

らいおられる中で、未収の割合というのは、はっ

きりわかりませんが、４、５％ぐらいじゃない

かなと思っています。

○中野委員 96％はほとんどもらってるという

ことですよね。

○渡邊病院局長 具体的な数字は、確かじゃな

いと思いますので、基本的には、退院時とか、

あるいは外来を受けて、その日にお支払いする

のがほとんどだろうと思います。

未収金についての概念の整理は、例えば、今、

予算上出てくるのは、当該会計年度にお支払い

がなかったという財務上の概念として、未収金

が上がってる。中野委員がおっしゃるのは、そ

の日に払わないのは、翌日に払うのも未収金扱

いかということでしょうから、それは、その日、

その日によって。

○中野委員 そんなふうに答弁された。

○渡邊病院局長 だから、未収金の概念が、こ

こでいう財務上の未収金と、いわゆるその日に

払わなかった未収金というのは、整理してかか

らないかんということです。

いずれにしましても、未収金問題は昔からずっ

とありまして、私は、この問題については、今

後、今の経済状態とかいろいろ考えますと、一

定率でずっと続くんではないかと思ってます。

我々も努力しますけれど、これが軽減されると

か、そういうことは余り望めないなと。

今議会でも、貧困の問題とかいろいろと取り

上げられましたけれど、民間病院には行きにく

くて、公立病院では患者はかかりやすいという

環境もありますので、一定率覚悟しなきゃいけ

ない。しかし、我々としては、経営上の問題も

ありますし、しっかりと回収していく、お支払

いしていただくように、努力しなきゃいけない

と思ってます。

先ほど言いました概念整理については、そう

いうことでございまして、もうちょっと正確に

言わなきゃいけないと思ってます。件数につい

ては、具体的には、はっきりわからない部分で

す。

○中野委員 言いたかったのは、新たな未収金

の発生を抑えることで努力をされている。年度

末の繰越金の件数が、ずっと比較して少なくなっ

たということは、その期中に、概念もいろいろ

出ましたが、翌日から発生した未収金を一生懸

命取り組まないと、その年にはたくさん発生し

て、さっきは４％ぐらいの比率でしたが、４％

でもかなりの件数ですから。それはちゃんとし

ないと過年度分が発生するということだから、

当年度に発生した分は、やはり当年度中に、決

算までには回収するよとしていかないと、それ

は弁護士に頼まないかんわということになるか

ら。大変だとは思うけれども、そこをしないと

繰り越す未収金は、一定額以上は発生すると思

うんです。県立病院は、患者さんが来たら、お

まえはお金を持っていなそうだから云々という

ことはできませんから、個人の病院はするかも

しれませんが。それは、医療者としては、医師

としての職分というか、人道的な立場から何か

あるんでしょう。県立病院には、特にいろんな

人がきますから。
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しかも、重篤な患者が来るところが病院です

から、そういうところには、手術の金額をはばっ

て、分割にしてくれとか、一挙には払えない人、

幾らお金を持ってる人でも、１回でぱっと払え

ない人もおりますから。分割では、未収金とい

う形になるでしょうから、大変だろうと思いま

すが、この精神で頑張ってください。

○宮原委員 よく自分たちもそういうことがあ

るんですけれど、入院をするときに、保証人に

なってくれとつきますよね。だけど、今、中野

委員が言われるように、救急で入院される人っ

て、保証人なんか言ってる場合じゃない、もう

診らないかんということになると思うんですが、

県立病院に入院されてる中で、保証人がつかな

い比率というのは、何％と言う必要はないんで

すけれど、そこそこあるもんなんですか。保証

人がなくても、追い出すわけにもいかんという

状況になりますよね。パーセントは要らんです。

そんな状況はあるのかなということで。

それともう一点が、保証人さんがついてて、

未収になった場合には、やはり保証人さんには

連絡しないといかんと思うんです。当然、サイ

ンをされるわけですから、だから、その部分に

ついて、保証人さんにきちっと、そういうよう

な未収金がありますよとやられてるもんかお聞

かせいただけますか。

○緒方病院局次長 保証人は、基本的にはとっ

ております。よく電話相談等であるのは、２名

とってください、２名もとれませんという話が

ありまして、今後、高齢社会になると、収入が

ないという形も課題かなと思ってます。

必ず２名ということではなくて、できなけれ

ばお一人という形も、病院現場の中で対応はし

てるようではございますけれども、基本的には、

連帯保証人は、１名は少なくともとるようにし

てます。全くいない人が何件あるか、今はよく

わからないんですけれど。

それと、基本的には、未払い、未収金になっ

た場合には、やはり連帯保証人には連絡をする

形にはなると思います。

○宮原委員 なると思いますじゃなくて、する

ことで、結果的にはかかられた患者さんなり、

その御家族の方が、そっち側からも払いなさい

よという支援をしてもらうことは、やはりやっ

とかないと。何のための保証人かわけがわから

なくなるから、そこはちゃんとやった上で、厳

しいですよと、弁護士法人なりに行くのは理解

ができるんですけれど、そこはお願いします。

○緒方病院局次長 確認しましたけれど、基本

的にそういう形で、連帯保証人には連絡をして

るということでございます。

○中野委員 今、医療費を払えと保証人にサイ

ンさせますか。後で医療事故があって、異議は

申し立てんということだけの同意書じゃないで

すか。

○稲吉県立日南病院事務局長 保証人は、先ほ

どの払ってない状態とか、いろんな医療費等に

ついての責任を負うということで、連帯保証の

署名をさせていただいております。

○中野委員 それは、手術の場合とか入院、通

院するときに、お金をあるときには払えと保証

人にとりますかね。経験がないもんだから。

○鬼塚県立日南病院長 手術の同意書は、別個

にとりますので、今の、最初のは、料金の支払

いができなかったときのサインだと思います。

○中野委員 別個とは、何。

○鬼塚県立日南病院長 先ほどの話は、料金を

支払えなかったときの同意書といいますか。

○中野委員 それは、いわゆる支払いを保証す

るという保証人ですよね。いつの時点でとっと
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るんですか。

○鬼塚県立日南病院長 それは、最初に入院す

るときです。

○中野委員 保証人を、通院も。（「通院はない、

入院だけです」と呼ぶ者あり）入院だけ。そう

ね。

○外山委員 １点だけいいですか。そもそも未

収が発生する要因、原因ってどこにあるんです

か。例えば、外来が多いのか、入院が多いのか。

そもそもどういうケースで未収金が発生する。

例えば、病院にかかりますよね、診察が終わっ

て、会計の場に行って、その人は、そこで踏み

倒して帰るってこと。そうすると、薬をもらえ

ない。処方箋をもらって、薬局へ行って、お金

を払ってもらうわけじゃないですか。というこ

とは、未収金は、どういう形で、どういうもの

が積み重なるのかな。裁判とか、医療事故は別

として。

○稲吉県立日南病院事務局長 例えば、当院の

場合を御紹介させていただきますと、やはり国

保税を払ってない方がおられて、例えば、保険

証とか、短期のところもつくられてない方とか

がおられて、それを勧めるんですけれど、あえ

てつくらないというようなことで。本来でいく

と１割とか３割負担になるんですが、それが10

割負担になってしまうということです。

特に入院の場合は、やはり大体10万から20万

はかかるケースもあります。ケースによりまし

ては、例えば、最初からお金を持ってこない方

がおられて、外来でも、窓口の支払いをされず

に、薬代だけを払って帰られるとか、先ほど言

いました、そういう悪質なといいますか、そう

いう意識が低い方もおられて、だんだん積み重

なってくると。

金額的には、やはり入院が物すごく多くなり

ますので、未収金の大半は、入院の額。外来の

場合は、多くても数千円とか１万円程度で済ん

で、金額的には少ないですけども、そういう状

況にあるということです。

○外山委員 ということは、入院して、手術な

りが終わった後に、退院日に払わずに帰るとい

うことですね。早く言えば、払えないのか払わ

ないのかわかんないけれど、そういうことです

よね。

○稲吉県立日南病院事務局長 入院申込書の段

階で、一応、手続はとるんですけども、やはり

医学的には悪化すると入院措置になります。

ただ、入院前から、支払われる方がおられま

すかと、一応患者さんと話を進めるんですけど

も、いよいよ退院の時点になっても、払うめど

がないということが、だんだん近づいてきます。

結果的には、払わずに帰ってしまわれるという

ことで、あとは、分割をどうですかと促してい

くのが現状でございます。

○外山委員 わかりました。薬は持って帰るん

だね。

○後藤委員長 ほかに。（発言する者あり）いい

ですよ。関連ではないですね。

○井上委員 未収金以外でいいですか。

全額自主財源の事業というのは、今回、いた

だいている臨床研修医確保・育成事業のほかに、

何か別の事業は、幾つかあるんですか。

○緒方病院局次長 後期研修医に対する貸付事

業、これは、宮崎大学の後期研修医に対して、

延岡病院と日南病院に勤務していただくために、

毎月10万円を貸し付けておりますけれど、それ

は、病院局独自予算で行ってる事業でございま

す。

○井上委員 ということは、この事業で、大

体1,300万ぐらいの事業なんですけれど、これに
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もう少しお金をかけられないものかどうか、そ

こを聞かせていただきたい。

内容的にいえば、臨床研修医の確保というの

は、大変重要なことなので、病院局でいえば、

この予算が1,300万というのが、これがいっぱい

いっぱいなのかなという考え方もあるのかもし

れませんが、この事業でもっとお金を確保する

ことは不可能なのかどうか、そこを聞かせてく

ださい。

○緒方病院局次長 今後の病院局の役割として、

ドクターを育てるのは、やはり大きな役割では

ないかと、私どもは認識しておりまして、そう

いう意味で、今回、こういう事業をつくったわ

けでございます。今回は手始めということで、

金額的には少ない感じではございますけれども、

今後、専門医制度が出てきます。29年度から、

具体的な専門医制度が出てきますので、専門医

の育成とかも含めまして、今後の後期研修医の

育成、それと、その後のキャリアパスをどうす

るべきなのかも、予算も含めて、トータル的な

検討は、今後の病院局の課題と思ってるところ

でございます。

○井上委員 研修医向けの勉強会とかセミナー

の開催とかってなってるわけですけれど、少な

い予算の中で何かをしようとすると、そのとき

に、何か、あっと驚くようなというのもちょっ

と変なんですけれど、医者を招聘してお話を聞

くとか、そういう研修なんかとか、それとか、

県立病院のどこかに来ていただいて、実際の状

況を一緒にやらせていただくとか。世界的にも

そうだけれど、日本の医者の中では、神の手と

言われるような方たちがいらっしゃるじゃない

ですか。

だから、宮崎の病院の中で、そういうことが

実際にやれて、そして、研修医の人たちも、そ

こで一緒に研修ができたり、勉強できたり、セ

ミナーを開催できたりということとかを考える

と、この予算の中では、そういうのって不可能

かなと。

魅力ある研修というか、それが魅力あるもの

になるかどうか、考えないといけないところも

あるかもしれませんが、何らかの工夫で、研修

医を確保することは、大変必要なことなので、

そういうバリエーションがきくような予算措置

ができないものかどうかを聞かせていただきた

いと思います。

○渡邊病院局長 予算の説明を、これだけしか

してないもんですから、そう思われるだろうと。

実は、さっき言いました後期研修医の、これ

も、予算的には1,800万ぐらい出してるんです。

それから、認定看護師の育成事業として、資格

試験でこれも出してるとか、ほかにもろもろあ

りまして、今議会でも、臨床研修医の確保につ

いて対策を練れとお話もありましたので、病院

局としては、これについて特化して出したとい

うことで、独自予算で、看護師さん対策、ある

いはコ・メディカル、薬剤師対策とか、いろん

な事業をやっております。そういう中で、医師

対策としては、臨床研修医対策としてこういう

ことをやってるということでございます。

とりあえず、ことし、こういう形で事業をリ

ニューアルしてやりましたけれど、臨床研修医

がどれだけ、彼らのマインド、どういう志向を

持っているか。日南病院、延岡病院は、なかな

か臨床研修医が集まらない状況もありますし、

宮崎病院が非常に多いわけでございますが、我

々、公立病院として、宮崎大学と県立病院とい

うのは、医師の卵を養成する大事な機関でもあ

るわけでございますので、そのあたりも加味し

ながら、予算充実は、今後の課題かなと思って
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ます。

いずれにしましても、先ほどの経営状況でご

ざいます。経営状況を見ていただきますと、我

々としては、どうしてもぎりぎりの線で予算を

組まざるを得ない。とりあえずこういうことも

組みましたけれど、そこは、井上委員がおっ

しゃった気持ちはよくわかりますので、今後と

も、引き続き対策をやっていきたいと思います。

それから、今の臨床研修医のことでございま

すけれど、新しい宮崎病院を今度つくりますけ

れど、研修機能の充実を一つの大きな目玉にし

てまして、臨床研修医ができるだけ集まるよう

な環境づくりもやろうと思ってます。そのとき

も、一つの大きな転機になると思いますので、

それを御期待いただきたいなと思ってます。

○井上委員 先に言っていただいて恐縮なんで

すけれど、実は、地域医療の関係を、今、福祉

保健部が一生懸命やってるけれど、やっぱり一

番頭を悩ましてるのが、医師なんですね。医師

確保がどうできるのかによっては、その計画が

スムーズに、地域間の格差がないように配置も

できてということが、頭で絵図が描ける状況に

なるので。

非常に、福祉保健部も頭を悩ましてて、私た

ちも委員会でびしびし言うのには、ちゅうちょ

があるぐらい、結構悩んでおられるので、そこ

が一番、私も心に残ってるところなんです。病

院局の研修医の確保というのは、力として発揮

していただける大きなあれなので、福祉保健部

から、例えば、ある程度の予算の下支えもでき

るような感じで、連携して何かそういうのをす

るとか。そして、常々、赤字が黒字がとかって

言われているので、御苦労はわかっているんで

すけども、やっぱりそこのあたりをうまく連携

をとりながらやらないと、福祉保健部だけでも

だめで、病院局にお願いして、私たちも、そこ

で頭をひねくり回そうなんて考えると、なかな

か難しいところもあると思うんです。

予算確保は、どの場面でも大変なので、そこ

を含めて、いろんなことを考えていただいてて

大変恐縮なんですが、人材確保がないと、なか

なか先に進めないというか、幾ら地域医療のあ

れをちょっと先に延ばして、もっと議論しますっ

て言われてみても、そこのところを言いたくなっ

てしまう。だから、そのあたりがうまく福祉保

健部とも連携がとれるといいのかなと。大体は

金なんですけれど、金になってしまうんですけ

ども。

○渡邊病院局長 昔は、福祉保健部内に県立病

院課がありまして、井上委員が御存じのように、

福祉保健部長がおりまして、私も、端っこに座っ

てて、いろいろ答弁した記憶がありますけれど、

今は、福祉保健部と病院局は、非常に連携はと

れてます。

ここに書いてある事業も、ほとんど福祉保健

部といろいろ密接に連絡を取り合いながらやっ

てますし、いろんなナビなんかもやってるわけ

です。福岡、大阪、こんなのも一緒にやってる

わけでございまして、そのあたりの事業を、連

携する事業として整理してお見せすることも、

我々がやらないと、そういう御意見も出るのか

なと思ってます。

それに加えて、一生懸命、福祉保健部医療薬

務課と連携をとりながら、今後ともやっていき

たいと。

今度、防災庁舎ができ、福祉保健部だけが行

くことだったんですけれど、病院局も行くこと

になりましたので、将来を見据えた連携がとれ

るんではないかと思ってます。

○井上委員 いろんな意味で、ＰＲ事業とかあ
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りますよね。研修医の皆さんをバスツアーして、

こんなことしてます、ああいうことしてますと

いう。これは、県民の人にきちんとわかってい

ただいて、そして、自分の息子だったり、孫だっ

たりに、これほど期待されてることとかを認知

していただくような、そこは、全部を病院局が

負う必要はないと思うんです。総体的な広報関

係のところにしっかり入れ込むとか、そういう

のをやってほしいなと。

それで、病院局内だけで、少ない予算の中で、

あれもやってこれもやってというのは、非常に

大変なので、そういうところを、例えば知事部

局も、きちんとそこを受けとめてアピールして

いくとか。もちろん県外で、東京あたりでもや

らないといけないわけだから、そういうことも

含めて、何かしっかりとした連携のもとに、１

カ所が負うんじゃないような状況をつくり上げ

ていただいて、いろんな意味で、医師確保のた

めに、宮崎が努力していることがアピールでき

ないといけないと思うんです。

だから、国の持ってるいろんな意味での、今

の予算配分のありようを、地域型に引き寄せて

いくことが必要じゃないかなと思うんです。せっ

かく金額が多く来ても、使い勝手が非常に悪い

という状況になってしまうので、そこがうまく

リンクできると、国も喜んだ予算配分が、ばら

まきじゃないかと言われるようなことがないよ

うな予算の配分になっていくので、少し国を助

けてあげることも必要なのかなと。アイデアを

上げることも必要なのかなと思うんです。

だから、そういう意味では、厚生労働省もはっ

きり、そこのとこを含めて下におろしていく、

網かけしていくということが、必要なのかなと。

この予算が悪いとか、この事業が悪いって言っ

てるんじゃなくて充実を、お一人でしょうこと

もないでしょうけども、頑張っていただきたい

なと思ってるところなんです。

○山下委員 ５ページの中で、細かい話なんで

すが、電話交換機改修工事費、宮崎病院なんで

すが、改築を目前にして、これは、3,500万とい

う大きな数字みたいですけども、これは、改築

しても継続して使える内容なの。

○松元病院局整備対策監 宮崎病院の電話交換

機について、設置から時間がたちまして、もう

ほぼ部品もないとかということで、ダウンして

しまうと新しくするのが難しい状況になってま

す。ナースコールとかも、全部つながって、そ

こまで全部かえると億近い金がかかるもんです

から、どうしても必要な部分だけを今回やって、

改築が終わるまで何とか持たせようという延命

措置みたいな工事になります。

○山下委員 その次の資産購入費で14億という

のが出てるんですが、これは、入れかえですか。

新規の機材購入になるんですか。どういったも

のを導入されるのか、分かっていれば教えてく

ださい。

○緒方病院局次長 この資産購入費は、医療機

器の資産購入でございまして、基本的には３病

院で必要な医療機器について購入するというこ

とです。

宮崎病院につきましては、やはり改築との関

係がございまして、新築当時に入れるものと、

今どうしても必要なものという形で、できるだ

けより分けをしまして、今どうしても必要なも

のだけを優先的に資産購入する形でのメリハリ

をつけようとしているとこでございます。

宮崎病院につきましては、超音波診断装置、

それと手術室一式が2,600万円、手術室ポータブ

ル装置などが1,800万円などの経費でございま

す。
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延岡病院が、エックス線撮影装置とか、ホル

ター心電図一式、大体3,000万から4,000万の数

字。

あと、日南病院がスペックＣＴ装置というの

で、これは高いんですが、１億4,200万円の機材、

それと、検体検査自動化システムで、3,700万円

の経費が必要です。

あと、経営管理課で、いわゆる、先ほど言い

ました診療関係の画像診断を残しておくサーバ

が古くなっており、それを更新する必要がござ

いまして、それに２億3,900万円ほどかかるとい

う金額になっております。

○前屋敷委員 この予算のところで、28年度の

入院患者数とかが出てるんですけれども、病床

数については、27年度と同じ数を考えてらっしゃ

るんですか。

○緒方病院局次長 基本的には、病床数は、許

可病床と稼働病床は違いますけれども、稼働病

床数は今動いている病床数で変えてない状況で

す。

○前屋敷委員 入院患者数が980人、少なく見積

もってらっしゃるんですけれど、在院日数が今

少なくなってるのが事実で、そういうところも

見越してなんでしょうけれど。基本的な病床数

が少なくなると、その辺の影響も出てきますし、

今、地域医療の構想の計画が作成中なんですけ

れど、その中の全体を見ますと、やっぱり病床

は削減方向で計画がつくられようとしている中

で、公立病院もその対象に十分なってくること

があるので、必要な病床は、きちっと確保する

といいますか、治療に必要な病床を確保すると

ころも、これから決定されることですので、ぜ

ひ、その辺のところはしっかり押さえていただ

きたいと思うところです。

それともう一つ、この資料の中の３ページの

ところで、費用の面ですけれど、材料費で高額

な薬品を使用する外来化学療法患者がふえてい

るんですが、外来化学療法というと、どういう

ものなの。

○菊池県立宮崎病院長 宮崎病院の菊池です。

外科のがん治療ですが、昔は、まず、手術で取

りまして、そのあと抗がん剤を入れる場合は、

大体ずっと入院してからやってたんです。手術

が終わって、２、３週間して、抗がん剤を週に

１回と。ところが今は、外来へと、入院も短く

という流れで。というのが、手術はもちろん入

院ですが、外来で抗がん剤をやりましょうとい

うことで、週に１回、外来に通ってやるわけで

す。ですから、今まで入院で出てた抗がん剤の

費用が、外来で出てくる形です。

○前屋敷委員 外来の意味がわかりました。通

院をしながら治療することなんですね。

それと、高額な薬品の件ですけれど、これは、

かなり患者さんの負担にもなるぐらいの額とい

いますか、保険の適用がきいたりきかなかった

りということでも、やはり影響してくるんじゃ

ないかなと思うんですけれど。

○菊池県立宮崎病院長 基本的に非常に高いん

ですが、全部保険適用のを使っております。保

険適用外はまず使いませんので、負担としては、

ある一定の負担だと思います。

ただ、がんというのが、ワンセットやれば終

わりではなくて、基本的にずっと続く治療でご

ざいますので、そのあたりが非常に大変かなと

思っております。

○岩切副委員長 最後に済みません。２点ほど

確認をさせていただきます。

説明資料の７ページで、いよいよ基本設計、

１億2,000万ほどの執行となるんですが、準備状

況等、御報告いただけるものがあれば、この時
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点でお聞かせいただきたいことが第１点であり

ます。２点目は、また後に。

○松元病院局整備対策監 基本設計の今の現状

でよろしいでしょうか。昨年11月ぐらいに、病

院全員を集めたキックオフミーティングをやり

まして、病院内に設けました各部門ごとの検討

部会、その方々と設計事務所を入れて、いろい

ろ打ち合わせをやっていまして、現在、各階に

どういう部門を配置するかという階構成。それ

と、各階にどういうものをどれぐらいの面積で

入れていくか、ブロックプランといってますが、

そこを今詰めている段階でございます。３月末

ぐらいにそれを終わらせて、今度は、各ブロッ

クごとの詳細的な部屋の内容、細かい間仕切り

内容とかを詰めていく予定にしてまして、９月

いっぱいで基本設計を終える状況になっており

ます。

○岩切副委員長 ありがとうございました。順

調に進んでらっしゃるという理解でよろしいで

すね。

２点目なんですが、スタッフの問題でござい

ますけども、看護師、医師、それぞれ必要なコ

・メディカル部門もあるところなんですが、４

月、新たに採用される人たちの数が、退職をさ

れる人たちの数に見合ってきてるかどうか。ま

た、年度途中の育休、病休、そういったものに

見合ってきているか。その辺の対策をそれぞれ

行ってらっしゃるところだと思うんですけども、

現状をお聞かせいただければと思います。

○緒方病院局次長 医師は、大学からの派遣が

ありまして、なかなか私たちでコントールでき

ない部分があるんですけれども、看護師につき

ましては、毎年度採用試験をやっております。

当該年度の退職見込み、それと採用をした後の

辞退見込みをとって、採用数を決めてる状況で

ありますが、実は、今年度は若干退職者数が、

当初見込みより多く出てしまったことと、辞退

者も若干多く出てしまったことで、採用者数が

足らない状況にあると認識しておりまして、今

後、そういうような方々の欠員がある部分につ

いては、やはり今後の採用とか、臨時職員の確

保とかで対応していく必要があると思います。

それと、育休者につきましては、これも、年

度によってばらつきがあるんですけれど、大体

やっぱり100名程度います。本来的は臨時なんで

しょうけども、やはりそれは無理なんで、そう

いう意味では、育休者の代替職員につきまして

も、基本的に正規で雇うような形で、今、取り

組んでいるところでございます。

○岩切副委員長 ありがとうございます。

最後にしますけども、育休代替等も含めて、

これからも採用を努力されなければならない状

況だと思います。

それで、年度途中で採用を前倒しでしている

事業、そういう取り組みをなさってらっしゃる

んですが、それを、継続をされる見通しである

か。さらには、もっとさらに前倒しをしていく

ような御計画等も、御検討なさってらっしゃら

ないか、そのあたりをお聞かせください。

○緒方病院局次長 採用は、去年、学生の就職

活動の云々がありまして、ちょっとおそくなっ

たりとか、ことしは早くなったりとか、そうい

う時期の変動があります。

そういう意味で、私どもは、できるだけ早い

時期に採用試験をやっていきたいとは思ってお

りますが、そういうような学校、卒業生との関

連とか、そこ辺も十分検討して、採用試験は組

む必要があるのかなと思いますが、できるだけ

早くに試験は行いたいなと思ってるとこでござ

います。
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○岩切副委員長 経験者等を年度途中に採用す

る手法をさらに継続をしたり、まだ、より一層

前倒しをする予定があるか。

○緒方病院局次長 今、経験者採用につきまし

ては、年度途中でも採用する形でやっておりま

す。

経験者の方は、今、勤務されてるところもあ

りますので、そこに迷惑をかけるといけません

ので、そこで十分に了解をいただいた上で移れ

る形になったときに、県病院に来てくださいと

お誘いをしているとこでございます。

いうならば、副委員長が言われるように、そ

ういう形で合意ができれば、できるだけ早く県

病院の職員として働いていただければと思って

おります。

○中野委員 退職者が予定よりも多かったとい

う説明でしたよね。まだ、聞いてはないけれど

も、看護師の27年度の退職者は何名で、うち定

年退職者は何人か。それから、定年でない人の

途中退職者は何人か。

○緒方病院局次長 済みません、ちょっとお時

間を下さい。

今年度の定年退職者ですが、10名いらっしゃ

います。全体の退職者が61名、そのうち定年で

退職される方が10名でございます。

○中野委員 ということは、途中退職者は普通

退職者というわけですか。その方が51名いらっ

しゃるということですが、その年齢層は、若く

て退職されるのか、もう50代になったからとか、

夜勤が大変だとか、そういうのも耳にしますが

─でやめられるのか、そのようなのがわかっ

ておれば。

○緒方病院局次長 普通に退職される方のう

ち、38名は、年齢的に40歳未満、20代から30歳

です。この方々は、理由としましては、やはり

結婚とか、そういう形で退職される方が多いと

聞いてます。

それと、年をとって退職をされるか、定年ま

で働かないで退職される方が８名いらっしゃい

ます。こういう方々は、親の介護とか、そうい

うことを理由に退職をしたいというお話を聞き

ます。

○後藤委員長 ほかにございませんか。

○緒方病院局次長 先ほど、退職金の引き当て

の関係で、33億という話をしましたけれども、

総額は60億まで積み上げる必要があるというこ

とで間違っておりました。訂正をさせていただ

きます。

○後藤委員長 議案に関する質疑を終了いたし

ます。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○緒方病院局次長 それでは、その他の報告事

項といたしまして、県立病院の分娩料の取り扱

いについて御説明をいたします。

委員会資料の９ページをお開きください。

病院局では、先ほど局長が申しましたとおり、

県の周産期医療体制を取り巻くさまざまな事情

を勘案しまして、平成26年度に県立病院の分娩

料の見直しを行ったところでございます。

１にこれまでの経緯を記載しております。

まず、（１）でございますが、県立病院の分娩

料の上限額を定めました宮崎県立病院事業の設

置等に関する条例を昨年度改正をいたしまして、

平成27年３月20日に公布しております。

具体的には、分娩料の上限につきまして、児

童福祉法の規定に基づき、国が定める助産施設

分娩料の公費負担上限額20万90円を基準といた

しまして、県立病院の分娩料の上限額を20万円

と定めて、平成27年７月１日に施行したところ
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でございます。

また、（２）の県立病院料金等規程の改定であ

りますが、上記の条例の上限額の改正に合わせ

まして、下の表にありますとおり、診療時間帯

の区分に応じまして、それぞれ、平成27年度に

３万円、平成28年度は２万円の引き上げの予定

で、２段階引き上げを行うことといたしまして、

平成27年２月の定例県議会の厚生常任委員会で

御説明をさせていただいたところでございます。

なお、平成27年度の引き上げにつきましては、

先ほど申しましたとおり、７月１日に実施した

ところでございます。

次に、２の平成28年度の取り扱いについてで

ございます。

（１）の概要でございますが、①にあります

とおり、国が定める助産施設分娩料の公費負担

上限額が20万90円から20万1,480円に引き上げら

れたところでございますが、引き上げ額が僅少

でありますことから、条例で定める県立病院の

分娩料の上限額20万円は据え置きまして、②の

とおり、具体的な分娩料は、当初予定どおり２

万円引き上げまして、下の表にありますとおり、

料金規程を改定するものでございます。

（２）の期日でございますが、平成28年３月

中に料金規程を改定いたしまして、約３カ月間

の周知期間を設けまして、平成28年７月１日か

らとする予定でございます。

11ページをごらんいただきたいと思います。

こちらは、県立病院の分娩料の推移等を示し

たもので、昨年度の厚生常任委員会で御説明を

いたした資料でございます。

一番上の青い線は、出産時に健康保険等から

妊産婦に支払われます出産育児一時金を示して

おりまして、現在は40万4,000円となっておりま

す。また、緑色の線が、国が定める助産施設分

娩料、赤い線が県立病院の分娩料でございます。

これを見ておわかりのとおり、平成22年度ま

では、助産施設分娩料と県立病院の分娩料はほ

ぼ同額でございましたが、平成23年度以降に助

産施設分娩料が引き上げられた一方、県立病院

の分娩料は据え置いていましたことから乖離が

生じておりましたけれども、平成27年度と28年

度の２段階引き上げにより、助産施設分娩料と

ほぼ同額になります。

なお、グラフの上のほうに、紫色の線で、県

立病院の休日・深夜の分娩料と入院料等を含め

た標準的な分娩費用を記載しておりますが、分

娩料改定後も青色の線の出産育児一時金を超え

ない設定となっております。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○後藤委員長 分娩料の取り扱いについて説明

が終了いたしました。

この件について質疑はありませんか。

○中野委員 この資料に、民間の分娩料平均と

書いてありますが、25年度の上に、一つポツで

ダイダイ色がありますよね。民間の今の分娩料

は、ここを示してるんですか。

○緒方病院局次長 平成25年度の上のほうに、

民間で22万8,000円という数字があります。これ

が、民間の平均的な休日・深夜の分娩料でござ

います。

○中野委員 この後の動きは、把握されておら

れないわけですか。27年度はどのぐらいになっ

ているんですか。

○緒方病院局次長 今年度の数値は把握はして

おりませんけれども、医師会等と話をしますと、

大きくは変わってないと思います。少なくとも、

県のほうには20万円まで引き上げてほしいとい

う医師会等の要請等もありますので、大きくは
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変わってないと思っております。

○中野委員 民間と県立の病院とで、県立病院

が安くすることで、民間の病院を窮地に追い込

むといけませんが、経営が少なくなって云々と

か、整合性というか、そこ辺はうまくとれてる

わけでしょうか。

○渡邊病院局長 次長の説明から漏れたんです

けれど、実はこの分娩料については、県の医師

会から長年要望がありました。出産一時金との

乖離もあるし、もちろん、先ほど言いました福

祉助産施設の分娩料は、生活困窮者に対する最

低を保障した額なんですけれど、それに対する

乖離もあるではないかと。そして一方、民間の

産婦人科医が非常に減少してる。高齢化してる

とこもあります。

民間の産婦人科は、経営的にも非常に厳しく

なっておりまして、やはり基本的には、出産一

時金をこんなにもらってるんだから、分娩料を

もうちょっと高くしていいというのが、民間の

中にはあります。

そういう中で、助産施設の分娩料でございま

す20万、生活困窮者もこれだけは保障している

わけでございます。せめてそこまでは上げてい

ただきたいという非常に強い要望がこの数年、

もう数年じゃないです、５、６年ありました。

我々としては、平成22年度から23年度に移る

ときに、本来上げるべきだったんだろうと思い

ます。これをやらなかったということで、私は、

病院局長として非常に怠慢だと、自分自身そう

思っておりますが、いずれにしても、この問題

について、そういう形で適正価格にした経緯が

ございます。

それと、一遍に上げるのも、額に非常に乖離

があったもんですから、２カ年かけて、２段階

で上げてみようということで、こういう整理を

させていただきまして、昨年の常任委員会でも

御説明したところでございます。よろしくお願

いします。

○中野委員 私も、地元の何人かの先生から、

子供が少なくなって、非常に経営が厳しいんだ

という話をされたことがあるんです。それで、

地元から産婦人科の先生がいなくなったら大変

だなと思いましたので、民を官のほうがいろい

ろやると思ったらいかんなと。適切な値上げで

すから、ちゃんと、一時金はそれの範囲ですか

ら。民間はホテルみたいな部屋に入院して、そ

の部屋代とか払わないかんでしょうけれども、

この範囲内であれば、うまく協調し合う料金で

おさめて、今後もやっていただきたいなと思い

ます。

○前屋敷委員 昨年の７月から実施ということ

なんですけれど、結果、県病院はどんなぐあい

ですか。

○緒方病院局次長 この引き上げに伴う患者様

からの苦情とか、そういうのは一切ありません。

実際の分娩件数につきましても、例えば、昨

年度の２月までの累計でございますけれども、

平成27年度が、３病院合計で1,168件、26年度

が1,028件ということで、140件ほどふえており

ます。

民間の産科の厳しさを感じておりまして、や

はり民間を圧迫しない程度の形で県病院の役割

を果たしていくことが必要なんじゃないかなと

認識をしたとこでございます。

○前屋敷委員 新しく改定された後の結果は、

まだ出てないのですか。

○緒方病院局次長 ことしの７月からの数字と

して、分娩料引き上げの件数は870件で、昨年度

との比較はつくってないんですけれども、感触

としては、宮崎病院もやはり産科がふえておる
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状況もありまして、基本的には、これが引き上

がったからといって、若干少なくなったことは

なくて、これは民間の先生方が少なくなってき

てる影響かなと思ってるところでございます。

○前屋敷委員 わかりました。もう少し経過を

見ないとわからんところもありますので。

○後藤委員長 この件についてはよろしいです

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、その他、何かありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして病

院局を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時１分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、当委員会に付託されました議案等につ

いて、福祉保健部長の概要説明をお願いします。

○桑山福祉保健部長 福祉保健部でございます。

それでは、委員会に御審議をお願いしており

ます議案等につきまして、概要を御説明申し上

げます。

まず、お手元の平成28年２月定例県議会提出

議案（平成28年度当初分）の表紙をめくってい

ただきたいと思います。目次をごらんください。

福祉保健部関係の議案は、一番上の議案第１

号「平成28年度宮崎県一般会計予算」、それから、

議案第４号「平成28年度宮崎県母子父子寡婦福

祉資金特別会計予算」、それから、下から６番目

になりますが、議案第21号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」、その下の議案

第22号「宮崎県犬取締条例の一部を改正する条

例」、それから、一番下になりますが、議案第26

号「宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例

の一部を改正する条例」、２ページのほうをごら

んいただきたいと思います。上から５番目にな

りますが、議案第31号「宮崎県における事務処

理の特例に関する条例の一部を改正する条例」、

その下の議案第32号「障がいのある人もない人

も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」、その下

の議案第33号「興行場に関する条例の一部を改

正する条例」、それから、飛びまして下から４番

目の議案第42号「宮崎県子どもの貧困対策推進

計画の策定について」、その下の議案第43号「宮

崎県地域福祉支援計画の変更について」の10件

でございます。

これらの議案のうち、私のほうからは、議案

第１号それから議案第４号の福祉保健部の28年

度当初予算の概要について、御説明をさせてい

ただきます。

お手元の常任委員会資料の１ページをごらん

いただきたいと思います。

１ページでございますが、１の（１）平成28

年度福祉保健部の予算についてであります。

上の表の下のほうの行、福祉保健部予算をご

らんいただきたいと思います。

福祉保健部の予算額は、一般会計で1,040

億8,179万4,000円でありまして、平成27年度の、

これは６月補正による肉づけ後の予算額を記載

してございますが、これと比較して、率にして0.6

％の増、額にして６億570万8,000円の増となっ

ておるとこでございます。

福祉保健部の予算案につきましては、社会保

障関係費等を経常経費として計上するとともに、

平成28年度重点施策の子育ての希望をかなえる

県づくりの実現に向けた事業を中心に、県政の



- 24 -

平成28年３月８日(火)

直面する課題に対応するために所要額を計上し

ているところでございます。

各課別の予算につきましては、下の２のほう

の表に記載のとおりであります。

また、この表の下から２番目の特別会計、母

子父子寡婦福祉資金特別会計につきましては、

当初予算額が３億6,136万9,000円となっており

まして、対前年比で、率にして9.6％の減、額に

して５億6,714万6,000円の減となっております。

なお、各課の歳出予算の説明の際に使用いた

しますお手元の平成28年度歳出予算説明資料に

記載されております平成27年度当初予算の額は

骨格予算時のものが記載されております。肉づ

け後の予算規模と比較する場合には、この常任

委員会資料の１ページのほうの一覧表をごらん

いただきたいと思います。

以上が、平成28年度当初予算の概要でありま

すが、各課の主な事業につきましては、常任委

員会資料の２ページから33ページにかけまして

掲載しておりますので、後ほど、それぞれ担当

課長のほうから御説明を申し上げます。

また、別冊でお配りしております決算特別委

員会の指摘要望事項に係る対応状況という資料

がございます。

これの個別的指摘要望事項並びに条例などの

特別議案の詳細につきましても、それぞれ担当

課長のほうから御説明申し上げますので、当初

予算議案とともに御審議のほどをよろしくお願

い申し上げます。

私からは、以上でございます。

○後藤委員長 部長の概要説明が終了いたしま

した。

これより、４班に班分けして議案等の審査を

行い、最後に総括質疑の時間を設けることとし

ています。

歳出予算の説明につきましては、重点・新規

事業を中心に簡潔に行い、あわせて決算におけ

る指摘要望事項に係る対応状況についても説明

をお願いします。

それでは、初めに福祉保健課、国保・援護課

の審査を行いますので、それぞれ説明をお願い

します。

なお、委員の質疑は２課の説明が全て終了し

た後にお願いをいたします。

○渡邊福祉保健課長 福祉保健課でございます。

まず、議案第１号「平成28年度宮崎県一般会

計予算」につきまして、御説明をさせていただ

きます。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料をお願

いいたします。

歳出予算説明資料の117ページでございます。

福祉保健課の平成28年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄になりますけれども、総額で79

億6,964万2,000円でございます。

主なものにつきまして、御説明をいたします。

119ページをお開きください。

中ほどの（事項）社会福祉総務費2,561万2,000

円でございます。

主なものは、説明欄４の「地域生活定着促進

事業」の2,000万円でございますけれども、これ

は、高齢または障がいを有するため、福祉的支

援を必要とする刑務所等の出所予定者に対しま

して、福祉と司法が連携して、社会復帰を支援

するものでございます。

次に、一番下の（事項）社会福祉事業指導費

４億5,617万1,000円でございます。

主なものは、１の（１）社会福祉施設職員等

退職手当共済事業給付費補助金の４億5,233

万4,000円でございますけれども、これは、社会

福祉施設等の職員を対象に、退職手当共済事業
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を行っております福祉医療機構に対し、経費の

一部を補助するものであります。

次に、３の新規事業「社会福祉法人改革推進

事業」につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明をいたします。

120ページをお開きください。

一番上の（事項）地域福祉対策事業費１億3,769

万2,000円でございます。

まず、１の（３）新規事業「多重的見守りネッ

トワーク九州モデルテレビスポット放映事

業」128万8,000円でございます。

これは、九州・山口各県の官民が連携して取

り組むこととしております地方創生プロジェク

トの一環でございまして、ひとり暮らし高齢者

への声かけなど、誰もが気軽にできる見守り活

動に対する意識醸成を図りますため、テレビス

ポットを作成し、広く周知を行うものでござい

ます。

次に、３の（１）「安心生活福祉サービス利用

支援事業」6,072万4,000円でございますけれど

も、これは、初期の認知症など、判断能力が十

分でない方に、福祉サービスの利用手続の支援

等を行うものでございます。

次に、４の改善事業「福祉サービス第三者評

価制度普及啓発・受審促進事業」127万7,000円

でございますが、これは、福祉サービスの質の

向上と利用者への情報の提供のために行ってお

ります第三者評価制度の周知や受審数の増加を

図りますため、普及啓発の推進や研修会を実施

するものでございます。

次に、６の新規事業「農山漁村における所得

安定・向上モデル事業（見守り・生活支援）」900

万円につきましては、後ほど常任委員会資料で

御説明をさせていただきます。

２つ下の（事項）民生委員費１億3,152万2,000

円であります。

主なものは、１の民生委員活動費等負担金の

１億2,777万円でございますけれども、これは、

民生委員の活動経費等を負担することによって、

民生委員による地域福祉活動の促進を図るもの

でございます。

次の121ページををごらんいただきたいと思い

ます。

一番上の（事項）福祉総合センター費１億3,468

万4,000円ですけれども、内容は、１の福祉総合

センター管理運営費と、２の社会福祉事業従事

者を対象に研修を行います「社会福祉研修セン

ター事業」、そして、３の福祉人材の無料職業紹

介等を行います「福祉人材センター事業」でご

ざいます。

次に、２つ下の（事項）自殺対策費8,313

万7,000円でございます。

１の「『自殺ゼロ』プロジェクト推進事

業」4,646万9,000円ですけれども、これは、県

自殺対策行動計画に基づきまして、市町村や関

係機関と一体となって、基盤づくりから一次・

二次・三次予防といった総合的な自殺対策を展

開することとしております。

２の新規事業「みんなで支える！働き盛り男

性の自殺予防推進事業」につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で御説明をいたします。

次に、ページをおめくりいただきまして、122

ページから124ページまでは、福祉保健課の出先

機関でございます衛生環境研究所や保健所の運

営費及び部の連絡調整費などを計上しておりま

す。125ページをごらんいただきたいと思います。

一番上の（事項）県立病院管理費42億1,073万

円でございますが、これは、県立病院の運営な

どに要する経費の一部を一般会計において負担

するもので、福祉保健課において予算措置を行っ
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ております。

それでは、主な新規事業につきまして、御説

明をさせていただきます。

恐れ入りますが、お手元の厚生常任委員会資

料をお願いいたします。

厚生常任委員会資料の２ページでございます。

新規事業「社会福祉法人改革推進事業」につ

いてであります。

資料に記載はございませんけれども、社会福

祉法人につきましては、昨今、一部の法人によ

る不適正な運営によりまして、社会福祉法人の

存在意義が問われるような事案が発生しており

ます。

そこで、国では、このような状況等を改善し

まして、社会福祉法人が、今後とも複雑多様化

する福祉サービスの中心的な担い手としてあり

続けることができますよう、公益性や非営利性

を徹底させる観点から、社会福祉法人制度の改

革を進めようとしております。

具体的には、全ての社会福祉法人に、地域貢

献の取り組みを行う責務が発生することや、県

が実施する指導監査の強化を図りますため、指

導監査に当たっては、公認会計士等、会計の専

門家の意見を聞くこととされていること、また、

経営組織のあり方の見直しといたしまして、理

事や理事会のチェック機能を持つ評議委員会の

設置を義務化することなどの内容となっており

ます。

それでは、資料の１の目的・背景に入らせて

いただきますけれども、社会福祉法の改正につ

きましては、現在、参議院で審議中でございま

すけれども、国に確認いたしましたところ、平

成27年度中には改正が行われる予定だと伺って

おります。

今回の改革の内容は、先ほど申し上げました

とおり、内容が多岐にわたっておりまして、法

人の運営面に大きな影響を与えることが予想さ

れますので、法人が取り組む地域貢献の推進の

ための仕組みづくりや、指導監査の強化等を行

うことによりまして、社会福祉法人改革への円

滑な対応を図るものでございます。

次に、２の事業概要でございますが、（１）の

社会福祉法人改革に関する説明会等の開催では、

法改正の内容を周知するため、社会福祉法人に

対する説明会などを開催することとしておりま

す。

（２）の会計専門家による指導監査の強化で

は、社会福祉法人の指導監査に公認会計士等を

同行させ、専門的な立場から会計処理に関する

事項について、指導や助言を行うこととしてお

ります。

（３）の社会福祉法人の地域貢献推進のため

の仕組みづくりといたしましては、社会福祉法

人や行政等により構成される協議会を設置いた

しまして、法人の責務となる地域貢献のあり方

や取り組み方法等について、県全体としての方

向性を検討するとともに、実践事例についての

評価等を行うこととしております。

３の事業費は、353万9,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でございますが、この事業によっ

て、社会福祉法人の適正な運営の確保や、福祉

サービスの充実が図られるものと考えておりま

す。

次に、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。

新規事業「農山漁村における所得安定・向上

モデル事業（見守り・生活支援）」であります。

資料に記載はございませんけれども、この事

業は、全庁的に取り組みます農山漁村の所得アッ
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ププロジェクトの一つでございまして、農林水

産業だけではなく、福祉の分野等も含めた横断

的・複合的な視点による所得向上メニューを策

定しまして、永続性の高い所得アップモデルを

創出し、地方創生の横の展開を図ろうとするも

のでございます。

一方で、この事業は、普段の生活における

ちょっとした困り事の解決などのソーシャルビ

ジネスの展開といいました、いわゆる地域福祉

でまちづくりの側面を有するものでございます。

１の目的・背景をごらんいただきたいと思い

ますけれども、農山漁村におきましては、地域

の助け合いを必要とする方々の困り事を解決す

る持続可能な生活支援システムを構築するとと

もに、この仕組みの中で発生する雇用等により、

農山漁村における所得向上につなげるものでご

ざいます。

２の事業概要でございますが、市町村社会福

祉協議会やＮＰＯ法人、社会福祉法人が、買い

物代行や粗大ごみ処理等の困り事に対応するサ

ービスや、規格外で市場に流通しない農産物等

の１次産品を活用した高齢者向け配食サービス

等、生活支援システムの構築に取り組む際に必

要となる初期費用に対して補助を行うものでご

ざいます。

事務所の設備の導入等のハード事業の経費と

して上限額200万円、組織運営等のソフト事業の

経費として上限250万円を予定しております。

３の事業費は900万円で、２カ所程度のモデル

を確立したいと考えております。

４の事業効果でございますが、この事業によ

り、人口減少に対応した持続可能な地域の支え

合いのシステムが構築されることによって、誰

もが安心して暮らすことのできる中山間地域の

実現につながるものと考えております。

４ページをお開きいただきたいと思います。

新規事業「みんなで支える！働き盛り男性の

自殺予防推進事業」でございます。

まず、１の目的・背景ですけれども、平成26

年の本県における男性の自殺者数は、女性の3.2

倍となっておりまして、中でも30歳から60歳代

の働き盛り世代が、男性の約７割を占めており

ます。

このため、これらの層をターゲットにした対

策を強化いたしまして、働き盛り男性の自殺予

防を推進しようとするものでございます。

２の事業概要ですけれども、資料には記載し

ておりませんけれども、男性には、従来、悩み

があっても我慢する文化ですとか習慣があると

言われておりまして、借金などの経済的な問題

や健康問題、人間関係の悩みなど、具体的な悩

みについて、他人に相談することに心理的な抵

抗があるものと思われます。

そこで、そこにアプローチをする手法として、

この新規事業を立ち上げることとしたものでご

ざいます。

まず、（１）の男性が「いつでもこっそり」相

談できる環境の整備といたしまして、相談窓口

等を紹介する既存のホームページを改編いたし

まして、悩んでいらっしゃる人が使いやすく相

談しやすいワンストップ型のポータルサイトを

作成するとともに、当該サイトへの接続を容易

にする検索連動型広告といったものを実施した

いと考えております。

次に、（２）の男性が足を運びやすい場所での

見守りの強化といたしまして、パチンコ店、コ

ンビニエンスストア、ドラッグストア等の店舗

内に、ポータルサイトや相談窓口を紹介するス

テッカー等を設置するとともに、理美容店やス

ナック等の飲食店関係者を対象に、気づきや声



- 28 -

平成28年３月８日(火)

かけに関する研修を行うこととしております。

また、（３）の男性の家族や身近な人による見

守りの強化といたしまして、テレビ、ラジオ等

を活用し、働き盛り男性の、例えば、不眠や食

欲不振といいました鬱のサインを見逃さずに、

相談や医療機関の受診につなぐ大切さについて、

広く啓発を行いたいと考えております。

３の事業費は、782万円をお願いしております。

４の事業効果でございますが、この事業によ

り、悩みを抱える働き盛り男性の適切な相談や

医療機関への受診の促進につながり、自殺者の

減少が期待できるものと考えております。

次に、恐れ入りますが、決算特別委員会の指

摘要望事項に係る対応状況について、御説明を

させていただきます。

お手元の決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況をごらんいただきたいと思います。

これの４ページをごらんいただきたいと思い

ます。

④でございますが、自殺ゼロプロジェクト推

進事業の効果等について、情報発信によるさら

なる取り組みの推進を図るよう、こういった内

容の御指摘を受けておったところでございます。

この資料に書いてございますように、本県の

自殺者数は、平成26年は265人と、前年と比べま

して９人増加し、自殺死亡率、これは人口10万

人当たりの自殺者数でございますが、全国ワー

スト３位となっておりますけれども、ピーク時

の平成19年の394人からは、約３分の２の水準ま

で減少しております。

特に、小林保健所管内におきましては、平成26

年１月より、鬱病対策のモデル事業といたしま

して、かかりつけ医による精神科医紹介システ

ムに取り組むことによって、管内の自殺者が大

きく減少しております。

県では、この実績を踏まえまして、この取り

組みを他の地域に広げますため、医師等の専門

職向けの研修会や県民向けのフォーラム等で取

り組み実績を紹介するとともに、各地域の医師

会等にシステム構築の働きかけを行ってきたと

ころでございます。

このような中、今年度中に、宮崎市保健所及

び日向保健所管内で、このシステムの運用が始

まる予定になっております。

また、来年度には高千穂保健所管内におきま

しても、運用に向けた準備が始まる予定でござ

います。

また、昨年度からは、各地域の理美容店の関

係者に対しまして、気づきや声かけに関する研

修を実施するとともに、今年度からは、延岡地

域において、救急医療の現場における自殺未遂

者支援の取り組みを始めたところでございます。

さらに、来年度からは、先ほど御説明をさせ

ていただきました自殺者の多い働き盛り男性の

適切な相談・受診を促進する取り組みを行うこ

ととしております。

今後も引き続き、市町村や関係機関等と一体

となりまして、県下全域における自殺対策のさ

らなる推進を図り、自殺のない地域社会づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、議案第43号「宮崎県地域福祉支援計画

の変更について」御説明をさせていただきたい

と思います。

お手元に計画書（案）の本体をお配りしてお

りますけれども、本日は厚生常任委員会資料の

ほうを使用して、御説明をさせていただきたい

と思います。

恐れ入りますけれども、再度、厚生常任委員

会資料のほうをお願いしたいと思います。

42ページをお願いいたします。



- 29 -

平成28年３月８日(火)

資料の説明に入ります前に、１点御報告がご

ざいます。

去る12月７日からことしの１月６日まで、県

のホームページや広報誌、新聞広告等を通じま

して、パブリックコメントを行ったところでご

ざいます。

その結果、９名の方から20件の御意見をいた

だきましたけれども、その内容は、計画や施策

に期待すること、力を入れてほしいことなどに

ついての御意見でありまして、11月の厚生常任

委員会で御説明をいたしました素案の修正に至

るようなものはございませんでしたので、まず

最初に、その旨、御報告をさせていただきます。

それでは、資料をごらんいただきたいと思い

ます。

本計画は、１の計画策定の理由にありますよ

うに、社会福祉法の規定に基づき定めておりま

して、第２期計画の満了に伴い、第３期計画の

策定を行うものであります。

２の計画の期間は、平成28年度から32年度の

５年間でございます。

３の計画の概要ですけれども、まず、（１）基

本理念といたしまして、「ともに支え合い、助け

合う あたたかい思いやりの社会づくり」とし

ております。

お互いにかかわることを好まない人々がふえ

つつある現状がある今でございますけれども、

そういう今だからこそ、人情味あふれる優しい

県民性を生かし、県民一人一人がいい意味での

「おせっかい」の気持ちを持って一歩を踏み出

すことの大切さ、これをこの理念に込めたとこ

ろでございます。

次に、（２）基本目標及び施策の体系でござい

ます。

本計画は、３つの基本目標を定めまして、そ

れぞれに柱となる方向を設けております。

まず、①地域福祉を担う人づくりでございま

すが、県民に対する地域福祉の意識醸成や、社

会福祉事業従事者の確保及び資質向上を図ると

ともに、社会福祉法人の地域貢献等による新た

な人材確保対策、地域福祉のリーダーとなる人

材育成等に取り組むこととしております。

次に、（２）地域福祉サービスの基盤づくりで

ございますが、社会福祉法人の経営安定とサー

ビス向上に向けた取り組みを支援するとともに、

地域福祉の中核となる市町村社会福祉協議会の

充実や、地域包括ケアシステム等の福祉・保健

・医療といった公的機関の横の連携に取り組む

こととしております。

最後に、③みんなで支え合う地域づくりでご

ざいますが、地域における地道な取り組みや先

駆的な活動などを評価し、紹介することを通し

て、助け合う機運を醸成するとともに、都市部

や過疎地域等、地域の特性に応じた見守りや、

世代を超えた交流活動等に、積極的な住民参加

を得ながら取り組むこととしております。

福祉保健課からは、以上でございます。

○日髙国保・援護課長 国保・援護課分を御説

明いたします。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の国保

・援護課のところ、135ページをお開きください。

国保・援護課の平成28年度当初予算額は、左

側から２つの欄にありますように、341億892

万8,000円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

137ページをお開きください。

中ほどにあります（事項）生活福祉資金貸付

事業費3,495万6,000円であります。

これは、低所得世帯等に対し、低利または無

利子の資金貸付と、必要な相談支援を行うこと
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により、その世帯の経済的自立及び生活意欲の

助長促進等を図るもので、事業実施主体であり

ます県社会福祉協議会に対して貸し付け業務に

要する経費を補助するものであります。

次に、一番下の（事項）宮崎県緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業費2,428万3,000円であり

ます。

その内容につきましては、138ページをお開き

ください。

これは、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

の終了に伴いまして、その執行残を国庫に返還

するものであります。

次に、生活困窮者支援事業費1,986万8,000円

であります。

これは、生活困窮者の自立相談支援に要する

経費であります。

その主なものは、説明欄１の改善事業「生活

困窮者自立相談支援事業」でありますが、後ほ

ど、常任委員会資料により御説明いたします。

次に、（事項）高齢者医療対策費164億2,829

万4,000円であります。

これは、高齢者医療の実施に要する経費であ

ります。

その主なものは、説明欄２の後期高齢者医療

費負担金の159億3,999万3,000円でありますが、

これは、後期高齢者医療の給付や高額医療、保

険料の軽減に要する費用につきまして、国・県

・市町村及び広域連合が、それぞれの負担割合

に応じて負担するものです。

次に、その下の３、「後期高齢者医療財政安定

化基金事業」４億8,736万3,000円であります。

これは、広域連合の財政リスクの軽減措置と

しまして、基金を造成し、貸し付け等を行う事

業であります。

139ページをごらんください。

一番上の（事項）戦傷病者・引揚者及び遺族

等援護費1,866万8,000円であります。

これは、戦傷病者及び中国帰国者等に対する

援護事業を行うための経費であります。

その主なものは、説明欄６の特別給付金等支

給裁定事務費の1,655万5,000円でありますが、

これは、戦没者・戦傷病者の妻に対する特別給

付金や、※昨年度から請求受け付けが開始されて

おります戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等

の裁定事務に要する経費であります。

次に、その下の（事項）戦没者遺族援護事業

費897万1,000円であります。

これは、戦没者遺族等に対する援護事業を行

うための経費であります。

その主なものは、説明欄２の戦争体験継承事

業の276万3,000円でありますが、これは、戦没

者や遺族の方々の労苦や平和のとうとさを伝え

るため、宮崎県平和祈念資料展示室や、ホーム

ページ「宮崎の戦争記録継承館」の運営等によ

る情報発信を行うほか、次の世代に戦争体験の

継承を図るため、戦争体験者が小中学校を訪問

して、子供たちに戦争体験を聞く機会を提供す

るものであります。

次に、一番下の（事項）国民健康保険助成費139

億5,631万2,000円であります。

これは、国民健康保険事業運営の充実強化に

要する経費であります。

その主なものにつきましては、次の140ページ

をお開きください。

まず、説明欄１の「保険基盤安定事業」の51

億7,568万2,000円でありますが、これは、市町

村保険者が低所得者に対して行う保険料の軽減

等に要する経費につきまして、国、県、市町村

がそれぞれの負担割合に応じて負担することに

※60ページに訂正発言あり
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より、市町村国民健康保険財政の安定化と、被

保険者の保険料負担の軽減を図るものでありま

す。

２の「高額医療費共同事業」の８億8,835

万6,000円でありますが、これは、国民健康保険

団体連合会が行っております高額医療費共同事

業への市町村の拠出金につきまして、県が４分

の１を負担し、高額医療費の発生に伴う市町村

国民健康保険財政への影響の緩和を図るもので

あります。

４の都道府県財政調整交付金の71億8,750万円

になりますが、これは、県が国民健康保険事業

運営の安定化のために、市町村に対し財政調整

交付金を交付し、財政調整機能の一部を担うも

のであり、医療給付費等の９％を負担するもの

であります。

６の国民健康保険財政安定化基金事業の３

億8,828万9,000円でありますが、これは、平成30

年度からの新しい国民健康保険制度において、

医療給付費の増加や保険料不足となった場合に

備え、全額国費による財政安定化基金を造成す

るものであります。

続きまして、141ページをごらんください。

（事項）扶助費34億1,879万8,000円でありま

す。

これは、生活保護法に基づく扶助に要する経

費で、主なものは説明欄１の生活保護扶助費の30

億6,422万5,000円でありますが、これは、生活

保護法に基づく生活や医療費、教育費など、８

種類の扶助に要する経費であります。

次に、改善事業の「生活困窮者自立相談支援

事業」について御説明いたします。

別冊の委員会資料の７ページをお開きくださ

い。

まず、１の目的・背景でありますが、生活困

窮者に対する自立相談支援事業に従事する自立

相談支援員を増員し、潜在的な生活困窮者の掘

り起しや自立に向けた支援を実施するとともに、

生活に困窮する子育て家庭の保護者に対する生

活や就労の支援や、子供の学習環境等について

の相談・助言の取り組みを行うものです。

また、市町村や関係機関等と定期的な情報交

換や研修会を実施し、連携の強化を図るもので

す。

次に、２の事業概要ですが、相談支援員がほ

かの事務所と兼務となっております南部福祉こ

どもセンター及び西臼杵支庁福祉課に各１名の

支援員を新たに配置いたします。

相談支援員の業務内容としましては、生活困

窮者の把握・相談受け付け、支援プラン案の作

成、支援調整会議の開催などとなっております。

また、全市町村対象の研修会や、各地域で関

係機関等が一体となった情報交換のための会議

などをそれぞれ年２、３回開催いたします。

３の事業費は、1,382万円をお願いしておりま

す。

４の事業効果といたしましては、生活困窮者

の早期把握や支援の充実、関係機関等との連携

が強化され、生活困窮者の自立が促されるとと

もに、子供の貧困状態の改善につながることが

期待されるものと考えております。

当初予算の説明は以上であります。

続きまして、議案第26号について御説明いた

します。

議案書は143ページですが、この常任委員会資

料で御説明いたします。

常任委員会資料の37ページをお開きください。

宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の

一部を改正する条例についてであります。

まず、１の改正の理由でありますが、高齢者
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の医療の確保に関する法律により、基金の拠出

率については、国が２年ごとに定めることとさ

れている財政安定化基金拠出率を標準として、

県の条例で定めることとされておりますが、平

成28年度及び29年度の標準拠出率が10万分の41

と定められたことに伴い、所要の改正を行うも

のであります。

次に、２の改正の概要でありますが、本県に

おける財政安定化基金拠出率を10万分の44か

ら10万分の41に改正するものであります。

次に、３の施行期日でありますが、平成28年

４月１日としております。

参考として、基金の概要を記載しております。

この基金は、広域連合において予定した保険料

収納率を下回って生じた保険料不足や給付費の

見込み誤り等に起因する財源不足について、資

金の貸し付け・交付を行うために設置するもの

であり、国、県、広域連合が医療給付見込額に

拠出率を乗じて得た額をそれぞれ負担して、積

み立てることとなっております。

基金残高は、平成27年度末で12億4,882万3,000

円の見込みとなっております。

宮崎県後期高齢者医療財政安定化基金条例の

一部を改正する条例につきましては、以上であ

ります。

続きまして、議案第42号「宮崎県子どもの貧

困対策推進計画の策定」について御説明いたし

ます。

お手元に計画案の本体の冊子をお配りしてお

りますが、説明は引き続き、この常任委員会資

料で行わせていただきます。

資料の41ページをお開きください。

資料の説明に入ります前に、パブリックコメ

ントについて御報告をいたします。

昨年12月９日からことしの１月８日まで、県

のホームページや広報誌、新聞広告等を通じて、

計画案に関する意見の募集を行いました。

その結果、15名の方から48件の御意見をいた

だいております。

その内容は、「福祉と教育部門の連携が重要で

ある」とか、「計画のマネジメントをしっかりやっ

てほしい」といった要望などでございました。

それでは、資料をごらんください。

１の計画策定の理由でありますが、平成26年

１月に施行された子どもの貧困対策の推進に関

する法律第９条の規定に基づき、国の子どもの

貧困対策に関する大綱を勘案して、本県の子ど

もの貧困対策を総合的に推進するために計画を

策定するものでございます。

２の計画期間でございますが、平成28年度か

ら31年度までの４年間としております。

３の計画の概要でございますが、まず、基本

理念として、「すべての子どもが生まれ育った環

境に左右されず、その将来に夢や希望を持って

成長していける社会の実現を目指す」としてお

ります。

次に、この基本理念に沿って、本県における

対策の目指すべき方向を（２）の基本方針に示

しており、本県には、県民性が総じて温かであ

ることや、人や地域のつながりが残っているこ

とから、温かな県民性に育まれた地域のつなが

りを生かし、県民・関係団体・行政が連携・協

力して貧困対策に取り組むとしております。

（３）の対策の４つの柱でございますが、ま

ず、①の保護者に対する生活就労支援では、生

活保護受給者に対する就労支援や、生活困窮者

の自立に向けた包括的な支援、ひとり親家庭の

親の就業相談などの支援、離職者等に対する職

業訓練などに取り組むこととしております。

次に、②の教育の支援では、学校を子供の貧
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困対策のプラットホームと位置づけ、学校教育

による学力保障、学校を窓口とした福祉関係機

関との連携、地域全体で家庭教育を支える支援

体制の整備、地域による学習支援などを通じて、

総合的に対策に取り組んでまいります。

次に、③の生活の支援では、福祉事務所を初

めとする福祉関係機関のほか、教育、民間団体

等も含めた地域における多様な関係機関が連携

・協力して、生活面の課題の解決に向けて取り

組むこととしております。

最後に、④経済的支援としまして、貧困の状

況にある家庭の生活を下支えするために、法律

に基づき、生活保護費の支給や児童扶養手当な

どの各種手当の支給のほか、必要な資金の貸し

付け等を行うこととしております。

今後、この計画に基づき、福祉や教育、民間

団体等の多様な主体と連携しまして、各種施策

を推進してまいりたいと考えております。

国保・援護課の説明は以上であります。

○後藤委員長 以上で、議案に関する執行部第

１班の説明が終了いたしました。

質疑はありませんか。

○岩切副委員長 早速質問させていただきます。

民生委員の一斉改選の年度かなと理解してる

んですが、間違いないでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 そのとおりでございます。

○岩切副委員長 ありがとうございます。民生

委員のなり手がいない状況が、各地で報告され

ているように感じておりますが、具体的なその

対策・対応を、どのように考えておられるかを

お聞かせくださいませんでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 なり手がいないという話

は、いろいろ耳にしてきているところでござい

ます。

その対応として、民生委員の協議会の方々と

意見交換をすることもたびたびあるんですけれ

ども、そこで出ている案といたしましては、今

は、民生委員を推薦する際には、自治会長から

の推薦となっているわけですけれども、自治会

長だけではなく、例えば、公民館なり、それ以

外の組織なり、そういった方々からの推薦であっ

ても、民生委員としての推薦ができるようなシ

ステムができないだろうかと考えております。

それと、これは課内で事務的に議論している

話のレベルでもあるんですけれども、例えば、

公務員のＯＢとかは、退職後は、率先してこう

いう民生委員になるとか、そういった意識啓発

をしていくのもいいんじゃないだろうかと話を

してるところでございます。

○岩切副委員長 ３年前ぐらいに、ちょうど改

選があってまして、相当に御苦労なさってらっ

しゃる地域の実情を把握してるんですけども、

今回も同じような状況で、結果、欠員という状

況が生まれそうな場所が、大体、まちの、都市

の中心部だとか、周辺部でも高齢化の関係でな

り手がいないとか。今から市町村の皆さんや社

会福祉協議会の皆さん、民協の会長さん方等を

含めて、相当に議論を重ねて秋を迎えないとい

けないんじゃないかなと思うんです。

この事務事業に288万円を用意されてるんです

けども、事務費であって、そういう何か民生委

員さんのなり手をちゃんとつくっていこうとか

いうものも、この中に入っていらっしゃるかど

うか、そのあたりはいかがでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 結論を言えば、そのあた

りの中身は含んでおりません。改正に伴う事務

費で組んであるものでございます。

○岩切副委員長 市町村も、対策について一定

程度御負担なさるんでしょうか。

○渡邊福祉保健課長 民生委員の活動経費につ
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きましては、県のほうから１人当たり５万8,200

円という形で支給しておりますけれども、市町

村も、それに見合う程度の金額を上乗せしてい

るところもございます。

○岩切副委員長 活動費ではなくて、なり手づ

くりを頑張ろうというところに対して、用意が

なければ、市町村が御準備なさっていらっしゃ

るのかどうかという点なんですが。

○渡邊福祉保健課長 少々お待ちください。

市町村によりましては、民生委員ではござい

ませんけれども、民生委員をサポートするよう

な形で、御協力いただく福祉協力員。これは、

特に延岡で活動が盛んでございますけれども、

そういった形で活動をサポートしているところ

もございます。

○岩切副委員長 一斉改選に向けて、なり手が

いないよという状況に対しての対策を、どのよ

うに市町村は構えていらっしゃるか。ただ各地

域の自治会長さんに出してくださいというだけ

で進んで、出なかったところは欠員という結論

をまた今回も繰り返すような状況なのか。それ

とも、対策を打っていらっしゃるかどうか。県

が準備なさっていらっしゃらなければ、市町村

にそのことをお願いしてるかどうかなんです。

○渡邊福祉保健課長 市町村に伺いますと、い

わゆる欠員地区を合区することによって欠員を

解消しようとか、そういったことを考えていらっ

しゃるところもあるようには聞いております。

○井上委員 現実に、今、民生委員の人たちの

動きは、私たちのような仕事からすれば、準公

務員的な扱いで位置してるわけです。そこは構

いませんか、その考え方でいいですか。

○渡邊福祉保健課長 非常勤の地方公務員の特

別職という形で位置づけられております。

○井上委員 地域では、例えば、高齢者の方の

徘徊の問題とか、そして、例えば、お二人で暮

らしてるけれども、なかなかお一人のほうが病

に伏しているにもかかわらず、なかなか戸をあ

けていただけないということがあるわけです。

包括支援員の方と一緒に、民生委員の方とは

連携をとりながら、その方たちのところに手厚

く声がかかるように、現実に民生委員の方って

動いてらっしゃるわけですよね。

先ほど、岩切副委員長からも出ましたけれど、

ここを手厚くしていかないと、包括支援センタ

ーの人たちだけで何かができるとも思えないし。

だから、民生委員さんの役割は、物すごく大き

くなっているわけです。そして、きめ細かくなっ

て、難しくなってきてるわけですよね。

民生委員さんの位置づけをもっと明確にしな

がら、どういうふうにここを手厚くやっていく

のかは、高齢社会の中に向かっては、大変重要

なとこだと思うんです。

私は、議会でも１回取り上げさせていただき

ましたが、ここをどういうふうに、ただ検証す

るだけで、例えば、すばらしいことをやってい

ただきましたというだけで済むのかどうかは、

なかなか難しいところでもあると思うんですが、

宮崎県にとってみると、民生委員の方々という

のは、どういう位置づけになってるわけですか。

○渡邊福祉保健課長 地域福祉、まさに身近な

ところの問題を解決する地域福祉を形づくる中

において、民生委員の方々というのは、やはり

最も中心となって活動していただかなければな

らない重要な方々だと認識しております。

○井上委員 ここは丁寧な対応をとらないと、

ざっくりではまずいんじゃないかなと思うんで

す。金額的には１億2,770万程度という金額が書

いてあるけども、これの総体的な負担金という

書き方をされてるけれど、これって、先ほど言
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われた民生委員さんに出してる活動費みたいな

ものの総額という意味合いで捉えていいんです

か。

○渡邊福祉保健課長 そうでございます。具体

的には、先ほど申し上げましたけれども、１人

当たり５万8,200円、それに民生委員の県内の定

数が1,871人おりますので、その経費を掛けた金

額が、県の負担金となっております。

○井上委員 法律的にいろいろなことが変わり

つつあるじゃないですか。いろんなものがいろ

んなふうに変わりつつある。それの研修とかも、

きっちり民生委員さんにはしていただかないと。

地域ケアの中で、皆さん、研修会をされたりし

ているので、そこできちんとやっていただくこ

とが必要だと思うんです。先日は私の地元の大

塚でそれがあったわけですが、そういうのを丁

寧にやっていただくことが重要だと思うんです。

高齢者の皆さんのところは、今、本当に実態

的に厳しい状況になりつつある。地域としてもっ

と大変なことになりつつあると理解すれば、民

生委員さんを今のまま、ただお願いをして、そ

れをやっていただくというだけで、そこをどん

なふうに考えておられるのかなって。役割とし

て、きちんと受けとめていただかないといけな

いと思うんです。名誉職でも何でもないんだけ

れども、非常に地域的にもバランスが悪いとこ

ろも多分あると思うんです。そこをきちんとす

る必要はあるんじゃないかと思うんですけれど、

お金を出すだけで済んでるのかという思いがし

ないでもないんです。

○渡邊福祉保健課長 繰り返しでございますけ

れども、民生委員の位置づけは、非常に重要な

形でありまして、民生委員の方々に関しまして

は、県の研修センター等でも研修を行っている

んですけれども、最近特に気をつけております

のは、福祉だけではなくて、今まで民生委員は

どうしても福祉関係の仕事をするのが中心だっ

たと思いますけれども、今は、相手方が医療の

問題、あるいは保健の分野の問題とか、いろん

な問題を抱えております。研修を行う際にも、

福祉の分野だけではなくて、保健あるいは医療、

そういった総合的な内容での研修をすることに

よって、民生委員自体の質の格上げですとか、

レベルアップとかを県のほうでも取り組んでい

るところでございます。

○井上委員 何かいまいち私もよくわからん。

本当に大変なことをやっておられるのね。毎日、

地域の包括支援センターの方と一緒に、戸をあ

けていただくまで努力をされて、そういうこと

をやらざるを得ないというか。

私も、自治会の役員さんにはちゃんとしたこ

とは言えないけれども、その方だったらきちん

と言えるわけです。ひょっとすると、虐待法に

基づいて対応しなければいけない場合だってあ

るじゃないですかみたいな話ができるのは、民

生委員さんじゃないとできないわけです。

だから、きちんと対応できるようにしておか

ないと、民生委員さんがただ単に民生委員さん

としてここにいるだけでは、どうにもならない。

虐待の問題とか、いろいろなことを考えると、

児童委員の方もそうなんでしょうけども、なか

なか難しい状況にあるのではないかなと思うん

です。

だから、市町村で今度は改選期になってきた

ときにはどうするのかという点になってくると、

大変難しい状況になるのではないかと、本当に

心配するんです。県は、市町村のやりとりとい

うか、そういうのはきちんとやられているんで

すか。

○渡邊福祉保健課長 市町村との意見交換につ
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きましては、昨年度から既に進めておりまして、

直近は来年度になりますけれども、まさに改選

の年になりますので、まずは各市町村と、１自

治体ずつ細かに意見交換をしながら、進めてい

きたいと思っております。

○前屋敷委員 済みません、関連なんですけれ

ど、定数が1,871名と言われましたけれど、27年

度で見て、この定数で、充足率というか、何人

ぐらい不足の状況ですか。

○渡邊福祉保健課長 ことしの１月１日現在の

データでございますけれども、欠員が36ござい

ます。充足率でいいますと、98.1％でございま

す。定数1,871、委嘱数1,835、欠員数36で、委

嘱率が98.1％となっております。

○前屋敷委員 ３年ごとの改選で、ことし、そ

の改選時期に当たってるんですが、この定数は、

改選時ごとに、地域の状況も勘案して決まるん

でしょうけれど、ことしの予算を見ますと、昨

年と同額予算になってるんですよね。そういっ

た意味では、地域の状況を踏まえてでしょうけ

れど、定数は昨年と改選時でも変わらない。

○渡邊福祉保健課長 民生委員の定数は、人口

規模等によって規則で定めておりますので、そ

の人口に応じて、今後、見直しをしていくこと

になります。数字は、この1,871からは変わって

くると思われます。

○前屋敷委員 そのときには、予算そのものも

補正で調整するんですか。

○渡邊福祉保健課長 そのような形になると思

います。

○前屋敷委員 今もずっと、民生委員さんたち

の活動も含めて論議があったんですけれど、や

はり私も、地域で見てて本当に大変な仕事であ

るし、今の状況を見ると、本当になくてはなら

ない存在だという点で、行政としても、民生委

員さんの活動をしっかり評価し位置づけていく

ことが大事だと思っております。なかなか大変

で、困難を抱える問題なんですけれど、しかし、

そこは握って放さず、地域に即した状況で確保

できるように、努力をしていただきたいと思い

ます。

○山下委員 社会福祉法人の改革推進事業につ

いて、確認していきたいと思うんですが、社会

福祉法人の事業をやっておられる方、私が思う

に、高齢者施設とか障がい者施設、保育園、幼

稚園とか、そういうところの事業体かなと思う

んですが、社会福祉事業は、そういう内容でい

いんですか。

○渡邊福祉保健課長 おっしゃるとおりでござ

います。

○山下委員 それぞれ事業所によって事業規模

は違うと思うんですが、どれぐらいの規模でやっ

て、例えば、10億以上とか、20億以上とか、ど

ういう事業体がどれぐらいあるんですか。金額

ベースでいった場合には、わかるんですか。

例えば、高齢者施設になると、医療関係の人

たちがしてる事業もあるでしょうし、社会福祉

法人としてやっておられる人たち、例えば、今

のは、もうピンキリだろうと思うんです。特に

私が言いたいのは、自立支援法が平成18年でし

たか、発足になって、障がい者の雇用の社会参

加で、どんどんそういう事業体がふえてきた。

高齢者施設と障がい者施設、保育園事業もそう

でしょうけども、格段の差があるだろうと思う

んですが、全体で対象になる県内の社会福祉法

人は、今、どれぐらいあるんですか。

○渡邊福祉保健課長 県全体の社会福祉法人の

総数が375ございまして、いわゆる県が所管して

おりますのが99、そして、９市が所管しており

ますのが276となっております。
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○山下委員 この375法人で、業態、経営形態の

区分はわかりますか。

○渡邊福祉保健課長 少々お待ちください。

済みません、手元にデータがございますのが、

県の所管分の99でございますけれども、それで

申し上げさせていただきたいと思います。

まず、福祉保健課が所管しております、これ

は、基本的に各市町村の社会福祉協議会等が中

心になるんですけども、これが20ございます。

長寿介護課が所管しております法人、それが24

ございます。障がい福祉課が所管しております

法人が10･･･。

○山下委員 だから、わかりやすく教えてほし

いのは、保育所関係とか、県内に社会福祉法人

と言われる形態が、どういう業態がどれぐらい

あるのかを聞きたい。高齢者施設をやってると

ことか、幼稚園とか、障がい者施設とか、それ

がわかったら教えてほしいんだけれど。

だから、県の管轄だけでなくて、375と言われ

たですよね。県では総体的なまとめは全くない

んですか。市町村が担当してるものは、そっち

だけですか。

○渡邊福祉保健課長 通常の法人の監査に関し

て申し上げますと、県が所管しておるのが99で、

残りは、市のほうがそれぞれ直接やる形になっ

ております。

そういう中で、今回の新規事業につきまして

は、全く新しい改正でございますので、市のほ

うも、どうしていいのかなかなか難しい状況で、

県にいろいろ音頭を取ってくださいよという声

も聞いているものですから、この事業について

は、私どもも、市の所管法人も含めて、全体に

対して説明会なり研修会なりを開催したいと考

えております。

○山下委員 当初、説明の中でもありましたよ

うに、不適正な運営が指摘されてるんだと。そ

のこともあって、監査機能を強化したり、運営

のあり方そのものの改革をしていこうというの

が、この社会福祉法人の改革の案だろうと思う

んです。

この事業は、県内のどういう事業体が対象に

なってて、社会福祉法人と名のつくものは、保

育園と障がい者関係と高齢者という分類でいい

んですか。

○渡邊福祉保健課長 そういった施設を経営し

ております、上部に位置する法人となります。

○山下委員 過去、我々も議会の中で報告を受

けたことがあったんですが、県内の中でも、そ

れぞれ施設をやっておられる、障がい者をやっ

ておられるところでもいろんな、虐待の問題と

か、そういうことの監査機能もしっかりとやっ

ていく。

その中で、私は、事業形態が、高齢者施設と

いうのは、かなりな事業の規模になるだろうと

思うんです。10億、20億の世界になるのかなと

思うんですが、だったら今、ピンキリで障がい

者の施設をやってる人たちは、家族的な中で社

会福祉法人を設立されて、身内の人たちが中心

でやってる事業体もあるし、我々も、本当に不

透明な部分も確かにあるなと気づく部分がある

んです。こういう社会福祉法人でいいだろうか

と思う部分もあるんですが、そこ辺をどういう

ふうに基準を定めて、厳しく指導していきなが

ら、指摘していかれるのか。今までに、例えば、

いろんな問題点があったとすれば、皆さん方が

指導、監査にいかれたりして、指摘してきた文

言というのは、福祉保健課が答えられるかどう

かわかりませんが、気づかれてる点、何かここ

は改善しないといけないよねという点があるん

ですか。
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○渡邊福祉保健課長 細かな指摘事項等につき

ましては、それぞれの所管課でやっております

ので、概括的なことしかお答えいたしかねます

けれども、簡単なことでいえば……。

○山下委員 わからなければ簡単に教えてほし

いんですが、10億以上をやってる社会福祉法人

はどれぐらいあるんですか。例えば、５億以上

が何社ぐらいあるとか、10億以上とか、その区

分ぐらいはわかりますか。

○渡邊福祉保健課長 申し訳ありません。デー

タとして持ち合わせておりません。

○山下委員 積み上げされている事業規模とい

う、データはないんですか。

○渡邊福祉保健課長 データとして、持ち合わ

せておりません。

○山下委員 私は、県の人たちがいろんな事業

を組み立てるけれど、例えば、社会福祉協議会

に丸投げして、いろんな事業を委託していく。

それはそれで仕方ないのかなと思うんですけど

も、やっぱり総体的なものは、市や県で許認可

権が違っても、県として総体的なことは、ある

程度把握されておかないといけないという部分

が１点。

それと、この２番の事業概要の中で、具体的

に法人が取り組む地域貢献活動等に関する研修

会、この地域貢献というのは、今後、何をどう

いうふうに社会福祉法人に求めていこうとして

るわけですか。

○渡邊福祉保健課長 地域貢献につきましては、

社会福祉法人の本来のあり方として、そもそも

営利を追求するとか、そういったことではない

よねと。やはり地域に、福祉を志す者として、

地域貢献、奉仕の心をいろいろ当たり前のよう

にやっていくべきであろうといったことがベー

スにあると思っております。

具体的には、地域貢献の一つの例としてよく

挙がりますのは、生活困窮者等に対して、無料、

低額な給食をサービスすることですとか、社会

福祉法人にはさまざまな人材がそろっておりま

すので、そういった人材が地域の方々のいろん

な相談に応じていただくとか、あるいは、そこ

で研修会なり講習会なりを開いていただくとか、

そういったことがあるのではないかなと考えて

おります。

○山下委員 前段で言われた、社会福祉法人の

定義と責任、これは、当たり前なことなんです。

だけど、今まで、委員会の中でもいろいろ出て

きましたけども、いえば、本当に障がい者を支

援する体制があるのかということ。悪い言い方

をしたら、障がい者を食い物にして、中には街

宣の車に乗る人がおったり、本来の社会福祉法

人がなすべきことかなということも、ある程度

散見できるし、そこにもメスを入れていかない

といけない。

それと同時に地域貢献をやるだけの体力と余

力が事業所にあるのかどうかも検証していかな

いと、これだけいろんな専門の人材が不足して

いる、高齢者でも、障がい者のところだってで

すよ。幼稚園関係は、ぴしゃっとした厚労省、

文科省の定義がありますから、これはそんなに

問題はないと思うんですが、高齢者施設とか障

がい者のところは、まだまだ見直しをしていか

ないといけない点が多々あろうと思うんです。

僕は、地域貢献は、今まで埋もれてた障がい

者の人たちが社会に出て、そこでちょっとでも

賃金を稼いで、そして、親も負担を軽くして、

就労、仕事をさせて、そして、生活保護から一

歩でも抜け出ていただく。これが一つの仕組み

で、物事が成り立っているだろうと思うんです。

だから、本当にそこ辺の検証もしっかりとやっ
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ていきながら、どれぐらいの負担軽減になって、

その人たちがどれだけ社会参加して、安定した

生活に戻ってきているのか。自立支援も10年で

すから、前は総合福祉法の中で動いていると思

うんですが、その辺も一つの検討をしながら、

新たな監査機能の充実やら、課題をしっかりと

与えていく。そのことも、僕は本当に大事かな

と思ってならないんですが。

３ページにある農山漁村における所得安定・

向上モデル事業ですよね。これも、やっぱし社

会福祉法人等が、社会貢献をするための事業で

よろしいんですか。

○渡邊福祉保健課長 おっしゃいますとおり、

この事業につきましても、社会福祉法人の地域

貢献の一環として使うこともあります。

そもそもこの事業は、社会福祉法人の地域貢

献を想定してつくったものではございません。

結果として、この事業主体に社会福祉法人が入

ることによって、地域貢献の一環の中で、地域

の困り事ですとか配食サービスによって、うま

く福祉でまちづくりを転がしていくこともある

と思いますけれども、それはあくまで、副次的

にと申しますか、やり方によっては地域福祉、

社会福祉法人の地域貢献の一つの方策として使

えることもできますよねという内容で考えてお

ります。

基本的には、地元に密着したＮＰＯとか、市

町村の社協が中心となって、こういう事業主体

をつくって、そこで、繰り返しですけれど、配

食サービスとか、困り事解決とかを行うことを

３ページの事業では展開してまいりたいと考え

ております。

○山下委員 この事業は、社会福祉法人がひと

り暮らしの人とか困った人たちに、配食やらを

やる場合に、例えば、弁当を届けることによっ

て、これは、農村漁村ですから、いわゆる遠隔

地なんですよね、飛び飛びでしょう。そんなと

ころに配食を社福がやろうとした場合に、本来

は配食で出た利益の中で、障がい者に、来てく

れる人たちに、利用者の人たちに利益は還元し

ていかなきゃいけないわけですよね。

山村のそういうところに、飛び飛びに弁当を

運ぶことによって経費がかなりかかる。そこに

対しての財政支援をしてあげないといけないん

だけれど、そこの仕組みは、明らかなサービス

提供ということになる。

○渡邊福祉保健課長 そういうことではござい

ませんで、結局、これは、単年度で終わってし

まってはいけない事業ですので、永続的に回し

ていくためには手弁当でやり続けていくことは

とてもできませんので、そこは、うまく回るよ

うなシステムを考えていかなければならないと

思います。

そこで、こういった取り組みをすることによっ

て一定の収益があって、それで、この事業を独

力で回し続けられれば、何年かたって軌道に乗っ

てくれば、その辺がうまく回るようなこともあ

ろうかと思います。最初の１年、２年とか、事

業の駆け出しのときには、なかなか財源的なも

のは足りないと。そういったときには、委員が

おっしゃいましたような社会福祉法人の地域貢

献の一環として、こういう駆け出しについて、

一定の金銭的な支援とか、あるいは人材が足り

ないのであれば、人材をサポートに、お手伝い

をしていただくとか、そういったやり方も考え

ております。

○山下委員 そこに持っていくのが一番大事な

ことでしょうけれど、この事業は、施設改修費

用等が200万と、組織運営の、ソフト面ですよね。

これを一つの組織体でやろうとすれば、250万を
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上限で出しますよという取り組みのまだ前段と

いうことですわね。

じゃあ、実際に弁当を届けるハード的な部分

に対しては、事業はまだないというわけですね。

負担軽減をしてあげるとか何とかは、まだ考え

てないんですね。この事業費では使えないわけ

でしょう。

○渡邊福祉保健課長 これは、単年度事業になっ

ているんですけれども、今、委員がおっしゃい

ましたような人件費的なものも、初年度分だけ

ではありますけれども、これで賄うことができ

るように設定してございます。

○宮原委員 社会福祉法人の部分ですけれど、99

と276ということで、この99というのは、早く言

うと県が管理してる郡部にあるということでい

いんですよね。

○渡邊福祉保健課長 そうでございます。

○宮原委員 それでいいんですね。この376、きょ

うだったか、きのうだったか、新聞に載ってた

けれど、抜き打ちで監査をすると出てましたよ

ね。ということは、今、山下委員が言われたよ

うに、各地区で、ここの社会福祉法人はおかし

いよねというのは、皆さんたちが頭の中にいっ

ぱいに思っておられるところが、私どもにもいっ

ぱい聞こえてくるんです。

だから、そういうのを考えたときに、この375

は適正に県が監査をするんですか。市町村は市

町村がやるのかな。

○渡邊福祉保健課長 法人に関しますと、県が

所管しております99については県がやり、そし

て、残りの276は、９つの市がそれぞれ監査を行

うことになります。

○宮原委員 ということは、276の社会福祉法人

は、例えば、ある市長がおって、担当部署がお

りますよね。その人たちは、それぞれが選挙せ

んないかんわけです。そういうところが、徹底

した指摘なんかはできないと思うんです。指摘、

抜き打ちでやろうとしても、そんなことをやっ

たら、次、そういった首長さんは、しっぺ返し

が来ますがね。

だから、それを考えれば、適正な公認会計専

門家による指導監査の強化とか、そういうきちっ

としたところでやらないと、これは、やっぱり

簡単には改革が進まないんじゃないかなという

気がするんですけれど、そこについてはどんな

もんなんですか。

○渡邊福祉保健課長 委員、申しわけございま

せん、もう一度お願いいたします。

○宮原委員 要は、社会福祉法人が、郡部にあ

る法人については県が管理をするということで

あれば、口を出せるんだけれど、市町村の部分

については、そこには市長という首長がおって、

担当部署の職員がいらっしゃるわけで、監査す

るのが近いということですよね。立場と、利益

を出す部分と、その影響を受ける部分が近いん

じゃないですかということです。

だから、適正な指摘をするとすれば、ここに

書いてあるように、公認会計士とか、専門的な

ものを持ってる人であったり、距離のある専門

家でないと、なかなかうまく、こういった監査

なり指導ができないんじゃないかと言いたいん

ですが、どんなもんなんですか。

○渡邊福祉保健課長 確かに委員がおっしゃい

ますとおり、ちょっと話が違うかもしれません

けれども、市が、数年前から権限移譲で、法人

監査を担うようになったわけなんですけれども、

市のほうも、なかなか法人監査を行う際に、ノ

ウハウがないですとか、例えば、特に財務的な

ものになりますと、簿記の知識を持っていない

とかで、なかなか深い指摘とかが難しいという
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話は聞いております。

そういう中にあって、今回、冒頭御説明を申

し上げましたとおり、財務諸表の公表が義務づ

けされることに伴って、そういう監査を行う際

には、県の公認会計士、専門家の意見を聞くこ

とになりましたので、県としてはこういった形

で、指導監査の際に専門家に同行していただい

て、専門的な観点から見ていただくようにして

おりますけれども、一方で、各市がどういう対

応をするかまでは把握していないです。市は市

のほうで、やっぱり大きな問題意識を持ってい

らっしゃると思いますので、より住民との関係

が近いという観点からして、委員がおっしゃっ

たような形の公認会計士等の活用は、県よりも

さらに身近な市のほうが、必要性は高いのかも

しれません。

○宮原委員 前に特老とかそういった社会福祉

法人が、内部留保が３億も４億もあると新聞に

出ましたよね。何で３億も４億も、そこにお金

が残ってるんだという話もあったぐらいですが、

いろいろ聞けば、将来の修繕とかが心配なんで

すよという声もありましたけれど、中には全然

内部留保を持ってないとこもあるわけです。お

金がないので困ってる、修繕にも困ってると言

われてるところもあるわけですから、内部留保

はあったほうがいいのか、ないほうがいいのか

を監査で指摘するときに、どうなんだろうって、

どっちも答えとしては正解ですから。

ただ、そこにいらっしゃる職員が、給与が安

いから定着が悪いとか、いろんな話を一方では

聞くわけですから、今からそのあたりは、適正

なプロの方にきちっとした指導をさせないと、

ただ帳簿が合ってるからいいという監査ではな

いんだろうと思うので、そのあたりはしっかり

やってもらわないと。

前は、ＮＰＯの話も出ましたけれど、私たち

もいろんな、耳に入ってくるのが、何であんな

人たちがあんなに羽振りがいいんだと聞こえて

くるわけです。そうすると、福祉は、皆さんで

助けていこうという職場だと思っているのに、

職員の皆さんが苦労されてるのに、オーナーの

方は異常な暮らしをしてるとよく聞こえるんで

す。そんなになると、これ自体が壊れてしまう

ことになるので、そこはしっかりとしてほしい

なと思います。

内部告発もあったり、いろんなことが来てる

と思うので、それを今から監査に行きますと言

うたら全部隠しますよね。それは、国がちゃん

と認めてるわけです。抜き打ちでやれというの

は、そこだと思います。だから、そのあたりに

ついては、もうどしどしやってもらって、悪い

ことじゃないので、いい施設をたくさん、いい

経営をしてもらうようにしていただけるように、

お願いをしたいなと思います。よろしくお願い

します。

○山下委員 私は、特に福祉の精神はわかって、

立ち上げてやってきた人たちは間違いないと思

うんです。だけれど、株式から安易に福祉の中

に入ってこられる形態は、今、どんどん進んで

きてますから。

最近、私も聞くのが、株式の人たちがＡ型事

業所をやるとかＢ型をやるとか、ぼんぼんそう

いう話が出てくるんです。だから、私は、利益

追求の中で、安易に株式が入ってきてるんじゃ

ないかと。そのことが、一つだけ懸念がありま

す。

しっかり社会福祉法人の精神にのっとって、

福祉というのは何ぞやと、その信念をしっかり

と持ってきてくれる人たちは、やっぱりしっか

りと応援していかないといけない。マイナスに
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なる部分があれば、そこもちゃんと見てあげて

いかないといけない。

理事長とか施設長の報酬が、私も監査したこ

とはないですから、皆さん方はわかっておられ

るだろうと思うんですが、どれぐらいの基準か

は決まってないわけでしょう。自分たちで、そ

れは決めていけると思うんですが、今の宮崎県

の雇用状況とか、いろんな事業者の経営状況も

見て、社会福祉法人をやってる人たちの理事長

報酬とかはある程度の壁をつくっていかないと。

借り入れするから、そのためには体力をつけな

いといけないから、理事長はある程度高額な報

酬はあってもいいかもわかりませんが、それを

度外視されるようなことであれば、私はその辺

もメスを入れていかないといけないかなと思う

んですけれど、ぜひ、その辺も、何かがあるか

らこういう改革を求められてくるわけですから。

堂々と今度はやっていけるわけですから、こう

いう問題が出てきたことで、ある程度改革を求

めていきたいと思いますけどね。

○渡邊福祉保健課長 今、山下委員がおっしゃ

いました理事長等の報酬の件でございますけれ

ども、今回の社会福祉法の改正の中の一つとし

て、役員の報酬基準の策定と公表が、来年、29

年４月１日から入れることになっております。

そうすることによって県民が知ることができる

ようになりますので、そういう外からの抑止力

という働きが出てくるのではないかと期待して

おります。

○山下委員 ぜひ、お願いしたいと思います。

○外山委員 例えば、介護施設とかいろんなも

のが、社会福祉法人格を取りたい場合は、許可

になるのか、認可になるとかは、県の権限でし

たっけ、市町村。

○渡邊福祉保健課長 社会福祉法人の取得とい

うということでよろしいでしょうか。

○外山委員 はい。

○渡邊福祉保健課長 市の中で完結する施設で、

法人でございましたら市で、複数の市とか市町

村にまたがるもの、そして、郡部が県というこ

とになります。

○外山委員 もう一点だけ簡単に。この社会福

祉法人の改正で、法人の運営面に大きな影響と

ありますよね。具体的に言えば、税制面は何に

も入らないわけですか。

○渡邊福祉保健課長 税制面とかは特に変更は

なく、今と同じです。逆に言いますと、税制の

優遇措置等を受けているのであれば、それに見

合うきちんと胸を張れるような形で、財務諸表

の公表なり、先ほどの役員の報酬が適正である

かとかを示す。あるいは、もともと地域に貢献

する、福祉に貢献する趣旨でできた法人であり

ますので、地域に対する貢献を、いま一度原点

に立ち返って、先ほど申し上げました、低所得

者に対する給食の提供とかをやっていただきた

いという内容でございます。

○外山委員 そういう方向を打ち出しても、実

際、事業者が果たして応じるかどうかは疑問が

ありますけれど、なかなか簡単にできないよね。

あともう一点だけ、税制の優遇は、固定資産

税の免除ぐらいでしたっけ、何かそれ以外にあ

りましたか。

○渡邊福祉保健課長 そのほかには、法人税の

非課税もございます。固定資産税や法人税等の

非課税という措置がございます。

○中野委員 ２つの新規事業のやりとりをずっ

と聞いておりましたが、本当に皆さんがもくろ

むとおりの事業効果があるのかなと思いながら

聞いておりました。やはり県の姿勢として、毅

然と厳しく、実際の運用をしていただかないと、
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その事業効果は薄いんじゃないかなと思いまし

たので、よろしくお願いしときたいと思います。

それで、１点だけ教えていただきたいのは、

公認会計士等を同行させとありますが、公認会

計士等の「等」とはどこを指してるんですか。

○渡邊福祉保健課長 ほかには税理士あたりを

考えております。

○中野委員 いわゆる同行するときには、必ず

そういう資格のある人が同行するんですか。そ

こに勤めている従業員の人たちでかわるという

ことはないでしょう。

○渡邊福祉保健課長 そうではございませんで、

県に、公認会計士の宮崎県支部がございますの

で、そちらのほうに委託をしまして、こういう

社会福祉法人の会計に詳しい方を御推薦いただ

いて、その方を我々の監査のときに同行してい

ただく形を考えております。

○中野委員 よく私も、前、何かのときにそう

いうことがあったんですが、いわゆるそこの公

認会計士の事務所の職員が来てというのを１回、

見受けたことがあるんです。そこは、資格はな

いわけですから、そのための資格ですから、あ

くまでもこういう専門が同行する形でしてもら

わないと。

それで、公認会計士とか税理士が、本当に同

行できるかなという気がしております。この方

たちは、非常に多忙でしょう。それは、どうで

すか。

○渡邊福祉保健課長 この事業を仕組むに当た

りまして、事前に県の公認会計士の連合会のほ

うに出向きまして、こんなふうな事業を立案し

ようと思っているんだけれども、派遣をお願い

した場合には応じていただけるものかと御相談

を差し上げたところ、お答えとしては大丈夫で

すということでございました。

○中野委員 さっき指摘したようなことがない

ように、運用のときにはよろしくお願いしとき

たいと思います。

○渡邊福祉保健課長 はい、わかりました。

○中野委員 それから、見守り生活支援のほう

の新規事業ですが、これは非常にすばらしい事

業だと思うんです。農山漁村に云々ということ

でやる。しかも、発生する雇用等により、農村

漁村における所得向上につなげると書いてあり

ますが、具体的には発生する雇用等、「等」もあ

るけれど、その人が一家を養う、家計を助ける

ような雇用が本当に発生しますか。

○渡邊福祉保健課長 これは、一家を養うよう

な、数百万円規模の所得が手に入るとか、そう

いったものではございません。そうではなくて、

中山間地で暮らしてらっしゃる方が、あと世帯

で60万ぐらい所得がプラスすれば、子供が外に

出ずに何とか地元でやっていける。その60万を

いろんな分野でかき集めることによって、そう

いった総合的な取り組みをしていこうという事

業でございまして、その一部の中で、福祉保健

部のいわゆる配食サービスですとか、地域ヘル

パーとか、そういった形で少しでもお手伝いが

できないものかと立案している事業でございま

す。

具体的にどんな雇用が生じるのかということ

でございますけれども、地域の見守りとか、買

い出しとかがありますけれども、そういったこ

とを希望する世帯が、例えば10世帯集まったと

いたします。そして、見守りをされる方、西米

良とかそういう中山間地にお一人でお住まいの

高齢の方がいて、子供さんは東京で暮らしてい

ると。めったに田舎に帰ることができないよう

な方が大体大きなターゲットになろうかと思い

ますけれども、そういったような方々が10世帯



- 44 -

平成28年３月８日(火)

見つかったとして、その10世帯、例えば、１人

当たり一月5,000円ぐらい会費をもらうことに

よって、10人が集まれば５万円の収入が入って

くる。つまり、10世帯の、見守りをしたり、ご

み出しをする。そういうようなことを担うこと

によって、県外の子供さんから5,000円の会費を

もらう。それで、一月当たり5,000円掛ける10人

で５万円の収入がある。年間にすると60万とい

うことで、とてもそれで１世帯を賄っていく金

額にはなり得ませんけれども、若干なりと生活

の足しにはなる、そういう収入は得られるので

はないかと。そういうふうな趣旨での事業でご

ざいます。

○中野委員 事業をする人の対象者は、どうい

う層の人なんですか。若い人なんですか。やは

り同じような高齢者なんですか。

○桑山福祉保健部長 私のほうから説明させて

いただきますと、実は、これは、四部共管みた

いな話で、最初に議論があったんですけれども、

南郷村の渡川が一つの場所ではあったんですけ

れど、あと、１世帯当たり100万ぐらい収入があ

れば、もっと安定してその中で暮らせるんだけ

れどという地元の青年の主張があったことを踏

まえて、うちの部としてはこれを上げておりま

すけれども、あと、何がしかのプラスアルファ

の収入を得られる方法がないだろうかと。

そんな中で、これは、本会議でも後藤委員長

から御質問のありましたソーシャルビジネスの

ようなことなんです。これだけで自立はできな

いんですけれども、地域で必要なことを、お互

いに助け合う側面も持ちながら、一部経済的に

お金も回るというものがやれないかどうかとい

うことで、こういう事業を考えてるところであ

りまして。

具体的には、介護保険の関係で、一部、要支

援に対する取り組みの事業が、市町村事業に今

度移ってまいります。そこに、一定の、市町村

が支出をして、例えば、地元の老人クラブでも

ＮＰＯでもいいんですが、そういうところが低

廉な価格でサービスを提供する仕組みが入って

くるわけですが、それとかぶってくることでは

あるんです。

ですから、今のお尋ねでしたら、具体的には、

例えば、要支援が必要な高齢者の方々の見守り

とか、生活のお手伝いを地域のＮＰＯだったり、

場合によっては老人クラブ連合会だったり。あ

るいは、林業をしながら、時にはこういうとこ

ろでアルバイト的に収入を得るといったことを

考えた事業でございます。

○中野委員 非常に考えようじゃあすばらしい

事業ですが、県が何カ所を想定しておられるわ

けですか。具体的にあれば、その市町村を教え

てください。

○渡邊福祉保健課長 ２カ所程度を考えており

ますけれども、現時点においては、具体的にど

こというあたりはつけておりません。

○中野委員 これは、900万ですよね。２カ所で

あれば、450万ずつそこへくれたほうがと思うよ

うな気もするんですが、要は、市はどうかわか

りませんが、恐らくそこの受け入れは町村だと

思うんです。手を挙げるか挙げないかわかりま

せんが、余ほど町村が受け入れをぴしゃっとし

て、町村でやる気がというか、取り組む姿勢が

ないと、これは、画餅に帰すです。いい事業で

すよ。ネーミングからしていい事業ですが、せっ

かくするんだったら、本物にしていただきたい

なと。

実は、こういう形で熊本県では、もう実例が

ありますから。一度休校になっていた学校が、

家族が移り住んで、子供が小学生に入ったこと
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で、学校が再開されて、１人のために、校長等

は兼務で、教頭先生と担任の先生と用務の先生

と、３人ぐらいふえて、来年度からかな、今度

は妹もまた入学する予定になってるんです。そ

ういう実例もあるから。

しかしそこは、町長が、そういう力強い姿勢

がないとうまくいかないと思うんです。少し形

は違うけれども、そういう意気込みがあるとこ

にやって、一つのモデルにしてほしいなと思う

んです。

さっき共同のと言ったが、そこに教育委員会

も入ってるのかどうかわかりませんが、教育委

員会とかなり組んで。学校を再開するというこ

とは、県の教育委員会との絡みもあって、いろ

いろあるんです。たった１人のために学校を再

開するわけですから。

直接は、全く同じ部類じゃないけれども、地

域おこし、村おこしに絡んで、地域に一人でも

働く場があってふえていけば、非常にいいこと

ですので。ただ、ネーミングはすばらしい、し

かも、これはモデル事業ですから、モデルがモ

デルじゃいかんわけやから、本物でやってほし

いと思うんです。

そういうところはきちんと、そこの町、村と

うまく事前協議をやって、そして教育委員会も

含めて、県の全ての関係する組織が取り組ませ

て、どこかの村の一つの地域が、それで生き返っ

たとか、活性化されたとなるようにしていただ

きたいと思うんです。そうしないと、画餅に帰

したことになりますので、そうならないように。

○渡邊福祉保健課長 今、中野委員から非常に

力強い御助言をいただいたところでございます。

熊本の事例も、早速調べてまいりたいと思いま

す。そしてその上で、県内でもそういう、いい

成果が出るにはいい人材だと思いますので、や

る気のある、本当に前向きな集落なり、人材な

り、村長さんなりと一緒になって、教育委員会

とか、さまざまな連携をして、本当のいい事業

にしていきたいと考えております。

○中野委員 わかりました。

もう一点。さっき民生委員の話がずっとあり

ましたが、民生委員には守秘義務があるんです

か。

○渡邊福祉保健課長 守秘義務はございます。

○中野委員 守秘義務がなぜあるかとかいろい

ろあるからあるんだと思うんですが、その辺の

ちゃんと、指導というか、教育というか、そこ

はきちっとされているんですか。

○渡邊福祉保健課長 民生委員につきましては、

就任した当時に、初任者研修が義務づけられて

おりまして、そこで、そういった基本的な考え

方、当然ながら守秘義務も入っておりますし、

民生委員としての心構えとか、関係の法律とか、

そのあたりをきっちりとレクチャーしていると

ころでございます。

○中野委員 なかなかなり手が少なかったり、

市町村もそういう人を探すのが大変な時期であ

りますけれども、引き受ける以上は、そのあた

りはきちっとしてもらわないと。かなり個人の

中に入り込んだ仕事ですから、自覚を持った民

生委員であってほしいと思いますので、引き続

き御指導してください。お願いします。

○井上委員 生活困窮者自立相談支援事業につ

いて、教えていただきたいんですが、これは、

新規事業ではなく、改善事業ですが、この事業

と、宮崎県子どもの貧困対策推進計画との関係

性、この連携をどのように考えておられるのか

聞かせてください。

○日髙国保・援護課長 子供の貧困対策の中で、

やはり親がしっかりしないといけないと、親が
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自立、生活できるようにしないといけないとい

うところで、そうした困窮家庭に対して、生活

困窮者の自立支援制度でしっかり相談を受けて

から、自立に向けて一緒になって支援をしてい

くというところで、非常に関連性がございまし

て、その計画の中でも、親の就労、親の生活支

援を位置づけているところであります。

○井上委員 生活保護の申請に来られる方と、

それからこの生活困窮者自立相談に来られる方

と、そこはどんなになってるんですか。全く別

人ではないはずで、同じような方がお見えにな

ると思うんですけれど、それは、リンクしてい

るのが随分多いと理解していいんですか。

○日髙国保・援護課長 もともと生活に困って

る方です。それで相談に来られるわけですけれ

ど、それで、本人が最初から生活保護の申請を

したいと来られる場合もありますし、生活に困っ

てるということで、相談したいという方もいらっ

しゃるわけですけれど、話を聞いて、これは生

活保護に該当しそうだということになりました

ら、自立相談の窓口から生活保護の申請の窓口

に案内したりすることを考えております。もと

もとこの生活困窮者の自立支援につきましては、

例えば、生活保護の申請をしたけれど、どうし

ても生活保護に該当しない、でも、非常に困っ

ている方たちを助けようという制度になってお

りますので、そうした意味では非常に関連性が

強いことになります。

○井上委員 生活困窮者が、今現在、宮崎の中

ではどういう状況であるかという把握は、これ

までも自立相談支援事業をやっておられたわけ

だから、そこについてはしっかりとしたデータ

はあると理解していいですか。

○日髙国保・援護課長 いわゆる生活困窮者と

いうのが、経済的な基準といいますか、収入が

どれくらいだとかいったものは全然規定されて

おりません。本人がいろんな事情で生活に困っ

てる、子供の関係があったりとか幅広く捉える。

実際に経済的な基準がありませんので、数字と

してどれぐらい困窮されてる方がいらっしゃる

かといったところは把握はしてないところであ

ります。

○井上委員 そのことをベースとして、私も意

見を言いたいわけですが、宮崎県の子どもの貧

困対策推進計画、これは28年から31年までの４

年間ということで、委員の皆さんも、しっかり

した方が並んでおられて、各部にもまたがった

事業の展開をしながらじゃないと、なかなか貧

困から抜け出すことができないと思うんです。

これの１年１年の検証は、どこでされるんで

すか。一方では生活困窮者として相談に来られ

る方もあり、そして、一方では生活保護の申請

に来られる方があり、そして、一方ではこの計

画ありで、ひとり親のところも含めてそうです

けれども、そういうところに育ってる子供たち

というのは、やっぱり貧困ということとのイコ

ール性は高いと思うので、そのあたりはどうなっ

ておられるんですか。

○日髙国保・援護課長 この計画をつくるに当

たりまして、子どもの貧困対策協議会をつくっ

てるわけなんですけれど、この協議会の委員の

方々に残っていただいて、毎年、どういった事

業をして、どういった効果があったかというと

ころまで見ていただいた上で、進捗状況を把握

し、必要があれば計画の改正も考えているとこ

ろです。

○井上委員 この推進計画そのものは、すごく

いい計画で、国に準じているところも十分あっ

て、そして、宮崎県の実態についても具体的に

なってて、それはこういうふうにして推進して
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いきますということは書かれていて、各部の事

業も網羅されている。

本来、１年目はどんなふうに進んでいって、

２年目はどんなふうに進む、３年目はこうして、

４年目はこうしてと。委員の皆さんの任期は、

最初は２年なので、そこも含めて、これは、き

め細かに、効果が出るように、どういうふうに

してされるのか。その実効性はどこで担保され

ているのかがよくわからない。

○日髙国保・援護課長 実際、その進行管理に

つきまして、どういったところを評価して、ど

んなふうに進んでいるかを評価するかにつきま

しては、今後、この協議会の委員の皆様と協議

した上で、評価のやり方を考えていきたいと考

えております。

○井上委員 まだわからない。だから、計画は

あるけれども、計画の実効性をどう高めていく

のかがないと、まずいと思うんです。

貧困から抜け出せるかどうかは、補正のとき

に議論をしたようなことが、再三にわたって起

こっているわけだから、国から来ている予算が、

実際に実効あるものとして使われるかどうかわ

からないところがいっぱいあって、余計に借金

払ってそのまんまということだって起こるわけ

ですよね。就学資金みたいなことが起こるし、

貸付事業が全てにおいて、負担になる可能性だっ

てすごくあるもんだから。

だから、いろんな意味で、どこからか抜け出

せる、先が明るく見えるところがないと、計画

の前段の把握については間違ってないと私も思

うんだけれど、どんなふうに効果が出てくるよ

うにしていくのかっていうところが、実効性の

ところが、非常に問題がありゃしないのかなと

思うんです。これについてはまだ１年目だから、

委員の中で具体的にどんどん話をしていけば、

実効性が見えてくると理解していいってことで

すか。

○日髙国保・援護課長 もともとたくさんの指

標を掲げておりますし、数値目標も高校進学率

を掲げておりますので、第一義的にはやはりこ

の数字を見ていくことになろうかと思うんです。

今回の28年度の予算の中でも、かなりたくさん

の子供の貧困対策関連事業がございますので、

そういったものをどんなふうにうまく使ってる

のか、そこら辺も見ていくことになると思って

おります。

○井上委員 事業としては予算をきちんと確保

して、福祉こどもセンターが中心になって、と

いうことがきちんとなってるわけよね。だから、

どんなふうにこれが生かされるのか、今までやっ

てきたこととリンクして、この計画の下支えに

なっていくのかがわかりにくい。

だから、これはあるけれども、それが重なっ

たときに、きちんと実効性のあるところにリン

クしていけるのかどうかがちょっと心配なのね。

委員の人たちは委員よね。委員の人たちは委

員よねという言い方は変なんだけれど、データ

を県が出さない限りは、そこに対してしっかり

と議論ができる状況ではないと思うの。それぞ

れの分野の中では、確かにすばらしい方たちだ

と思うんだけれど、データをきちんと出しきっ

て、そして、具体的な実効性があるような形に

していかないといけないと思う。

例えば、貧困から抜け出すためには、本人の

学習意欲も必要だし、それと、家庭とか学校等

をつないでるソーシャルワーカーの人たちの活

躍も必要だし、それから、稼げる力を持たせな

いかんから、そこを、教育委員会でのキャリア

教育のありようとか、それから、企業の皆さん

がどうやってそこにリンクしてくださるかがす
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ごく必要。

商工が持ってるそういう政策と、それから、

教育委員会側が持ってるのは、今、非常にリン

クした形で見えているけれども、そういうこと

がここできちんと議論されて、計画の実効性が

一つ一つ確認をされていかないと、実際に子供

たちはこんなふうな状況だけども、今、ここま

で来ましたというのがないと、貧困から抜け出

すことの具体的な計画にはならないのではない

かなと、対策にはなってないのではないかと思

う。

だから、計画が悪いのではなくて、計画はい

いと思うけれども、その計画の実効性をどんな

ふうに見ていくのかが、具体的に知りたい。

事業としては、いっぱいいろんなものがある

じゃないですか。さっきの農山漁村の生活所得

安定・向上モデル事業なんかも、中山間地域で

働いてる人たちの中で、起業しようと思えば、

ここに頭を入れれば、少なからずは、ある程度

の金額は稼げることもあるわけで、そういうこ

とが、全部一つにきちんとリンクされているか

どうかが知りたい。そこは、委員任せなのか、

それとも、ここできちんとするのか、部がする

のか、そこはどう。

○日髙国保・援護課長 まず、庁内におきまし

ては、今、関係課が集まってワーキンググルー

プで、いろいろ情報交換してるところなんです。

それをもうちょっと上の段階での、全庁的な会

議にしていくとか、庁外にありましては、この

計画の中でも書いておるんですけれど、それぞ

れの地域で子どもの貧困対策会議をやろうとし

ておりまして、もう幾つかやっているんですけ

れど、福祉事務所を中心として関係機関がいろ

いろ集まるわけです。

今まで、要保護児童対策協議会とかもあった

んですけれど、そうした既存のネットワークと

も十分連携、活用して、例えば、そうした協議

会が行われた日に一緒に開催するとか、そうい

うふうにしてネットワークを構成し、そこで出

た意見もいただきながら計画を進めていくと

いったところで考えております。

○井上委員 そうなんだ。農政なんかは、最近、

そういう具体的なワーキンググループを持って、

各部に来てもらって、そこで検証して。だから、

どこの部が先に行くか、どこの部がどう持って

くるかは、ベースとしてワーキングのところで

議論をして、それを具体的な形で、自分たちの

今までの事業のところに生かしていくことをす

るわけね。

そうしたら、これは、ワーキンググループ、

各部の連絡調整も含めてだけれども、それをや

るチームを別につくるということね。

○日髙国保・援護課長 まず、この計画をつく

る段階で、そうした関係課が集まってから、十

分にその意見を集約した上で、協議会にかけて

案を練る形でつくり上げたものであります。

○井上委員 済みません、それってどこに載っ

てるの。

○日髙国保・援護課長 済みません、この計画

そのものに載ってはいないんですけれど……。

○井上委員 さえぎってごめんなさい。これに

も載ってないよね。

○日髙国保・援護課長 この計画には載せてお

りません。実際のところ、庁内でワーキンググ

ループをつくって準備した上でつくったという

ことですけれど、これについては、載せてない

です。

○井上委員 予算の裏づけというか、これから

もやっていくぞというのがきちんとないと、本

当に効果のあるものになるのかどうか。農政な
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んかは、それをやりますときちんと載せてるの

よ。私は、議場で答弁もいただいてるんだけれ

ど、そういうのが担保としてないと、本当にちゃ

んとやっていけるのか。そんなに簡単には貧困

から抜け出せないと思う。どっかで切ってやら

ないと。家庭のあり方というのは、物すごく問

題があると思うので、そこまで手を突っ込める

のかとなったら、なかなか手を突っ込むのは難

しい。

だから、そこをやってもらうには、それらし

いことをお互いでやって、具体的に動かないと、

なかなか手が届かない。貧困から抜け出すなど、

表向きは変わるかもしれないけれど、絶対にそ

れは難しいと思う。

例えば、自殺対策なんかのところもそうだけ

れども、やっぱり家庭のところで、しゃべれる

男というか、語れる男にならないと、自分が思っ

てることをしゃべれる男にならないと。いろん

なところに行ってみると、飲み屋さんのトイレ

の前のほうに張ってある。相談しましょうねみ

たいなことが書いてあるけれど、飲み屋さんに

行って、飲み屋さんのママさんに相談して、そ

れで終わりかよという話になると困るし。だか

ら、実効性のあるものにどうやって仕上げてい

くのかが、最近、大事じゃないのかなと。

だから、ワーキンググループが本当にできる

のなら、そこを丁寧にやっていただくと、今ま

でやってる事業とかも全部生きてくるし、それ

を抱えて持ってくれば、少なからず実態に合っ

たものの議論ができるのかなと思う。

推進計画そのものは、私も別に悪いと思って

ないし、これは、いい計画書ができてると思っ

てるけども、それを検証しつつずっとやり続け

ていかないと。そして、各部に物が言えないと、

貧困からは抜け出せないと思うので、そこは丁

寧にやっていただきたいなと思います。

次の委員会とかを含めて、ワーキンググルー

プの設置をされたりした場合は、報告をいただ

けると理解していいですか。

○日髙国保・援護課長 既にワーキンググルー

プを設置しているところでありまして、以前も

お話しいたしましたけれど、教育と福祉の連携

とかもありまして、学校政策課とか財務福利課

とか、教育委員会からも入ってもらって、十分

話をつながれてきておったんですけれど、これ

までは担当レベルだったんですけれど、それを

もうちょっと上のレベルで進めるとか、そういっ

たところも含めて今検討してるところで、また

こちらの議会のほうでも報告してまいりたいと

思っております。

○井上委員 よろしくお願いします。教育委員

会は、３点セットみたいにして、そういう新規

事業を３つつくってんのね。それは、私も非常

に期待をしてるので、その事業が生きて、具体

的に学校でも、きちんと子供の現実と合わせる

ようにしてくだされば、大分違ってくると思う

んです。

だから、新規で３つ事業があるんだけれど、

その３つの教育委員会の事業が、本当に生きる

ような事業になってくれれば、また違ってくる

のかな。だから、そこを福祉がきちんと受けと

めて、商工が就職のところをきちんと受けとめ

てとしてくださると、随分変わってくるのかな

と思います。

その御報告を楽しみにしてますので。ありが

とうございました。

○前屋敷委員 自殺対策のことでお伺いしたい

んですけれど、今度、新規事業でも予算化がさ

れておりますが、基金事業もなくなったという

ことで、返還金も今度の予算では上がっている
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んですけども、少しずつ減ってはきてるものの、

報告によりますと、26年度ではまた10人ほどふ

えている状況の中で、これまで県としても、こ

この新年度の事業でもありますが、自殺ゼロの

プロジェクト推進事業とかをずっとやってきて、

新年度も予算はふやしてこの事業を進める計画

になっているようなんですけれど、今回の新規

事業の中身も見ましても、こういういろいろサ

イトに接続しやすいとか、研修をするとか、啓

発する事業があっても、やはりそこが実際に相

談の窓口とつながっていって、本人にどうアド

バイスしたり、説得したりという部分につなが

るか、その辺の連携が非常に大事だろうと思う

んです。現在の状況で、未遂の方のフォローで

あったりとか、それから、実際に相談窓口に、

電話も含めてですけれど、相談してこられた方

々の対応は、どういう状況かお聞かせください。

○渡邊福祉保健課長 今の委員からの質問は、

私どもが取り組んでおりますさまざまな自殺対

策の進捗状況とか成果とか、そういったことと

捉えて御説明させていただいてよろしいでしょ

うか。

まず、今、お話に出ました自殺未遂者の対策

でございます。

これは、この１月から県立延岡病院で始めた

事業でございまして、１月４日にスタートいた

しまして、これまでに３件対応しております。

県立宮崎病院に自殺未遂で運ばれた方、そこを

救急救命医が処置をしまして、そこに、例えば、

延岡ですと吉田病院とか、大きな精神科の病院

がありますので、そこの病院からＰＳＷ、精神

保健福祉士が駆けつけまして、そこで今後、具

体的な精神科の治療を受けたほうがよろしいで

すよとお誘いをして、そして実際、その後の受

診につながる実績が既に上がっているところで

ございます。

そのほかには、これは、９月の常任委員会の

ときにもお話をいたしましたけれども、かかり

つけ医のことを御説明をいたしましたけれども、

小林保健所管内で、平成26年１月から行ってお

りますかかりつけ医、これは、28年１月、ちょ

うど２年が経過したわけですけれども、158件、

かかりつけ医から精神科医への紹介が行われて

おります。

この158件、成果が今上がってきておりますけ

れども、小林保健所のほうでは、その後の患者

さんたちの状況について、適宜フォローをして

おります。おおむね受診から６カ月後の経過を

確認しているんですけれども、確認した84％の

方が、経過が改善している、あるいは現状維持

といった良好な状況でございます。

特にうれしいのは、そういう紹介を受けた方

で、自殺をされた方は１名もいらっしゃらない

ということで、それは、大きな成果ではなかろ

うかと考えております。

それともう一つ、若者に対する取り組みを今

年度初めて開いたところでございます。

若年層は、自殺をする数はそれほど多くはな

いんですけれども、数としては余り減っていな

い状況がございますので、今年度、若者対策を

徹底させようということで、こころの保健室カ

ードをつくりまして、全ての国公・私立の高

校、10の全ての大学、そして33の専門学校に９

万枚配布をいたしました。

その配布をしたことに伴って、こころの保健

室という若い方向けのいろんな相談をする、県

のホームページをつくっているんですけれど、

このカードを配った成果だと思いますが、昨年

同期に比べまして、アクセス件数が1.7倍ふえて

おります。
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そして、あわせてメールの相談なんかも応じ

ているんですけれども、メールの相談件数も、

前年同期比1.5倍となっておりまして、そういう

意味では、やっただけの効果は出ているのでは

ないかなと思っております。

以上でございます。

○前屋敷委員 アクセス数もかなりふえたり、

メールでの連絡もとれたりということで、そう

いった点では、確実に相談をしようという人た

ちがふえていることは、本当、明るい兆しとい

うか、改善に向けてのものが見えてくるなと今、

御説明も聞いて思ったとこです。

しかし、依然として200名、300名近くの方が

自殺に追い込まれているのは、厳然たる事実な

ので、要因はそれぞれ違うと思うんですけれど、

経済的なものも、社会的な状況も背景にありな

がらの結果ですので、その辺の点では、今のよ

うな未然に防ぐことも行いながら、そういうさ

まざまな要因の解消は、なかなか難しいとは思

うんですけども。社会的な問題も含めてますの

で、さまざまな対策もとりながら、そういった

方々に寄り添う形での施策というのを十分に、

心を砕いて進めていただきたいと思います。要

望で。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、

福祉保健課、国保・援護課の審査を終了いたし

ます。

ここで10分間の休憩をとらさせていただきま

す。

暫時休憩いたします。

午後３時10分休憩

午後３時20分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

続きまして、長寿介護課、障がい福祉課の審

査をおこないますので、それぞれに説明をお願

いいたします。

○松田長寿介護課長 長寿介護課分を説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の長寿介護課のと

ころ、143ページをお開きください。

長寿介護課の平成28年度の当初予算額は、左

側から２つ目の欄にございますように、187

億5,810万3,000円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

145ページをお開きください。

中ほどにございます（事項）生きがい対策

費8,815万3,000円でございます。

これは、高齢者の生きがいを高め、その生活

を健康で豊かなものにするために要する経費で

ございます。

説明欄１の「老人クラブ支援事業」などを引

き続き実施させていただきたいと考えておりま

す。

次に、一番下の（事項）在宅老人介護等対策

費3,350万円でありますが、これは、在宅での介

護高齢者等が、地域で安心した生活をおくるこ

とができるようにするために要する経費でござ

います。

説明欄２の「地域包括支援ネットワーク・権

利擁護支援事業」などを引き続き実施させてい

ただきたいと考えております。

146ページをお開きください。

１番上の（事項）認知症高齢者対策費2,146

万7,000円でございますが、これは、認知症高齢

者やその家族を支援するための事業等に要する

経費でございます。

説明欄１の「認知症介護研修事業」などを引
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き続き実施させていただきたいと考えておりま

す。

次に、その下の（事項）超高齢社会対策費233

万5,000円でございますが、これは、高齢者福祉

に関する県民の理解促進などの高齢者対策の総

合調整等に要する経費でございます。

説明欄２の「元気なみやざきを支えるシニア

パワー創出事業」などを引き続き実施させてい

ただきたいと考えております。

次に、その下の（事項）介護保険対策費158

億2,137万2,000円でございますが、主なものは、

説明欄１の「介護保険財政支援事業」157億7,538

万1,000円でございまして、これは、市町村が実

施する介護保険事業に要する経費に対し、県が

定率の負担を行うものでございます。

説明欄５の改善事業「介護支援専門員研修向

上支援事業」につきましては、後ほど委員会資

料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）老人福祉施設整備等

事業費２億4,133万4,000円でございますが、こ

れは、次のページでございますけれども、老人

福祉施設への建設費、運営費補助等に要する経

費でございます。

主なものといたしましては、説明欄３の軽費

老人ホーム事務費補助金などを引き続き実施さ

せていただきたいと考えております。

次に、その下の（事項）地域医療介護総合確

保基金事業費につきましては、医療・介護連携

推進室長より御説明いたします。

○横山医療・介護連携推進室長 引き続き地域

医療介護総合確保基金事業費23億6,806万7,000

円の説明をさせていただきます。

説明欄にございますとおり、１の基金積立金16

億463万9,000円と、その運用利子84万7,000円の

積み立て、そして、３の基金を活用します事業

費として７億6,258万1,000円を計上させていた

だいておりますけれども、事業内容につきまし

ては、別冊の常任委員会資料で説明をさせてい

ただきます。

なお、基金積立金と基金事業費の額が一致し

ておりませんけれども、これは、長寿介護課以

外の課の事業にも基金を充当するためでござい

ます。

それでは、別冊の常任委員会資料の８ページ

をお開きください。

まず、１の目的・背景でございますけれども、

団塊の世代が後期高齢者となります2025年に向

けて、医療・介護の総合的な確保を図るために、

各種の基金活用事業を実施するものでございま

す。

２の事業概要でございますが、毎年度、都道

府県が国に事業計画を提出しまして、その事業

費の３分の２が消費税増税分を財源とします交

付金として国から交付され、残る３分の１を県

が負担するものでございます。

制度の対象となります事業は、枠囲みの（１）

から（５）の５項目で、医療・介護に係る施設

整備や人材確保に関する事業とされております。

枠囲みの中でございますが、まず、医療分８

億9,458万5,000円でございますけれども、（１）

の病床の機能分化・連携に関する事業としまし

て、新規１事業、継続５事業、３億1,370万8,000

円。

（２）の居宅等における医療の提供に関する

事業としまして、継続５事業、7,066万8,000円。

（３）の医療従事者の確保に関する事業とし

まして、継続21事業、５億1,020万9,000円を計

上させていただいております。

次に、介護分でございますけれども、７億5,505

万4,000円でございまして、（４）の介護施設等
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の整備に関する事業として、継続１事業、６

億2,510万7,000円。

（５）の介護従事者の確保に関する事業とし

まして、新規３事業、改善３事業、継続21事業、

１億2,994万7,000円を計上させていただいてお

ります。

この医療分と介護分を合わせまして、上のほ

うに書いておりますけれども、16億4,963万9,000

円となってございます。

下の小さな表に、28年度の基金積立分の額を

記載しておりますけれども、医療分に今年度の

基金残額からの充当がございます関係で、事業

費の総額とは一致してございません。

３の事業効果でございますが、地域包括ケア

システムの構築など、急性期医療から在宅医療

・介護までの一連のサービスが、切れ目なく提

供される体制づくりが進むものと考えておりま

す。

次のページに、新規・改善事業の具体的な内

容を記載しております。

こちらは、各事業の担当課長から説明をさせ

ていただきます。

なお、私ども医療・介護連携推進室所管分が、

介護分の（５）の③の改善事業「認知症地域支

援体制整備事業」でございますけれども、この

事業は、認知症の早期診断・早期対応を進める

ために、認知症サポート医の育成ですとか、ス

キルアップ研修を実施しますとともに、市町村

が取り組みます認知症初期集中支援チームの設

置でございますとか、若年性認知症対策への支

援を行うものでございます。

私からの説明は以上でございます。

○松田長寿介護課長 それでは、長寿介護課の

所管事業について御説明いたします。

同じく常任委員会資料の９ページでございま

す。

まず、介護分の（４）介護施設等の整備に関

する事業でございますが、これは、継続事業の

みとなりまして、12市町村、24カ所の整備に対

しまして補助を行うものでございます。

次に、（５）の介護従事者の確保に関する事業

でございますが、まず、①改善事業「介護未経

験者就業支援事業」についてでございますが、

多様な人材層の介護業務への参入を促進いたし

ますため、未経験者に対する就業実践講座を開

催いたしますとともに、未経験者が参入しやす

い業務配置の検証や業務難易度別の研修を行う

ものでございます。

次に、②改善事業「介護支援専門員研修向上

支援事業」についてでありますが、地域包括ケ

アシステムの中におきまして、医療職など多職

種との連携・協働しながら、利用者の自立支援

に資するケアマネジメントを実践できる介護支

援専門員を養成するため、平成28年度から見直

しが行われます研修を効率的・効果的に実施す

るため、行政及び関係団体等で構成する研修向

上委員会の運営を支援するものでございます。

次に、④新規事業「中核的介護人材育成支援

事業」についてでございますが、現在、在職中

で実務経験が３年以上の介護職員に対しまして、

実務者研修の受講支援等を行うことで、介護福

祉士の養成を支援いたしますとともに、離職し

ている潜在介護士に対して、専門課程の再研修

を実施することによりまして、介護分野への復

職を支援するものでございます。

次に、⑤新規事業「小規模事業所研修確保事

業」についてでございますが、事業所単位での

研修開催や、代替職員がいないということで研

修派遣が困難な小規模事業者に対しまして、共

同で研修する機会を設けて、職員の研修の機会
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を確保することによりまして、職員の資質向上

とともに介護人材の定着促進を図るものでござ

います。

最後に、⑥新規事業「介護ロボット導入調査

検証事業」についてでございます。

介護従事者の身体的負担軽減に資する介護ロ

ボットを試験的に導入いたしまして、その効果

を検証いたしますとともに、アンケート調査や

介護現場の見学会等を行うものでございます。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてでございま

す。

議案のほうは57ページになりますが、改正内

容につきましては、常任委員会資料で御説明さ

せていただきたいと思っております。

常任委員会資料の34ページをお開きください。

まず、１の主任介護支援専門員フォローアッ

プ研修手数料でございますが、この主任介護支

援専門員とは、介護支援専門員の人材育成の役

割を担う者というふうにされております。

（１）の改正の理由にございますように、本

研修によりまして、介護支援専門員に対する研

修の講師を養成してまいりましたが、その講師

が充足されましたことから、研修を廃止するこ

ととし、所要の改正を行うものでございます。

（２）の改正の概要につきましては、条例の

規定から研修手数料を削除するものでございま

す。

（３）の施行期日は、平成28年４月１日とし

ております。

続きまして、２の介護支援専門員研修手数料

でございますが、（１）の改正の理由にございま

すように、地域包括ケアシステムの中で、多職

種との連携・協働や、利用者の自立支援に資す

るケアマネジメントを実践できる介護支援専門

員を養成するため、来年度から介護支援専門員

研修のカリキュラムが見直され、研修時間が増

加することに伴いまして、研修の手数料を見直

すものでございます。

（２）の改正の概要でございますが、まず、

アの介護支援専門員実務研修手数料につきまし

ては、県が実施いたします介護支援専門員実務

研修受講者試験の合格者が受講する研修でござ

いますが、研修時間が44時間から87時間に増加

することに伴い、研修手数料を２万6,000円から

４万6,000円に見直すものでございます。

次に、イの介護支援専門員再研修手数料につ

きましては、有効期限が５年間となっておりま

す介護支援専門員証の有効期限切れの者などが

受講する研修でございますが、研修時間が44時

間から54時間に増加することに伴い、手数料を

２万6,000円から３万2,000円に見直すものでご

ざいます。

ウの介護支援専門員更新研修手数料につきま

しては、専門員証の更新の際に受講する研修で

ございますが、実務未経験者と実務経験者を対

象とした研修に分かれております。

まず、実務未経験者の研修につきましては、

研修時間が44時間から54時間に増加することに

伴いまして、手数料を２万6,000円から３万2,000

円に見直すものでございます。

また、実務経験者の研修につきましては、よ

り専門性の高い内容となりますため、専門Ⅰと

専門Ⅱの研修に分かれておりまして、専門的な

知識・技術の習得を目指す専門Ⅰの研修は、研

修時間が33時間から56時間に増加することに伴

いまして、手数料を１万4,000円から２万4,000

円に、実践事例の研究や発表に重点を置きます

専門Ⅱの研修につきましては、研修時間が20時

間から32時間に増加することに伴いまして、手
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数料を１万2,000円から２万円にそれぞれ見直す

ものでございます。

（３）施行期日は、28年４月１日としており

ます。

なお、介護支援専門員の実務研修、介護支援

専門員再研修及び介護支援専門員更新研修のう

ち、実務未経験者の研修につきましては、国の

実施要綱におきまして、来年度の介護支援専門

員実務研修受講者受講試験合格者が受講すると

いうことになっておりますことから、合格発表

の日から施行することとしております。

最後に、３の喀たん吸引等業務に係る手数料

でございますが、（１）の改正理由にございます

ように、社会福祉士及び介護福祉士の法の改正

によりまして、平成28年度以降の介護福祉士国

家試験に合格した介護福祉士が、業務として喀

たん吸引等を行うに当たりましては、その介護

福祉士の属する事業者が県知事の登録を受けな

ければならなくなりますので、その所要の改正

を行うものでございます。

（２）の改正の概要でございますが、まず、

アの喀たん吸引等業務の事業者登録手数料を追

加するものでございます。

現在は、介護職員がたん吸引等の業務を行う

場合は、職員が50時間の喀たん吸引等の研修を

修了し、特定行為業務の事業者登録を受ける必

要があります。

今回、法改正によりまして、28年度以降の介

護福祉士国家試験合格者は、介護福祉士の資格

取得の課程で、喀たん吸引等の研修を修了して

おりますことから、喀たん吸引を実施できると

なりますが、その根拠となる条項も新たなもの

となるところでございます。

このため、事業所の登録手数料の項目を、手

数料条例上、別に設ける必要がありますので、

今回、新たに追加するものでございます。

なお、事務登録手続の負担は、これまでの特

定行為業務の事務所登録と同様となりますので、

１件当たりの金額は、1,500円と同じ金額で設定

させていただいております。

また、イにありますように、法改正に伴い、

根拠法令の条項に条ずれが生じる部分がござい

ますので、合致するように対応をするものでご

ざいます。

（３）の施行期日は、法改正の施行日でござ

います平成28年４月１日としております。

長寿介護課については、以上でございます。

○川原障がい福祉課長 障がい福祉課でござい

ます。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の障が

い福祉課のところ、149ページをお願いいたしま

す。

障がい福祉課の平成28年度当初予算額は左側

から２つ目の欄にありますように、139億149

万7,000円であります。

以下、主なものについて御説明いたします。

151ページをごらんください。

一番下の（事項）障がい者スポーツ振興対策

費4,003万8,000円でありますが、これは、宮崎

県障害者スポーツ協会の運営や、県障がい者ス

ポーツ大会の開催等に要する経費であります。

説明欄４の新規事業につきましては、後ほど

常任委員会資料にて、御説明させていただきま

す。

152ページをお願いいたします。

障がい者社会参加促進事業費3,945万2,000円

でありますが、これは、障がい者の社会活動へ

の参加を支援するための経費であります。

説明欄４の（１）の改善事業「聴覚障がい者

等福祉対策推進事業」でありますが、これは、
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従来から実施しております手話奉仕員や要約筆

記者等の養成事業におきまして、その養成事業

にかかわる指導者として、国による専門研修を

受講するための経費をお願いするものでありま

す。

次に、153ページをお願いします。

２番目の（事項）精神保健費１億7,979万6,000

円でありますが、これは、精神障がい者に対す

る医療扶助、保護等に要する経費であります。

説明欄３の精神科救急医療システム整備事業

の5,326万2,000円は、緊急な医療を必要とする

精神障がい者等のために、精神科救急医療体制

等を整備・運営するものであります。

説明欄８の新規事業「児童精神科医療体制拠

点整備促進事業」の4,500万円は、先ほど、医療

・介護連携推進室より説明させていただきまし

た「地域医療介護総合確保基金事業」の医療分

（１）の新規事業でありまして、児童精神科の

拠点整備を促進することにより、児童精神科医

療の充実・向上を図るものであります。

154ページをお願いいたします。

１番目の（事項）障がい者自立推進費96億3,384

万8,000円であります。

これは、障害者総合支援法に基づく公費負担

など、障がいのある方の自立支援に要する経費

であります。

説明欄１の介護給付・訓練等給付費の57

億9,205万1,000円は、障がい福祉サービスに係

る給付その他の支援を行うものであります。

説明欄２の自立支援医療費の35億6, 4 7 4

万8,000円は、身体障がい者の更生医療給付、精

神障がい者に係る通院医療費の公費負担に要す

る経費であります。

説明欄５の（３）の新規事業につきましては、

後ほど常任委員会資料にて説明させていただき

ます。

次に、その下の（事項）障がい者就労支援費

の１億877万9,000円であります。

これは、障がい者の働く場の確保などの就労

支援に要する経費であります。

説明欄１の「障害者就業・生活支援センター

事業」の4,291万7,000円は、障がい者雇用の身

近な相談窓口として、県内７カ所に設置してい

る障害者就業・生活支援センターの運営費等で

あります。

次に、155ページをお願いします。

１番目の（事項）障がい児支援費13億4,737

万3,000円でありますが、これは、障がい児福祉

に要する経費であります。

説明欄１の障がい児施設給付費12億1,275

万3,000円は、障がい児施設に入所する児童に係

る給付、通所事業所を利用する児童に係る給付

費に要する経費であります。

説明欄10の改善事業「発達障がい地域支援体

制サポート事業」1,022万5,000円でありますが、

これは、県内３カ所、宮崎、都城、延岡にござ

います発達障害者支援センターに、臨床心理士

１名ずつを発達障害者地域支援マネージャーと

して配置し、発達障害に関する相談対応ととも

に、関係機関との連携・調整や、市町村、サー

ビス事業所等への助言・指導等を総合的に行わ

せることによりまして、センターの地域支援機

能の強化を図るものであります。

続きまして、新規事業について説明させてい

ただきます。

常任委員会資料をお願いいたします。

10ページをお願いいたします。

新規事業「平成38年全国障害者スポーツ大会

に向けた選手・指導者育成事業」であります。

まず、１の目的・背景でありますが、国民体
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育大会とともに本県で開催されることが内々定

しております全国障害者スポーツ大会を見据え

まして、県民の障がい者スポーツへの理解を促

進しますとともに、指導者、選手及びチームの

育成を行うものであります。

２の事業概要であります。

まず、（１）にありますとおり、「普及啓発事

業」といたしまして、県民の障がい者スポーツ

への理解促進を図るため、著名なパラリンピッ

ク選手による講演会や体験教室を開催しますと

ともに、各種大会の案内や競技ルール等を紹介

する広報誌を作成し、配布することとしており

ます。

（２）の「指導者育成事業」としましては、

県体育協会に加盟している団体で、障がい者ス

ポーツとかかわりのある陸上競技や水泳などの

団体と連携して、それらの団体に所属する指導

者を対象とした初級指導員の育成を行うことと

しております。

次に、（３）の「選手・チーム育成事業」とい

たしまして、全国障害者スポーツ大会で開催さ

れる競技種目全て、具体的には６つの個人競技、

７つの団体競技の全てに選手やチームが出場で

きるよう、選手やチームの育成を目的とした体

験教室を開催することとしております。

３の事業費は、329万2,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でありますが、障がいのある方

が積極的にスポーツをする機運の醸成や、県民

の障がい者スポーツに対する理解促進が図られ

るとともに、障がい者スポーツの選手・指導者

の育成を通じた競技力の向上が図られるものと

考えております。

続きまして、11ページをお願いいたします。

新規事業「障がい者差別解消推進事業」であ

ります。

１の目的・背景でありますが、今議会に、「障

がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎

県づくり条例」をお願いしているところであり

ますが、条例や障害者差別解消法に基づき、障

がいを理由とする差別に関する相談体制や紛争

解決のための仕組みをつくりますとともに、障

がいや障がいのある人に対する県民の理解を促

進するための啓発事業を行うものであります。

２の事業概要であります。

まず、（１）の相談体制の整備では、障がいを

理由とする差別に関する相談窓口を設置し、相

談員が相談に対応するほか、県内の市町村や事

業所を対象に情報の収集や提供、研修を行うこ

ととしております。

次に、（２）の紛争解決体制の整備では、県内

におけるさまざまな関係機関で構成する宮崎県

障がい者差別解消支援協議会（仮称）でありま

すが─を設置し、障がいを理由とする差別の

解消を推進するための調査審議を行うとともに、

相談窓口では解決できなかった事例に関して、

助言またはあっせんを行うこととしております。

次に、（３）の啓発の実施では、障がいや障が

いのある人に対する県民の理解を促進するため

のパンフレットの作成やシンポジウムを開催す

ることとしております。

３の事業費であります。840万1,000円をお願

いしております。

４の事業効果ですが、障がいのある方などが、

障がいを理由とする差別について相談しやすい

環境が整備されますとともに、障がいを理由と

する差別の解消に向けた県民や事業所の意識の

高揚が図られるものと考えております。

続きまして、議案第32号「障がいのある人も

ない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」
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であります。

条例案につきましては、平成28年２月定例県

議会提出議案（平成28年度当初分）の議案第32

号のインデックスのところ、179ページでありま

すが、説明につきましては、常任委員会資料で

説明させていただきます。

常任委員会資料の38ページをお願いいたしま

す。

（４）議案第32号「障がいのある人もない人

も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例」につい

てであります。

本条例につきましては、昨年12月の常任委員

会におきまして、条例の骨子案につきまして御

報告を行ったところでありますが、本日は、今

回上程しております条例案及び昨年12月から１

月にかけて実施いたしましたパブリックコメン

トの結果につきまして、御説明をさせていただ

きます。

まず、１の制定の理由についてでありますが、

障がいのある人もない人も、それぞれがともに

支え合いながら、心豊かに生活できる宮崎県づ

くりに向けて条例を制定するものであります。

次に、２の条例の主な内容についてでありま

す。

条例は（１）から（４）にありますように、

大きく４つの柱で構成されております。

まず、（１）の第７条の不利益な取扱の禁止に

つきましては、障害者差別解消法の中で、障が

いを理由とする差別の禁止に関して、総括的に

定められているところでありますが、障がいの

ある方が地域生活を送る上で身近な分野につい

て、個別に禁止規定を設けたところであります。

次に、（２）の第８条の社会的障壁の除去のた

めの合理的な配慮についてでありますが、障が

いのある方にとって、日常生活や社会生活を送

る上での障壁となっている社会的障壁の除去に

ついて、障がいのある方から配慮を必要として

いる旨の意思の表明があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重とならない範囲で、必

要かつ合理的な配慮をすることについて、法律

と同様の規定を設けたところであります。

続きまして、（３）の第９条から第15条で定め

ております相談体制及び紛争解決の仕組みにつ

きましては、障がいを理由とする不利益な取り

扱い等に関する相談体制の整備や話し合いによ

る解決の仕組みに関する規定を設けたところで

あります。

次に、（４）の第16条から第21条で定めており

ます共生社会の実現に向けた施策の推進等につ

いてでありますが、共生社会の実現に向けまし

て、障がいや障がいのある方に対する県民の理

解を深めるための啓発に関する規定を設けたと

ころであります。

39ページをお願いいたします。

３のこれまでの取組でありますが、12月３日

の前回委員会の後、12月７日から１月６日まで

の約１カ月間、条例骨子案についてのパブリッ

クコメントを実施いたしまして、２月９日の県

社会福祉審議会において、条例骨子案を御報告

したところであります。

次に、４のパブリックコメントの結果につい

てであります。

先ほど御説明いたしましたとおり、約１カ月

間、県民の皆様から条例骨子案についての御意

見を募集したところ、（３）の意見の概要にござ

いますとおり、30名の方から100件の御意見をい

ただいたところであります。

主な御意見としましては、「障がいのある人の

定義に難病も加えるべきである」、２つ目の「市

町村と県との連携を密にしてほしい」、また、下



- 59 -

平成28年３月８日(火)

から２つ目にありますように、「障害者差別解消

支援協議会には、障害当事者の方も入れてほし

い」など、さまざまな御意見をいただいたとこ

ろであります。

このほか、今後の施策や取り組みに対する御

意見を多くいただいたところでありまして、い

ただきました御意見を十分に踏まえながら、今

後の施策等を進めてまいりたいと考えておりま

す。

６の施行期日でありますが、４月１日からの

施行を予定しているところであります。

説明は以上であります。

○後藤委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。

ここで、委員の皆様にお諮りいたします。

本日の日程は、午後４時までとなっておりま

す。ただいま御説明いただきました質疑につき

ましては、あすの午前10時から行いたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議がないようですので、明

日午前10時の再開といたします。

本日の委員会日程は終了いたします。

午後３時51分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部 参 事 兼
渡 邊 浩 司

福 祉 保 健 課 長

部 参 事 兼
孫 田 英 美

医 療 薬 務 課 長

薬 務 対 策 室 長 甲 斐 俊 亮

看 護 大 学
河 野 譲 二

法人化準備室長

国保・援護課長 日 髙 裕 次

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 川 原 光 男

衛 生 管 理 課 長 竹 内 彦 俊

健 康 増 進 課 長 木 内 哲 平

感染症対策室長 片 平 久 美

こども政策課長 川 畑 充 代

こども家庭課長 徳 永 雅 彦

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

○日髙国保・援護課長 昨日の説明で誤りがあ

りましたので、訂正をさせていただきます。

平成28年度歳出予算説明資料の139ページでご

ざいます。

この一番上の（事項）戦傷病者・引揚者及び

遺族等援護費につきまして、説明欄６の特別給

付金等支給裁定事務費を御説明いたしましたけ

れど、この中で、戦没者等の遺族に対する特別

弔慰金の裁定事務の請求が昨年度から始まって

いると申し上げました。

この昨年度からは誤りで、正しくは今年度か

らでございますので、訂正させていただきます。

申しわけありませんでした。

○後藤委員長 それでは、昨日御説明いただき

ました長寿介護課、障がい福祉課分の議案に関

する質疑はありませんか。

○岩切副委員長 口火を切らさせていただきま

す。

障がい福祉課さんのほうの155ページの障がい

児施設給付費等について、細かいところをお聞

きすることになると思うんですけども、補正の

ときにも伺いましたが、わかばとかあさひとか

と、発達障がい等が疑われる児童等の通所施設

が、待機状況が出てると理解しておりまして、

宮崎県として必要量を満たしているのか。そう

平成28年３月９日(水)
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いう状況を危惧しておりまして、費用額等につ

いては、このような予定をしておられるんです

けども、その辺の考え方、今後の見通しについ

てお聞かせをいただければと思います。

○川原障がい福祉課長 発達障がいに関しまし

て、今、委員が言われましたように、発達障が

いに関する認知の高まり等によりまして、相談

件数等、あるいは支援ニーズが年々増加してる

状況がございまして、いわゆる診断とか支援の

待ち期間についても、保護者の方々からできる

だけ早目の診断なり支援をしてほしいと御要望

をいただいているところであります。

こういったことから、県におきましては、従

来から発達障害者支援センターを設置いたしま

して、相談支援に当たってるところでございま

す。

また、できるだけ早い気づき、支援につなげ

ていく必要がございますので、幼稚園とか保育

所の職員、あるいは市町村の保健師などを対象

とした研修会などを行いまして、身近な地域の

中で早期に発見できる仕組みづくり、体制づく

りにも取り組んでるとこでございます。

また、待機期間をできるだけ短くしたいとい

うことで、発達障害者支援センターのほうに、

臨床心理士の増員を行っておるところでござい

ます。

また、より身近なところでの相談、対応とい

うことで、県内７カ所の発達障害者支援センタ

ーに業務委託を行いまして、１歳６カ月健診と

か、３歳児健診会場での相談窓口の設置であり

ますとか、幼稚園とか、放課後児童クラブ等へ

の定期訪問も行いまして、身近な地域でより早

期に発見できる体制づくりに努めているところ

でございます。

○岩切副委員長 ありがとうございます。発見

を早期にということと、早期療育というのは必

要だと思います。

療育の場の充足についてはいかがでしょうか。

○川原障がい福祉課長 これにつきましても、

今、発達障害者支援センターのほうで具体的な

相談支援、療育支援を行っているところでござ

います。

また、通常の幼稚園とか児童クラブ等でも、

発達障がいに対する支援、適正な支援ができる

ような形での保育、保健師さんとか、保育士さ

んとか、幼稚園の先生、そういった方々に対す

る研修などについても取り組んでいるところで

ございます。

○岩切副委員長 一般の幼稚園、保育園で療育

が可能な体制をということで、そういった児童

を抱える施設等については、一定の対応がなさ

れているという理解でよろしいでしょうか。

○川原障がい福祉課長 やはりまだまだではあ

ろうかと思います。地域的な偏在の部分であり

ますとか、親御さんとしてはより身近なところ

で子供を預けたいといったことがございますの

で、今後とも発達障がいの支援につきましては、

さらに充実するよう、いろんな機会を捉えまし

て、施設等に対して働きかけを行ってまいりた

いと考えております。

○山下委員 ８ページのあたりでお伺いします。

常任委員会資料の地域医療介護。

いろんな取り組みがここでも紹介されるんで

すが、私も何回かずっと申し上げてきてるんで

すけども、在宅介護、在宅医療、これが目指す

姿になってくるだろうと思うんですが、であれ

ば、在宅介護で、我が家で見守りをしてくれる

人たち、在宅で介護をする人たち、家族ですよ

ね。それに対する支援は、考え方も何も、全く

出てこないんですか。
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○横山医療・介護連携推進室長 前の委員会で

も御質問をいただいておりますけれども、正直

申し上げて、あのときと余りお答えが変わらな

いということで、申しわけないんですが、過去、

介護保険制度が入るときに、随分、国のほうで

も家族への何らかの支援は、相当議論をされた

と承知しておりまして、ただ、その後も含めて

ですが、まずは、限られた財源の中でこの制度

を運営していく。半分は国民の負担もございま

すんで、何とかその財源も抑えながらと考えた

ときに、まずは、直接介護を要する方々に対す

るサービス給付、ここをしっかりやっていく。

そういう意味では、家族のほうが置かれてしまっ

た形になっておりますが、その後も、高齢者が

どんどんふえていく、要介護の方々がどんどん

ふえていって、財源が膨らんでいく中で、そこ

の議論が改めて起き上がる状態になっていない

のが現状でございます。現時点でも、国がいろ

いろ介護保険制度の改正を検討しておりますけ

れども、その中で、家族への手当ては、具体的

には出ていないのが現状でございます。

したがいまして、各市町村では、独自の介護

保険の任意事業の中でもやれることになってお

りまして、直接、年間10万円ぐらい助成という

形でお金を出したりやっているところはありま

すけれども、各市町村の判断に任されているの

が現状でございます。

○山下委員 宮崎県の状況を見ても、若い人た

ちが県外に出ていってしまう。これは、給与差

もいろいろあるだろうと思うんですが、今後の

高齢化社会を考えたときに、今、地域包括ケア

システムの中で、訪問介護の仕組みづくりをや

る。そして、介護職の人たちを何とか確保しよ

うという事業の形態だろうと思うんですが、訪

問介護だって、私は、全て見守りまでできるわ

けでもないし、一部の介護しかできないんです。

在宅医療、在宅介護をやっていくんであれば、

必ずそこには見守りをしてくれる人たちがいな

いといけない。残りの部分も老々介護になって

しまったり、本当に悲しい状況を想定できるん

です。介護の大変さは、私達はわかっています

から。何らかの形で家族が見守りをしてくれる

中での、訪問介護の中で不足する部分、これも、

家族しかいないと思うんで、何かその仕組みづ

くりをしていかないと、家族の役割というか、

そこにもどうしても、何か手だてが必要になっ

てくる気がするんですけれど、その辺はいかが

でしょうか。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃるとおり、

家族の方々の介護の負担といいますか、これを

どう軽減していくかは、大変重要な課題だと思っ

ております。

委員がおっしゃった見守り一つにつきまして

も、きのうからいろいろ御意見をいただいてお

りますが、やはり今後の介護保険制度の中で、

見守りとか、生活支援サービスとか、そういっ

た部分により力を入れていかなくちゃいけない

と。やはり少子化、核家族化で、家族の負担能

力は、だんだん低下していくというか、厳しく

なってまいりますので、そういった面を介護保

険の中であわせて支えていくことは、当然、考

えていかなくちゃいけないことと思っておりま

す。

○山下委員 本当に、私たちがそういう話をす

ると、地域の中での活動とか、地域の中で支え

合うそういう地域づくりは、健康な間はできる

んです。だけれど、寝たきりになったり、食事

介助から入浴から、排せつの介助からするとき

になると、どうしても家族が中心にならざるを

得ない状況は、想定できるんです。
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そうであれば、皆さんはまだ若いですから、

親御さんのことを考えると、それを想定したら、

本当に何かの手だてをしてあげられる仕組みを、

国のほうも考えてくれないかなと思うんですけ

れど、ぜひ、そこ辺も頭に入れておっていただ

くとありがたいと思います。

○井上委員 認知症の高齢者対策費について、

教えていただきたいんですが、御説明によると、

認知症介護研修事業を、家族支援だと御説明を

いただいたんですが、これまでも取り組んでこ

られているので、大体、どういう形で、どうい

うふうに認知症の問題についての研修がされて

いるのか、教えていただけますか。

○横山医療・介護連携推進室長 認知症介護研

修事業ということでお答えいたします。

まずは、介護事業所の職員の方々に対する研

修をやっております。それと、介護事業所の管

理者に対する研修。認知症の方にどう対応して

いくかは、それなりの専門知識がないとうまく

対応できないというのがございますんで、そう

いう意味で、従業者の方にも、管理者の方にも、

どう対応すべきかの専門的な研修をやっていた

だくこととあわせて、いろんな事業所の研修を

行うための講師を養成するための研修も行って

おります。

○井上委員 家族支援と説明されたけれど、家

族支援というのは、どういう意味。説明のとき

に、これは、家族支援と言われたんだけれど。

○横山医療・介護連携推進室長 申しわけござ

いません。家族支援と説明をしたのであれば、

それは言い間違いだったと思います。

○井上委員 本当に認知症はわからないわけよ。

高齢者の方が、２人で暮らしていると、認知症

についての認識がない。それで、ここも含めて

そうだけども、認知症についてのある程度の知

識がないと、何がどんなふうになってるかがな

かなかわかっていただけない。

きのう、民生委員さんの話をしましたが、一

番近々の例でいうと、私のところの地域の方が、

一緒にお散歩されてて、夫の方がそのまんま歩

いて、大塚から阿波岐原まで歩いてこられたん

だけれど、妻のほうは、３時間たっても帰って

こないからっていって、ようやく警察に届けを

出して、翌日のお昼にようやく夫を見つけて、

そのまんま入院していただいたケースです。地

域は、みんなで探すけれど、まさか阿波岐原ま

で歩いてるなんて思ってないので、大塚の中を

探して回るということをして、でも、いなくなっ

てしまったみたいなので。

私は、ＳＯＳネットワークにずっと取り組ん

できた経過があるので。認知症の方って結構お

元気で歩いておられるので、よく見かけるのが、

今の時期にコートも着ないで、外をセーターだ

けで歩いておられる人がいたりとかすると、心

配になる。そのときに、民生委員さんの方には

申し上げたんだけれど、奥様も同じ年齢だから、

自分の夫が足が悪いのに、ついてこないという

ことで、３時間たってからじゃないとその届け

を出さないのは、ちょっと御自分もおかしいと

いうか、認識が少し弱って、認知力が弱ってお

られるんではないだろうかねと。

だから、周りの方は、そういう方たちの見守

りをどんなふうにしていくのかを常に考えてお

かないと、お二人で暮らしてるから大変ですよ

ねという話をしたんですが。

やはり認知症についての認識がないと、私た

ちみんなで探して回ったりしてるわけですけれ

ど、果てしなく歩いておられるので、行くとこ

ろが違うのよね。

だから、警察のＳＯＳネットワークと、ＳＯ
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Ｓネットワーク全体は、皆さん方のところも、

いろんなところがかかわってのＳＯＳネットワ

ークだから、そういう徘徊も含めてどうやって

早期に確認するか、見つけるかがすごく大事だ

と思う。

私は、事業の中で、少なくともそういうこと

を、家族の方たちが、少しわかっていただける

というか、それを可能性としてわかっていただ

けるような状況をどこでつくっていくのかが、

よくわかっていないんです。

一方で、生きがい対策費として、高齢者の方

の生きがいを高めて、その生活を健康で豊かな

ものにする事業があるんだけれど、こういう高

齢者クラブの皆さんのところで、ちょっと聞き

づらい内容かもしれないけれども、そういうの

を少しみんなで勉強するとか、そういうことっ

てできないんですか。今、高齢者クラブのさん

さんクラブの皆さんとかもお元気で、いろんな

ことをやっておられる。

先ほど、山下委員からも出てましたけれど、

お元気で出てきている人はいいんです。出てこ

ない人が問題で、そういう方たちをどう前に出

したり、そこでちゃんと自分の置かれてる状況

をわかっていただくようにするか。

最近テレビに、母親が亡くなってて、仮設住

宅でっていうのが、ありましたよね。長男の方

は50歳代って言われたけれども、そのまま衰弱

しておられたって。自治会の役員までしておら

れた方なので、地域の皆さんにとってみれば、

非常によく面倒を見ていただいた方だと、信頼

の厚い方だと。でも、いざ自分のことになって

くると、結局、公的な方たちが、自分の生活に

入ってくることを拒否されてる経過があるので、

そういうことをどこに相談をしたらいいか、誰

に何を言ったらいいかを言っていただけるよう

な場所みたいなのを、丁寧につくっておく必要

があるのではないかなと。ＳＯＳが出せるとこ

ろが必要なんじゃないかなと思うんです。

だから、包括センターに来いよと言われると、

なかなか難しいんだけれど、だから、民生委員

さんの力って大きいなって、地域を御存じなの

で、本当、つくづく思うんです。だから、あそ

こを手厚くしないと、そういう情報ってなかな

か入ってこないだろうなと思うんですけれど、

よく歩いておられないと、地域の状況もわから

ないことが起こる。

だから、私は、もしかして死んでしまった後

に見つけることは、なくしましょうという話を

皆さんにはしてるとこなんですけれど。だから、

そういうことが、どこに予算的に反映されてい

るのか。市町村は、どこにその費用として使う

ことができるのか。これが予算の中で、私がよ

くわからないところなんです。それはどうなっ

てるのか教えてください。

○横山医療・介護連携推進室長 本当、委員が

御指摘のとおりで、認知症の方々で、外の方々

が気づかれる分には、何とかいろんなサービス

につないでいくとか、相談につないでいくこと

ができるんですけれども、おっしゃるとおり、

ひとり暮らしであるとか、老々介護の状態とか

の方々は、早い段階で認知症の疑いがあるかど

うかを見きわめていくのは、非常に難しいと。

それで、だんだん状態が重くなってからやっと

見つかるという話が、多々あると聞いておりま

す。

きのうの民生委員さんが、なかなかなり手が

少ないという話を聞いておりまして、やっぱり

なかなか難しいなと。民生委員さんも、非常に

大きなかなめとして、こういう活動をいただく、

派遣にいろいろ協力をいただく立場におられる
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方なので、そういう方々が減っていくのは、厳

しいなときのう思ったところなんです。

どういう取り組みをしているか申し上げます

と、なかなか難しい問題ではあるんですけれど

も、基本的にはその周りの方々が気づいてあげ

る、家族が気づいてあげることなんですけれど

も、周りの方々という意味では、今、認知症サ

ポーターを拡大する。そんな難しい研修ではご

ざいませんけれども、認知症はどういう病気な

のかと。それと、どういう対応をしなければな

らないかを、１時間とか２時間ぐらいの研修で

知識を身につけていただくものですけども、現

在、県内で８万人ぐらいの方が既に受講をいた

だいておりまして、相当の広がりを見せている

と。いろいろ企業で取り組んでいただいてると

ころもございます。

おっしゃるとおり、ＳＯＳのネットもござい

ます。時々報道されておりますけれども、各市

町村では、徘徊があったときの対応ができるよ

うに、模擬訓練をやったりという取り組みも出

ておりますし、子供も含めてですけれども、そ

ういう地域で暮らしている人たちに認知症の知

識を少しでも身につけていただくと。

ただ、ここら辺は、事業というわけではなく

て、私も、日ごろの市町村との活動の中で取り

組みを進めておりまして、事業化という形では、

今、予算事業としては上がってございません。

予算として上げておりますのは、例えば、９

ページの（５）の③で、「認知症地域支援体制整

備事業」を上げておりますけれども、こちらの

ほうは、この中で、例えばかかりつけ医の先生

方に……、失礼しました。こちらではないです

ね。

こちらの認知症サポート医の研修なんですけ

れども、認知症サポート医以外のかかりつけ医

の先生方が相談できるような、ちょっと深い知

識を持った先生を育成する、養成する形でこの

事業をやっているんですが、今申し上げたかか

りつけ医の先生方に対する認知症の対応研修も

やっておりまして、あと、各病院とか診療所の

看護師さんたち、医療従事者に対する研修もやっ

ております。

やはりどういうふうに見つけようかと考えた

ときに、まず、高齢者は、かなりの方々が病院

とか診療所によく行かれるんだろうと。そうい

うとこで、ドクターにその兆候なりを早く見き

わめていただいて、医療が必要であれば医療に

つなげていくようにしていただければなという

ことで、研修をやっております。

そのような、直接抜本的に、どんと各家庭の

中で困ってる方々をすぐ見つけられる方法は、

なかなか考えられないんですけれども、そうい

うさまざまな方法で、少しでも早く発見をして、

サービスなり医療なりにつなげていくことで、

取り組んでいるところでございます。

○井上委員 正直申し上げて、今、答弁された

内容は、私の質問とはちょっと合致してない、

正直そう思う。

これから考えていただきたいなと思うのは、

目につけばいいんです。どこかに言えばいいと

認識していただければいいんです。誰かに頼っ

ていいんだと認識していただければいいんです。

私が、大塚で問題が起きたときに、民生委員

さん達と話をするために、資料としていただい

たものは、すごくいいものがあったわけです。

ＳＯＳをどこに発信したらいいかが書いてある

ようなもの。

だから、生きがい対策のときに、高齢者の人

たちがたくさん集まられるわけだけども、踊っ

たり、みんなで健康を確認し合うのは物すごく
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いいことだし、それはずっと続けていただきた

いと思うんだけれども、それと同時に、何か一

つ県のほうから、市町村のほうから、ここに声

をかければいいんですよと、皆さんの手に届く

ことをやっていただきたいなと思って。その地

域の中でもそうなんですけれど。

だから、きのうも言いましたけれど、民生委

員さんたちをどう具体的に、きちんと役割を持っ

て、検証しつつ、動きのすばらしさをアピール

すると同時に、そこにステータスを持たせるこ

とはやっぱりするべきだと思うし、その人たち

が具体的に動いてくださることによって、児童

委員の方もそうですけども、絶対にいろんなこ

とに目が届いていくようになっていくと思うん

です。

だから、毛細血管的に力として動いていただ

くための人材の確保のところを、もっと手厚く

できないものか。そして、そこがきちんと動い

ていただける体制が、どうやったらとれるかを

これからやらないと、団塊の世代の人たちが後

期高齢者になった段階のときには、もうみんな

手いっぱいという状態にならざるを得ない。だ

から、それに対応できる、動いていただける人

たちがふえていくことが大事なんじゃないで

しょうか。

けさのニュースによると、被災地の皆さんの

ところの高齢化というか、体力的も含めてそう

ですけども、そういう低下の状況は、普通の人

の14倍ぐらいって言ったかな。きょうの朝のニュ

ースなんかで言われてましたけれど、14倍ぐら

い進行が速いと出てましたよね。それが少しな

だらかに、遅くなっていくようにうちはしたい

と、宮崎県はすることができていければいいの

かと思うんです。

せっかくいいものを宮崎県はつくってるわけ

だから、それが皆さんのところに届くように、

何かの工夫をしていただけると、ここに相談し

たらいいんだよ、ここに相談することはとても

いいことなんだよと書いてあるんだけれど、そ

れをぜひ届けてあげていただきたいなと。相談

することは恥ずかしいことでも何でもないこと

を、みんなで確認し合える力があるといいのか

なと思うんです。

先ほど言われたところは、市町村も一生懸命

やっていただいてるんだけども、絶対手が届い

ていないと思う。だから、そういうのをもう少

しこまめに、丁寧にこれからやっていく癖をつ

けとかないといけないのではないかなと思いま

すので、それをやっていただきたいと思います。

よろしくお願いしときます。

○前屋敷委員 関連してなんですけれど、県が

この研修事業を行うことなんですが、対象は事

業所の管理者、それから従業者の方も含めてで

すが、全事業者を一度に対処にするわけにはい

かないんですけれど、どういう計画でこの研修

事業を行っていくんですか。

○横山医療・介護連携推進室長 一応、案内は

全事業者に出すんですけれども、おっしゃると

おり、講師の数でありますとか会場の関係で、

お断りする部分も正直出ております。少しでも

回数をふやすとか、会場を大きくして定員をふ

やすとか努力はしてるんですけれども、なかな

か研修をする講師の数とかで制約があるんです。

できるだけ多くやっていくのが、今のところで、

何人が目標でそこまで行ったら終わりではなく

て、毎年毎年、可能な限りたくさんの機会をつ

くって、そこで研修を受けていただく形で取り

組んでおります。

○前屋敷委員 仕事を持ちながら研修を受ける

わけですから、なかなか大変ですよね。どうし
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たら受けやすい、受ける方が多くなるかという

点では、県内を何カ所かに分けてこまめにする

とか、そういう対策をとらないと。宮崎で年に

１回とか２回とかしても、なかなかそういうと

こから見えるのは大変なんで。そういう工夫は、

きめ細かにやっていく必要があるんじゃないか

なと思うんですけれど。

○横山医療・介護連携推進室長 おっしゃると

おり、本当に少しでも機会をふやしたいと思っ

ております。

申し上げたように、非常に希望者が多くて応

えられない部分もございまして、来年度から回

数をふやしてとしているんですが、その中で、

なかなか悩ましいなというのが、実際の実地研

修もやるんです。介護の事業所、施設のほうで、

実際に認知症の方々をどう介護するのか実地研

修をやるために、実際にやっている事業所を使っ

ての研修とかもあるもんですから、受け入れ可

能な施設が限られております。指導者の問題も

あるんですけれども、ただ、本当に機会はどん

どんふやしていかないといけないと思っており

ますので、関係の皆さん方ともいろいろ協議さ

せていただきながら、取り組んでまいりたいと

思います。

○前屋敷委員 それとあわせて、その下の段の

高齢者の100歳のお祝い事業ですけれど、超高齢

社会対策費ですが、「百歳長寿者等お祝い事業」

で130万なんですけれど、この事業の中身を具体

的に聞いたことがなかったもんですから。100歳

になられた方に、何か記念品とか、どういう中

身なんでしょうか。

○松田長寿介護課長 これにつきましては、当

該年度といいますか、100歳に達する方について、

お祝いをお届けする形にしております。

○前屋敷委員 市町村では、お祝い金だとか、

いろんな取り組みをされてるんですけれど、県

は、具体的にはどう。

○松田長寿介護課長 知事からの祝い状であり

ますとか、あるいは、最高齢者に対しましては、

お祝いの品をお届けするということで、お祝い

状を知事名でお届けするということです。

○前屋敷委員 予算も昨年と同額になってるも

んですから、どういう形で、どういう中身なの

かということで。お祝い状と記念品を100歳の方

にお届けする中身ですね。

○松田長寿介護課長 記念品につきましては、

最高齢者に。100歳の方が約400名ぐらい、県内

にいらっしゃいますので、お祝い状という形で、

その方々は対応させていただいております。

○前屋敷委員 その下のページで、146から147

ページにかけてですが、老人福祉施設の整備事

業ですけれど、ここの１の県単事業「福祉施設

整備事業」で、これは、スプリンクラーの設置

だとか、ユニット化への助成だとか、整備だと

かに充てられると思うんですけれど、昨年とす

ると、金額も予算も減っているんですが、スプ

リンクラーの設置などの促進は、どういうふう

ですか。

この間、補正では、国の事業が減額になった

りしてきてるんですけれど、充足してる状態で

はないと思うんですが、積極的に整備する方向

に進めてほしいと思うんですけれど。

○松田長寿介護課長 委員がおっしゃるとおり、

まだ未設置の施設がございます。例えば、有料

老人ホームで、まだ63カ所ございます。やはり30

年の３月には義務化をされますので、設置を急

がなくてはいけないということで、当初予算に

おきましては、昨年と同額を一応確保させてい

ただいております。

ただ、国のほうの10分の10の補助もございま
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すので、そちらのほうの申請もあわせて活用し

ながら、設置を進めていきたいと思っておりま

す。

減額になっております理由につきましては、

今年度の予算では高台整備等の、移転等の整備

費の補助、これが1,000万円。それから、ユニッ

ト化の改修に対する補助、これを2,200万円ほど

計上しておりましたけれども、これについては、

まず、ユニット化のほうは基金のほうで対応す

ると。高台については、計画を各法人に照会い

たしましたところ、まだ具体的な計画が上がっ

てこなかったことで、今回は計上していないと

いうことでございます。

○前屋敷委員 義務化になることもあるわけで

すから、予算の関係もあるんでしょうけれど、

その辺は県のほうが積極的なアプローチもしな

がら、充足させていただきたいと思います。

それと、その下の（３）の「療養病床転換補

助事業」で、昨年と同額なんですけれど、昨年

の御説明では、これは、療養病床をほかのもの

に転換をする分で、昨年、50床分とお聞きして

るんですけれど、ことしも同じ中身ですか。

○松田長寿介護課長 そうでございまして、医

療・療養病床から介護保険施設に転換するとき

に、対象になる施設でございます。

これは、予算額として、前年度、今年度と同

額を確保させていただいております。年度途中

になりまして、要望が上がってくることもござ

いますので、一応当初予算で対応をさせていた

だきたいと考えております。

○前屋敷委員 それと、総合確保基金事業なん

ですけれど、一番下の介護ロボットの調査検証

事業があるんですが、これは、身体介護に資す

る介護ロボットになるのでしょうか。どこかの

事業所にモデル的に使っていただいて、検証す

るということですか。

○松田長寿介護課長 これは、介護従事者のほ

うの介護の際に支援をする、負担軽減といいま

すか、あるいは効率的・効果的な介護をしてい

くという意味で、導入を検証していこうという

ことでございまして、一応県内４カ所でござい

ますが、配置をいたしまして、そこで試験的に

使っていただこうということでございます。

その上で、いろんなアンケートをとりました

り、実際、その見学会を開催いたしましたり、

導入に当たってのいろんな課題とか、施設の体

制づくりとか、そういったところを検討してい

ただこうと考えております。

○前屋敷委員 実際私たちも、どういうものか

見てみたいと思います。

○外山委員 34ページ、介護主任支援専門員フォ

ローアップ研修、改正の件なんですけども、こ

の１のところは、講師が充足されたことから廃

止ですから、この講師が何名ぐらい確保された

わけですか。

○松田長寿介護課長 397名、一応研修を受け、

終えられております。

○外山委員 この397名が、講師の資格を得て、

２番の研修を担う考えでいいんですか。

○松田長寿介護課長 そうでございます。

○外山委員 この397名は、各施設なんかの実務

者ですか。

○松田長寿介護課長 施設にお勤めの方、それ

から、包括支援センターとかにお勤めの方とい

らっしゃいます。

○外山委員 ということは、講師が確保された

ので、２の（２）のそれぞれが従事しながらこ

の資格を得るためには、どこで研修を受ければ、

というのはあるんですか。

○松田長寿介護課長 会場につきましては、県
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の福祉総合センターを初め、県内の会議室を活

用しながら研修を実施していく予定にしており

ます。

○外山委員 そのときに、その講師の方々の、

何名かが任命されて出てくるわけですね。

○松田長寿介護課長 そうでございます。

○外山委員 （２）のア、この試験合格者は、

いわゆる学校を出て、介護士の免許を持った人

ですか、資格を持っていない人。

○松田長寿介護課長 実務研修受講試験がござ

いまして、これは、県で毎年実施してるわけで

すが、これに合格した方がこの研修を受けられ

まして、その後、名簿に登載され、申請をされ

ることで専門員証が交付されて、資格者という

ことで業務に従事できることになります。

○外山委員 もう一点だけ、また戻りますが、

この講師の育成は、何年ぐらいかかってますか。

何年間で397名っていうのは、１年じゃない。

○松田長寿介護課長 24年から４年間でござい

ます。

○外山委員 最後にもう一つだけ。介護施設で

この講師を抱えてることは、いわゆる施設のメ

リットか、何かあるんですか。

○松田長寿介護課長 これにつきましては、例

えば、主任を２人以上置くと加算を受けられる

メリットもございますし、あと、何名以上置か

なくちゃいけないとか、そういった基準もござ

います。

○外山委員 基準ができてますからね。結構で

す。ありがとうございました。

○井上委員 今は、介護の方たちの問題点だっ

たんだけれど、ここで私もうらやましいなと思

うのは、「小規模事業所研修確保事業」とかが障

がい者施設のほうにはないんだろうか。これは、

ぜひつくってほしいなって、常々思うところな

んですけれど、障がい者施設のほうには、そう

いう職員の研修をするときの、何か補助は考え

てない。

○川原障がい福祉課長 障がい者関係の研修に

つきましては、県の社会福祉協議会に委託して、

サービス責任者とか、相談支援専門員等の研修

を行っておりますけれども、言われました形で

の支援的なものは、事業としては、現在、行っ

てないところでございます。

○井上委員 障がい者施設の職員の方も、定着

率が決していいとは言えないので、研修して、

自分たちがどういう仕事をしてるか、自分たち

の仕事のステータスを理解していただかないと

いけないので、研修はすごく大切になってくる

んではないかなと思うんです。

自分が採用になったところだけしか見てない

状況だと、なかなか定着していく力にならない

ので、研修を丁寧にやっていったほうが。事業

所だからといって、事業所で代替要員まで確保

して、研修にやれるほど力があるかというと、

なかなかそういう力がないので、研修がしっか

りできていける状況をつくり上げていけたらい

いなと思うんですが。今回のこの事業の中では

一切そういうのは出てきてないので、何か考え

てみていただけるといいかなと思うんですけれ

ど。

社会福祉協議会の委託事業だけで定着してる、

できるとはとても思えないので、ちょっと工夫

が必要なのかなって、予算書を見てて思うんで

すけれど、いかがですか。

○川原障がい福祉課長 従事者の研修につきま

しては、ただいま申し上げましたような、相談

支援専門員でありますとか、サービス管理責任

者、いわゆる特定の従事者に対する専門的な研

修を行ってるんですけども、一般的な研修につ
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きましては、やはりこれも、社協を通じての研

修でございますけども、初任者向けの研修であ

りますとか、中堅職員向けの研修でありますと

か、こういったもののメニューは実施してると

ころでございます。

また、専門的な研修という意味では、強度行

動障害の支援者の研修であるとか、そういった

専門的な研修についても取り組んでいるところ

ではございます。

○井上委員 今言われたのは、何ページのどの

事業のことを言ってるのか、そこだけ教えてく

ださい。

○川原障がい福祉課長 今の研修につきまして

は、151ページの障がい者福祉費の③あたりで実

施してるところでございます。

○井上委員 308万全額委託費ですか。308万で

……。

○川原障がい福祉課長 委託費でございます。

○井上委員 ということは、年次的に計画をし

て、そういう事業所に回りつくのにどのくらい

かかります。１回の研修で、お金はどのくらい

かかるんですか。

○川原障がい福祉課長 この相談支援事業につ

きましては、初任者、現任者、専門分野とやっ

てるんですけども、初任者については、当然、

初任者、現任については５年に一回受けるよう

な形でお願いをしてるところでございまして、

今年度、従事者研修については255名の方が受講

していただいてるところでございます。

○井上委員 ということは、毎年、255名が研修

できるんだから、この研修事業のあれからする

と、全く移動はないとの認識ですよね。

○川原障がい福祉課長 例えば26年度です

と、345名の方が参加いただいてるところでござ

いまして、この相談支援専門員従事者研修につ

きましては、大体、おおむね充足しているのか

なとの感じは持っておりますけども、委員が言

われました形での、いわゆる初任者の研修であ

りますとか、そういった定着するような研修に

ついては、まだ現在のところ、障がい者部門で

の研修の対応は行われていないのが実情でござ

います。

○井上委員 私自身も検証してみますが、障が

い福祉課のほうでも検証してみてもらうといい。

それぞれのところで職員の定着率がいいとは思

えない現状なんです。だから、ずっと人を探し

ておられてということを繰り返しておられるわ

けで、中途採用が非常に多いのは事実なんです。

そのときに、応募してくださればいいけれど、

応募していただけないと、そこに空きがずっと

出たまま、今いらっしゃる方に負担が重たいの

でやめるみたいなことの繰り返しをしていかれ

る現状があるわけですよね。

一回実態調査をしていただけると、本当はそ

れが一番いいんだけれど、なかなかそうはいか

ないのかもしれないけれど、検証する必要があ

るのではないかなと思うんです。

研修をどうやってしたらいいのかと、そこを

きちんとやっとかないと、職員のモチベーショ

ンが下がると、なかなかうまくいかないじゃな

いですか。だから、それをきちんとやっていき

たいと思ってる経営者の方にとってみても、な

かなかそこをうまくやっていかないと、続けて

維持するということがなかなか、不可能になっ

ていく可能性がある。いつも不安がある状況に

なるので、そのあたりは丁寧に１回検証してみ

ていただけるといいのかな。

社協との連携がどんななのかが、私もよくわ

からないけれど、全て社協へ、社協へという話

で終わってるので、社協は何をしてるのかがよ
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くわかってないところもあるんですが。よかっ

たら、長寿介護課がしてる事業みたいな、そう

いう点を少し工夫して、厚目にしていくという

ことも、考えていただくといいのかなと思う。

そして、施設側は、だんだんついの住みかと

いうことにシフトしていこうとしてるわけだか

ら。そこは、やっていただけるとしたら、行政

的にも助かる内容なので、そこを含めて少し考

えていく力が施設側に持てるような状況にして

いただけたらなと思うんです。

○川原障がい福祉課長 いわゆる福祉は、一般

としての初任者なり現任者研修は実施している

とこでございますけども、言われましたように、

いわゆる障がい施設部門に限った形での施設研

修のあり方、現在、相談支援専門員あたりでし

かやってないもんですから、どういった形の研

修が必要なのか、あるいは望ましいのか、でき

るのかどうか、そういった部分も含めまして、

また施設の管理者の皆様方とも、機会あるごと

にいろいろ意見交換をしながら検討させていた

だきたいと思います。

○井上委員 ぜひお願いします。というのが、

そこに、資格がなくてもやれる仕事があるわけ

です。そしたら、一つの雇用の場所であること

は、間違いないわけですよね。だけれど、なか

なかそこで定着しないので、素通りされる可能

性があるので、それを全部事業所側に押しつけ

ていくのも、ちょっとまずいのかなと思うので、

ぜひ、検討をお願いしておきたいと思います。

要望でいいです。

○前屋敷委員 障がい者差別解消推進事業なん

ですが、条例も今度出されるのですが、この相

談窓口の体制で、県に置くことになってるんで

すが、障がい福祉課に窓口を置いて対応される

のか、また、相談員は専属でといいますか、職

員の方が兼ねてその相談員として携わられるの

か、その辺を少し詳しくお願いします。

○川原障がい福祉課長 相談窓口としましては、

県と市町村のそれぞれの障がい福祉主管課に設

置いたします。これに加えまして、県におきま

しては、専門の相談窓口ということで、現在の

予定でございますけども、県の障害者社会参加

推進センターの中に新たに相談員を配置いたし

まして、相談対応を行っていきたいと考えてお

ります。

現在設置されているこのセンターでございま

すけども、障がいのある人からの相談対応であ

りますとか、各種の啓発事業を行うということ

で、各都道府県に設置されているセンターでご

ざいまして、県におきましては、現在、宮崎県

身体障害者団体連合会に委託して設置している

ところでございます。ここのセンターにあわせ

てこの相談窓口も設置することでございます。

○前屋敷委員 それと、差別の解消支援協議会

を立ち上げるとのことですが、こことはリンク

して、一体となって、相談に応じる、解決に当

たるということですね。

○川原障がい福祉課長 そのとおりでございま

して、この協議会につきましても、いろんな障

がい者差別案件等に対する相談、助言、こういっ

たものにも対応していくことにしております。

この窓口とは十分に連携、一体となりまして対

応に当たっていきたいと考えております。

○前屋敷委員 予算説明資料の154ページ、障が

い福祉課ですが、ここの障がい者就労支援費の

中の７番の就労支援事業、この事業費が、昨年

とすると半分になってるんですけれど、昨年度

で終了した事業とかで、減額になってるんです

か。中身について教えてください。

○川原障がい福祉課長 この⑦の就労支援事業
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でございますけども、内容としましては、知的

とか精神障がい者の雇用支援、あるいは職場体

験事業、これは、例年どおりなんですけども、

昨年までやっておりました精神障がいの方の社

会適応訓練事業が、なかなか希望される方がい

なかったことがございまして、今年度からこれ

については廃止という形にしたところでござい

ます。

○前屋敷委員 この訓練事業は、希望者が、な

かなか難しかったわけですか。

○川原障がい福祉課長 精神障がい者の社会復

帰ということで、企業に委託して、雇っていた

だくシステムをとってたんですけれど、やはり

なかなか難しいといいますか、委託、訓練され

てもなかなか続かないとか、いろんな状況があ

りまして、今回については見送ったところでご

ざいます。

○前屋敷委員 その訓練の中身だとかが、十分

に理解されてないとか、そういうことではない

んですね。訓練は一定かかったけれども続かな

かったとか、十分に機能を発揮しなかったとい

うことですか。

○川原障がい福祉課長 考えますと、やはり精

神障がいを持たれた方の社会復帰、在宅の方と

いうことで、一般企業等への訓練で考えてたん

ですけども、まず第一歩としては、やはり就労

支援事業所、Ｂ型とかＡ型、こっちのほうから

のスタートのほうが、より効果があるのかなと。

その中で、一般社会に、一般企業等に復帰でき

るという状況になれば、また、いろんな形での

支援をしていきたいと考えているところでござ

います。

○前屋敷委員 そこは試行錯誤だと思うんです

けれど、これで完全に終わりじゃなくて、ちゃ

んと社会に復帰できるような形での訓練、いろ

いろ施策も講じてみていただきたいなと思いま

す。

○宮原委員 147ページの老人福祉施設整備費、

ここの３番、軽費老人ホーム事務費補助金があ

るんですけれど、軽費老人ホーム自体が何カ所

あるんですか。

○松田長寿介護課長 少々お待ちください。

県内に19施設ございます。

○宮原委員 この19施設に一億五千二百数十万

ということですが、これは、入所されてる方１

人にという形の何かカウントがあるのか、施設

に対して幾らという補助金になっているのか、

どういう形で支払われるんですか。

○松田長寿介護課長 実際にこの補助をしてお

りますのが、19施設のうちの宮崎市とかの施設

等を除きまして、10施設でございます。算定方

法といたしましては、補助単価に利用者の数を

掛けて、それから、利用者の方々から費用を一

部いただくことがございますので、それを差し

引くことでございます。その基準額がそういっ

た形で出てくるんですけれども、基本的には人

件費とかに対する補助となっております。

○宮原委員 宮崎市はまた別にその基準があっ

て、それを支払ってることでいいんですね。

○松田長寿介護課長 そういうことでございま

す。

○中野委員 123ページ、これは、保健所のこと

でですが、保健所運営費の中には、保健所等の

維持管理費7,700万、保健所運営活動費１億100

万ありますよね。

今度は、下の保健所施設設備整備費の中に保

健所の設備整備費、あるいは保健所庁舎補修整

備費とかがあるんですが、維持管理とか、ある

いは整備費とかに分けてありますが、この違い

の中身を･･･。
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○外山委員 委員長、これは福祉保健課、大丈

夫ですか。

○中野委員 これはどこなの。（「福祉保健課で

す」と呼ぶ者あり）

○外山委員 福祉保健課ですよ。（「きのうの」

と呼ぶ者あり）

今、長寿介護課と障がい福祉課ですから。

○中野委員 なら、総括で言います。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

○岩切副委員長 障がい者差別解消条例をつ

くっていただきました。それで、解消推進事業

の中で、障がい者差別解消支援協議会（仮称）

を設置することで、事業が提起をされておりま

す。条例の中にもそれがあるかと思いますが、

その構成について、条例の説明資料の39ページ、

パブリックコメントでも、当事者の参加をとの

御意見もあるようであります。障がい者差別解

消支援協議会のメンバー構成について、今の段

階でのお考えをお聞かせください。

○川原障がい福祉課長 この障がい者差別解消

支援協議会につきましては、差別でありますと

か、合理的配慮の取り組みを効果的に推進して

いくためには、やはり関係者、関係機関が連携

し、ネットワークを図りながら取り組んでいく

必要があるということで、現在のところ、地域

における福祉とか医療、雇用、あるいは有識者、

障がい者当人や団体の方、あるいは市町村の関

係機関など、できるだけ幅広く参画いただく方

向で検討をしてるとこでございます。委員につ

きましては、現在のところ20名程度を考えてる

ところでございます。

○岩切副委員長 ありがとうございます。雇用

面も含めてのことで、大変広くありますし、具

体的な議論も展開が可能だろうと理解します。

この条例制定に向ける際に、「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」の施行が契

機になっておられるわけなんですが、この推進

法の中には、一定期間で見直しをしましょうと

いう部分もあったかと思います。県の条例には、

その部分は、具体的には見当たらなかったんで

すが、そこに対する県としてのお考えをお聞か

せください。

○川原障がい福祉課長 今言われましたように、

法律の附則の中で施行後３年をめどに合理的な

配慮のあり方など、法律の施行の状況について

検討を加えて、必要があると認めるときは、法

律の見直しを行うといった附則の規定があると

ころでございます。

条例につきましても、障がい者団体の皆様と

の意見交換等の中で、必要に応じた見直しにつ

いては行っていただきたいといった御意見、御

要望もいただいたところでございまして、県と

いたしましても、この法律の見直し状況であり

ますとか、あるいは具体的な今後の相談事例等

も見ながら、随時、障がい者団体の皆様とも意

見交換を重ねながら、必要に応じた見直しにつ

いて、検討してまいりたいと考えております。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、

長寿介護課、障がい福祉課の審査を終了いたし

ます。

入れかえがありますので、暫時休憩いたしま

す。

午前11時１分休憩

午前11時９分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

医療薬務課、衛生管理課、健康増進課の審査

を行いますので、それぞれ説明をお願いします。



- 74 -

平成28年３月９日(水)

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○孫田医療薬務課長 それでは、医療薬務課分

を御説明いたします。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の医療

薬務課のところ、ページでは127ページをお開き

ください。

医療薬務課の平成28年度当初予算は、左から

２つ目の欄ですが、総額で37億3,856万4,000円

をお願いしております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

130ページをお開きください。

ページの下から２番目の（事項）へき地医療

対策費１億8,988万2,000円であります。

主な事業は、説明欄１の自治医科大学運営費

負担金等１億3,307万1,000円ですが、これは、

僻地勤務医師を養成している自治医科大学に対

する県の負担金などであります。

次の（事項）救急医療対策費11億6,183万3,000

円であります。

主な事業は、次のページをごらんいただきた

いと思います。

説明欄２の第三次救急医療体制整備３億623

万9,000円ですが、これは、重症・重篤な救急患

者を受け入れる救命救急センター等の運営費を

負担するものであります。

次に、６の「医療施設スプリンクラー等整備

事業」４億8,300万円でありますが、これは、医

療施設が行うスプリンクラー等の整備を支援す

るものであります。

次に、一つ下の７の「ドクターヘリ運航支援

事業」２億446万8,000円ですが、これは、ドク

ターヘリの運航を支援するとともに、フライト

ドクター、フライトナースの研修支援等を行う

ものであります。

次の（事項）地域医療推進費１億3,807万8,000

円であります。

主な事業は、説明欄３の「医師修学資金貸与

事業」１億1,639万9,000円ですが、これは、僻

地や小児科等、特定診療科に勤務する医師の育

成・確保を図るため、医学生に対し修学資金を

貸与するものであります。

次のページをお開きください。

次の（事項）地域医療介護総合確保基金事業

費７億5,327万7,000円であります。

ここで、資料が変わりまして、厚生常任委員

会資料の８ページをごらんいただきたいと思い

ます。

「地域医療介護総合確保基金事業」について

であります。

９ページ上のほうにありますとおり、医療分

は、（２）居宅等における医療の提供に関する事

業と、（３）医療従事者の確保に関する事業であ

りますが、ともに継続事業となっております。

主な事業は、資料が戻りまして、先ほどの歳

出予算説明資料で御説明いたします。

132ページをお開きください。

説明欄（１）の「地域医療介護総合確保計画

推進事業」２億2,620万円ですが、これは、高齢

化の進展により増大する医療・介護サービスの

需要を見据え、病床の機能分化・連携等を促進

するため、病床の機能転換等を図る医療機関の

施設・設備整備への支援を行うものであります。

次に、（５）の「看護師等確保対策事業」２

億4,282万8,000円ですが、これは、看護教育の

充実を図るため、看護師養成所の運営費に対し

ての補助や、看護師等養成施設に在学する者に

修学資金の貸与を行うものであります。

次に、（12）の「女性医師等の離職防止・復職
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支援事業」4,883万8,000円であります。

これは、女性医師の働きやすい職場環境づく

りを支援するほか、病院内保育所の運営等に対

して補助を行うものであります。

次に、（14）の宮崎県地域医療支援機構運営事

業費4,349万2,000円であります。

これは、県と宮崎大学等で設置いたしました

宮崎県地域医療支援機構において、医師の育成

・確保対策を効果的に行うことで、地域医療提

供体制の充実を図るものであります。

次のページをごらんください。

一番上の（事項）薬事費1,936万8,000円であ

ります。

これは、医薬品等の製造から流通段階におけ

る監視指導や適正使用の推進に要する経費であ

ります。

次に、下から２つ目の（事項）毒劇物及び麻

薬等指導取締費690万4,000円であります。

これは、毒物劇物、麻薬等の監視指導や覚せ

い剤等の薬物乱用防止に要する経費であります。

このうち、２の「薬物乱用防止推進事業」341

万8,000円は、薬物乱用防止の啓発を図るため、

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の街頭キャンペー

ンなどを行うための経費であります。

次に、一番下の（事項）県立看護大学運営費10

億7,718万5,000円ですが、これは、質の高い看

護職者を育成するとともに、看護教育研究や地

域貢献事業を行う県立看護大学の運営に要する

経費であります。

次のページをお開きください。

説明欄５の「県立看護大学法人化準備事

業」5,164万4,000円ですが、これは、後ほど看

護大学法人化準備室長より御説明いたします。

続いて６の○改 「魅力ある大学づくり・人づく

り事業」1,560万2,000円ですが、こちらについ

ては、別冊の厚生常任委員会資料で御説明いた

します。

厚生常任委員会資料の５ページをごらんくだ

さい。

○改 魅力ある大学づくり・人づくり事業につい

てであります。

これは、地域社会に貢献できる魅力ある大学

を構築していくため、県立看護大学を核として、

地域志向の看護力を備えた看護師や、地域に不

足している助産師・認定看護師・訪問看護師な

どの人材を養成するもので、28年度は、助産師

及び認定看護師等の新たな教育課程開設に向け

て準備を行うとともに、訪問看護師養成の場と

なる訪問看護ステーションを設置するための準

備を行ってまいります。

なお、次のページ、県立看護大学法人化準備

事業につきましては、法人化準備室長に説明さ

せます。

○河野看護大学法人化準備室長 委員会資料の

６ページでございます。

県立看護大学法人化準備事業についてであり

ます。

１の目的・背景であります。

先日の委員会で御報告しましたとおり、平成29

年４月を目途に、県立看護大学を公立大学法人

による運営形態に移行したいと考えております。

このため、本年度に引き続きまして、来年度

も具体的な制度設計などの準備業務を進めます

とともに、法人運営上必要となります財務会計

システムの整備等を行うこととしております。

２の事業概要についてであります。

まずは、（１）法人化準備経費1,354万5,000円

であります。

これは、今年度からの継続分でありまして、

①法人化準備支援業務委託につきましては、公
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立大学法人の組織体制や法人会計等に係る専門

知識を有する者に、制度設計等に係る支援業務

を委託するものであります。

具体的には、他県で地方独立行政法人への移

行業務の支援実績を有する監査法人に委託する

ものでありまして、債務負担行為に係る平成28

年度分の歳出化であります。

次に、②法人化準備委員会等開催につきまし

ては、今年度に引き続き、法人化準備委員会等

により、実務上の協議・検討を行うための経費

であります。

続きまして、（２）法人化移行経費3,809万

9,000円であります。

こちらが新たな準備作業となりますが、①財

務会計システム整備につきましては、法人化後

の会計処理に必要な財務会計システムを整備す

るものであります。

次に、②不動産鑑定評価につきましては、現

物による出資を予定しております看護大学の土

地、建物について、法人設立に必要な出資額を

算定するための鑑定評価を行うものであります。

３の事業費につきましては、記載のとおりで

ございます。

最後に、４、事業効果につきましては、法人

化によりまして、県立看護大学が目指します地

域社会と連携し、本県の保健・医療・福祉の充

実に貢献する大学の実現を図るものであります。

看護大学法人化準備室からは、以上でありま

す。

○孫田医療薬務課長 議案第１号「平成28年度

宮崎県一般会計予算」に係る説明は以上であり

ます。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」について御説明いた

します。

資料が変わります。議案書の赤いインデック

ス、議案第21号のところ、57ページをお開きく

ださい。

「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」についてであります。

医療薬務課所管分の説明をさせていただきま

すので、58ページをお開きください。

まず、117号から120号までについてですが、

これは、法律の名称が、「臨床検査技師、衛生検

査技師等に関する法律」から「臨床検査技師等

に関する法律」に変わったことによる改正でご

ざいます。

次に、122号についてですが、歯科技工士国家

試験合格証明書の交付に係る手数料を削除する

改正となっております。

これは、12月の委員会でも御説明させていた

だきましたが、当該合格証明書の交付について

は、経過措置により当分の間、県で行うことと

されておりましたところ、このたび、この経過

措置が削除されまして、国の指定機関が直接行

うこととされました。

これに伴い、歯科技工士国家試験合格証明書

交付手数料の規定を削除するものであります。

次に、議案第31号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて、御説明をさせていただきます。

赤いインデックス、議案第31号のところ、173

ページをお開きください。

条例別表の13の２につきまして、削除を行う

改正でございますが、こちらにつきましても、

ただいま説明いたしました使用料・手数料条例

の改正と同じ理由によるものでありまして、歯

科技工士国家試験合格証明書の交付に係る経過

措置が削除されたことに伴い、一部の市町村が

処理することとされている事務を削除するもの
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でございます。

医療薬務課の説明は、以上であります。

○竹内衛生管理課長 衛生管理課分について御

説明いたします。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の衛生

管理課のところ、157ページをお開きください。

衛生管理課の平成28年度当初予算額は、左側

から２つ目の欄にありますように、20億8,817

万9,000円でございます。

それでは、主な内容について、御説明いたし

ます。

159ページをお開きください。

まず、上から６番目の（事項）動物管理費４

億2,466万6,000円は、狂犬病予防並びに野犬等

による被害発生防止と動物愛護に要する経費で

ありまして、このうち、説明欄４の「動物愛護

センター共同設置事業」２億9,266万7,000円は、

施設の建設及び備品購入等に要する経費でござ

います。

次に、160ページをお開きください。

１番目の（事項）食肉衛生検査所費２億7,527

万5,000円は、食肉の安全確保を図るため、食肉

衛生検査所の検査員が食肉検査をするために必

要な人件費、検査薬等の経費でございます。

次の（事項）食品衛生監視費7,459万8,000円

は、食中毒などを未然に防止するために行う監

視指導等に要する経費で、説明欄２の食品衛生

推進事業委託費4,320万4,000円は、保健所が収

去した食品を、民間の検査機関等へ委託するも

のでございます。

なお、説明欄５の新規事業「ＨＡＣＣＰ普及

・定着を目指した衛生管理促進事業」につきま

しては、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、その下の（事項）食鳥検査費１億728

万2,000円は、安全で衛生的な食鳥肉を確保する

ために、検査員が食鳥検査をするための経費で

ございます。

次のページをお願いいたします。

中ほどの（事項）生活環境対策費５億1,370万

円は、水道施設の普及促進、水質検査体制の整

備、建築物等の衛生対策の推進に要する経費で、

このうち、説明欄８の新規事業「生活基盤施設

耐震化等交付金事業」につきましても、委員会

資料で御説明いたします。

平成28年度歳出予算説明資料での説明は、以

上でございます。

続きまして、新規事業を御説明いたしますの

で、厚生常任委員会資料の12ページをお願いい

たします。

新規事業「ＨＡＣＣＰ普及・定着を目指した

衛生管理促進事業」でございます。

１の目的・背景ですが、平成26年度に国の関

係法令の改正を受けまして、本県の条例にＨＡ

ＣＣＰよる衛生管理の手法を導入したところで

ございます。

この高度な衛生管理の手法を食品事業者に普

及促進し、さらに導入済み施設での定着・強化

を行うことで、さらなる衛生水準の向上を図る

ものでございます。

２の事業概要ですが、（１）の「ＨＡＣＣＰ普

及・定着事業」は、食品事業者や屠畜場等の衛

生管理責任者に対しまして、衛生講習会や施設

での実地指導を行い、本手法による衛生管理の

普及促進・定着・強化を図るものでございます。

（２）の「ＨＡＣＣＰ助言・指導人材育成事

業」は、本手法は専門的知識を要しますことか

ら、研修会等に保健所や食肉衛生検査所職員等

を派遣しまして、指導助言者として育成してい

くものでございます。

３の事業費ですが、249万4,000円をお願いし
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ております。

４の事業効果ですが、食品事業者にＨＡＣＣ

Ｐの普及啓発が図られ、食肉や食品の安全性が

高まることで、食中毒などの事故を未然に防止

しますとともに、衛生管理の向上により、県産

品の安全・安心の付加価値が高まり、製品のイ

メージアップや流通拡大につながるものと考え

ております。

続きまして、資料の13ページをごらんくださ

い。

新規事業「生活基盤施設耐震化等交付金事業」

でございます。

１の目的・背景ですが、水道整備に係る支援

につきましては、これまで国庫補助制度だけで

したが、耐震化・広域化等をより推進するため

に、県が関与して指導助言が行いやすい交付金

制度を新たに国が創設し、補助金制度とあわせ

て二本立てとしたところであります。この国の

交付金を活用しまして、市町村等が行う水道施

設の耐震化事業等を促進するものでございます。

２の事業概要ですが、国の交付要綱に基づき

まして、３つの事業メニューを設定しておりま

す。

（１）の「水道事業運営基盤強化推進等事業」

は、水道事業者の広域化を図るため、（２）の「水

道施設耐震化事業」は、水道施設の強靭化を図

るため、（３）の「官民連携等基盤強化推進事業」

は、水道事業者の官民連携導入を図るため、市

町村等の水道事業者に対して補助を行うもので

ございます。

３の事業費ですが、４億9,920万2,000万をお

願いしておりまして、全て国庫支出金となって

おります。

なお、平成28年度は、２の（２）水道施設耐

震化事業において、要望のありました７市町村

９事業に対して補助を行うこととしております。

４の事業効果ですが、将来にわたり安定した

水の供給と強靭な水道の構築を図ることができ、

公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するこ

とができると考えております。

議案第１号「平成28年度宮崎県一般会計予算」

につきましては、以上でございます。

続きまして、特別議案でございますが、衛生

管理課からは、議案第21号「使用料及び手数料

徴収条例の一部を改正する条例」、議案第22号「宮

崎県犬取締条例の一部を改正する条例」、議案

第33号「興行場に関する条例の一部を改正する

条例」の３つの議案を提出しております。

このうち、議案第21号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」及び議案第22号

「宮崎県犬取締条例の一部を改正する条例」は、

関連する議案でありますので、まとめて御説明

させていただきます。

常任委員会資料の36ページをお開きください。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」及び議案第22号「宮崎県犬

取締条例の一部を改正する条例」についてです。

まず、１の改正の理由ですが、狂犬病予防法

または宮崎県犬取締条例の規定に基づきまして、

県が捕獲、抑留した犬につきましては、飼い主

が返還を求める場合は、所定の費用を納付する

こととなっております。

この犬の返還等に要する費用は、現在、現金

で徴収しておりまして、収納後の銀行への振り

込みに要する手間や現金を扱う危険性がありま

して、事務負担の軽減や事故防止の観点から、

証紙による収納が望ましいと考えております。

一方、証紙で収納できる手数料は、使用料及

び手数料徴収条例に定める必要があるため、所

要の改定を行うものでございます。
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次に、２に改正の概要を記載しておりますが、

まず、（１）の使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例につきましては、条例第３条及

び別表第２に手数料の名称、区分、単位、金額

を追加するもので、具体的には、狂犬病予防法

または宮崎県犬取締条例の規定に基づく抑留に

係る犬の飼養管理及び返還手数料といたしまし

て、犬の飼養管理、１頭１日につき430円、犬の

返還１頭につき4,110円を追加するものでござい

ます。

次の（２）の宮崎県犬取締条例の一部を改正

する条例につきましては、本条例では、現在は、

「飼育者が抑留された犬の返還を求めるときは

規則で定める額を負担する」と規定されている

ところを、「宮崎県使用料及び手数料徴収条例で

定める手数料を納付する」ように改正するもの

でございます。

最後に、３の施行期日は、２つの条例とも平

成28年４月１日としております。

続きまして、議案第33号「興行場に関する条

例の一部を改正する条例」について、御説明い

たします。

常任委員会資料の40ページをお開きください。

まず、１の改正の理由です。

本条例では、映画館、劇場などの興行場の設

置場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基

準等を、国の通知である興行場法第２条、第３

条の関係基準条例準則に基づいて定めておりま

すが、この準則が改正されたことを受けまして、

所要の改正を行うものでございます。

次に、２の改正の概要ですが、条例第６条第

１項第７号におきまして、喫煙所の設置を原則

としている規定を、設置を任意と改正するもの

でございます。

改正の背景でございますが、健康増進法にお

きまして、劇場、観覧場などの施設を管理する

者には、受動喫煙を防止する措置をとる努力義

務が課せられるとともに、今後の受動喫煙防止

対策の基本的な方向性としまして、公共的な施

設等につきましては、原則、全面禁煙であるべ

きとされております。

このようなことから、既に全面禁煙としてい

る施設も多く、また、複合商業施設などでは、

興行場部分とは別の場所に喫煙スペースが設け

られているなど、必ずしも喫煙所を設ける必要

がないことによるものでございます。

なお、本条例では、全面禁煙としていない施

設については、興行場について講ずべき措置の

基準の中で、所定の喫煙所以外での喫煙を禁止

することが定められておりまして、受動喫煙防

止の対策が、現在、図られているところでござ

います。

最後に、３の施行期日は、平成28年４月１日

としております。

衛生管理課からの説明は、以上でございます。

○木内健康増進課長 続きまして、健康増進課

分を御説明いたします。

お手元の平成28年度歳出予算説明資料の健康

増進課の箇所、163ページをお開きください。

健康増進課の平成28年度当初予算額は、左か

ら２つ目の欄にございます。37億3,194万1,000

円でございます。

うち、主なものについて御説明いたします。

165ページをお開きください。

まず、165ページの中ほど、（事項）母子保健

対策費２億7,819万3,000円でございます。

これは、母子保健の推進、あるいは子供の障

がい、疾病の早期発見・予防等に要する経費で

ございます。

説明欄の４のところに不妊治療費助成事業と
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いうものがございますが、これは、8,114万5,000

円で、体外受精などの特定不妊治療を受ける夫

婦に対して経済的支援を行うものであります。

また、説明欄の６にあります「安心してお産

のできる体制推進事業」１億2,185万5,000円、

これは、周産期医療体制のネットワークを強化

しまして、県内の周産期母子医療センターに対

して補助を行うという経費でございます。

166ページをお開きください。

中ほどにございます（事項）小児慢性特定疾

病対策費２億3,396万6,000円、これは、治療が

長期にわたり医療費が高額になる悪性新生物な

どの小児の慢性疾病に対して、医療費等の負担

軽減を図るための経費でございます。

同じページの一番下、（事項）歯科保健対策

費4,752万3,000円、これは、生涯を通じた歯科

保健を推進するため、歯の健康づくりに関する

知識の普及啓発等を行うための経費でございま

す。

次のページの説明欄の５に、「がん治療におけ

る医科歯科連携推進事業」1,410万8,000円とい

うものを記載しております。

これは、がん拠点病院等と歯科の連携を図り

まして、口腔ケアや歯科治療を行うことにより

まして、患者の生活の質の向上、あるいは医療

費の減少につなげるための体制整備を行うため

の経費でございます。

同じページの中ほどにございます（事項）健

康増進対策費１億5,282万4,000円でございます。

説明欄２の主なものですけども、健康づくり

推進センター管理運営委託料としまして7,015

万8,000円を計上しております。

これは、県内の各市町村の行うがん検診の制

度管理やデータ分析、また、同じく市町村の行

う特定健診・特定保健指導に関する研修等の技

術支援、さらには健康づくりに関する普及啓発

や調査研究を行う宮崎県健康づくり推進センタ

ーの管理運営に要する経費でございます。

同じページの一番下になります。（事項）難病

等対策費18億1,845万9,000円でございます。

説明は、次の168ページにありますけれども、

説明の１、指定難病医療費としまして17億7,233

万1,000円をお願いしております。

これは、原因が不明で治療法が確立していな

いいわゆる難病のうち、特定の疾病に対する医

療費の助成や難病対策の推進に要する経費でご

ざいます。

それから、次の下の（事項）原爆被爆者医療

事業費２億9,830万3,000円をお願いしておりま

す。

これは、原子爆弾による特殊な被害をこうむっ

た被爆者に対して、各種手当の支給や健康診断

を行い、健康管理を促進するための経費でござ

います。

その下の（事項）感染症等予防対策費２億4,554

万5,000円をお願いしております。

これは、感染症発生の未然防止や蔓延防止を

図るための対策の推進に要する経費でございま

す。

説明欄の中で、10番としまして、「予防接種副

反応・健康状況調査事業」5,038万7,000円をお

願いしております。

これは、予防接種法に基づく定期の予防接種

等による健康被害で障がいが生じた場合の障害

年金等の支払い、あるいは予防接種後の健康状

況調査の実施に要する経費でございます。

また、説明欄の11、「感染症危機管理対策事業」

としまして、7,382万7,000円をお願いしており

ます。

これは、新型インフルエンザ等の感染症の発
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生に備えて、危機管理体制整備をするための経

費でございます。

次に、同じページの一番下の（事項）肝炎総

合対策費としまして、２億5,737万8,000円をお

願いしております。

これは、Ｂ型、Ｃ型の肝炎ウイルスによる慢

性肝炎に対するインターフェロン治療等を行っ

た患者に対する医療費の助成、あるいは肝炎対

策の推進に要する経費でございます。

次のページに説明がありますけれども、１の

（３）としまして、新規事業「肝疾患診療地域

連携体制整備事業」、686万円を計上しておりま

す。

こちらにつきましては、後ほど委員会資料で

御説明します。

最後に、（事項）としまして健康長寿社会づく

り推進費１億1,662万6,000円をお願いしており

ます。

これは、県民一人一人が健康づくりや生きが

いづくりに取り組み、誰もがいつまでも健康で

生きがいを持って暮らすことができる健康長寿

社会づくりを推進するための経費でございます。

説明欄の２、新規事業「健康長寿社会づくり

プロジェクト体制整備事業」416万3,000円、さ

らにその下、説明欄３の新規事業「＋ロコトレ

みやざきアクション事業」1,357万1,000円、こ

の２つにつきまして、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

資料が変わります。常任委員会資料の14ペー

ジをお開きいただけますでしょうか。

新規事業の健康長寿社会づくりプロジェクト

体制整備事業についてであります。

まず、右ページ、15ページの図をごらんくだ

さい。

この図は、健康長寿社会づくりプロジェクト

の全体のイメージを示しておりますが、今回の

新規事業は、図の上半分の推進体制のところに

位置づけられるものでございます。

事業の具体的な説明につきましては、左のペ

ージにお戻りいただけますでしょうか。

まず、目的・背景ですけれども、健康長寿社

会の実現を目指しまして、今後、さらに社会的

機運の醸成、効果的な事業展開を図るため、県

内関係団体等への積極的な働きかけや普及啓発

の強化を行うものでございます。

事業概要ですけれども、１つ目、仮称とあり

ますが、健康長寿県民フェスタといたしまして、

講演会や推進会議の構成団体等によるブース設

置など、県民参加型のイベントを新たに開催す

ることとしております。

２つ目、（２）ですけれども、本プロジェクト

のコンセプトを県内に周知をしまして、県民一

人一人の意識を高めるということで、テレビス

ポット広告などによる普及啓発を実施するため

の経費でございます。

事業費としましては、416万3,000円をお願い

しております。

事業効果としましては、県内関係団体との連

携が一層図られまして、このプロジェクトの取

り組みの広がりや連動がさらに広がるというこ

と、そして、ひいては県民一人一人の実践を促

しまして、健康寿命男女とも日本一の達成につ

ながると考えております。

続きまして、次の事業に行きますが、右側の15

ページの図をもう一度ごらんください。

下半分、健康づくりの箇所に、個別の事業と

しまして、＋ロコトレみやざきアクション事業

を新規事業として掲載しております。

具体的には、次の16ページをお開きください。

本事業の目的・背景ですけれども、まず、骨、
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間接、筋肉など、これを運動器というふうに呼

びますけれども、この運動器の障がいのために

移動機能の低下を来した状態、これをロコモティ

ブシンドローム、運動器症候群と呼んでおりま

す。略してロコモと呼びます。このロコモが、

いわゆる要介護の前段階に当たります要支援と

いうものの原因の第１位として挙げられてると

いうこともありまして、ロコモの予防が大事で

あるということになります。

このため、県民に対しまして、ロコモに関す

る正しい知識の提供、そして、これを防ぐため

の運動、運動というのは、体を動かして行う運

動です。これの実践を促進することによりまし

て、要支援になることを防ぎ、ひいては健康寿

命の延伸を図るものでございます。

事業概要に参ります。

まず、１つ目としまして、宮崎県ロコモティ

ブシンドローム対策協議会（仮称）を設置いた

しまして、医療関係者、運動指導関係者等によ

るこの事業についての企画・検討を行います。

次の（２）としまして、ロコモ予防に関する

正しい知識や実技の研修会、テレビスポット広

告等による普及啓発を行います。

３つ目としまして、正しい知識やロコモを防

ぐ運動、ロコトレといいますが、これなども効

果的に普及するため、ＤＶＤ等を制作いたしま

して、市町村、介護施設等のさまざまな場所に

おきまして、この資材を活用した実践を進めて

くという、この３つになってございます。

事業費としましては、1,357万1,000円をお願

いしております。

事業効果としましては、ロコモ予防の推進に

よりまして、自立度の低下、要支援・要介護状

態を防ぎ、健康寿命の延伸に寄与するものと考

えております。

次に、17ページに参ります。

新規事業の肝疾患診療地域連携体制整備事業

でございます。

目的・背景ですが、肝疾患診療連携拠点病院

である宮崎大学医学部附属病院に肝疾患相談セ

ンターを設置しまして、肝疾患の患者さん、そ

の御家族への相談支援を行うとともに、肝炎に

関する情報の収集・共有を図りまして、肝炎を

早期に発見し、早期治療を進める。さらには、

地域においてかかりつけ医と肝炎の専門医療機

関との円滑な連携を図り、質の高い肝炎診療体

制を構築するものです。

事業概要、１つ目ですけれども、順番が逆に

なっていますが、肝疾患診療連携拠点病院等連

絡協議会を設置します。これによりまして、地

域の医療機関等の連携を図ることにより、適切

な肝炎の治療の体制を整備することとしており

ます。

次に、（２）肝疾患相談センター、これを設置

をいたしまして、患者さんまた御家族の相談に

応じる、あるいは情報提供、生活指導を行い、

あわせて医療機関からの相談に対する助言等を

行うということとしております。

事業費は、686万円です。

事業効果としましては、専門医等による相談

支援を実施することによりまして、県民の皆様、

患者様、あるいは医療機関に対して最新の肝炎

医療情報を提供し、肝疾患診療ネットワークを

強化することによりまして、適切な医療の提供

が行われると考えております。

健康増進課分は、以上でございます。

○後藤委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

質疑につきましては、午後１時からの再開か

らお受けしたいと思います。
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休憩に入ります。

午前11時48分休憩

午後０時59分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

医療薬務課、衛生管理課、健康増進課の質疑

に入りたいと思います。

質疑はありませんか。

○中野委員 議案第21号について、お聞きしま

すが、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する

法律が、臨床検査技師等に関する法律に変わっ

たという説明でしたが、衛生検査技師というの

は、制度もなくなったんですか。それで法律が

変わったんですか。

○孫田医療薬務課長 委員がおっしゃるとおり、

衛生検査技師という資格が廃止をされました。

従来から持っていらっしゃる方は、そのまま継

続して、業務を継続できるんですが、新規免許

の発行が停止されたとなっております。

○中野委員 後のほうが聞こえん。新規が何て。

○孫田医療薬務課長 新しく免許が、発行され

なくなったと、今までやってらっしゃった方は

有効でございます。

○中野委員 ということは、衛生検査技師はな

くても、それにかわるものが何かあるんですか。

○孫田医療薬務課長 いわゆる臨床検査技師と

衛生検査技師という２つの資格が従来ございま

して、臨床検査技師につきましては、直接患者

さんなどに触れることができるような、その上

でさまざまな検査を行う資格でした。

衛生検査技師というのは、直接患者さんに触

れることができない資格でありまして、衛生検

査技師の資格が廃止されまして、臨床検査技師

一本になったということでございます。

○中野委員 臨床検査技師は、直接患者に触れ

ることができるということは、その患者の検査

でしょうけれども、病名の発見とか、いろいろ

そういうこともできるんですか。

○孫田医療薬務課長 診断を下すのは医師のみ

に認められておりますので、臨床検査技師等の

行う検査は、微生物学的検査、血清学的検査、

血液学的検査といった、いわゆる検体を分析し

て、数値がどうなっているかとか、血糖値がど

うだとかいうことを検査して、そのデータを医

者に渡して診断をしていただくことになります。

○中野委員 それから、今度、新しい臨床検査

技師等の「等」だけは残っておりますが、ほか

にもこういう関連の技師があるということです

か。「等」と書いてあるから、２つ以上あったと

いうことですかね。

○孫田医療薬務課長 この法律の中には、技師

の関係だけではなく、衛生検査証といった施設

関係のものも規定されているので、「等」という

のが入ってることのようでございます。

○中野委員 そうですか。今後、手数料を取る

ために、運営をするためにですから、資格はい

いでしょう。

それから、131ページ、例えば、緊急医療対策

費の中に、さっき、医療体制整備とか、スプリ

ンクラー整備とか、ドクヘリの支援事業とかが

ある。多額の金額が、特に２の第三次医療体制

整備は３億、スプリンクラーは４億8,000万です

よね。これは、もう既に病院が決まっておるわ

けですか。どこの病院かを教えてください。

○孫田医療薬務課長 第三次救急医療体制整備

は、救命救急センターの運営費になっておりま

して、こちらの対象は、県立宮崎病院と県立延

岡病院の救命救急センターとなっております。

スプリンクラー整備につきましては、今後ま

た、新年度新たに要望をとりまして、その中か
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ら採択をしていくことになります。

○中野委員 これは民間の病院も入るわけです

か。

○孫田医療薬務課長 医療施設のスプリンクラ

ー整備につきましては、民間病院も入っており

まして、一応、積算上は21施設程度を対象にし

ようという計画になっております。

○中野委員 それから、７のドクヘリ、これは

運航支援事業だけれど、２億円くらいかかるん

ですが、毎年このくらいは予算化されておるわ

けですか。

○孫田医療薬務課長 2 7年度当初予算で２

億1,100万円余り、決算見込みで２億3,000万程

度、例年これぐらいの経費はかかっております。

○中野委員 さっきは、フライト云々と説明さ

れたけれど、いわゆるドクヘリが飛びますよね。

そういうときに、飛ぶための経費を県が支援し

ていると理解すればいいんですか。

○孫田医療薬務課長 ヘリの運航そのものにか

かわる部分でありまして、これは、全額を西日

本空輸という民間会社のほうに委託をしており

ます。

○中野委員 ドクヘリが飛ぶためのこういう経

費は、県は２億何がしかですが、ほかからも来

るんですか。２億ぐらいで、１年間ずっと運航

できておるわけですか。

○孫田医療薬務課長 この２億400万のうち、国

庫補助対象事業として運航経費が１億9,700万円

余、こちらが運航に直接要する経費になります。

これ以外に、国庫補助対象以外のものといた

しまして、ヘリの安全運航に関する保守経費、

あるいは無線電波の使用料、あるいはそれに搭

乗するスタッフ、医師、看護師等の教育とか研

修経費等を含めまして、全体でこの２億400万と

なっております。

○中野委員 質問の仕方が悪かったですね。こ

の金額で、ドクヘリは全てだと。承知していな

いかもしれませんが、ほかからもお金をもらっ

たというか、運営費が必要なのかなと、これだ

けでという意味ですが。

○孫田医療薬務課長 ヘリの運航経費の直接の

国庫補助対象分につきましては、全額国の補助

を受けまして、県と国が支払うことになってお

ります。

また、その他の補助対象外経費につきまして

は、今年度までは県で全額やっておりましたけ

れども、来年度におきましては、県と市町村で、

新たに救急災害医療行政連絡協議会、仮称でご

ざいますが、こちらを設立した上で、負担金を

計上。県と市町村で半額ずつ経費の負担をする

ことで、予定をしております。

○中野委員 今、そこをまた聞こうかと思った

んですが、市町村の負担の２分の１の算出方法

は、過去の実績とか、人口割とかいろいろあり

ますよね。どういう算出で出してるわけですか。

○孫田医療薬務課長 委員がおっしゃるとおり、

人口割と基本割分というので計算をしておりま

す。考え方としては、基本的に既に運航してお

ります防災ヘリの負担の仕方を参考にしており

ます。

○中野委員 基本割は、どういうあれなの。一

律という意味ですか。

○孫田医療薬務課長 失礼しました。均等割と

いうことでございます。

○中野委員 えらい小さな町村は、負担が大き

くなりますね。この均等割は、金額はわずかな

んですか。

○孫田医療薬務課長 済みません、積算の数字

をただいま手元に用意しておりません。全体と

して1,481万5,000円を県と市町村で半分に割っ
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て、すなわち、700万円余を市町村で御負担をい

ただくことになっております。

均等割額に対して、さらに人口割を足す形に

なっておりまして、済みません、不正確な数字

かもしれませんが、一番大きいところが※300万

円弱、その他は、小さいところで数十万円といっ

た金額になっております。

○中野委員 その点はわかりました。

今度はもっとさかのぼって、僻地医療の件で

すが、自治医科大学への運営費負担、これは、

全てこの１億3,300万という金額は、県の一般財

源なんですか。

○孫田医療薬務課長 一般財源になっておりま

す。

○中野委員 これは、全国47都道府県が持ち寄

るんだと思いますが、その算出方法は何で決まっ

ておりますか。

○孫田医療薬務課長 基本的に、各都道府県、

ベースになりますのが、入学者が１県２名ずつ

になっておりまして、順調にいけば、２名掛け

る６年間で１２名となります。それに対して、

基本額として１億2,700万円を各県で負担をする

ことになっております。

○中野委員 入学者は、全国どこも２名ずつで

すか。

○孫田医療薬務課長 ベースになるのは１県２

名ずつで、その上で、時々３名分、もう１名プ

ラスの枠をいただけるとなっておりまして、そ

の際は、140万円上乗せとなります。

○中野委員 １名プラスのときは、たった140万

円ですか。それは、枠を広げてもらわないかん

な。１億2,000万円と言われたから、１人が6,000

万かかるのに、プラス１名で140万を足すだけで

いいの。

○孫田医療薬務課長 １億2,000万は12名、２名

ずつ６年間おりますので、だから、１人約1,000

万程度になりますが、これで、自治医大の基本

的な経費を均等割りして負担をしていると。そ

れに人数が１人ふえても、全体的な経費として

大きくふえるものではないので、140万程度でと

なってることになります。

○中野委員 あそこは、入学定数は何名なんで

すか。

○孫田医療薬務課長 基本定数は、110名となっ

ております。

○中野委員 110名ということは、いつも16人は

オーバーしてるわけですね。47の倍からそれを

引けば、そこらの線ですか。

○孫田医療薬務課長 自治医科大の立地してお

ります栃木県に、別枠で若干多く定員が割り当

てられたりとかいう配分がされております。

○中野委員 わかりました。とりあえず、僕は

ここでよかです。

○宮原委員 13ページ、生活基盤施設耐震化等

交付金事業、水道の整備ということですよね。

耐震化をということで。事業費のところの下の

ほうに、「市町村の要望を踏まえ、７市町村にお

いて」とあるんですが、これは、要望が７市町

村上がってきて、７市町村が全部これに該当し

てることでいいんですか。

○竹内衛生管理課長 これにつきましては、県

のほうであらかじめ市町村に対して、今後水道

整備をどうするかという計画を上げていただき

ます。その計画書をもって国に上げた分で、国

が配当率を決めて、交付決定という形で流れて

いきます。

○宮原委員 ちなみにこの金額で、大体どのぐ

らいが補助で渡ることになるんですか。

○竹内衛生管理課長 これは、国の交付要綱が

※次ページに訂正発言あり
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ありまして、例えば、水道事業を持っている自

治体の財政力指数とか、あと、人口当たりの水

道配管の距離とか、そういうので、国がまず４

分の１とか、３分の１とか、10分の４とかの率

でもって補助をする仕組みになっております。

○宮原委員 あと、よく聞くのが水漏れです。

かなり漏れてると聞くんです。だから、そういっ

たものを改修していくのを、要は地震に弱いの

で、耐震化補強でやりますよといっても、それ

が該当する事業なんですか。

○竹内衛生管理課長 この耐震化というのが、

地震とかが起きたときに、配管と配管のつなぎ

が外れるといったところとかは、その配管の取

りつけをかえて、強靭なものにしていくことに

この補助が行われるので、水漏れの原因が、そ

れに起因しているものかどうかとは別に、やは

り地震に対する強靭化をするということに対す

る交付となっております。

○宮原委員 これは、埋め込んである部分、地

下に入ってる部分も、当然入りますよね。

○竹内衛生管理課長 これは、水道を浄化する、

水道の浄水場、あと、高いところにあります配

水池から今度は水道本管が対象となります。

○宮原委員 ということは、もう全てというこ

とですよね。

○竹内衛生管理課長 そのとおりであります。

○宮原委員 わかりました。

○孫田医療薬務課長 済みません、先ほどのド

クターヘリの市町村負担金、手元に資料が参り

ましたので、訂正をさせていただきます。

均等割が全体の３割、人口割が７割という三

七で配分をいたしておりまして、一番金額の多

い宮崎市で、負担金が196万4,000円、一番少な

い西米良村で９万1,000円という形になっており

ます。

○中野委員 私もここを聞こうかと思うて、後

回しにしておりましたが、せっかく出ましたか

らついでに。

いわゆる耐震のための対策ですよね。耐震を

というのは、何かの地震を想定しておるわけで

すが、いわゆる南海トラフ地震に対してですか。

○竹内衛生管理課長 基本的には、やはり東日

本大震災等を経験して、国がこれまで補助金制

度で耐震化事業を支援してきていましたけども、

今回、それは交付金制度に移行して、より促進

するという国の方針を受けてのものであります。

○中野委員 いわゆるああいう大きな地震

は1,000年に一回とか、南海トラフも確率が近い

ような話ですけれども、それよりも確率が多い

のは、こういうことがあるかどうかわかりませ

んが、大寒波、寒さ。この前のにやられまして、

私のうちのもまだ直らんとです。外のはいまだ

に使えんとです。そうしないと、困ってる人が

多いですから、我々は後回しにしてくれという

ことで。自宅、中のほうは修理をして、２カ所

ぽんぽんとやられたんです。修理に来ているう

ちに、またぱんとやられて。

それで、４年前も実はやられたんです。４年

だと思いますが、えびの高原のアイススケート

場の手すりが壊れたときです。ちょうど４年前

でしたから、あのときも、地元のほうも今回と

変わらないぐらい、大分やられましたよ。

それで、４、５年に一回は発生するああいう

寒さ対策、あのぐらいの寒さは、東北、北海道

では年中あると思うんですが、それでも割れな

いんだそうです。水道管が違うとか何とか聞き

ました。

だから、そういうのを一律に補助して、もう

これは国のお金だけれど、何か対策はないもん

かなと。４年に一回は、やはり大きいですよ。
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何かそういう方法はないのかなと思っていた矢

先に地震に対してはあるから。寒さに対しては、

そういう寒いところ、北陸、東北、北海道はあ

ると思うんです。何かそういう制度を勉強して

もらって、南九州といえどもえびのとか寒いと

ころがありますから、４、５年に一回、ばんば

んやられたら大変だから、何か方法はないもん

かなと思うんです。そういうお考えはないです

か。もう来年度事業に回さないかん、来年とい

うか、再来年度に回さないかんかもしれません

が、緊急にしてほしいと思うんですが。

○竹内衛生管理課長 まさしくこの前、未曽有

の寒波が襲って、自治体によっては自衛隊まで

要請されたところもありますけども、実際に水

道の漏水が起きたのが、各家庭でございまして、

水道事業本体での水道管破裂とか、そういう事

態は生じなかったわけなんです。それで、例え

ば、各家庭で水道管が破裂して水漏れが起こっ

て、高いところにある配水池の水位が下がって、

それに供給するために応援要請したという状況

でございまして、そういった部分でいきますと、

やはり各家庭での水道管破裂、これは、事業者

ではなくて、各家庭で補修していただくとなっ

ております。

あと、水道事業者が今持ってるのが、40年たっ

た老朽化した水道管、これをそれぞれ、随時更

新してますけども、これについては、やはり水

道事業体の経費の中でとされてる状況でござい

ます。

委員がおっしゃるとおり、寒波による漏水は、

東北方面でも日常的に寒いことですので、そう

いった部分は起きてないんですけども、本県で

も、水道事業体自体のトラブルは生じなかった

というのがこの前の現象であります。

○中野委員 水道事業者といえば、市町村とい

う行政か簡易水道の組合ぐらいだと思うんです

が、実際は破裂するのは個人の家かもしれませ

んが、それを何か、個人の家にも支援するよう

な、行政がそういう組合を補助してやれば、そ

こが事業化して、してくれりゃせんかなと思う

んです。一律だから、かなりのお金が、もう個

人にすればそれぞれでしょうけれども、それを

計画的にする、そこを県も補助する。これは、

もとは国だけれども、何かそういうのを。寒い

ところは破裂せんですから、何か特別な方法が

してあるんだろうと思うんです。

○竹内衛生管理課長 それで、今回、各家庭で

の水道管破裂という部分で、要は寒さが来ると、

寒波が来るという予報があったときに、どうやっ

て破裂しないようにするか。例えば、断熱材で

覆うとか、あと、水道をあらかじめ少しずつ流

すとか、そういう対策は、寒いところではとら

れてるようですので、その周知は行ったところ

であります。

○中野委員 そのぐらいで破裂を予防できれば、

みんなしてるんです。我々もじゃんじゃん流し

よって、パイプの中に水があるから、寒ければ

寒くなるほど氷が膨張して、鉄管ですから、鉄

管を破裂させるんです。そのエネルギーは大き

いですから、水が氷になって、氷が膨張する、

そのエネルギーは大したもんです。そのエネル

ギーがあるから、恐らく鉄管が破裂したんだと

思うんです。

なければしょうがないけれど、考えてみてく

ださいということですから、来年度事業では間

に合いませんが、１年間研究しとってください。

お願いしときます。

○外山委員 先ほどの中野委員の質問の中で、

ドクターヘリの件ですけども、この協議会をつ

くられて、1,400万を集められて。1,400万は西
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日本空輸に支出だが、使い道はどうなの。この

２億は全く別で、新たに協議会をつくって、市

町村で集めたものは、使途はどこに行くんです

か。西日本空輸に出すってわけじゃないですね。

これは、何のための拠出金なんですか。

○孫田医療薬務課長 １億9,700万円は運航その

もの、それ以外の1,740万、これは、県のほう

が740万の歳出予算を組んでおりまして、これと

同額を市町村に出していただいて、合計1,400万

余で何をするかといいますと、ヘリの安全運航

に係る保守経費、これが、例えばライブカメラ

を設置したり、ヘリポートの給油・灯火システ

ムを運営したり、あるいは無線電波の使用料を

負担したりと。それ以外に、それに乗ります医

師、看護師、これ特別な訓練をしないといけま

せんので、そういった訓練に要する研修教育の

ための費用といったものに充てていくことにし

ております。

従来からこの分は全額県費でやっておりまし

たのを、新年度から市町村の皆様の御理解を得

まして、半分負担をしていただけることになっ

たということです。

○外山委員 わかりました。

○中野委員 ヘリでちょっと思い出しました。

警察本部のヘリ、あれは火山灰を吸い込んで

かどうかして、多額の修理費がかかって、それ

を修理するのに何億かかかるんでしょう。また、

それを吸い込まないか、付着か何か知りません

が、しないための予防をするのにまた１億近く

かかるんだと。合せて２億幾らかかかると聞き

ましたが、その対策は、ドクヘリはせんでもい

いんですか。

○孫田医療薬務課長 航空機のジェットエンジ

ンにつきましては、吸気の場合に火山灰等といっ

たものを吸いこむのは大変危険で、事故のもと

になるということで、一部のヘリコプター、飛

行機等には吸気の部分にフィルター等を設置し

て、それを防ぐと聞いておりますが、ドクター

ヘリについては、通常のノーマルのフィルター

しかついていない状況だと理解をしております。

○中野委員 今度、新燃も、御鉢も、硫黄山も

噴火云々がありますよね。そこに行かざるを得

んと思うんですが、大丈夫ですか。県警ヘリか

何かで、そういうのは、さっき言ったようなこ

とは耳にされてませんか。私は、何かでちょっ

と耳にしたんだけれど。

○孫田医療薬務課長 実は、その件につきまし

ては、運航委託をしております西日本空輸と、

どちらの負担でやるかというときの解釈として

は、県側の解釈としては、それは安全に運航す

るための基本的なものであるので、委託を受け

た西日本空輸のほうで対応することで解釈して

いることのようです。

○中野委員 向こうが、当然、そういう備えな

ければならないんだということですか。でも、

県警ヘリは、こことは関係はないけれど、また

困った問題ですね。向こう側は県費を持ち出し

て、こっちも、いずれそうなるかもしれんです

よ。ここの委員会には関係ないですから、ここ

で議論する必要はないと思いますが、備えの必

要はあるのかなと思ったので、質問しました。

○山下委員 ６ページの看護大の法人化のこと

で、お聞きしていきたいと思いますが、先日、

この資料を届けていただきました。平成26年の

データが、ここにいろいろ資料で添付されてた

んですが、男女別で入学者を見ても、圧倒的に

やっぱり女性が多いんですね。男性の比率が13

％ぐらいかな。県内外の学生の状況は、55％が

県内で、県外が45％ぐらいになるかなというデ

ータを出したんですが。その中で、この事業効
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果という中の４番の項目の中に、県立看護大学

が目指す地域社会と連携し、本県の保健医療・

福祉の充実に貢献する大学を実現する。これは、

最初から基本理念であっただろうと思うんです

が、就職状況を、26年のデータをちょっと見て

みた中で、96名の卒業生の中で、県内の就職が39

名、４割だろうと思うんですが、本当にこの大

学を新たに法人化して目指していくんであれば、

過去も３割だったとか、去年が３割だったのか

な。３割という答弁を先日いただいたと思うん

ですが、であれば、新たな目標数値、そこをしっ

かりと目指していくべきじゃないかなと思うん

ですが、その所見をお聞きしたいと思います。

○河野看護大学法人化準備室長 まさにおっ

しゃったとおり、先日の御報告のときも申し上

げたと思うんですが、やはり県立の大学として、

県民のためのいろんな地域貢献も含めて、人材

の供給も含めて役に立つ大学となる必要がある

と考えておりまして、そういう意味からすると、

その目指すべき方向、これは、中期目標とかで

定めていくことになると思うんですが、その中

ではしっかりと県内就職率、このあたりの向上

も盛り込んでいきたいと考えております。

○山下委員 私は、地方に人材が不足している

医療、介護の現場で、大学の本来の目的、目標

をしっかりとやっていくのが本来だろうと思う

んですが、県外に行く理由、県内の入学者が55

％ぐらいいるんですが、なおかつ地元定着が悪

いのは、何なんでしょうか。やっぱり給与面で

すか。そこがわかったら、教えてください。

○河野看護大学法人化準備室長 若い卒業生で

すから、一度はやっぱり県外に出てみたいとい

う意見もありますし、やはり向学心をする上で、

都会での医療機関で学びたいという向上的な意

欲もございます。その中で、やっぱり処遇面で

のものも含まれてるのかなと考えております。

○山下委員 地元にアプローチする医療機関と

の連携やら、そこが一番大事だろうと思うんで

すが、そういう事業、何かそういうものはやっ

てないんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 今年度の事業

の中で、まさにそのあたりの取り組みも始めて

おりまして、就職のための相談員を新たに看護

大学内に配置いたしまして、学生に対して、県

内の医療機関のメリット、勤務状況も含めてに

なろうかと思いますが、看護大の在学生に対し

て、就職相談員を置いて、まさに県内就職に向

けての取り組みを始めたところでございます。

○山下委員 せっかく法人化にこれだけ人と物

をつぎ込んで事業化してるわけですから、最終

目標を７割ぐらい地元に残せるような数値を目

指して頑張っていただくとありがたいと思いま

す。

それから、この中で、福利厚生制度があって、

授業料の免除という項目があるみたいなんです

が、授業料の納付が著しく困難な学生に対して、

一定の条件を満たせば免除等の制度があります

ということなんですが、この対象学生は、今、

どれぐらいおられるのですか。

○河野看護大学法人化準備室長 済みません、

少々お待ちください。

2014年度前期の資料が、今、手元にありまし

て、全学生が409名いるうちの、申請が、そのう

ち60名程度でございまして、実際に全額免除し

ているのは５人と、半額免除で39人と、この程

度の数になっております。

○山下委員 全額は５名、半分は39名と言われ

ましたね。これは、県内の入学生が何人ぐらい

対象になってますか。

○河野看護大学法人化準備室長 少々お待ちく
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ださい。

手元にそのデータがございません。申しわけ

ございません。

○山下委員 免除というのが、地元に残るとか

そういう定義じゃないだろうと思うんです。成

績優秀者とか、そういうのが条件で、生活が厳

しいから免除しますとか、そういう一定条件の

中での規定だろうと思うんですが、私が聞きた

かったのは、県内、県外の人数がどれぐらい、

その39名、半額の中でおるのかなと。せめて、

そういう人たちには、免除の部分とかも、県費

が投入されるわけですから、そういうものを条

件として出しているんであれば、地元に残って

くれる定義づけが必要かなと思うんで、そこ辺

は何も検討してないの。

○孫田医療薬務課長 現在の免除規定の中に、

県内であるとか県外であるというのはありませ

んが、さまざまな手段を尽くして、県内に残っ

ていただけるような方に入学していただくのが

一つございます。今年度といいますか、今度の

入試から取り組みを始めましたものが、推薦入

学試験について、市町村枠を新たに設けまして、

市町村長の推薦のあった者について、推薦入学

を認めようという別枠、従来のものと違う、学

校推薦ではない枠を新たに設けたという取り組

みもしておりまして、この推薦の条件といいま

すのが、将来地元で就職する強い意思を持つ者

を条件とした取り組みも始めております。あら

ゆる手を使って、そのあたりに取り組んでまい

りたいと思います。

○山下委員 ありがとうございます。その推薦

枠、市町村は何名。

○孫田医療薬務課長 全体が100人しかおりませ

んので。

○山下委員 １学年ね。

○孫田医療薬務課長 はい。その中で、特別入

試の一般推薦入試で、県内が25名、県外が３名、

それに地域推薦入試で５名という形になってお

ります。あと、社会人入試で２名という枠をとっ

ております。

○山下委員 ぜひ、地域に残れるようなシステ

ムを、あらゆる手段を使ってやっていただくと

ありがたいと思う。これは、希望しておきたい

と思います。

次に、よろしいですか。ＨＡＣＣＰのところ

で確認をしていきたいと思うんですが、12ペー

ジです。

ＨＡＣＣＰというのが、私はもう、本当に普

及はどのぐらいあるのかなという思いで、今ま

でも気になってたんですが、新規事業で普及定

着を目指した衛生管理促進事業が新たに事業化

されておりまして、県内で、例えば今、ＨＡＣ

ＣＰの資格を持ってる業者、これがわかってい

れば教えていただきたい。

○竹内衛生管理課長 現在、ＨＡＣＣＰを導入

している施設が、昨年１月で検査証のほうで全

部確認しましたのが、屠畜場が７･･･。

○山下委員 屠畜場が７、全部だね。

○竹内衛生管理課長 はい、全部です。年間30

万羽以上の大規模食鳥処理場が、これは、全て

で10です。

それと、国が食品衛生法の中で、総合衛生管

理、ＨＡＣＣＰ承認をしている施設が、乳処理

業が２･･･。

○山下委員 牛乳でしょう。

○竹内衛生管理課長 牛乳が２です。あと、食

肉製品、ハム、ソーセージの製造施設、これが

２です。あと、清涼飲料水が１、国の承認が５

です。それと、串間にありますＥＵに輸出して

いる水産食品、ブリを輸出してますけれど、黒
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瀬水産です。これが１でございまして、これが

現在、いわゆる導入を確認してる施設でござい

ます。

○山下委員 全部で何カ所かな。

○竹内衛生管理課長 23でございます。

○山下委員 23事業所ね。わかりました。

きのうでしたか、新聞に、国が食品国際基準

ＨＡＣＣＰの国内業者に対する義務づけ、こう

いう見出しで出ておったんですが、この基準の

中で、統計を出したんでしょう。農水省が、畜

産食品や水産食品製造の７業種の企業、約1,300

社を対象にしてやったということなんですが、

その中で、14年の10月現在でＨＡＣＣＰを導入

しているのは、売り上げ50億円以上が87％で、

１億から50億未満の企業が34で、１億未満の企

業が14％あるということなんです。

今出していただいた乳処理業者、食肉、鳥、

そういう関連事業者で23の事業所ということ

だったんですが、私もこのデータを見て、１億

円未満の企業が14％あるのは、かなり頑張って

るところがあるんだなと。県内の23の事業者を

見たときに、恐らく10億以上ぐらいを売り上げ

ている企業がほとんどだなという思いで、屠畜

場関係は何百億という世界でしょうから。県内

で対象とするべき食品業者、１億以下でもこれ

だけの事業認証をやってるということですから、

であれば、今から進めようとする本県の食品関

連事業所、どれぐらいを対象にして、今からこ

ういう普及をやっていこうという構想があるん

ですか。

○竹内衛生管理課長 まずは、今、保健所で、

例えば営業許可更新とか、そういったときを利

用しまして、アンケートを実施してるところで

す。

12月末現在で、約1,500ほど施設にアンケート

を実施したところ、その中で約90施設ぐらいが

導入したいという意向がありまして、全体でい

けば６％程度なんですけれど、そういう施設に

対して、今後、フォローしていく流れになろう

かと思っております。

国としましては、食品衛生法の中で34業種ご

ざいまして、どこを先に義務化するか、国の動

向を見据えて、今後、県でも、最初に当たると

ころと待っていただくところという形で、対策

も練らないといけないと考えております。

ちなみに、それに要するマンパワーですけど

も、それが今回のこの２の事業概要の（１）と

（２）で、職員を、いかに育成するかというと

ころにこの事業の視点があろうかと考えており

ます。

○山下委員 国がここまで動き出したのは、2020

年の東京オリンピックを控えて、いかに日本の

食を、安全を担保して、それを世界にＰＲして

いこうかという取り組みだろうと思うんです。

もうあんまり時間がないんですよね。もう４年、

５年ですから。国も、食品衛生の基準を厳格に

義務づけしていこうということだろうと思うん

です。

私は、食肉事業以外にも、いろんな事業所が、

多くの弁当事業に参入したり、そして、宮崎が

目指してる方向は、フードビジネスの中で、海

外戦略をさまざまな角度から、今、攻めていこ

うとしてるわけですから、私は、ＨＡＣＣＰの

認証は、ぜひとも本県としては独自に強力な体

制で進めてほしいと。希望がかなりあるという

ことでありますので、そういう意欲のあるとこ

ろも、県独自でその体制をとっていただいて、

強力に進めていっていければいいがなと思うん

ですが、今後の課題、方向をお聞かせください。

○竹内衛生管理課長 委員のおっしゃられると
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おり、フードビジネスとＨＡＣＣＰは、特に外

国に輸出したいところは条件となっております

ので、今後、商工とも連携しながら、例えば、

商工に産業集積推進室がございます。また、フ

ードオープンラボも持っておりますので、そち

らとの連携で、県全体で、また、農政ともそう

ですけども、連携しながらこのＨＡＣＣＰを推

進していきたいと、普及していきたいと考えて

おります。

○山下委員 ＨＡＣＣＰの認証を取っていこう

とすれば、事業所にどれぐらいの負担、どうい

う手順というのが、１年で取れるものなのか、

やっぱり２年ぐらいかからないと取れないとか、

経費的な問題やら、そういう仕組みがわかって

たら教えて。

○竹内衛生管理課長 まず、経費的な部分です

けども、ＨＡＣＣＰが、あくまでもソフト面で

すので、どうしてもソフト面で手が回らないと

ころにハードの整備が必要なのかなと考えてお

ります。

その施設での人材育成をまずしていかないと、

トレーニングをしていかないといけないという

ことがあります。品質管理を余り、持っていな

い人たちが多い中で、どのようにして頼るとこ

ろがあるかとか、それを主体で行う事業者の方

はおられますけども、これに行政が入ってお手

伝いをするというようなところで、なるべく負

担がかからないようにしたいと思ってはおりま

すけども、費用がどれぐらいかかるかは、算出

が今はできてないところです。

○山下委員 わかりました。

１億円未満の企業が14％も、国の調査、1,300

社の中であるということですから、私は、食の

安全は、企業の取り組みの姿勢だろうと思うん

です。そういうソフト面、大きな責任と義務を

果たす、企業側の責任、まずはそこ辺を明確に

して、自覚を持たせること、そこ辺を早急に進

めていくことが大事かなと思ってますので、宮

崎県が誇るフードビジネスですから、ぜひ、強

力に進めていただくとありがたいと思います。

それからもう一点、16ページの、さっきも言っ

たんですが、新規事業で、＋ロコトレみやざき

何だらかんだらという事業概要の中で、仮称と

いう言葉で、宮崎県ロコモティブシンドローム

対策協議会、こんな長ったらしいもので、これ

は高齢者が対象ですから、私は、やっぱり覚え

やすい、意味がしっかりとわかる言葉、あなた

方、若い人やったらこれでも理解できるんでしょ

うけれど、もう我々世代が、上が対象でしょう

から、すんなりと受け入れられるような表現と

か、みんなが飛びつくようなものの発想でない

と、机上の空論でしか終わらないと思うんです。

○木内健康増進課長 この事業名について、

ちょっと長いんじゃないかという御指摘は、そ

のような部分があるかと思っております。実際

にお年寄りの方に御説明をするときには、もう

少し平易な表現を工夫したいと思います。

ただ、ロコモという、この単語自体は非常に、

かつてはメタボというのがありましたけれども、

整形外科の先生方を中心に、こういうものがやっ

ぱり概念として非常に大事なんだということで、

全国でもこれは、あちこちで取り組まれている

新しい概念でありまして、それをどういうふう

にわかっていただくかは、工夫したいと思いま

すけれども、このロコモという概念自体はもう

変えられないのかなと思っております。

表現のわかりやすさは、御指摘のとおり努め

たいと思います。

○山下委員 せっかく目玉であった県営電気事

業の予算で、これをやるんでしょう。やるんだっ
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たら、継続でこれを６年間やっていこうとする

のか。これは、やっぱり６年間、どういう事業

計画で、何年計画とかで、今後進めていくもの

ですか。

○木内健康増進課長 県営電気事業みやざき創

生基金につきましては、今回、知事のチャレン

ジ枠でとっておりますので、この予算自体は１

年となっております。

ただ、この取り組みは、引き続き何らかの形

で続けなければいけないと思ってまして。例え

ば、各市町村であるとか、地域包括ケアのメン

バー等で続けていただけるような、１年で終わ

りにならないような働きかけをしたいと思って

おります。

○山下委員 打ち上げ花火にみたいに、1,300万

の事業費を使って、ぱっとやって。そういうも

のではなくて、今やってるものに何かをくっつ

けていったほうが、今ある組織とか、そういう

ものに継続でやっていけるような、そういう事

業が組めなかったのか。これだけの名前をつけ

て、あと、テレビ企画やらそんなんでやって、

テープを流して。これは死んだお金にならへん

かなと思って、心配するもんですから、生きた

銭にしてください。決意を言ってください。

○木内健康増進課長 御指摘ありがとうござい

ます。＋ロコトレに入っているものは、まさに

委員が御指摘のとおり、今やってるものにプラ

スしていかなければ継続的なものにならないと

いうことで、そこに乗せるところをまず１年で

やりたいということです。

○山下委員 よろしくお願いします。

○井上委員 医療薬務課にお願いします。

131ページの病院群輪番制病院運営の現状と、

それから、効果は今現在、どのようになってま

すか。

○孫田医療薬務課長 この病院群輪番制病院運

営費は、休日または夜間に入院治療を必要とす

る重症救急患者の医療を確保するために、病院

に対して助成をすることで、そういった医療確

保をするベッドを空けておいてもらうとか、医

師を確保するとかといった事業になっておりま

す。これは、実は日南・串間医療圏の県立日南

病院を対象とした事業となっております。

事業費の積算といたしましては、医師１人の

給与、あるいは待機要員の時間外費用といった

ものが積算効果になっておりますけれども、こ

れ自体は、これだけでやるものではなくて、地

方公営企業法の負担金、繰出金ということで、

病院会計のほうに繰り出して、そちらで実施を

していただく形になっております。

○井上委員 病院からすると、医師の少ないと

ころも含めてそうだけども、夜間のあれとか、

そういうことやらも頭にイメージされた上での

輪番だよね。違うんですか。１億804万も使って、

何をしてんのかな。

○孫田医療薬務課長 大変失礼いたしました。

実は、この病院群輪番制は、事業そのものは、

県のレベルではなくなって、市町村のほうにお

りてるということで、恐らく委員のイメージさ

れてるのは、共同利用型のその次の事業のほう

に近いのかなという気がいたします。

輪番制の確保ということで、名称はこうです

けれども、実際には日南病院の空きベッドを常

に確保しておくための経費、これが一番大き

く4,500万となっております。

○井上委員 確かに言われるとおり、私のイメ

ージは、市町村やっちゃけれど、日南の空きベッ

ドが一番大きなお金を使われてるということや

ね。空きベッド確保。また丁寧に教えてくださ

い。
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そして次に、地域医療の推進費のところの医

師確保対策強化事業で100万だけれど、この100

万ってどういうふうに使われているの。

○孫田医療薬務課長 これは、平成19年に、県

と関係市町村で、宮崎県医師確保対策推進協議

会という組織を設立しておりまして、その協議

会の運営を行うのに要する経費となっておりま

す。

実際に使われてる中身といたしまして、医師

の面談や学会参加、医師招聘経費が360万程度、

宮崎県にゆかりのある医師との交流会経費で200

万余、地域医療ガイダンスを学生向けにやって

おりますけれど、それで、あるいは広報経費と

いったものが、主な内容になっております。

○井上委員 100万しかないから、その300万…

…。

○孫田医療薬務課長 失礼しました。実は、こ

れは、推進協議会でやってる事業全体で、その

うち県の負担額が100万円だということでござい

ます。

○井上委員 県の負担が100万円ということね。

医師不足関係の実態も、ここでは議論をされて、

そこが常に把握されてると考えていいんですか。

それとも、次にアプローチするための何かが、

そこで議論されてると考えたらいいんですか。

いや、正直なことを言うと、医師確保という

のが一番大変なところにいらっしゃるのに、き

ちんとした予算が確保されてるんだろうって見

ると、なかなかそこは確保されてない。

病院局が、医師確保のための研修医とかを一

生懸命やっていただいてるんだけれど、それだ

けではなかなか確保ができないだろうから、僻

地医療で自治医科大に金を出したりとか、そう

いうふうにしてるけれど、それがうまく宮崎に

返ってくりゃいいけれど、なかなか返ってこな

いので、現状、どういうふうなお金の、予算の

立て方をしてるのかなと思ったけれど、なかな

かそれに合致するような予算が見当たらないの

で、どこにあるのかな。なければいいです、な

ければないで。

○孫田医療薬務課長 医師確保対策強化事業

は、100万円の負担金だけですけれども、実は、

医師確保という名前がついてない医師確保対策

は、たくさん打っているわけで、十分とはまだ、

もちろん言えないんでしょうが、できる限りの

手を打っているわけです。それは、医師の修学

資金でありましたり、小児専門医の育成確保事

業でありましたりといった複数の事業を、思い

つく限りといいますか、女性医師の確保のため

の就労支援事業をやったり、院内保育所の運営

支援事業とか、さまざまなアプローチをしてい

るところでございます。

特に、一番まとまったものとして出ておりま

すのが、ずっと見ていきますと、地域医療介護

総合確保基金事業費の中に、132ページ、ここに

あります１の（14）に、宮崎県地域医療支援機

構運営事業費4,300万がございます。こちらが、

本県の医師不足、地域偏在の解消をするために、

県、大学、医師会、市町村、これが結成いたし

ました地域医療支援機構がありますので、これ

で総合的な医師確保の戦略とか、戦術とかといっ

たものを話し合いをやりながら、いわゆるコン

トロールセンター、コントロールタワー的な役

割を果たしているところであります。

○井上委員 先ほど、医大と連携をとりながら

やってるんだと言われたので、十分に、全体的

に医師確保のあれが回るのかどうか。全部見せ

てもらいましたので、大体こういうことかなと

わかるんだけれど、それでいいということなん

だろうね。それでいいということなのかな。私
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もよくわかってないところが。

そしたら、魅力ある大学づくり・人づくり事

業の、この５ページのところのやつですが、キャ

リアアップ教育体制整備事業の助産師養成事業

があるんだけれど、少子化もいろいろありなん

だけれど、魅力ある大学づくりというときの、

助産師さんは、今もすごくあれなの。数の確保

が必要な、養成というか、そういう流れにある

の。

それとも、病院局で議論したときには、県立

病院を利用していただいてるところがすごく多

いと。少し値段は、分娩費が上がったけれども、

やっぱり県立病院を利用していただいていると。

地元の、地域の産科が占めてるところも多いの

でみたいなお話をされたんだけれど、そこを補

足するというか、必ず助産師になったら就職が

確実にいけるような受け皿は十分にあると理解

していいということ。魅力があると理解してい

いの。

○孫田医療薬務課長 実は、県内で勤務してい

る助産師、平成24年調査ですけれど、290名いらっ

しゃいます。これは、人口10万人当たりで見る

と、全国平均を若干上回ってはいるんですが、

一方、県内の産科医は、かなり高齢化が進んで

おりまして、正常分娩に対応する、あるいは事

前・事後での妊産婦の指導等に、やはりどうし

ても助産師は必要だという声がございます。

一方、現在、県内では県立看護大学、宮崎大

学の大学院、あと、民間の藤元メディカルシス

テム付属医療専門学校で、助産師を養成してる

んですが、この藤元メディカルが、今年度いっ

ぱいで廃校になると、閉校予定になっておりま

して、ここの定員が10名ありました分がなくな

ることになっております。

このため、将来の助産師の供給がかなり厳し

い状況が見えてまいりましたので、宮崎看護大

学において、きちんとした助産師の育成をやっ

ていこうということで、別科として設けること

にしたものでございます。

○井上委員 これは非常に期待できる、魅力を

持って見ていただける一つになると理解してい

いということですね。

それで、先ほど山下委員からも出てましたけ

れど、県立看護大に県内定着促進事業も出てき

てるわけだけれど、この「就職相談員を配置し」っ

て、この前、県立看護大の方たちの就職のあれ

をしているところが、テレビで出ていたので見

たんですが、そういうふうに一生懸命やってい

ただいてると思うんだけれど、この就職相談員

の方は、具体的にどのような動きをしておられ

るんですか。個別に、お一人お一人のニーズも

多分あるんだと思うんだけれど、就職相談員は、

県内の病院でのデータなんかも確保しとかない

といけないでしょうし、いろんなことがある。

うちの県立病院だけに看護師を配置するだけ

じゃいけないとは思うので、県内定着のための

就職相談員の方って、どのように動いておられ

るんですか。

○孫田医療薬務課長 実は、これまで看護大学

には就職相談の担当、いわゆる教員等の体制も、

実務的なものもなく、それぞれの教室で、それ

ぞれのつてなり何なりといったので就職を行う

状態でございました。

そこで、就職相談員で、統一的にといいます

か、組織的に就職の相談に応じる体制をつくっ

たところでありまして、就職相談員となってい

ただいた方も、県内の看護師長、看護部長をやっ

ていただいた方になっていただいた上で、さま

ざまな県内のつながり等を見ながら、また一方、

そういった専門の組織が従来はなかったことで、
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どこに就職して、結局どうなってるか把握もで

きていないのが実情でありましたので、そういっ

たもののデータ集積も今後やっていくことに

なっております。

○井上委員 宮崎県の地域医療はどうなってい

るんだということが、看護師さんも含めて、頭

に入っていないといけないと思うのね。就職を

なぜ宮崎でしていただきたいかと、そして、優

遇までして、いろんな手だてをしているかは、

わかっていただかないといけない。

研修医の先生方たちは、バスツアーとかを組

んだりして、病院局は、現場を見ていただいた

り努力しているわけ、いろいろやってるわけ。

それが、即効果になるかどうかは、研修医の先

生方にもよるんだろうけれども、ただ、少なく

とも現場を見ていただくことには大変な効果が

あると思うのね。だから、何かそういう、病院

局がやってるからじゃなくて、そこにまたリン

クしていく形もとったり、いろんな形をとりな

がら、現場をしっかりと見る。それと、宮崎県

内の医療圏ごとをどう理解していただくか。い

ろいろな病院が、宮崎県内にもあることとかを

理解していただかないといけないので。そうい

う点での個別の、一々の相談も大切だけれども、

総体的に宮崎で就職することはどういうことな

のか、宮崎で看護師になることはどういうこと

なのかを理解していただけるような。

あれは、清武だったのかな。どこかはわから

ないけれど、どこかでやっておられるのなんか

を見たんだけれど、ああいうのも大事だし、い

ろんな、実際に医療機器のある医療機関を見せ

ていただくこともいいのではないかなと思うの

で。そういう点での手だてみたいなものを具体

的にやっていただくと、山下委員が何度も言わ

れたような効果は、実際にあらわれてくるので

はないかなと思ってるとこなんですけどね。

○孫田医療薬務課長 県立病院さんの行ってい

るバスツアー等には、当然、看護大学からも参

加させていただいておりますし、また、看護大

学のほうで、先ほどの就職相談員の合同就職説

明会の中で、病院への見学、あるいは面接にも

直接つなげていく取り組みも行っております。

また、地域を知ることは大変大事であります

し、さらに今後、多職種連携によるチーム医療

が非常に重要になってくると思います。これに

つきましても、実は、地域医療ガイダンスを県

でやってきておりまして、従来は医者さんが中

心でしたが、今月、高千穂のほうで開かれます

ものについては、改めて多職種連携をテーマに

したものにするということで、そういった他の

職種、看護師、ＰＴ、ＯＴといった方々にも参

加いただけるように、今、呼びかけを始めて、

新たな取り組みをやってるとこでございます。

○井上委員 研修医の先生たちと一緒に、看護

師さんは何人行ってらっしゃるか、わからない

けれど、見る限りではそんなにたくさん行って

らっしゃる、100人の看護師さんが、全部行って

るようには見えないんだけれど。そのあたりも

丁寧にやっていただいたらいいのかなと思いま

す。そういうのをぜひやってください。

そして、県立看護大を卒業した人たちのデー

タは、結局追跡をしないと、潜在の看護師さん

のデータとしていかに活用していくのかが非常

に大切なので。宮崎県立看護大を卒業した人は、

潜在看護師としてうちがどれだけ利用できるの

か。それを更新できるような力をうちがどんな

ふうにもつのか、データとして持つのかは大事

だと思うので、そこは丁寧にやっていただける

といいと思うんですけれど、そういう追跡はで

きるんですか。
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○孫田医療薬務課長 一旦完全に離れてしまっ

た過去の卒業生の方々は、なかなか再度の接触

は難しいところがあるんですが、今後の卒業生

は、当然、きちんと把握していくとともに、過

去の卒業生等についても、情報が把握できるも

のについては、そういったものの組織化といい

ますか、データベース化には取り組んでいかな

ければならないと思っております。

○井上委員 同窓会組織という言い方、緩やか

なネットワークでいいので、ぜひ、きちんとし

たデータ管理をしていただけたらと思ってます。

次に行きます。

健康増進課にお願いをしたいんですが、母子

保健対策費のところなんだけれど、ライフステ

ージに応じた多様な支援策の充実と強化を図る

ということで、結構、不妊治療費の助成の関係

のこととか、いわゆる妊娠とか出産の総合的な

サポートをしていきたいとのことで、意欲的に

書いておられるので、大変興味を持って、そし

てまた、共感を持って見せていただいたところ

です。今までは不妊治療というと、不妊は女性

だと、女性が不妊の対象者なんだみたいなとこ

ろから出発していたのは事実で、ただ、最近は、

男性の不妊について、無精子症の問題も含めて、

物すごく問題になっていて、やっぱり男性も不

妊のときには一緒に治療を受けないといけない

んだという認識が、少しずつだけども、芽生え

てきてると。そしてまた、対策費をこれだけ持っ

ていただいてる点では、大変うれしく思ってる

わけですが、男性の不妊と、不育症の治療費助

成事業と一緒になってるんで、あれなんですけ

れど、男性不妊のあれで、女性の治療のための

助成費を受けられた方は、今までどのくら

い。26、27年度で何人ぐらいいらっしゃって、

この前、部長が答えられたのが、実績なのかな

と思ったりしてるところです。

○木内健康増進課長 男性不妊の治療費助成に

つきましては、国の新規事業としても、27年度

の補正として始まったところですけども、県で

国に先駆けてこの予算化をしたのも、※27年度の

６月補正でありましたので、まだ今年度分がで

きていない状況にあります。

年度末にまとめて申請が来る傾向でありまし

て、27年度の総体がまだわからない部分ではあ

ります。本日の時点では、男性不妊の助成実績

としては６件となっております。

○井上委員 男性の不妊という形で、こういう

事業を立ち上げたというか、それを県が一緒に

なって不妊治療に取り組みますよと発信をした

ときの、印象はどうだったんですか。

○木内健康増進課長 件数が多い少ないよりも、

委員がおっしゃるとおり、女性だけが不妊にか

かわるんではなくて、やはり男性も不妊に向き

合わなければいけないんだとの声が多かったの

ではないかと受けとめております。

○井上委員 衝撃的な出し方はしないでもいい

んだけれども、本当に丁寧に広げていっていた

だきたいし、健やかな妊娠サポート事業と同一

に、妊娠することはどういうことなのかを、女

の子も男の子も一緒になって、学校の教育の中

できちんと話しといていただくというか、性教

育のありようもきちんとしておいていただかな

いといけないと思うんですが、そのあたりまで

は、ここでは手を広げるようにはならないと理

解していいんですか。

○木内健康増進課長 まず、教育の現場で男女

のかかわり方をどのようにケアするかについて

は、母子保健対策費の中の８番、「健やか妊娠サ

ポート事業」の中で、思春期の中高生の方に、

※次ページに訂正発言あり
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命の大切さ、あるいは男女の関係を考えてもら

うような、教育という形で実施をしております。

逆に、不妊がというくくりではないんですけ

れども、性について考えてもらう事業で実施を

しております。

あと、１点訂正させてください。

先ほど、男性不妊不育症を27年度の６月補正

と申し上げましたが、26年度の２月補正の予算

を繰り越ししておるところでございます。

○井上委員 「健やか妊娠サポート事業」が、

どのくらいの金額を使っていただいてるのか。

具体的にどのような事業展開をしているのか、

知りたいところなんですけれど、それは、どの

ような動きをされているんですか。

○木内健康増進課長 健やか妊娠サポート事業、

全体は1,671万7,000円となっておりまして、こ

れの金額の大きいものは女性に対する健康相談

なんですけれども、健康教育、学校等におきま

す教育につきましては、全体数は259万3,000円

を計上しております。

これは、学校等に助産師の経験者であるとか

講師の方を派遣したり、あるいはピアカウンセ

リングと申しまして、大学の学生ですけれども、

学生が自分たちも学びつつ、学校に行って、教

えつつともに学ぶという事業を展開しています。

○井上委員 自殺対策なんかも含めてそうなん

だけれど、やっぱり人と人とがかかわっていく

こと、何かを言葉に出してしゃべることが、う

まくできるようにならないといけないと思う。

私は、この思春期の、言い方があれだと、昔

でいう性教育という捉え方で、家庭を持つこと

と結婚だとかまで、いろんな話がいく可能性は

すごくあって、こういう事業を丁寧にやっとか

ないと、結婚のイメージ、家庭のイメージが湧

かないと思う。

結婚してみたら、男の人はお家に帰るよりか、

ほかのとこをうろうろしながら、なるべく遅く

なって帰るみたいな、夜寝るためだけに帰ると

か。うまく自分の体の変化とか気持ちの変化を

妻に伝えられないでいたりとかってすることが、

往々にして起こるので、妻は気づいていても、

黙って背中を向けて飲んでる姿を見たら、何か

言えなくなったりとかって。うまく変化に気づ

いていたとしても、その変化に足が踏み込めな

い状態が起こり得るので。だから、そういう問

題を含めて少し、ここが全てじゃないんだけれ

ど、こういうところからを入口として、人と人

とがかかわることについて丁寧に教えていかな

いと、なかなか自分の気持ちを伝えることを、

しゃべれることが本当は大事なのよね。インテ

リジェンスも大事なんだけれど、インテレクト

も大事なんだということが教育の現場で話され

るようになるといいのかなと現実には思うわけ。

だから、この妊娠とか出産の総合サポートは、

今現在、妊娠してる人とか、出産する人とかと

いうか、その予備軍の人たちに対してのサポー

トをしてくというか、そういうのがすごく大切

なんじゃないのかなと考えてるわけです。

だから、丁寧な事業展開と、そして、私は、

そういう意味でいえば、ここはもっと予算をとっ

ていいと思うところなんです。予算をしっかり

とっていただいて、母子保健のこの対策費は、

ぜひ、頑張ってやっていただけたらと思ってま

す。

そしてもう一つ、この事業の中で、難病の子

供の支援事業が20万なんだけれど、たった20万、

たかだか20万、何て言うべきかわからないけれ

ど、ここは、総括のところで議論させてもらい

たいところでもあるので、これは予告編として、

頭に入れとっていただいて。この難病の子供の
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支援事業はどうしていくのか。そして、それは

どういう取り組みをするのかを総括のときにお

聞きしたいと思うので、そのときにばちっとし

た答えをよろしくお願いしておきたいと思いま

す。

○前屋敷委員 引き続いて、今の母子保健対策

費の10番目、市町村子育て世代包括支援センタ

ー設置です。これは、昨年よりかなり予算もふ

やして、このセンター設置をやろうということ

なんですけれど、基本的には全ての市町村にセ

ンターの設置をする目標なんですか。

○木内健康増進課長 子育て世代包括支援セン

ターといいますものが、一人一人の、妊娠をさ

れた方と面談をするなどしまして、状況を聞き

取って、どういった支援が必要かを考えていく、

そのスタートになる事業と考えておりますので、

全市町村に広がっていくべきものだと考えてお

ります。27年度は、宮崎市と綾町での実施実績

でございます。

○前屋敷委員 やはりお母さん方をサポートし

アドバイスするのは、身近なところで行ってい

くことは非常に必要なので、この支援センター

の設置は、早く全市町村に必要だと思います。

昨年が宮崎と綾ということで、今年度は630万

ほど予算もふやして取り組むので、ぜひ。

ことしの目標は、プラスどのくらいですか。

市町村で取り組む度合いもいろいろかと思うん

ですけれど。

○木内健康増進課長 市町村の状況等も、よく

相談をして、把握したいと思います。

○前屋敷委員 あと、167ページの歯科保健対策

費ですけども、これの６番の「在宅歯科医療新

規参入促進事業」、これは、毎年ですか。昨年と

予算額は一緒なんですけれど、現状ではどのく

らい、参入といいますか、実際に治療に当たっ

てらっしゃる医療機関はありますか。

○木内健康増進課長 この事業の実績で申しま

すと、昨年度になってしまいますけども、26年

度に19の歯科医療機関における機器の整備等に

ついて、補助を行ったところです。

実際に在宅歯科医療を行っている歯科診療所、

これも、どの程度のアクティビティかがちょっ

と難しいところではありますけれども、昨年の

１月に宮崎県の歯科医師会で調べたときの在宅

療養支援歯科診療所の数につきましては、県内75

カ所という数字です。

○前屋敷委員 高齢化とともに、どうしても在

宅で治療が必要という方もふえてきますので、

そういった意味では、歯が一番健康のもとです

ので、8020運動もずっと進めていらっしゃいま

すけれど、やはりそしゃくすることから健康も

始まりますので、ぜひここのところは、引き続

き参入促進の働きかけも強めていただきたいと

思います。

それと次に、168ページの難病対策費ですが、

７番の「難病指定医確保研修事業」で、これは、

昨年度から始まったんですかね。どの程度、県

の研修事業に参加をされたのか、実績で教えて

ください。

○木内健康増進課長 難病指定医の制度につき

ましては、昨年の新法の施行に伴いまして、新

しくできた制度であります。

難病指定医の数自体につきましては、順調に

ふえておりまして、十分かどうかの検証が必要

かと思いますけれども、直近の数字で、県内難

病指定医は1,200人程度の指定をしております。

難病指定医たる要件の中に、各種の、各科目

の学会の専門医を持ってることとあるわけです

けれども、専門医を持たれていないお医者さん

を指定する場合に、県の実施する研修の受講が、
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経過措置として必要であるとなっております。

ことしと来年と経過措置がまだありまして、ど

ちらかで受けていただくことになろうかと思い

ます。今年度に行いましたこの研修につきまし

ては、120名程度の方に受講いただいた実績です。

○前屋敷委員 経過措置ですけども、今年度で、

国は予算はつけないということなんですか。今、

国が半分、県が半分という予算で事業がなって

ますけれど。

○木内健康増進課長 これにつきましては、国

の補助が２分の１出ておりまして、今年度限り

ではございません。継続的に実施ができると考

えております。

○前屋敷委員 難病の対象がかなり広がって、

前もお話ししたと思うんですけれど、難病の方

をきっちり診断をしてくださる医者がふえない

ことにはなかなか進みませんので、そういった

意味では、引き続き研修も含めて、専門医の確

保をしていただきたいと思います。

○中野委員 委員会資料でお尋ねします。

まず、看護大法人化準備事業ですが、この概

要説明の中の経費1,354万5,000円、この括弧書

きは、昨年度に債務負担行為で承認されておっ

ただけのことですか。

○河野看護大学法人化準備室長 もう少し具体

的に申し上げますと、今年度の６月の肉づけ予

算の審議の中でお願いした額でございまして、

この法人化準備支援業務委託、こちらが２年間

で2,639万2,000円で、債務負担としましては、28

年度分に1,494万の当時は債務負担の議案を出さ

せていただいて、承認いただいたところでござ

います。そのうちの28年度分としての予算化が、

今回、ここに掲げております中に含まれており

ます。

○中野委員 その差額は、まだ別途あるという

ことですか。

○河野看護大学法人化準備室長 今年度、業者

の選定に当たりまして、企画コンペを行いまし

た。その中で、２年間の、複数年契約を行った

わけですが、そのコンペの中で、価格も含めた

競争を行った中で、予定していた予算額よりも

低く抑えられたということで、債務負担の範囲

内での所要額、必要額を予算化したことでござ

います。

○中野委員 それで、この法人化支援業務委託

に1,354万円かかるわけですが、これは、いわゆ

る監査法人に全部丸投げして、法人化の準備を

するということですか。

○河野看護大学法人化準備室長 基本的には、

説明の中でも申し上げました②でございますよ

うに、法人化の準備委員会を立ち上げまして、

看護大学と我々本庁との間でいろいろ議論をし

て、構築していく中で、アドバイザーとして、

全国的な状況の説明でありますとか、具体的な、

どういう作業をやるという資料の提供とかを含

めて、その後の検討委員会の中に参加していた

だいて、一緒に構築作業をしていただいてると

こであります。

実績としましても、今年度の中で、28回ほど

その会議の中に参加していただいてるところで

ございます。

○中野委員 いわゆる法人化するための制度設

計等に係ると書いてある、この制度設計をする

のを監査法人が全部案というか、設計書じゃな

いけれど、全部設計をつくってくれるんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 広く制度設計

という言葉であらわしておりますけれど、具体

的には、作業の中で一つボリュームが大きいの

は、例えば企業会計になることで、財務会計シ

ステムを構築していかないといけない。あるい
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は、企業会計のそういう研修でありますとか概

念、それから、具体的な作業手順、マニュアル

を整備していくとか、非常に細かな作業がござ

います。

制度設計の中には、先日の委員会でも御説明

しましたように、大きな組織体制のあり方の情

報提供等もあったわけなんですけども、具体的

に一つの法人へなっていく中で、いろんな労基

法上の手続、あるいは労働安全衛生法の手続と

か、いろんな届け出等もございます。一つの法

人化をしていく上で、細かな手続等がございま

すので、こういうのが必要になるとか、こうい

うマニュアルが必要になる。そういう意味で、

細かい、手とり足とりといいますか、細部にわ

たっての支援を受けているところでございます。

○中野委員 いわゆる監査法人に委託する部分

の予算額は、幾らなんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 ２年間の契約

の中で、2,000万の契約となっております。そし

て、今回お願いしております28年度の予算とし

ましては、このうち、1,354万5,000円のうち

の1,071万5,000円の予定でございます。

○中野委員 1,071万5,000円が、委託費で、監

査法人の委託料になるわけですね。

○河野看護大学法人化準備室長 はい。

○中野委員 監査法人は、もう決まってるわけ

ですか。去年からだから、去年に決まっておる

わけですね。本年度もそこが全部設計をしてく

れるわけですか。

○河野看護大学法人化準備室長 ２年間の継続

契約で、同じ法人になります。

○中野委員 この監査法人は、どこなんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 監査法人のト

ーマツという会社でございまして、東京に本社

のある全国的な監査法人でございます。

○中野委員 トーマツ、「遠い松」って書くんで

すか。

○河野看護大学法人化準備室長 いえ、片仮名

で「トーマツ」です。

○中野委員 その監査法人に全部委託しないと、

法人化のための準備は、皆さん方じゃできない

わけですか。わざわざ対策室をつくってやって

いるのに、そこに全部丸投げをして、実際は看

護大学の法人化を進めてるんじゃないかなとい

う印象を受けたんです。

○河野看護大学法人化準備室長 本県におきま

しては、県の機関としては、今回、初めての地

方独立行政法人の移行事務でございまして、地

方自治法とか公務員法の行政の世界から、そう

いう労働法制とか企業会計、民間への移行とい

う作業を行うことになりまして、庁内にそうい

う移行業務のノウハウがないところでございま

す。

また、行うにしても、そういう大枠の制度設

計にとどまらず、先ほど申しましたように、各

種関係公所への民間企業としてのいろんな届け

出等がございまして、これまでは、行政の中で

はなかったような世界のものの手続等、いろん

な規程の策定、今のところ90本ほどの規程が、

法人化に当たっては必要になる見込みもござい

ます。その規程整備をする上でも、非常に細か

なところの規定を考えるに当たって、やはり全

国的な法人化のノウハウがあるところのアドバ

イスは必要と考えてるとこでございます。

○中野委員 （２）の法人化移行経費のことに

ついてお尋ねしますが、この②で不動産鑑定評

価となってますよね。もう既に、不動産鑑定士

は決定しているわけですか。

○河野看護大学法人化準備室長 まだでござい

ます。
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○中野委員 そういうところは、やっぱり入札

か何かで、どこかを指定するわけですか。

○河野看護大学法人化準備室長 予算を認めて

いただければ、28年度の執行の中で、入札等を

行う予定にしております。

○中野委員 その総額が3,800万、ここに計上し

てある全ての金額なんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 （２）の3,809

万9,000円、こちらのほとんどを占めております

のは、①の財務会計システム整備でございまし

て、こちらのほうがこのうちの3,529万9,000円

を予定しております。

○中野委員 不動産鑑定評価のほうの金額は幾

らですか。

○河野看護大学法人化準備室長 280万でござい

ます。

○中野委員 280万の予算で、土地、建物の評価

をしてもらうということですか。

○河野看護大学法人化準備室長 そのとおりで

ございます。

○中野委員 看護大ができて20年ぐらいと、こ

の前や補正のときに言われましたよね。そうす

ると、その当時、土地は取得して、建物も建て

て、残存価格もわかっているのに、何で280万も

使って評価をする必要があるんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 確かに当時は、

やはり評価はあったと思うんですが、法令上求

められておりますのが、時価評価によるとされ

ておりまして、この評価に際しては有識者の意

見を聞くこととなっております。効率性等を考

えて、専門家による鑑定評価をお願いしたいと

考えております。

○中野委員 今の時価の評価と、20年前に取得

した、あるいは投資した金額は、帳簿上にちゃ

んと載ってると思うんですが、その差があった

場合にはどんなふうになるわけですか。時価が、

そう高くもならんと思うんですが、余り変わら

ないと思うんですが、なぜ、時価評価でせんな

いかんとですか。わずか20年間の間のことです

が。帳簿残にちゃんと土地は幾ら、建物は幾ら、

そして、計算上償却すれば幾らとかって、計算

上出るはずですが。

○河野看護大学法人化準備室長 繰り返しにな

りますが、法令上、時価評価によるとされてお

りますので、その手続上、必要な経費と御理解

いただきたいと思っております。

○中野委員 時価評価は、わずか20年のものを、

不動産鑑定士に評価してもらわないといけない

もんなんですか。

○河野看護大学法人化準備室長 不動産鑑定士

に限定されてるわけではございませんけども、

法令上は、評価に際しては学識経験を有する者

の意見を聞かなければならないということで、

第三者による評価を求められているところでご

ざいます。

○中野委員 今、不動産鑑定士に限らないみた

いなことを言われましたが、ほかに誰か別にも

評価できる人が、頼んでもいい人がいるんです

か。

○河野看護大学法人化準備室長 やはり専門家

ということで、もし予算を認めていただけるん

であれば、不動産鑑定士にお願いしたいと考え

ておりますが、法令上の限定が不動産鑑定士と

求められているわけではございません。

○中野委員 不動産鑑定士以外で想定されるの

はどういう方ですか、ということで聞きたかっ

たんですが。

○河野看護大学法人化準備室長 先ほど申しま

したように、この相手方と申しますのは、入札

等により、そういう評価ができる方との公告な
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り募集を行うことになりますので、そこでの結

果になると考えております。

○中野委員 もう不動産鑑定士にお願いすると

決めていらっしゃるんですが、そうでない人で

もいいようなことを言われたから、そうでない

評価できる人とは、どういう立場の人かなと、

一般論で聞いてるんですが。

○河野看護大学法人化準備室長 法令上、不動

産鑑定士でなければならないとなってないこと

だけでございまして、私どもとして、それ以外

の方を想定しているものではございません。

○中野委員 だから、法令上そうなっているか

ら、あとはどういう人が、想定される立場の人

がいるのかなと思って、それを聞いているんで

すが。頼むなというわけじゃないんです。ただ

一般論として聞きたい、知りたいんです。

○河野看護大学法人化準備室長 弁護士の中と

かには、その辺ができられる方がいらっしゃる

かもしれませんけども、やはり一番想定される

中では不動産鑑定士と考えております。

○中野委員 さっき、自分自身でああいうよう

なことを言われたから、一般論としてお聞きし

たところでした。余りはっきりわからなければ、

不動産鑑定士にと明言されたらよかったような

ものですが。要は、本当に必要があるのかなと。

いわゆる不動産評価の必要があることは、現

物を見る、出資を予定することで、新しく法人

化した場合に、現物出資額は幾ら、県は現物と

して幾ら出資しましたとの金額を出すために評

価されるということでしょう。

○河野看護大学法人化準備室長 そのとおりで

ございます。

○中野委員 わずか20年で、ちゃんと取得した

金額もわかっているし、20年前にわかっている

はずよな。それから、建物も幾らで建設しまし

た。そして、何年たってるから償却は幾らあり

ました。途中で建物を建て増ししたのは幾らと

か、土地でもほかを買っておけば、全部ここを

管理する帳簿があるはずだから、何で、どうせ

県のもんですが、幾ら法人といえども、県の傘

下の中にあるものを、現物出資でするのに。ど

こかにこれを売却するのであれば、価値の高い

ものを安くで売ったとか、もう帳簿残からすれ

ば10倍も20倍もしてるのに、それを帳簿残と売っ

たとなれば、大きな問題だと思うんです。

そうでないものを、しかも自分たちの県の、

法人化しようがどうしようが、内側の問題です

が。それに280万も不動産鑑定士にお金を払って、

どうもその辺が、この前段のものも含めて、何

か全てが。

あなたたちの仕事は、そういう不動産鑑定士

とか、さっきは何やったかな、監査法人、いわ

ゆる監査士ですよね。この予算から見れば、そ

ういうところに丸投げすることばっかりが仕事

みたいに、そのための準備のための準備という

のが、準備室の準備なのかと誤解するぐらいに

しか映らんのよな。何か、全部自分たちででき

る範囲内のことであるような気がしてならんと

です。

しかし、それも法の制約があるんですか。こ

うしなきゃならない、法的根拠があってこうさ

れてるわけでしょう。

○河野看護大学法人化準備室長 繰り返しにな

りますが、先ほどの評価につきましては、地方

独立行政法人法上、１条ありまして、時価評価

によることとされておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

○中野委員 前段の設計に係るものもあれです

か。制度設計に係るものも、その法律に基づい

てやってるの。
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○河野看護大学法人化準備室長 そちらのほう

は、法律に基づくものではございません。

○中野委員 どうもいただけない話だなと思い

ながら説明を聞いておりましたが、これは、ま

あいいでしょう。

きょうは大分時間があるもんですから、ゆっ

くりと質問してるんですが。

次に、議案第21号について、ここの改正理由

の中に、「現金で収納しており、事務負担の軽減

や事故防止の観点から、証紙による収納に」と

いうことでしたが、いわゆる現金による収納件

数は、大体年間どのくらいあるもんですか。

○竹内衛生管理課長 平成26年度の件数が274件

でありまして、犬の返還に要する費用が……、

ちょっとお待ちください。

○中野委員 皆さん方は、自分の負担が軽減す

るぐらいだから、今の事業量はきちんと把握さ

れているから、事務の負担が軽減されるという

表現にされてるわけでしょう。

○竹内衛生管理課長 昨年度、犬の返還に取り

扱った件数が274件でございまして、犬の返還手

数料が112万6,140円と、１日430円の飼育管理に

要する費用が延べ914日、39万3,020円。

○中野委員 それを今まで何人ぐらいで携わっ

ておられるわけですか。

○竹内衛生管理課長 これに携わる保健所で、

衛生環境課の担当者が１名、それと、総務企画

にこの現金収納を行う担当が１名おりました。

その２人で領収証等を切って、発行していたわ

けであります。

○中野委員 各保健所にということですか。

○竹内衛生管理課長 そのとおりであります。

○中野委員 １保健所ですれば、余り多いわけ

じゃないわけですね。

○竹内衛生管理課長 それが、毎日ではござい

ませんけども、１件あったらその１件を持って、

例えば銀行に収納に行かないといけない、そう

いう業務が発生するということであります。

○中野委員 事務の負担の軽減と大仰に書いて

あるから、かなりの件数があって、取り扱い金

額も高額なんだろうなと。

しかも、事故防止の観点からというのは、事

故防止とは、内々の事故と読めましたけれども、

金銭を取り扱うのであれば、そういうことも想

定されるわけですけれども、それで軽減される

から。私の本来の質問は、軽減された分だけの

仕事、労働力を別のどういう方向で行政サービ

スをされるもんだろうかなと。今までした仕事

が減るわけだから、減った分だけは、新たな行

政サービスをどんなふうに仕向けられるんだろ

うか、その辺は何だろうかなと本来お聞きした

かったんです。これぐらいじゃあ、それをでき

るまではないわな。１日当たりにすれば、わず

かのことですから。

○竹内衛生管理課長 これは、動物管理業務で

すけども、動物業務に関しては、今後、愛護業

務も、非常に推進していかないといけないこと

もあります。愛護業務についても、現金が証紙

化されることによって、総務企画課の職員も、

ほかの業務にその期間従事できる。

また、これは５時以降とか、時間外にも総務

企画課の職員も残っていただかないといけない

のもありますので、そういった面も含めて、あ

る程度業務の負担軽減が図られるのではないか

なと考えております。

○中野委員 それで、人件費が大幅に削減され

るところまではないんでしょう。

○竹内衛生管理課長 そう大きくされる金額で

はないと思っております。

○中野委員 書かざるを得なかったんでしょう
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が、大それた改正理由とかが書いてあるから、

何か期待しますが。こうすることで物すごい事

務負担が軽減されて、そして、その分だけ人件

費も削減でき、削減しなくても、ほかの行政サ

ービスができるようになるよとか、そのことを

想定したんですよね。想定するまでもないよう

なことだなと、今、聞いて思いましたが、もっ

とすらっと改正理由を書けばいいのになと思い

ました。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、

医療薬務課、衛生管理課、健康増進課の審査を

終了いたします。

ここで10分間休憩をとりたいと思います。

暫時休憩いたします。

午後２時58分休憩

午後３時９分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

次に、こども政策課、こども家庭課の審査を

行いますので、それぞれに説明をお願いいたし

ます。

○川畑こども政策課長 こども政策課分を御説

明いたします。

お手元の冊子、平成28年度歳出予算説明資料

のこども政策課のところ、171ページをお開きく

ださい。

こども政策課の平成28年度当初予算額は、左

側から２つ目の欄のとおり、157億4,455万3,000

円でございます。

以下、主なものについて御説明いたします。

173ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）施設職員対策費1,599

万1,000円であります。

これは、保育士等の確保に要する経費であり

ますが、このうち、説明欄の３の新規事業「子

育て支援員研修事業」及び４の新規事業「保育

士支援センター設置運営事業」につきましては、

後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費6,591万5,000円であります。

174ページをお開きください。

これは、子供が健やかに生まれ育つための環

境整備に要する経費でありますが、このうち、

説明欄の７の改善事業「みやざき「えんむすび」

プロジェクト事業」につきましては、後ほど委

員会資料で御説明いたします。

次に、下から２番目の（事項）教育・保育給

付費87億634万5,000円であります。

これは、子ども・子育て支援新制度に基づき、

認定こども園・幼稚園・保育所及び小規模保育

事業等の運営に要する経費の県負担分を計上し

ているものであります。

次に、（事項）地域子ども・子育て支援事業費

11億7,781万7,000円であります。

これは、地域の実情に応じた子ども・子育て

支援事業に要する経費でありますが、このう

ち、175ページの説明欄の９、新規事業「多様な

事業者の参入促進・能力活用事業」につきまし

ては、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、下から２つ目の（事項）児童手当支給

事業費29億4,419万円であります。

これは、中学生までを対象に支給される児童

手当の県負担分を計上しているものであります。

次に、一番下の（事項）児童扶養手当支給事

業費12億3,305万6,000円であります。

これは、ひとり親家庭等に対して児童扶養手

当を支給する経費を計上しているものでありま

す。
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176ページをお開きください。

中ほどの（事項）私学振興費５億3,325万3,000

円であります。

これは、私立幼稚園の振興のための助成及び

指導に要する経費でありますが、説明欄の１の

（３）の改善事業「私立幼稚園特別支援教育経

費補助事業」及び（４）の改善事業「預かり保

育推進事業」につきましては、後ほど委員会資

料で御説明いたします。

177ページをごらんください。

（事項）就学前教育推進費476万8,000円であ

ります。

これは、就学前の幼児教育に要する経費であ

りますが、説明欄１の改善事業「幼児教育・保

育の質向上推進事業」につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

歳出予算説明資料での説明は、以上でありま

す。

続きまして、厚生常任委員会資料のほうで御

説明いたします。

お手元の厚生常任委員会資料の18ページをお

開きください。

新規事業、子育て支援員研修事業についてで

あります。

まず、１の目的・背景であります。

この事業は、子ども・子育て支援新制度の施

行に伴い、地域の実情等に応じた子育て支援を

担う人材の確保が求められることから、保育等

への従事を希望する方に対し研修を実施するこ

とにより、子育て支援員を養成するものであり

ます。

２の事業概要でありますが、子育て支援員に

なるためには、（１）の基本研修と（２）の専門

研修の両方を修了することが必要となっており

ます。

まず、（１）の基本研修につきましては、子育

て支援員として必要とされる基礎的な知識・技

術等を習得させるものであります。

次に、（２）の専門研修につきましては、基本

研修を修了した方に対し、子供の年齢や発達等

に応じた専門的な知識・技術等を習得させるも

のであります。

これらの研修の実施により、平成28年度は100

名程度を養成したいと考えております。

３の事業費は、577万1,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でありますが、子育て支援員を

養成することで、地域における子育て支援機能

の充実が図られ、子供が健やかに成長できる環

境等の整備が推進されるものと考えております。

続きまして、19ページをごらんください。

新規事業、保育士支援センター設置運営事業

についてであります。

まず、１の目的・背景であります。

この事業は、潜在保育士の就職に向けた支援

等を行う保育士支援センターを設置し、保育士

の安定的な確保等を図るものであります。

２の事業概要でありますが、（１）の保育士支

援センターの設置及び運営につきましては、潜

在保育士等に対する相談支援などを実施するこ

ととしております。

（２）の保育士再就職支援コーディネーター

の配置につきましては、専任のコーディネータ

ーをセンターに配置し、保育所等に関する採用

募集状況の把握等を実施することとしておりま

す。

（３）の人材バンク機能を活用した潜在保育

士の把握と継続的な支援につきましては、保育

士が保育所等を離職する際に届け出た氏名等の

情報の管理により、潜在保育士の再就職希望状
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況の現況確認等を実施することとしております。

３の事業費は、336万8,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でありますが、保育士支援セン

ターを拠点とした潜在保育士の再就職支援に取

り組むことで、保育人材の安定的な確保が推進

され、幼児教育・保育の質の向上が図られるも

のと考えております。

続きまして、20ページをごらんください。

改善事業、みやざき「えんむすび」プロジェ

クト事業についてであります。

まず、１の目的・背景であります。

この事業は、未婚化・晩婚化の進行を踏まえ、

市町村等と連携し、県全体で結婚に対する機運

の醸成を図るものであります。

２の事業概要であります。

まず、（１）の「えんむすび絆づくり事業」に

つきましては、①のとおり、県内各企業を単位

とした独身者の集まりであるみやざきＢｉｚｃ

ｏｍの取り組みを推進することとしております。

また、②のとおり、県内で結婚支援活動に取

り組む団体等、いわゆる縁結び応援団と県、市

町村との意見交換会を実施します。

次に、（２）の「えんむすび舞台づくり事業」

につきましては、縁結び応援団が実施する結婚

支援イベント等の支援を行うこととしておりま

す。

次の（３）の「子どもがつなぐえんむすび事

業」につきましては、今回、改善により新たに

取り組む事業であります。

この事業では、結婚支援団体及び子育て支援

団体と協働し、独身男女に子育てを体験させる

イベント等を実施することで、結婚につなげて

まいりたいと考えております。

次の（４）の「結婚・子育てポジティブキャ

ンペーンプロジェクト事業」につきましても、

改善により新たに取り組む事業であります。

この事業では、九州・山口各県と共同で、結

婚・子育てをテーマとした動画の制作・配信を

行うこととしております。

３の事業費は、356万1,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でありますが、独身者に対する

出会いの機会を創出するとともに、県全体で結

婚に対する機運の醸成を図ることができるもの

と考えております。

続きまして、21ページをごらんください。

新規事業、多様な事業者の参入促進・能力活

用事業についてであります。

まず、１の目的・背景であります。

この事業は、子ども・子育て支援新制度にお

ける事業等に新規参入する事業者への支援を行

うことにより、教育・保育の受け皿の確保を図

るものであります。

２の事業概要であります。

市町村が新規参入する事業者に対して、事業

経験のある者を活用した巡回支援等を行う場合

に、必要な費用の一部を補助するもので、来年

度は宮崎市が取り組むこととしております。

３の事業費は、53万3,000円をお願いしており

ます。

４の事業効果でありますが、新規参入事業者

が円滑に事業を実施できるように支援すること

で、必要な教育・保育の提供体制の確保が促進

されるものと考えております。

続きまして、22ページをごらんください。

改善事業、就学前特別支援教育経費補助事業

についてであります。

まず、１の目的・背景であります。

障がいのある幼児を受け入れる私立幼稚園等
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に対し補助を行うことにより、私立幼稚園等の

負担軽減に取り組むとともに、障がいのある幼

児に対する小学校就学前教育の充実を図るもの

であります。

２の事業概要であります。

満３歳以上の障がいのある幼児を就園させて

いる幼稚園等に対して、必要な経常的経費のう

ち、人件費等を補助するものでありますが、今

回、専任職員の配置がある場合の幼児１人当た

りの補助単価を引き上げる改善を行うこととし

ております。

下線部が改善点となりますが、（１）の障がい

のある幼児が２人以上就園している場合につき

ましては、国庫補助事業であり、専任職員の配

置がある場合の幼児１人当たりの補助単価を国

の基準額の年額78万4,000円に引き上げることと

しております。

次の（２）の障がいのある幼児が１人就園し

ている場合につきましては、県単事業となりま

すが、専任職員の配置がある場合の幼児１人当

たりの補助単価を年額39万2,000円に引き上げる

こととしております。

３の事業費は、4,978万4,000円をお願いして

おります。

４の事業効果でありますが、職員配置に応じ

た補助とすることで、私立幼稚園等の負担が軽

減されるとともに、障がいのある幼児の受け入

れの促進により、小学校就学前教育の充実を図

ることができるものと考えております。

続きまして、23ページをごらんください。

改善事業、預かり保育推進事業についてであ

ります。

まず、１の目的・背景であります。

預かり保育を実施する私立幼稚園に対し補助

を行うことにより、私立幼稚園の負担軽減に取

り組むとともに、子育て家庭に対する仕事と家

庭の両立支援を図るものであります。

２の事業概要であります。

私立幼稚園に就園している幼児の預かり保育

の実施に必要な人件費を補助するものでありま

して、（１）の対象施設は、私学助成を受ける私

立幼稚園としております。

（２）の対象事業であります。

①の通常時における預かり保育につきまして

は、保育を行う担当職員が１人の場合には、こ

れまで同様、１園当たり年額80万円を補助する

こととしております。

今回、改善を行うのは、担当職員が２人以上

の場合であり、担当職員が２人であれば130万円、

３人以上であれば180万円に引き上げることとし

ております。

②の長期休業時における預かり保育につきま

しては、これまで同様の補助を行うこととして

おります。

３の事業費は、3,934万円をお願いしておりま

す。

４の事業効果でありますが、職員配置に必要

な補助を行うことにより、私立幼稚園の負担が

軽減されるとともに、仕事と家庭の両立支援が

図られるものと考えております。

続きまして、24ページをごらんください。

改善事業、幼児教育・保育の質向上推進事業

についてであります。

まず、１の目的・背景であります。

子ども・子育て支援新制度では、幼児教育・

保育に係る人材の確保及び資質の向上について、

都道府県が中心的な役割を担うとされたことか

ら、新たに専門的な研修等に取り組むことによ

り、本県の幼児教育・保育の充実を図るもので

あります。
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２の事業概要であります。

（１）の子どもや保育を取り巻く喫緊の課題

への対応に資する研修事業等でありますが、下

線部の④から⑥について、改善により新たに取

り組むこととしております。

④の「認定こども園教育・保育の質の向上研

修事業」につきましては、教育の質の向上のた

めの認定こども園における研修等に要する費用

の補助を行うこととしております。

⑤の「保育の質の向上のための研修事業」に

つきましては、乳児保育や事故予防等の専門的

な保育研修を実施することとしております。

⑥の「認可外保育施設保育士資格取得支援事

業」につきましては、認可外保育施設の保育従

事者が、保育士資格を取得する際に必要となる

代替職員の雇用に要する費用の補助を行うもの

であります。

なお、①から③までの研修事業及び（２）の

「幼保小連携・接続推進事業」につきましては、

これまでの取り組みを継続して実施することと

しております。

３の事業費は、476万8,000円をお願いしてお

ります。

４の事業効果でありますが、各種研修事業等

を充実させることにより、質の高い幼児教育・

保育が提供され、本県における子育て支援体制

の整備が促進されるものと考えております。

こども政策課からの説明は、以上であります。

○徳永こども家庭課長 こども家庭課分につい

て御説明いたします。

お手元の冊子、平成28年度歳出予算説明資料、

こども家庭課のところ、179ページをお開きくだ

さい。

まず、議案第１号の一般会計予算につきまし

ては、上から２行目の左から２つ目の欄になり

ますが、総額で40億4,038万7,000円をお願いし

ております。

次に、議案第４号の母子父子寡婦福祉資金特

別会計予算につきましては、中ほどの特別会計

の行の左から２つ目の欄でありますが、総額で

３億6,136万9,000円をお願いしております。

これにより、こども家庭課の平成28年度予算

総額は、一番上の行の左から２つ目の欄になり

ますが、44億175万6,000円をお願いしておりま

す。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

181ページをお開きください。

１番目の（事項）女性保護事業費の2，723

万5,000円についてであります。

これは、女性保護の推進及び配偶者からの暴

力被害者の保護、相談支援などに要する経費で

あります。

次に、一番下の（事項）児童虐待対策事業

費7,642万6,000円でありますが、これは、児童

虐待の対策に要する経費であります。

説明欄１の「家庭支援体制整備事業」につい

て、次の182ページをお開きください。

一番上にあります（３）の新規事業「児童家

庭支援センター設置運営事業」と、（４）の新規

事業「児童相談所夜間・休日相談体制強化事業」

につきましては、後ほど委員会資料で御説明い

たします。

また、４の「児童虐待防止対策緊急強化事

業」2,474万2,000円でありますが、これは、児

童の安全確認のための体制強化や広報啓発、人

材育成などに取り組み、児童虐待対応の強化を

図るものであります。

次に、（事項）青少年育成保護対策費２億7,908

万1,000円であります。
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これは、青少年の健全育成対策の推進に要す

る経費であります。

主なものは、説明欄２の青少年自然の家管理

運営委託費２億7,570万5,000円でありますが、

青少年自然の家の運営を通して、心豊かで社会

性に富んだ青少年の育成を図るものであります。

次の（事項）県民運動強化推進費984万9,000

円であります。

これは、県民一体となった青少年健全育成運

動の推進に要する経費であります。

なお、説明欄１の（２）の新規事業「青少年

のための情報モラル研修推進事業」につきまし

ては、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次の（事項）子ども・若者育成支援対策費1,241

万円であります。

これは、子ども・若者育成支援対策に要する

経費でありまして、子ども・若者総合相談セン

ターの運営などを通して、困難を抱える子供、

若者の自立の促進を図るものであります。

次のページをごらんください。

一番上の（事項）地域子ども・子育て支援事

業費978万2,000円であります。

これは、市町村が実施する児童虐待防止に資

する子ども・子育て支援事業に要する経費であ

ります。

次の（事項）児童措置費等対策費24億2,971

万1,000円であります。

これは、児童福祉施設等の運営や施設入所児

童の処遇改善を図るものであります。

次の（事項）里親委託促進事業費2,608万3,000

円であります。

これは、「里親・里子促進事業」及び里子の処

遇改善に要する経費であります。

なお、説明欄２の新規事業「里親委託促進事

業」につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、一番下の（事項）母子等福祉対策費7,989

万円であります。

これは、母子家庭等の自立促進に要する経費

であります。

184ページをお開きください。

説明欄３の改善事業「ひとり親家庭キャリア

アップ自立支援事業」と、４の新規事業「母子

父子寡婦福祉資金体制強化事業」、５の新規事業

「ひとり親家庭等地域支援事業」につきまして

は、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次の185ページをごらんください。

２つ目の児童福祉施設整備事業費6, 4 1 8

万8,000円であります。

これは、児童福祉施設の整備に要する経費で

ありまして、説明欄１の新規事業「都城北諸県

地域乳児院整備事業」につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

一般会計につきましては、以上でございます。

続きまして、186ページをお開きください。

母子父子寡婦福祉資金特別会計であります。

（事項）母子父子寡婦福祉資金貸付事業費３

億6,136万9,000円でありますが、これは、母子、

父子及び寡婦を対象に、就学資金、生活資金な

ど12種類の資金を貸し付けることにより、経済

的自立及び児童福祉の向上を図るものでありま

す。

特別会計につきましては、以上であります。

次に、常任委員会資料のほうで、新規事業等

について御説明いたします。

常任委員会資料の25ページをお開きください。

家庭的養護みやざきモデル推進プロジェクト

であります。

このプロジェクトは、１の目的・背景にあり

ますように、家庭で適切な養育を受けられない
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など、社会的養護を必要とする児童に対し、よ

り家庭に近い養育環境を提供する家庭的養護の

推進を図るため、施設の小規模化や地域分散化、

里親への委託促進等の事業を一体的に実施する

ものであります。

２の事業概要ですが、（１）から（３）までの

各事業に取り組むこととしております。

特に、本県独自の取り組みといたしまして、

里親委託の中でも、新生児を含む乳幼児の委託

を促進したいと考えておりまして、そのために

関連する３つの事業を実施するものであります。

３の事業イメージの中で、「平成28年度新規事

業」と矢印でお示ししているところでございま

す。

それでは、個別の事業について御説明いたし

ます。

26ページをお開きください。

まず、新規事業、都城北諸県地域乳児院整備

事業であります。

１の目的・背景ですが、現在、宮崎市に１カ

所のみとなっている乳児院を、保護が必要な乳

幼児が多い都城北諸県地域に分散整備し、親子

関係の再構築や里親委託促進など、地域支援体

制の充実を図るものであります。

２の事業概要ですが、社会福祉法人に対し、

施設整備費用の一部を補助するものであります。

３の事業費といたしましては、6,418万8,000

円をお願いしております。

４の事業効果といたしましては、地域の拠点

として、要保護児童の個々のケースに応じた支

援を行うことが可能となり、入所児童の処遇改

善を初め、児童虐待防止の家族支援や、里親等

を支える地域支援体制の充実・強化が図られる

ものと考えております。

次に、27ページをごらんください。

新規事業、児童家庭支援センター設置運営事

業であります。

１の目的・背景ですが、地域の家庭や里親等

からの相談に応じ、専門的助言等を行う児童家

庭支援センターを乳児院に併設し、地域支援体

制の充実・強化を図るとともに、当センターに

里親トレーナーを配置することにより、乳幼児

の里親委託の促進を図るものであります。

２の事業概要ですが、（１）の「児童家庭支援

センター運営事業」として、①から④までの事

業を行うとともに、（２）の「里親トレーニング

事業」として、里親の養育技術の向上のための

トレーニングを行い、委託を推進するものであ

ります。

３の事業費といたしましては、1,386万8,000

円をお願いしております。

４の事業効果といたしましては、地域の児童

等に関する相談に対し、専門的な相談支援を行

うことで、地域支援体制の充実・強化を図ると

ともに、里親トレーナーの配置により、乳幼児

の里親委託が促進されるものと考えております。

次に、28ページをお開きください。

新規事業、里親委託促進事業であります。

１の目的・背景ですが、社会的養護を必要と

する児童をより家庭的な環境で養育するため、

里親への委託を促進するものであります。

２の事業概要といたしましては、（１）の「里

親制度普及促進事業」では、今年度、ＮＰＯ法

人に委託して実施しております里親普及啓発セ

ンターを充実・強化し、里親普及促進センター、

これは仮称でございますが─といたしまして、

（２）の里親委託推進・支援等事業を新たに委

託することとしております。

これにより、里親の新規開拓と里親委託の推

進、里親への支援を一体的に実施するものであ
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ります。

また、（３）の「里親マッチング事業」では、

児童相談所におけるマッチング機能の強化を図

ることとしております。

（４）、（５）の事業を通じ、里親会の育成に

も取り組むこととしております。

３の事業費ですが、2,550万5,000円をお願い

しております。

４の事業効果といたしましては、児童相談所

とＮＰＯ等の里親支援機関が適切に役割分担し、

相互に連携して、制度の普及啓発やマッチング、

里親支援等に取り組むことで、里親の新規開拓

や里親委託が促進されるものと考えております。

次に、29ページをごらんください。

新規事業、児童相談所夜間・休日相談体制強

化事業であります。

１の目的・背景ですが、児童相談所における24

時間・365日の相談体制の強化を図るため、他自

治体で実績のある民間事業者（コールセンター）

を活用し、夜間・休日の電話相談に適切に対応

できる体制を整備するものであります。

２の事業概要といたしましては、社会福祉士

等の資格を持つ専門相談員が随時相談に対応で

きる民間事業者に、夜間・休日における電話相

談業務を委託することとしております。

３の事業費ですが、450万円をお願いしており

ます。

４の事業効果といたしましては、専門的知識

を有した専任の電話相談員が対応することによ

り、時間外における相談体制の強化が図られる

ものと考えております。

なお、参考にありますように、岐阜県、神奈

川県において、民間事業者を活用した事例がご

ざいます。

次に、30ページをお開きください。

新規事業、青少年のための情報モラル研修推

進事業についてであります。

１の目的・背景ですが、携帯電話等によるＳ

ＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）等の利用を通じまして、青少年が犯罪やト

ラブルに巻き込まれる事案が増加しております

ことから、児童や保護者に対する研修を推進す

ることによりまして、情報モラルの向上を図る

ものであります。

２の事業概要ですが、宮崎県青少年育成県民

会議が実施いたします（１）のメディア安全指

導員の養成と（２）のメディア安全指導員によ

る研修会の実施につきまして、補助を行うもの

であります。

３の事業費ですが、58万6,000円をお願いして

おります。

４の事業効果につきましては、児童や保護者

に対する研修の機会がふえ、携帯電話等による

ＳＮＳ等の利用を通じたさまざまな危険から青

少年を守り、健全育成を図ることができると考

えております。

次に、31ページをごらんください。

改善事業、ひとり親家庭キャリアアップ自立

支援事業についてであります。

１の目的・背景ですが、よりよい条件での就

職や安定した雇用につなげていくために、学び

直しや職業訓練等に取り組むひとり親に対しま

して、給付金等を支給することによりまして、

就職の促進や自立の支援を図るものであります。

２の事業概要ですが、既存の事業であります

（２）の「自立支援教育訓練給付金事業」と、

（３）の「高等職業訓練促進給付金等事業」に

加えまして、今回、新たに（１）の「高等学校

卒業程度認定試験合格支援事業」を実施し、ひ

とり親家庭の親に対し、高等学校卒業程度認定
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試験合格のための講座受講料の一部を支給する

ものであります。

３の事業費ですが、2,715万2,000円をお願い

しております。

４の事業効果につきましては、ひとり親家庭

の親の学び直しや職業訓練等の取り組みを支援

することによりまして、ひとり親家庭の経済的

自立の促進を図ることができるものと考えてお

ります。

次に、32ページをお開きください。

新規事業、母子父子寡婦福祉資金体制強化事

業についてであります。

１の目的・背景ですが、貸付金の審査・決定

と償還指導等を行う嘱託職員の設置や、償還事

務の一部民間委託によりまして、事務の円滑で

かつ適切な実施と、貸付金の償還促進を図るも

のであります。

２の事業概要ですが、（１）の貸付審査事務等

嘱託員の設置によりまして、貸付業務の円滑化

・適切化を図るとともに、（２）のサービサー（債

権回収会社）の導入によりまして、貸付金の償

還促進を図るものであります。

３の事業費ですが、1,043万円をお願いしてお

ります。

４の事業効果につきましては、事務の円滑で

かつ適切な実施と、貸付金の償還促進を図るこ

とができるものと考えております。

最後に、33ページをごらんください。

新規事業、ひとり親家庭等地域支援事業につ

いてであります。

１の目的・背景ですが、住民に身近な市町村

が実施するひとり親家庭への支援事業に対し補

助を行うことによりまして、ひとり親家庭の支

援施策の充実・強化を図るものであります。

２の事業概要ですが、（１）から（４）までの

事業を実施する市町村に対し、補助を行うもの

であります。

（１）の「学習支援ボランティア事業」は、

大学生等のボランティアがひとり親家庭の児童

の学習支援を行う事業であります。

（２）の「ひとり親家庭等日常生活支援事業」

は、これまで県で実施していた事業であります

が、ひとり親家庭等に家庭生活支援員、ヘルパ

ーさんを派遣する事業でございます。

（３）の「生活支援講習会等事業」は、育児

や健康管理、家計管理等の講習会を開催する事

業でございます。

（４）の「ひとり親家庭情報交換事業」は、

ひとり親がお互いの悩みを話し合う場を設ける

事業でございます。

３の事業費ですが、1,161万5,000円をお願い

しております。

４の事業効果につきましては、市町村がひと

り親家庭支援事業の実施主体となることにより

まして、ひとり親家庭へのきめ細やかな支援を

行うことができるものと考えております。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況について御説明いたします。

お手元の決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況の冊子をお願いいたします。

３ページをお開きください。

③の母子寡婦福祉資金の債権管理の適正化と

収入未済額の圧縮につきまして、御指摘を受け

ておりました。

この貸付事業では、母子家庭や寡婦等に対し、

経済的自立の助成や児童の福祉増進等を目的と

して、修学資金などの貸し付けを行っておりま

す。

貸付対象者は、経済的基盤が脆弱な家庭が多

く、厳しい経済状況の中、償還の意識はあるも
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のの償還に結びつかないケースもあり、結果と

して多額の未収金が発生しております。

償還対策といたしましては、滞納の未然防止

策として、返済計画を踏まえた上で貸し出す審

査の適正化や返済開始前の償還指導の徹底によ

る返済の意識づけ、滞納初期段階における集中

的な対応等に取り組んできたところでございま

す。

また、長期滞納者に対しましては、各福祉事

務所ごとに償還指導強化月間を設け、分納相談

や保証人への催告等を実施しております。

このような取り組みの結果、収入未済額は、

平成20年度以降減少傾向にございます。

さらに、長期間償還が滞っている債権につき

ましては、平成28年度当初予算案に計上してお

ります事業の中で、債権回収業務の一部民間委

託に取り組むとともに、債権回収の見込みがな

い未収債権につきましては、不納欠損処理に取

り組むなど、債権管理の適正化を図り、引き続

き収入未済額の圧縮に努めてまいりたいと考え

ております。

具体的な償還対策につきましては、厚生常任

委員会資料で御説明したいと思います。

恐れ入りますが、厚生常任委員会資料に戻っ

ていただきまして、43ページをお開きください。

まず、１の償還の現状であります。

（１）の平成26年度決算では、表の１行目の

現年度分の償還率は、一番右側にありますとお

り89.9％、過年度分は11.9％、合計で46.9％の

償還率となっておりまして、収入未済額は、表

の欄外にありますとおり、１億7,700万円余と

なっております。

これを（２）の貸付事業が始まった昭和28年

度から平成26年度までの累計で見ますと、表の

１行目の総調定額は85億9,700万円余でありまし

て、これに対する総収入済額は83億9,300万円余

となっておりまして、平均償還率は表の一番下

にありますとおり、97.6％となっております。

以上のことから、（３）の過年度調定・収入の

状況の３つ目の丸にありますように、単年度の

償還率は低いものの、長期的な償還指導の取り

組みにより、滞納額は着実に圧縮されていると

ころであります。

次に、２の償還対策の基本方針であります。

（１）から（５）の５つの方針に基づき、収

入未済額の圧縮に取り組むこととしております。

（１）から（４）の方針につきましては、こ

れまでも取り組んできたところでありますが、

今後も引き続き徹底を図ってまいりたいと考え

ております。

（５）の償還が困難である債権に対する処理

の促進につきましては、御指摘を受け、今回、

新たに方針に加え、債権管理の適正化を図るこ

とにより、さらなる収入未済額の圧縮を図るも

のであります。

具体的には、アンダーラインでお示ししてお

ります新規事業のサービサーの導入と、適切な

不納欠損処理に取り組むこととしております。

次に、44ページをお開きください。

３の今後の過年度分債権に対する具体的な対

応についてであります。

償還率が低い過年度分の未収債権につきまし

ては、表に示した分類に応じて適切に対応して

まいります。

表の一番上は、平成27年10月末時点における

過年度分の未収債権総額とその件数であります。

その下の、まず、ⅰの返済期間中の債権と、

ⅱの返済期間が終了した債権であって直近の１

年未満の間に返済があった債権、つまり、滞納

はしているが返済の意思がある債権につきまし
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ては、これまでどおり各事務所において償還指

導を徹底してまいります。

ⅲの償還期間が終了した債権であって、直近

の１年以上にわたり返済がなく、その最終納付

日から10年未満の債権、つまり、返済が困難に

なっている債権であって10年の消滅時効が完成

していない債権につきましては、サービサーを

活用することとしております。

ivの10年以上にわたり返済のない債権、つま

り、10年の消滅時効が完成し、かつ回収の見込

みがない債権につきましては、債務者の状況調

査を徹底した上で、不納欠損処理を進めてまい

りたいと考えております。

説明は、以上でございます。

○後藤委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

ここで委員の皆様にお諮りしたいと思います。

ただいま説明いただきました質疑につきまし

ては、明日の午前10時から行いたいと思います

が、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議ないようですので、明日

の午前10時の再開といたしまして、本日の委員

会日程は終了いたします。

午後３時50分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 椎 重 明

部 参 事 兼
渡 邊 浩 司

福 祉 保 健 課 長

部 参 事 兼
孫 田 英 美

医 療 薬 務 課 長

薬 務 対 策 室 長 甲 斐 俊 亮

看 護 大 学
河 野 譲 二

法人化準備室長

国保・援護課長 日 髙 裕 次

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

障がい福祉課長 川 原 光 男

衛 生 管 理 課 長 竹 内 彦 俊

健 康 増 進 課 長 木 内 哲 平

感染症対策室長 片 平 久 美

こども政策課長 川 畑 充 代

こども家庭課長 徳 永 雅 彦

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

こども政策課、こども家庭課の審査、質疑を

お受けしたいと思いますが、ここで、委員会の

傍聴につきまして、お諮りいたします。

日向市の首藤氏から、執行部に対する質疑を

傍聴したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

許可することに御異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

暫時休憩いたします。

午前９時59分休憩

午前９時59分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

傍聴をされる方にお願いいたします。

傍聴人は、受け付けの際にお渡ししました傍

聴人の守るべき事項にありますとおり、声を出

したり、拍手をしたりすることはできません。

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

聴してください。

また、傍聴に関する指示には、速やかに従っ

ていただくようお願いをいたします。

それでは、質疑に入りたいと思います。

○中野委員 本年度、ずっと１年間審議してき

平成28年３月10日(木)
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たんですが、大きな流れの中に、将来の宮崎県

の人口が、60万人そこそこになると、それを80

万2,000人でしたか、将来はそこに持っていくん

だという、そのためのいろんな論議をされて、

ずっと長期的な政策も施していきたいと取り組

まれて、来年度の重点施策の一つに、子育ての

希望をかなえる県づくりがありますよね。それ

は、将来の宮崎県の人口が、当面は100万人を、

そして、ずっと将来的には80万2,000人にしよう

という、来年度の一つの基本的な政策だと思う

んです。

それで、今回の委員会資料を見ますと、その

ほとんどの重点施策なりが、こども政策課、あ

るいはこども家庭課にあるわけです。これをもっ

て、さっき言った将来の宮崎県の人口、80万2,000

人がキープできるのか。そのための、子育てが

しやすい環境づくりができるのか。そこに大き

な視点を置いた、政策を施していこうという考

えが、こども政策局の中にあったと思うんです。

そういう基本的なことをお聞きしたいな思って

おります。

この前、暫定的でしたが、宮崎県の人口が、

かなり減っておりました。あとしばらくで、110

万人を割るんじゃなかろうかなと危惧もしてい

るわけですけれども、そこを何とか100万人に、

そして、ずっと将来的には80万台にということ

でしょうから、その第一歩としての来年度のこ

の取り組みになるのか。知事も、そういう公約

等もありましたから、そういう気概に燃えて、

さっき言った重点施策を講じたいことでの取り

組みだろうと思いますから、そのあたりを局長

でもいいし、担当課長でもいいですから、お聞

きしたいなと思っております。

○椎こども政策局長 来年度の予算関係の件に

つきましては、今回、こども政策課とこども家

庭課で、新規、改善だけで、15項目ほど上げさ

せていただいてます。

まず、今年度につきましては、こども政策課

の関係では、少子化対策総合サポートというこ

とで、結婚サポート、そして、子育てサポート

事業等に取り組みまして、結婚から妊娠、出産、

子育てまでのトータル的な支援策に取り組んで

まいりました。

また、こども家庭課につきましては、昨年10

月に、家庭的養護推進計画を策定いたしまして、

社会的養護が必要な子供たちに対します家庭的

養護のさらなる推進ということで、里親制度等

の活用をさらに進めていくことで、それに取り

組むための新規事業をお願いしているところで

ございます。

まず、こども政策課につきましては、実際、

昨年度スタートしました促進制度に基づきます、

保育の量と質の拡充。要するに、量を拡充しま

して、そして、質の向上を図るための13事業等

の取り組みをさらに推進することで、今回、子

育て支援の研修、あるいは保育士支援センター

の設置によります保育士確保対策等にしっかり

取り組んでいきまして、子育て支援のさらなる

充実に取り組んでまいりたいと、これらの事業

を上げさせていただいております。

それから、こども家庭課につきましては、先

ほど申しました家庭的養護推進ということで、

里親制度普及促進のための制度構築。それから、

乳児院の新設によります、新生児を含む乳幼児

の里親制度のさらなる促進を考えております。

これらの事業を一体となって取り組むことに

よりまして、15年後には施設本体、それからグ

ループホーム、里親等のそれぞれの割合が３分

の１の割合で、子供たちを委託できるように、

取り組んでまいりたいと考えております。
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我々としましては、福祉保健部は、子育て部

分を中心に取り組みますが、委員が前回お話し

になりました出生率の関係につきましては、県

全体で取り組むべきものと思っております。

結婚するためには、当然、雇用の場、若者た

ちが働く場が必要です。そして、結婚できる、

出産できる環境が必要ですし、また、職場の環

境、雇い主の子育てに対する理解の促進等を、

社会全体で子育てを進めていく機運醸成も大切

ですので、それも含めて県全体、各部と連携し

ながら取り組んでまいりたいと思ってます。

○中野委員 人口を維持する政策は、今言われ

たとおり、福祉保健部の課でできるわけじゃな

いわけですし、ここは、子育て、子供政策の観

点から、それを中心にやられるわけで、県全体

で取り組む、あるいは政府も力を入れてもらわ

ないと、日本の人口はどんどん減っていく。１

億を目指しておりますけれども、その中の宮崎

県は100万人。そのためには、長期計画、総合計

画で2.07人を目指そうということですので、具

体的に予算もつぎ込んで、自分たちの、福祉保

健部としての、あるいはこども政策局としての

具体的な政策を、これで当面は何とかいくんだ

ろうと思いますから、しっかり取り組んでほし

いなと思っております。

昔の３町が合併してえびの市になっておりま

すが、飯野町の人口も、ピーク時には２万人を

超えておったんです。それが、えびの全体で２

万人を割ってるわけです。本当にもう、悲しい

現実、嘆かわしいわけですけれども、特に宮崎

県の山間地は、とうの昔から、ひどいところは

ピーク時とすれば、６分の１、７分の１になっ

てるんです。

今度の国勢調査では、４市町が、人口が５年

間でふえたとなっておりましたけれども、宮日

の毎月月末に、その月初めの人口が載りますよ

ね。あれを見ると、三股町もちらほらマイナス

の月がありますよね。限りなくマイナスのほう

に。宮崎市も、マイナスの月があったと思うん

です。だから、かなりの勢いで減っていくんじゃ

なかろうかなと。生半可な政策ではと思います。

そのためには、子育てができる環境が一番整

う、日本一子育てのしやすい、子育て希望をか

なえる県づくりとうたってるわけですから、名

実ともに日本一になって、必ずや2.07に回復す

るよう取り組んでほしいなと思っております。

期待をしております。

○宮原委員 こども政策課の、就学前特別支援

教育経費補助事業で、それぞれ金額は示され、

それぞれ引き上げと説明があったと思うんです

が、前が幾らだったんでしょうか。

○川畑こども政策課長 今回、専任職員の配置

のありの場合、引き上げると説明をさせていた

だいたんですけれども、今年度までの額としま

しては、その配置がなしの、２人以上の場合で

あると39万2,000円、１人就園の場合であると19

万6,000円の額となっております。

○宮原委員 ということは、39万2,000円と78

万4,000円に引き上がったのですね。

○川畑こども政策課長 おっしゃるとおりでご

ざいます。

○宮原委員 他県、別の九州管内とかは、今回、

こういう形で引き上げになっているのか、それ

か、前から引き上げになっていたのか。よくこ

ういったものを充実してほしいと意見が出てた

気がするんですけれど、その部分になるのかな

と思うので。他県は、どんな状況だったんでしょ

うか。

○川畑こども政策課長 九州のほかの県で御説

明をさせていただきますが、幼児が１人就園の
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場合につきましては、九州の中では、４県が従

来から39万2,000円で、本県と沖縄県が19万6,000

円で、長崎と鹿児島については補助なしと。た

だし、長崎については、一般補助の中で、別の

ところで経費を見ていることがございました。

２名以上につきましては、九州の中で５県が78

万4,000円、本県を含め３県が39万2,000円となっ

ておりました。

○宮原委員 今回、他県と肩を並べるところま

で、この補助ができる状況になったのですね。

○川畑こども政策課長 今回、ほかの県につき

ましては、改正するという動向は聞いておりま

せんので、並べるところまで来ているのかなと

思ってます。

○宮原委員 次の、預かり保育は、引き上げと

お聞きしたんですが、これまでの金額で幾ら上

がったのかというところは。

○川畑こども政策課長 担当職員２人の場合に

つきましては、今年度までは100万円、３人以上

の場合につきましては、120万円を補助しており

ました。

○宮原委員 これも、他県と比較したら、どん

な状況なんでしょう。

○川畑こども政策課長 他県の、預かり保育に

つきましては、金額に差がある状況ではござい

ますが、九州の中でいいますと、１名の場合に

つきましては、本県同様80万円という県があと

２県で、それより低い水準ということでありま

すと、福岡の40万円がございます。

高いところで申し上げますと、国単価であり

ます140万円まで上げている県が１県、佐賀県が

ございます。

２名の場合につきましても、本県の100万円と

いう水準より低いのは、福岡の60万円。３名以

上の場合も、本県の120万円より低いのが、福岡

の80万円。高いところは240万円、国基準が１県

ございます。

○宮原委員 これまでも、増額をという要望が

結構来てたと思うんですけども、それをちゃん

と今回、予算化していただいたということで、

しっかりとした仕事をしていただくように御指

導のほうをよろしくお願いしたいと思います。

せっかく頑張っていただいたんですから。あり

がとうございます。

○外山委員 １点だけ。幼稚園、認定こども園

の専任職員、これは義務じゃないんですね。例

えば、障がいを持たれる幼児が何人いれば必ず、

専任職員が必要だという決まりはないのかな。

○川畑こども政策課長 本県では、義務とはし

ておりません。

○外山委員 ということは、園のほうが、１人、

職員さんをきちっとあてがうか、あてがわない

かという違いだけですね。専任した場合に、補

助が出るということですね。

○川畑こども政策課長 現在、専任職員の配置

を行っているのが43％の園と聞いておりまして、

今回の積算でも、その園に対して引き上げると

いう見込みで立てております。

○外山委員 今現在、県内の認定こども園とか

で、いわゆる障がいのある幼児を、園当たり何

人ぐらい預かっているんでしょう。データがあ

れば。１人か２人とか、そんなレベルなのかな。

○川畑こども政策課長 27年度の見込みであり

ますが、障がいのある園児数が、１人就園の園

で６人、２人以上就園の園で63人となっており

ます。

○岩切副委員長 では、今の特別支援教育につ

いての関連でお伺いをします。

３歳以上の障がいについての概念は、どのよ

うなことを規定されておられるのかお聞かせく
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ださい。

○川畑こども政策課長 この障がいでございま

すが、医師の診断を受けて、障がいという診断

をされた園児を想定していまして、発達障がい

の方もいらっしゃいますし、身体障がいという

こともございます。

○岩切副委員長 医師の診断をもってというこ

とで、ある意味緩く考えていらっしゃることで

理解をさせていただきたいと思いますが、（１）

の障がいのある幼児が２人以上就園で、１人当

たり78万4,000円とありますので、例えば、２人

ですと150万以上、また、３人お預かりします

と240万とか、そういうお金が給付されて、それ

をもって専任職員の人件費等に充てられていく

ような、幼稚園、認定こども園の経営が行われ

ると理解してよろしいんでしょうか。

○川畑こども政策課長 複数人であれば、専任

職員の人件費に当たる分になるのではと考え、

この額としております。

○岩切副委員長 （１）は、当初から２人以上

就園となっておりますので、基本的には、幼稚

園には最低160万近い数字が入ることからのスタ

ートだと理解をしているんですが、一方で、（２）

は１人でございまして、一生懸命県が予算を獲

得されたんだと思うんですけども、専任職員で

の39万2,000円は厳しいかなとの思いなんです

が。１人であればやむを得ないという理解なの

か、ほかの市町村だとか、そのほかからの収入

があるので、専任職員の配置は、１人対応につ

いて可能だとの理解でいらっしゃるのか、その

あたりをお聞かせください。

○川畑こども政策課長 委員のおっしゃいます

ように、１人就園の場合の39万2,000円、これは

年額でありますので、１人の配置には十分では

ないと考えておりますが、国の補助もない県単

事業の中で、必要な額を出したい、他県並みに

は引き上げることで、今回の改正となっており

ます。

○井上委員 こども家庭課のところの、183ペー

ジの地域子ども・子育て支援事業費のことです

が、市町村が実施する児童虐待防止のことなん

ですけども、乳児全戸訪問事業は、以前からも

やられてるわけですが、この現状はどうなって

おりますか。

○徳永こども家庭課長 しばらくお待ちくださ

い。

26年度の実績で申し上げますと、24の市町村

で実施をされているところでございます。

そのうち、県の補助金を使ったものが16市町

村、補助金なしで、独自の事業としてやられて

いるところが８カ所でございます。

○井上委員 乳児全戸訪問という考え方は、ど

ういう形になってるんですか。

○徳永こども家庭課長 生後４カ月までの乳児

のいる全ての家庭を訪問しまして、子育ての支

援に関する情報の提供とか、養育に関する相談、

助言を行う事業でございまして、訪問すること

によって、養育の状況もそこで把握していくと。

適切な養育がなされてないということであれば、

それを要対協につないでいく事業でございます。

○井上委員 最近、マスコミで、物すごく、乳

幼児のころに虐待を受けてるケースを見ますの

で、金額的には非常に少ないものだけれども、

丁寧にやっていただけるといいのかなって思う。

これは、ぜひ一生懸命やっていただいて。市町

村の皆さんには御苦労ですけれど、やっていた

だけるように。

具体的に動いてるところってどこなんですか。

○徳永こども家庭課長 各市町村の母子保健を

担当する部署でありますとか、子ども課の職員、
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非常勤で雇われてる方なんかが、保健師の免許

を持たれてる方とか、保育士の免許を持たれて

る方が、実際に家庭を訪問することで、実施さ

れているようでございます。

○井上委員 子供たちの状況把握を、ぜひお願

いしたいと思います。

それともう一つは、今度の新規事業の「ひと

り親家庭等地域支援事業」のことですが、これ

も市町村なんですけれど、まだこれからなんで

すけれど、1,200万で、イメージ的には、学習支

援と日常的な生活の支援と家庭状況の情報交換

事業となってるわけですが、市町村とは実施に

向かって話をされてるところなんですか。

○徳永こども家庭課長 この地域支援事業を、

市町村事業とすることにつきましては、平成26

年度から取り組んでおりまして、各市あるいは

町村の担当課のほうに私どもが出向きまして、

いろいろ御説明をさせていただいた上で、予算

要求をする段階で、要望をお聞きいたしまして、

実施したい市町村に対しまして補助をする形で、

今回、計上させていただいたものでございます。

今後、ひとり親施策につきましては、今まで

県が中心にやってきたところがあるんですけれ

ども、より住民に身近な市町村でやっていただ

くことで、全市町村が取り組んでいただけます

ように、お願いをしてるとこでございます。

○井上委員 宮崎県の子どもの貧困対策推進計

画のデータによると、ひとり親になる出現率が

どんどん上がってきているので、ひとり親の対

策は、生活の状況のいい方ばかりではないので、

状況によっては大変なことになると思う。ぜひ、

市町村とこまめな連携をとって、1,200万が各市

町村に行った場合に、使い方がどのくらいにな

るのかわかりませんが、その使い方については。

○徳永こども家庭課長 ここで組んでおります

のは、県と国の事業費でございまして、補助率

のところにありますように、国庫が２分の１、

県費が４分の１部分の数字でございます。

市町村が、実際にこれを実施する場合は、

約1,500万程度の事業になります。４つの事業を

実施しますので、それぞれ、実施しないとこ、

するとこがございますので、まちまちなんです

けれど、総体では1,500万程度の事業になるとい

うことでございます。

○井上委員 皆さん方の説明によると、ＮＰＯ

の皆さんの力を借りたり、いろんなことを考え

ておられるようなので、きめ細かなことをやっ

ていただけるようにお願いしておきたいと思い

ます。

もう一つ、家庭的養護みやざきモデル推進プ

ロジェクト、これは、新規で３つ事業が上がっ

ているわけですが、都城北諸県地域の乳児院整

備事業を受けられた社会福祉法人は、どういう

法人なんですか。

○徳永こども家庭課長 これにつきましては、

乳児院を設置希望のところが、現在は２法人ご

ざいまして、１つの法人は、都城に児童養護施

設を設置されている法人。それと、三股町で保

育園を経営されている法人が１つ。今後、議案

が通りましたら、コンペ方式で審査をしてまい

りたいと考えているとこでございます。

○井上委員 この小規模な乳児院という書き方

ですが、例えば、保護が必要な乳幼児が多い都

城北諸地域でいえば、大体、網羅はできると考

えていい人数なんですか。

○徳永こども家庭課長 現在、宮崎市に定員35

名の乳児院がございまして、そこに措置されて

いる乳幼児の数が、大体、中央児相管内が15名、

都城児相管内が10名、残りが北部児童相談所管

内、延岡児童相談所管内というすみ分けになっ
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ております。都城については定員10名の小規模

な乳児院を設置したいと考えているとこであり

ます。

○井上委員 今後、宮崎市と都城北諸にあれば、

大体網羅できると考えていいっていうことです

か。

○徳永こども家庭課長 この図にありますよう

に、今、35人の定員を大体満たしているところ

なんですけれども、これを分散して、定員35名

を、将来的には真ん中を20名にいたしまして、

都城を10名、延岡児相管内を５名と。大体、こ

の割合で措置されているものですから、この割

合で整備をしていきたいと。各児相管内に、そ

れぞれ１カ所ずつ。今、宮崎市内に１カ所しか

ないものですから、里親委託を推進する上でも、

各児相が措置した子がいろいろ入っておりまし

て、例えば、都城児相で委託を推進する際に、

宮崎まで行かないといけないとか、いろいろな

不便がございました。それを解消していくこと

が、一つでございます。

○井上委員 次の児童家庭支援センターですが、

イメージ的に、設置は宮崎ですよね。

○徳永こども家庭課長 これにつきましては、

乳児院に併設することになりますので、乳児院

は、今、宮崎市に１カ所しかございませんので、

宮崎市に設置する予定でございます。

○井上委員 今、児相は、考え方がちょっと広

がってるじゃないですか。県だけではなく、国

はいろんな児相のありようを変えていこうとし

てるので、今後どうなるのかなっていう思いが

するわけです。児童家庭支援センターの動きは、

そういう意味では、将来的には、結局乳児院を

設置したところには、全部つける考え方ですか。

○徳永こども家庭課長 一応、計画では、乳児

院機能を持つところに、１カ所ずつつけて、25

ページのイメージ図にありますように、それぞ

れ都城、延岡に、点線部分が今後、計画してる

児童家庭支援センターになるんですが、そこに

もつけていくと。

27ページの２の事業概要にありますように、

２の（１）の②の部分になりますが、児童家庭

支援センターの役割は、市町村からの求めに応

じた指導も、役割として負わされておりまして、

これにつきましては、市町村の要保護児童対策

地域協議会との連携を図って、児相ではなかな

か対応できない、地域に密着したアウトリーチ

型のいろんなサービスを提供することが予定さ

れてるところでございます。

○井上委員 新規予算のこの図式で見ると、今

言われたようなことが書いてあるわけですけれ

ど、この1,400万は、人的な配置も入れた形の中

の予算の組み立てなんですか。

私が心配してるのは、乳児院が、非常にシビ

アに仕事ができるかどうかが、非常に気になっ

てるところなので、そこあたりも含めて、それ

が可能になる予算措置が今後されるかどうか、

そこを確認したいんです。

○徳永こども家庭課長 済みません、この予算

につきましては、児童家庭支援センター運営事

業につきましては、1,000万程度の予算をつけて

おりますけれども、これについての施設の整備

に係る費用ではなくて、その運営にかかわる経

費で、主には人件費でございまして、職員を約

３名、常勤の職員を３名設置する予定でござい

ます。

そのほか、ここに里親トレーニングを行う専

任の職員を１人置きますので、総体で４人の体

制で始めることになります。

○井上委員 人的には、この図式のような形が

とれれば、相当な配置ができると理解していいっ
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てことですね。

○徳永こども家庭課長 おっしゃるとおりで、

１カ所４名ずつの体制が、県内３カ所にできて

いくと。これにつきましては、児家センは、国

のほうは施設に併設するのを基本にしておりま

すので、施設の職員との連動型で、児家センの

職員だけでは対応できない場合、法人の判断で

施設の職員の応援を得たりしながら、緊急の場

合は対応していくことでございます。

○井上委員 家庭的な養護をつくり上げようと

しているわけだから、そこも含めて、仕事が具

体的にできるように、３名配置ができれば、あ

る程度の事業、仕事は可能なのかなと思うので、

最初受け持たれたところは大変だろうけれども、

しっかりやっていただきたいなと期待してます。

ぜひよろしくお願いします。

ほかの仕事もって言ったら変ですが、家庭的

養護みやざきモデルが、具体的なイメージどお

りでき上がっていく可能性は高いと思うので、

そこをぜひやっていただけたらと思ってます。

○徳永こども家庭課長 おっしゃるように、家

庭的養護推進モデルのこのイメージ図にありま

すように、今後、県内３カ所に、同じような形

の推進体制を構築してまいりたいと。また、児

家センの中で働く方々につきましても、現在、

養護施設や乳児院等で働いておられる職員の中

で、特に優秀な方がこちらのほうに異動すると

聞いておりますので、そこらはしっかり担保さ

れていくのかなと考えております。

○井上委員 子供の貧困対策は、例えば、学習

意欲と、その子が自立するための稼げる力がき

ちっと持てるかどうかは、大変重要なことになっ

ていくので、教育委員会との連携とかも含めて、

見守りが切れるところがなかなか難しいと思う

んです。ずっと見ていく可能性もあると思うの

で、そのあたりも含めてよろしくお願いしてお

きたい。非常に期待してますので、予算が小さ

いのに気の毒やなという思いはすごくするんで

すけれど、実効性のある形を出していただけれ

ばと期待してますので、よろしくお願いします。

○前屋敷委員 こども政策課でお願いします。

175ページで、放課後児童クラブなんですけれ

ど、予算もかなり充実させて、体制がとられて

いくかなと思ってるとこですが、ただ一つ、最

近、直接お話を聞いた点があるもんですから、

全体的な把握もしてほしいなと思うんです。宮

崎市内なんですけれど、今、１年生で、今度２

年生になるんですけれど、放課後児童クラブは、

もう新年度は入れないと言われてるのがあって、

６年生まで拡大したんだけれど、それなりに予

算もつけてるんだけれど、そういうところが中

には出てきてる状況があるので、ばらつきがあ

るんでしょうけれど。２年生で、親御さんはパ

ートなんですけれど、もう仕事もやめざるを得

んかなと、近くに見てくれる、頼れるところが

ないもんですから。そういう話を直接聞いたり

したもんですから、実態はどうなのか、どこま

で県でつかめるかもあるんでしょうけれど、ぜ

ひ自治体とも協力して、そういうことが解消さ

れるように、努力してほしいなと思うとこです。

それと、同じところで、新規事業「多様な事

業者の参入促進・能力活用事業」が、委員会資

料でも説明されてるんですけれど、ここでいう

新規参入する事業者の概念は、どう見てるんで

すか。

○川畑こども政策課長 まず、放課後児童クラ

ブでございますが、今年度も待機児童が400名以

上出ていて、来年度、市町村において、施設の

整備や体制を強化して、受け入れ児童枠はふや

していただいていると伺っているんですが、宮
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崎市内に限っていうと、児童の受け入れ枠の増

加に比べて、解消するほどには至ってない現状

があると聞いております。

県としても、施設整備や運営への支援を引き

続き行って、市町村とも連携して、解消に努め

てまいりたいと考えております。

続きまして、事業者の参入促進でございます

が、宮崎市が来年度取り組むこととしておりま

すけれども、宮崎市の事業の概要で想定されて

るのは、参入する事業者につきましては、中心

市街地等において、事業所内保育の実施を検討

するものと伺っております。

○前屋敷委員 まだ詳しく、具体的なものが出

てるかどうかわからないんですけれど、事業所

内でといっても、規模は非常に小さいですよね。

数人規模かなと。

事業者の概念が、わからなかったんですけれ

ど、一般企業に参入させる意味なのかなと思っ

て、危惧したところなんですけれど、やはり保

育となると、それなりの専門性が求められます

ので、事業所内での保育という点でも、しっか

り保育に精通した方が、責任を持って保育する

ことは、外せないですよね。

○川畑こども政策課長 事業所内保育において

も、保育に必要な体制は整えられると想定して

おりますが、ノウハウが蓄積されていないので、

これまで保育事業の実施経験がある事業者が巡

回して、アドバイザーとなって支援を行ってい

くような事業でございます。

○前屋敷委員 子供が保育されることは、安心

して生活できることですから、大事なことなん

ですけれど、その辺の環境は、きちっと責任を

負うものでなければ。そういった意味では、そ

の辺のところはきちっと握って離さないように

して、子供の安全も含めて守る体制をとってい

けるように、きちっと留意していただきたいと

思います。

それと、次の176ページの私学振興費なんです

けれど、昨年から減額が続いてきているんです

が、新保育制度との関係で、こういうことになっ

てるわけですか。その辺のところを、仕組みも

あわせて御説明ください。

○川畑こども政策課長 私学振興費ですけれど

も、私立幼稚園の運営に要する費用の補助を行

うものでございます。

委員がおっしゃいましたように、子ども・子

育て支援新制度になりまして、新制度に移行し

た園に対しましては、施設型給付が支払われま

すので、教育保育給付費のほうに運営費が計上

されることになりまして、その移行に伴い、私

学振興費は減少しております。

○前屋敷委員 それとあわせていいですか。母

子父子寡婦貸付事業なんですけれども、ここも

新年度は減額になってます。26年度、まだ27年

度は出てないんでしょうけれど、実績を教えて

ください。

○徳永こども家庭課長 少々お待ちください。

26年度の実績で申し上げますと、件数で342件、

額でいいますと１億2,028万1,000円余となって

おります。

○前屋敷委員 27年度、途中ですけれど、わか

りますか。まだわかりませんか。

○徳永こども家庭課長 まだ正確には集計して

おりません。

○前屋敷委員 １億2,000万ですね。借りたら返

さないといけないので、なかなか、どんどん借

りなさいとは言えないんですけれども、十分活

用できる予算にはしていただきたいと思います。

それと、この説明資料の中で、一番最後のと

ころの償還の問題、なかなか大変なことだと思
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うんです。借りれば払うつもりでお借りになっ

たんでしょうけれど、なかなか今の経済の状況

なども勘案して、残ってくると、滞納があると

のことなんですが、新たに特別の手だてで償還

対策をとあったんですけれど、民間に委託する

となってましたよね。その辺のところを御説明

ください。

○徳永こども家庭課長 委員会資料の32ページ

になるかと思うんですが、母子父子寡婦福祉資

金の体制強化事業の中の、２の事業概要の（２）

のサービサーの導入でございまして、これは、

先ほどおっしゃいました一番後ろの資料の44ペ

ージになりますが、これの第３番目の分類、１

年以上にわたって返済がない債権で、滞ってい

る債権につきまして、サービサーに委託をした

いと考えております。

サービサーといいますのは、法改正によりま

して、通常であれば、こういった業務は─平

成11年ですね、施行された法律によって、委託

が可能となりまして、弁護士法の特例として設

けられたものでございます。そういう一定の要

件を満たした業者、法務局の認可を受けた、基

本的には資本金５億円以上で、取締役の１人に

弁護士がいる法人になって、法務局に許可が得

られたものが、全国に86社ぐらいあると聞いて

おります。そこに委託をすると。

大体成功報酬方式となっておりまして、例え

ば1,000万、回収を委託して、そのうちの10％

で100万返ってきたとすると、その30％が成功報

酬で向こうに渡るという仕組みになっておるも

のでございます。今回の予算では、4,500万程度

委託をしたいと考えておりまして、回収率が各

県、九州管内でも既に委託をされてるところが

ございますので、そこ辺の値を見まして、約９

％ぐらいの回収率かなと。成功報酬率が、平均

的に30％ということになりまして、そこに消費

税をかけ、金額を出しているところでございま

す。

○前屋敷委員 この貸付制度自体が、やはり福

祉の概念で行われる生活支援型なので、そこに

はさまざまな理由でそういう滞納が発生するこ

とが、避けられない部分もあるんです。

ですから、そこはなかなか県としても、償還

してもらわないと運用できないところもあるん

でしょうけれど、そういう点では十分配慮され

て委託に出す部分があるんでしょうけれど、そ

の辺のところは十分に、細心の注意といいます

か、その辺の配慮はきちっとしないと、やはり

人権問題も含めて、本当に寄り添った形で生活

支援をするものですから。それを安易にここに

委託すればいいという思いでは困るなと思うも

のですから。その辺を十分勘案していただきた

いと思います。

○徳永こども家庭課長 まさに委員がおっしゃ

いましたように、この貸付制度は、福祉の施策

の一つとして実施するものでありまして、貸し

付け対象のひとり親家庭は、非常に経済的基盤

も脆弱でございます。そこで、この委託に当たっ

ては、サービサーもその辺はよく承知しておっ

て、無理な、法的な措置をとるものではござい

ませんので、濃密にはがきを出したり電話をか

けたりする回数をふやしていって、相手方に、

自主的に納めていただける方向で対応していく

のが、基本と伺っております。トラブル等もな

いように、弁護士さんもそこに入っております

ので、強引に回収を進めるような趣旨ではなく

て、あくまでも、相手の話をよく聞いて、状況

を把握した上で、適切な対応をしていくのが業

務だと伺っておりますので、適切に対応できる

と考えているとこでございます。
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○前屋敷委員 あわせてですけれど、今回、予

算を減額したのは、やはりこれまでの実績から

勘案して、この予算にしたということですね。

○徳永こども家庭課長 貸付枠といたしまして、

国が基準年度をつくっておりまして、前々年度

から過去３年間の平均貸付額の1.7倍までしか持

てませんよという基準がございまして、それに

のっとってこれを定めているところでございま

す。

○中野委員 今のこととの関連ですが、二、三

お尋ねしたいと思います。

まず、成功報酬方式と言われましたが、いわ

ゆる着手金が全く要らないわけですね。成功報

酬のみということですね。

○徳永こども家庭課長 そのとおりでございま

す。

○中野委員 それから、さっきの答弁で、福祉

の貸し付けだという前提は、わかるんですが、

いわゆるここは、弁護士もおる債権回収会社な

んでしょう。いわゆるプロ、専門ですよね。そ

こが、法的な処理をするものではないと答弁さ

れましたが。

○徳永こども家庭課長 委託の方式に何種類か

ありまして、法的処理まで委託する形式と、そ

こまで至らない形式がございます。九州各県で

今取り組んでいるのは、法的処理まで行かない

もので委託をしてる。全て、そのように聞いて

おります。

○中野委員 ということは、こういう専門の会

社にお願いしても、時効の中断とか、そういう

処置はしないということだから、専門に頼んで

も消滅債権が発生するということになるわけで

すか。

○徳永こども家庭課長 確かに法的手段をとら

なければ、最終的には不納欠損処理に回ってい

くことになろうかと思いますけれども、その対

応につきましては、各事務所で対応してまいり

たいと考えております。

○中野委員 プロにお願いして、時効中断もで

きないやり方は、もう頼む必要はないんじゃな

いかなと思うんです。もともと担当できちんと

すれば、済む話でしょう。お金を使って、着手

金は要らないとしても、成功報酬を払ってまで

ということは、わずか190件でしょう。190件の

管理が、担当でできなくて、幾ら平成11年にそ

ういう法律ができたとしても、安易過ぎるなと

思うんですが。

○徳永こども家庭課長 長期に滞ってる債権に

つきましては、人をかえるというか、新たなサ

ービサーなりが委託を受けて、電話なり、その

はがきも何種類も、圧着はがきで送ったりとか、

非常に濃密に対応していただける。なかなか事

務所では、これを専任にやってるわけではござ

いませんので、ほかの仕事も兼務しながらです

ので、そこを濃密にやることで、効果がある程

度見込めるので、お願いしてるとこでございま

す。

○中野委員 今、そのことを言われるのは、何

か職務放棄みたいな発言ですよ。私は、厳しく

福祉の貸し付けを鬼みたいにせよというわけ

じゃないけれども、債権の管理はきちんとして

ほしい。この前、今までも厳しく言ってきて、

そして、一番古いのが昭和50年でしたか、40年

前のものもあるということでしたよね。だから、

ここに頼めば、あなたたちの仕事は緩くなって、

まだほかにもあるからじゃなくて、債権の管理

は、全部きちんとすべきことであって。

○徳永こども家庭課長 ちょっと説明がまず

かったところがあるかもしれませんが、ここ

は、44ページの第３分類のところを主にサービ
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サーに委託をして、一回濃厚に対応していただ

いて、それでもとれないことになれば、その下

の４分類とあわせまして、事務所のほうで、そ

こは適切に管理をして。どうしてもとれないも

の、病気とか、そういったことで収入もないと

かいったものは調査をしていって、あるいは行

方不明の方等もいらっしゃるでしょうから、そ

ういったものはきちっと、各事務所のほうで対

応していくことで考えております。

○中野委員 いや、それは当然のことで、ここ

に頼むのは、返済期間終了後から10年未満です

ね。10年を経過すれば、時効になるわけですよ

ね。だから、10年未満のものは、まだ時効が発

生しないから、こういうサービサーという専門

の回収会社に頼むわけでしょう。そこの会社が、

法的処理をするものではないと。満遍に、一生

懸命にこの債権の回収の文書を発行したり、出

向かれることもあるかもしれませんが、そうい

うことをすることだけに聞こえてましたが、そ

のことは、あなたたちがする仕事ですがね。日

常すべき仕事ですがね。そのことは、職務放棄

に聞こえますがね。ここに、時効寸前のものだ

けをお願いするわけですから。

○徳永こども家庭課長 おっしゃるように、そ

ういう側面に聞こえるのは、大変申しわけない

んですが、サービサーのほうは、夜間とか土日

も電話催告をしたりとか、なかなか事務所では

一律に対応できないことを、年間を通じて濃厚

にやっていただけることでございます。

○中野委員 債権管理は、夜間であろうが何で

あろうが、四六時中すべきことですがね。それ

が、皆さん方のお仕事です。５時になったから、

債権回収を含めて、何もしないと聞こえました

よ。

○徳永こども家庭課長 申しわけないです。そ

れは、強調月間とかを設けて、夜間催告とかは

やってるんですけれども、それを一層濃厚にや

ることで、御理解いただきたいと思います。

○中野委員 そういう債権の管理は、集中月間

を設けてやることもいいでしょう。しかし、四

六時中、日常で管理しておく体制を組んでやる

べきことだと思います。過去、滞ったものがあ

ればあるほど、皆さん方の仕事も、この分につ

いてはふえていく、だから大変だと思うんです。

しかし、今発生する新しいものもきちんと整理

しておけば、日常、あんまりないわけですが。40

年間もほったらかしたからそうなるわけでしょ

う。

それで、この分類の３分類、４分類の中で、

長期の返済日が、10年以上のものもあるわけで

すよね。40年まであるわけですが、10年未満

で、10年近く最終日から滞った債権、それか

ら、10年以上返済のないものとありますが、そ

のほかのものは、30年であっても、20年であっ

ても、きちんと毎月か、１年に１回かわかりま

せんが、返済されている債権はあるわけですか。

○徳永こども家庭課長 当然、分納という形で、

当初計画した金額よりもかなり額を下げて、長

く返済している例はございます。

○中野委員 ちょっと言い方があれですが、返

済が開始されてから、例えば、もう20年たって

いるけれども、返済がなかなかうまくいかない

けれども、確実に、少しずつでも返済している

ものはあるわけですか。

○徳永こども家庭課長 おっしゃるとおりござ

いまして、返済が１回でもあれば、そこで時効

が一旦中断いたしますので、そこからまた10年

という話になってまいります。

○中野委員 いわゆる返済をもって時効中断が

されている債権ですよね。そういうものは、サ
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ービサーとかにお願いするとかはしないわけで

しょう。皆さん方がするわけでしょう。

○徳永こども家庭課長 委員がおっしゃるとお

りで、そういったものにつきましては、継続し

て事務所の中で対応していくことでございます。

○中野委員 もうすぐ、返済しなくなってから10

年に近くなったところをサービサーにお願いす

る、そこをお願いすることが、私はどうも。そ

ういうところはもう既に、皆さん方がして返ら

んけれども、サービサーにお願いすれば返済さ

れるというのがどうも。濃密にそこがするから

と言われましたけれど、お願いするなとは言い

ませんけれども、ここにお願いするようでは、

職務上、少なくとも、せざるを得なかったとい

う残念な気持ちぐらいはあってほしいと思うん

です。余り厳しいことを言うと、またいけませ

んが、それぐらいの気持ちがあって頼むように

せんと。

Ａさんは、真面目に少しずつだけれども払っ

て、払った日からまた時効が発生するわけです

から、10年ある、10年あるでは、何十年もずっ

と引きずられて、苦しいながら返済する。全然

返済しない人は、そのまま。そして、厳しいと

ころにお願いして、厳しいと言ってはいけませ

んが、サービサーにお願いしても、何か法的な

こともしない。法的なこともしなくて、ほった

らかして、それが４分類になっていくというこ

とでしょう。私は、そのところに、成功報酬だ

けとはいえ、何かいまいちしっくりしませんが

ね。

それで、長期でそういう回収をしてる案件も

あるとのことでしたが、43ページの不納欠損処

理の米印で、非常に不納欠損処理は、これを見

れば厳しいですよね。破産、限定相続、この破

産も、どこで確認されるのかな。特に限定相続

の場合、どこで限定相続の状態になったと把握

をされるわけですか。そういう事例があるんで

すか。

○徳永こども家庭課長 破産につきましては、

債権が存在するかどうか裁判所のほうから照会

が来ますので、それでわかることでございます。

限定相続につきましても、債務者と接触する

中で、そのような申し出があれば、わかること

でございます。

○中野委員 だから、申し出があればわかる話

で、ずっと回収する中で、いわゆる相続人が、

実際は相続放棄をされておったりしている案件

があるかもしれませんよね。その辺のことも、

申し出があればわかるでしょうが、ない場合と

か、ないからわからないんでしょうけれども、

なかなかそういう状況であると確認するのは難

しいなと思ったんです。そこを言いたかったん

ですが。

○徳永こども家庭課長 限定相続をされる方は、

結局自分に債務があることを認識していらっ

しゃる方がほとんどでございますので、交渉す

る中で、向こうのほうから申し出をされるのが

一般的であると伺っております。

○中野委員 それから、債権の消滅時効が完成

し、かつ債務者がその援用をする意思があるも

のですよね。債務者がその援用をする意思がと

いう、そこまでは実際は、手続上、難しいです

よね。この前は、一生懸命、援用するか云々と

言われましたけれど、現実は、やりとりの中で

難しい話があると思うんです。

それで、「とみなされるとき」と書いてあるか

ら、その辺が今度、担当ないし所属長の決断だ

と思うんです。だから、この「とみなされる」

というところを、私は、引きずってずんずん、

ずっとしようという気持ちは全くないんです。
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この前も言ったとおり、40年もほったらかすこ

とは、おかしいじゃないかという観点から質問

したつもりです。だから、10年になるかならん

ときには決断をすべき話で、ましてや、限度が

プラス10年ぐらいでしょう。そういう古いもの、

この前委員会で聞いたら、50年度のものがある

と答弁されたから、びっくりもしたんですが。

それで、みなされるときということですが、

非常に決断が要ると思うんです。僕は、勇断を

もってここの適用をすべきだと思うんです。そ

の適用をするか、勇断を持つ最終権限者は、誰

なんですか。

○徳永こども家庭課長 不納欠損処理をする場

合、知事の決裁が必要になってまいりますけれ

ども、その前に、それを本課に上げてくるのは、

各事務所の所長さんが、そういう判断をして上

げてくることになります。

委員がおっしゃいましたように、これまでは、

この償還対策の基本方針の中にありますように、

現年度の、（３）の初期段階における集中的な対

応に力を入れてやってきたわけでございますけ

れども、翻って見ると、長期債務については、

対応がおくれたことがあって、時効の10年を超

えるものが存在している状況にございました。

御指摘を受けまして、今回、不納欠損処理の

ほうも、適切に行ってまいりたいということで、

実は、同じような債権を抱えている建築住宅課

さんとか、教育委員会さんが、それぞれその決

断をするに当たって、どういう判断基準で不納

欠損処理をするのか、整理基準を設けておりま

したので、それを参考に、２月４日になります

けれども、内規、整理基準を設けさせていただ

きました。今後はこれに基づいて、各事務所に

整理をするようにと、今、指示をしてるとこで

ございます。各事務所で、それに基づきまして

鋭意判断をしていっているところでございます。

○中野委員 不納欠損処理のこの米印のところ

は、今回、何か統一的なやり方が決まったわけ

ですか。今、聞き取れなかったんですけれど。

○徳永こども家庭課長 大もとは、県の財務規

則で定められておりますけども、委員がおっ

しゃったように、援用する意思があるものとい

う解釈をどうするかが、明確でなかったとこが

ございましたので、今回、それを明確にして、

出先でもちゃんと判断できるように通知を出し

たところでございます。

○中野委員 債務者が、その援用をする意思の

確認も非常に難しいことだから、「があるものと

みなされるとき」と書いてあるから、ここは大

いに、応用というか、準用というか、すべきこ

とだと思います。

そこに云々はないと思います。さっきも福祉

云々と言われましたけれど、そういう資金です

から、ずっと長年、10年、20年としておけば、

どういう状況、家庭的状況もわかると思うんで

す。それを安易にしてもらっては、サービサー

なんかばっかりにお願いしよっては、どうかな

と思うんです。担当課だから、きちんとしてほ

しいと思うんです。

それで、これは、債務者と書いてあるけれど、

この貸付金には保証人もいるわけですか。

○徳永こども家庭課長 中には保証人もいらっ

しゃいます。いらっしゃらない債権もあります

けれども、保証人をとってる債権もございます。

○中野委員 保証人がいる場合の対応は、どう

なるわけですか。

○徳永こども家庭課長 連帯保証をとっており

ますので、借り主と保証人は同じ立場に立つと

いうことでございますので、保証人に対しても

催告をしていくことになっております。
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○中野委員 ということは、法的には連帯保証

人という取り扱いはありませんから、保証人と

いえども債務者という呼び方になりますよね。

だから、連帯保証人を含めて債務者との言い方

なんですか。

○徳永こども家庭課長 そのとおりでございま

す。

○中野委員 その保証人を含めた人たちに、限

定相続が云々ということは、これもまた難しい

話ですよね。そこまで行かれたことはないでしょ

うが。

だから、連帯保証人も含めて、家族が多いん

だとは思いますが、「みなされる」ところをいろ

いろ、準用という言葉がいいのかわかりません

が、うまくやってほしいなと思います。

○徳永こども家庭課長 まさしくそのところが

肝になってくるかなと思いますので、今までは、

こういった手続について、ちょっと後ろ向きな

ところもあったんですけれども、委員がおっしゃ

るように、非常に滞ってて、もう誰がどう見て

も入らない債権もございますので、それについ

ては不納欠損処理を進めてまいりたいと考えて

おります。

○中野委員 それともう一点、これを確認させ

ていただきたいと思うんですが、時効中断は、

回収した日からスタートするから、そして、ま

た10年間あると言われましたよね。ここの案件

で、時効中断は、まだ別途いろいろ方法がある

んですが、さっきはサービサーには法的処理は

しないと言われました。そのことを含めれば、

回収のみで時効中断をされておるわけですか。

○徳永こども家庭課長 支払いの意思を確認す

る方法で、納入の誓約書をとることによっても

中断いたしますので、そういった方法もとって

いるところでございます。

先ほどから、援用の意思があるとみなされる

部分は、微妙な表現なんですが、こちらのほう

から援用してくださいというのは、債権回収の

上では絶対言ってはいけないことと言われてお

りますので、その「みなされるもの」をうまく

活用して、絶対に入らないなという債権につい

ては、調査をしっかりといたしまして、論拠を

持って不納欠損処理に臨みたいと考えておりま

す。

○中野委員 債権者が、債務者に向かって、そ

の援用のことを云々というのも、いろいろ債権

者の立場も大変なことになりますから、意外と

難しい話なんです。

時効中断の方法は、いろいろあります。さっ

きは、法的なことをしないと言われたから、も

うそこをしない、そこは放棄されたんだろうと

認識したんですが、いわゆる福祉の貸し付けで

すから、これを安易に税金をとするといけませ

んけれども、ずっとそこの家庭を見ながら、そ

の状況を見ながら、どうすれば回収ができるか、

一番にせんにゃいかんでしょうが。どういう状

況か、なぜ、払われないか等も含めて、そして、

時効がきたことでいろいろしてほしいと思いま

す。

それと、真面目に払った人が、今度はばかを

見ないように、10年待っとけばこうなりました

よばっかりじゃいけませんから。そこは、一つ

また運用する中で、真面目にずっと払った人が、

未来永劫に、それこそ債務者が死亡したり、法

的、いろんな消滅の状況になるまで、ずっと払

わせることがないように。何か、そこ辺を一つ

の歯どめというか、基準を設けてほしいと思い

ますがね。いわゆる真面目な者がばかをせんよ

うなこと。放っておけば、こうなりましたとな

らんように。
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非常に、福祉という面から見て、そのあたり

が大変だと思うんです。どちらかというと、真

面目な人が、損とかばかを見ない形で、そこも

また難しいことですけれども、万人が認めると

ところまでは行かないでしょうけれども、皆さ

ん方がそこ辺の基準もつくって。真面目な人は、

どっかでか、無罪放免かどうかわかりませんが、

そこの家庭環境を含めながら、何かしてほしい

と思います。時効中断になりましたで、ずっと10

年が引き伸ばされれば、大変なことになるでしょ

う。これは、議員の立場で軽々に言うべき発言

ではないかもしれませんけれども、その分、ま

た皆さん方も、軽々には答えられないところで

あると思いますが、そのことが福祉の行政だと

思いますので、含んでいろいろやってください。

要望しておきます。

○後藤委員長 ほかにございませんか。

○前屋敷委員 こども政策課でお願いしたいん

ですけれど、173ページの保育士等の確保に要す

る新規事業で、説明資料もありますが、「子育て

支援員研修事業」、これで、基本研修と専門研修

を行うとなってるんですが、これは、県が主催

をするんでしょうけれど、それぞれどの程度の

研修を受けることになるんですか。

○川畑こども政策課長 基本研修につきまして

は、８科目８時間、専門研修につきましては、

地域型保育と一時預かりのそれぞれがございま

すが、共通科目として12科目、15から15.5時間

と、地域型保育につきまして、６科目、６から6.5

時間と２日以上です。一時預かりにつきまして

も、６科目、６から6.5時間プラス２日以上となっ

ております。

○前屋敷委員 この研修を修了したら、何か資

格とか、修了証とかが発行されるわけですか。

○川畑こども政策課長 研修を修了した方には、

修了証書を発行いたします。

○前屋敷委員 こういう資格みたいな修了証を

持った方が、保育の補助機関での仕事になると

思うんですけれど、それは、一時預かりだとか、

小規模保育だとかで保育に当たるものなのか。

地域のニーズに応じて預かれることになるのか、

その辺のところはどうなんですか。

○川畑こども政策課長 子育て支援員が活用さ

れる場、従事していただく場所が複数想定され

るんですが、今回、専門研修を本県で実施する

こととしたいのが、地域型保育と一時預かりと

考えております。地域型保育が、新制度の中で

法定化されました事業で、小規模保育事業、家

庭的保育事業、事業所内保育事業の３つの事業

の中で従事していただくことで、一時預かり事

業につきましては、幼稚園や保育所における一

時預かり事業に従事していただくことになると

考えております。

○前屋敷委員 家庭的保育事業は、自分の家を

保育所として、近くの方の子供さんを預かれる

ものですか。

○川畑こども政策課長 家庭的保育事業を実施

するのも、市町村の認可がございまして、５人

以下の子供を受け入れる事業でございますが、

一定の基準を満たした施設での事業となります。

○前屋敷委員 その認可事業ですけれど、そこ

には正規の保育士さんは当然いらっしゃって、

その補助という形での保育活動になるわけです

ね。

○川畑こども政策課長 子育て支援員の認定を

受けた方が、※保育の補助者として従事していた

だくことになりますので、保育士の有資格者も、

そこにいらっしゃることになります。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

※136ページに訂正発言あり
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、

こども政策課、こども家庭課の審査を終了いた

します。

執行部の入れかえがございますので、暫時休

憩いたします。

午前11時17分休憩

午前11時24分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

各課ごとの説明及び質疑が全て終了いたしま

したので、総括質疑に移ります。

福祉保健部の議案全般につきまして、質疑は

ございませんか。

○宮原委員 個別でもよかったんでしょうけれ

ど、いろんな基金の返還金が、３カ所ぐらい出

てますよね。121ページ、131ページ、そして138

ページ。一番最後の138でいけば、緊急雇用創出

臨時特例基金返還金で出てますけれど、返還せ

ないかんわけですから、事業がちゃんと終了し

て、お金が残ったことになると思うんだけれど、

金額的に、131ページでは6,000万なのかな、返

さんなならんので、もったいないなと思うんだ

けれど、事業の仕組み上、これは返さざるを得

んとなるんだと思いますが、これをうまく使う

ような手だては、逆に言うと、なかったのかな

とも考えるんですけれど。例えば、補助せんな

ならんところがおりましたとかもあるのかなと

思うんですけれど、全体的にどんな状況ですか。

これは、絶対に返還せざるを得んとでしょうけ

れど、そこをお聞かせいただけますか。

○渡邊福祉保健課長 私からは、地域自殺対策

緊急強化基金返還金の件で、御回答させていた

だきたいと思います。

説明資料、121ページでございます。

121ページの一番下の事業になりますけれど

も、この自殺対策緊急強化基金の返還金でござ

います。

経緯を申しますと、この基金は、もともと平

成21年度に、国からの交付金を財源として、自

殺対策強化を目的に設置された基金でございま

した。

そして、その後、さまざまな基盤づくり、お

ととい御説明申し上げました「自殺ゼロプロジェ

クト推進事業」、そういった財源として、さまざ

まな事業に用いてきたところでございます。

そういう中にありまして、国のほうが平成27

年度からは、これを東日本大震災の関連にしか

使えないことになりまして、それで、結果的に

東北３県プラスその周辺の県でしか、この事業

が使えないことになりました。本県も、３億5,000

万ほど、この基金総額を造成した上で、執行が

３億2,300万で、残額がごらんのとおりの2,800

万になったわけです。そういったことで、さま

ざまなことに使ってきつつ、そして、最終的に

は東日本関係でしか使えないことになって、今

回、返還を行なうことになっております。

そのかわりの財源として、国から別に交付金

が来ておりますので、そのあたりの財源の確保

はなされてるところでございます。

○宮原委員 全部同じような状況であれば、そ

れでいいですよ。

○山下委員 先ほどのこども家庭課の事業の中

で、26ページなんですが、県内に35名おられる

と報告があったんですが、乳児は、２歳までで

いいのかな。

○徳永こども家庭課長 満２歳未満の乳幼児と

なります。

○山下委員 何らかの事情があって、子供を預

けないといけない状況があった。であれば、生
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活力が出るのかどうかわかりませんが、一旦事

情があって預けた後、また親子が一緒に生活で

きる家庭が、どれぐらいあるもんですか。

○徳永こども家庭課長 乳児院から退所する児

童数は、平均で15名程度になっております。そ

のうち、家庭復帰をするのが、約２名程度で、

どうしても家庭では育てられないことでお預か

りしてる都合上、また家庭に帰していくのが、

なかなか難しい状況です。実際は、家庭でしっ

かりと養育していただくのが一番なんですが、

実態は、２名程度となっております。

○山下委員 親がおれば、親子のきずなは本当

に大事なことだろうと思うんです。できれば早

く家庭を持たせること、復帰をさせることが大

きな責任だろうと思うんです。

さまざまなひとり親家庭の対策が、これだけ

事細かく事業化されてくるわけですから、母親

に対して、お母さんなのか、お父さんなのかわ

かりませんが、親権者に、仕組みをしっかりと

思い、伝える。何とかそこに帰らされる、そう

いう対応は、どういうところがどういうふうに

やってるの。

○徳永こども家庭課長 児童相談所が中心にな

りまして、対応を行ってるところでございまし

て、乳幼児に関しては特に愛着形成を図る上で、

家庭は非常に大きな役割を果たしますので、な

るだけ家庭復帰の方向で、家庭の支援をしてる

んですけれども、なかなかそこが受け入れられ

ない家庭が多いことがございます。

また、乳児院の中にも、家庭復帰のための支

援員を置いておりますので、そういった方と児

童相談所が一緒になって、いろいろ家庭復帰で

きるように支援は行っているところなんですが、

結果的に、現在、２名程度しか帰れてない現実

がございます。

今度の計画で、家庭に帰らなければ、それに

近い養育ができる里親さん、一般家庭で受け入

れていただければ、ここに特に力を入れて愛着

形成を図っていきたいと考えてるとこでござい

ます。

○山下委員 子供が生まれてきた親の責任もあ

るわけですから、これだけいろんな支援対策も

講じながら、自立させていく方策を、本当に力

強く進めていってほしいなと。里親制度もそう

でしょうけども、できれば親元に帰してあげる

この仕組みを充実させていくこと。今、年間２

人でしょう。であれば、もうちょっと数値目標

を出しながら、積極的な対策を、ぜひ、講じて

いただくとありがたいと思います。

○徳永こども家庭課長 市町村におきましても、

乳児の全戸こんにちは赤ちゃん事業とかを通じ

まして、家庭内で養育ができる支援が、今、取

り組まれておりますので、そういったところと

児童相談所が連携しながら、なるだけ家庭のほ

うで養育ができるように、今、取り組んでいる

とこでございます。今後も、そういったことに

力を入れてまいりたいと考えております。

○井上委員 山下委員から何度も繰り返し出ま

したが、在宅介護に向かっていく方向性は、国

も出してるわけで、でも、在宅介護が本当に可

能かどうかは、個々的な条件もおありで、なか

なか難しいと思うんです。

だから、介護をすると家族が決めたときの支

援のあり方も、ぜひ検討していただきたい。そ

こはもう重々、委員はもう何回も言っておられ

るわけで、私も同感するものですが、そこにつ

いては、やはりある程度のことを考えていく力

を私たちも持たないといけないのではないかと

思います。

もう一つ、例えば、介護施設も、それから障
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害者施設の皆さんもそうなんですけれども、特

に介護施設も含めて、施設整備をきちんと安定

的にその経営が行われていくことを指導するこ

とも含めて、事業があるようですので、丁寧に

やっていただきたいと思っています。

先ほど、中野委員から、熱く母子福祉貸付事

業のことについての、いろいろな御高説を私も

拝聴しておりましたが、介護福祉士等養成・確

保貸付事業、補正で出てた保育士就学資金の貸

付事業、それから、ひとり親家庭高等職業訓練

の貸付事業、これも、返さないといけない事業

なんですよね。返さないといけない事業だけれ

ど、県内で５年間なら５年間、何年間か就労し

さえすれば、それは返さなくて済む、ちゃんと

した条件がついてるわけです。問題は、そこで

働く場所をきちんと確保することが大事だと思

うんです。

だから、施設の経営がきちんといくような体

制を整えておいていただきたいし、保育士さん

については、保育士の方の就労に関する支援セ

ンターがあるので、そこで情報を移されたり、

マッチングができていく手だてをやっていただ

いているので、ここは大変うれしいなと思う。

ここが充実して、きちんとやっていただくこと

を望んでるわけですが、一方で、介護福祉士さ

んの支援についても、そういうことをしていく。

それから、看護師さんは丁寧にしてあるようで

すけれど、介護福祉士さんのところも、丁寧に

やっていっていただけるといいなと思います。

それにプラスして、障害者施設の皆さんにつ

いても、資格なしでも入れるところもあるわけ

だから、そこのところを丁寧に、きめ細かにやっ

ていただけたらと思ってます。

どのように今後考えておられるか、総括的な

言い方で恐縮なんですけれど、方向性の答弁を

お願いしたいと思います。

○松田長寿介護課長 今、委員のおっしゃいま

した地域包括ケアの中で、やはり家庭、あるい

は地域でどう支えていくか、大変重要な課題だ

と思っております。

その中でも、やはり御家族をどう支えていく

のかが、大変重要な課題だと思っております。

家族の皆さん方、いろんな介護に関する相談、

そういったものは、今、包括支援センターであ

りますとか、ケアマネージャーが一義的には受

けておるわけですけれども、やはり介護に対す

るいろんな悩みとか、介護をどうしていったら

いいのかは、介護については未経験でいらっしゃ

る御家族だと思いますので、介護はどういう形

でやったらいいのか、未経験者のくくりの中で、

御家族の方もぜひ御参加いただきたいというこ

とで、未経験者の方々の研修を今年度からスタ

ートしております。

それから、介護福祉については、福祉保健課

の就学資金もございますし、私どものほうは、

資格取得に向けて在職中の方を支援していきた

いと思います。

それから、施設の整備につきましては、市町

村が計画を立てて、今、計画的に取り組んでお

りますが、新たに介護離職ゼロということで、

基金の積み増しもさせていただきましたので、

そういったニーズに的確に応えていく整備を進

めていきたいと思ってます。

○井上委員 丁寧な対策を、ぜひ継続してやっ

ていただきたいと思います。

昨日、頭出しだけさせていました難病の問題

のことなんですけれども、難病がゼロになるこ

とは不可能なんですよね。病名のつかない方た

ちも含めてそうなんですけれども、いろんな方

たちがいらっしゃることについては、認めない
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といけないと思うんです。

ただ、難病指定が、なかなか難しい。特定難

病であることが認知されれば、それに対する支

援はあるけれども、そこがないところで、はざ

まみたいなところが出てくることについては、

どのように考えておられる。それについての対

策は、どのように考えておられるのか、聞かせ

てください。

○木内健康増進課長 先週の常任委員会でも、

お話があったかと思いますけれども、指定難病

とそれ以外とありますけれど、特に指定難病、

医療費の受給の制度があるものにつきましては、

医療機関でまず適切に診断をしていただくこと

が大事でありますし、その制度の対象になって

いることを、恐らくこれは、医療機関のほうで

把握をしていただいて、こういう制度があるよ

と御紹介をいただくことが、大事なのではない

かなと思っております。

そういうことから、指定医の制度もそうであ

りますけれども、県内の医療機関等に対しまし

て、この制度が変わりましたよ、このような疾

患が対象になっていますよと、周知をこれまで

もしてきたところでありますし、これで十分か

ということもありますので、引き続き周知を図っ

ていきたいと考えております。

○井上委員 やっぱりお医者さんたちのところ

にも、丁寧な情報が届かないと。お医者さん方

に、情報がうまく届いてなくて、対応ができな

いことになると困るので、そこは言っていただ

くようにお願いしたいんですが、それは、医師

の確保というか、要請というか、そういうのは

必要なんじゃないかなと思うんですけども。

○木内健康増進課長 御指摘がありましたとお

り、医療機関そして医師の方に、この制度の周

知をさらに図ってまいりたいと考えております。

○井上委員 それと、難病の人たちは、自分で

動いて、そして行政のところに来なさいよと言

われるのは、大変難しいところがあると思うん

です。だから、逆に言えば、こちらからネット

ワークを張る、こちらからそこにアクセスして

いくことが重要なんじゃないかなと。お医者さ

んまでは来られる可能性は高いと思うんです。

ただ、在宅で、そのままいらっしゃる場合もあ

ると考えるので、その方たちのところに、先ほ

どの乳児の虐待のところのように、きちんとし

たアクセスがとれるように。現状が、自分から

出かけていって、自由にどんどん動けてという

方ではないことを頭に入れた上での対応ってい

うか、対策をとっていただきたいと、考えてる

んですけれど、そのあたりはどうなんですか。

○木内健康増進課長 難病の方が、在宅で療養

されているケースも、多々あると思っておりま

す。

恐らくは、医療機関を、ただ受診をして、何

らか症状について御相談をされる、実際に診察、

治療を受けられている方が多いものと思ってお

ります。必ずしも医療機関のみならず、福祉の

関係者がかかわってるケースもあろうかと思っ

ておりまして、保健所におきまして、そういっ

た地域の難病の方を、包括的にといいましょう

か、さまざまな関係者が、ネットワークをつくっ

ていかなければいけないので、関係者の連絡会

議にもこれまで取り組んできております。

引き続き、そうした患者さんの対応に係る関

係者のネットワークづくりを、きちんと実証し

ていく。そうした中で、制度についても理解を

深めることが大事だと思っております。

○井上委員 今までは国が一括して何でもやっ

てた経過がありましたけれど、難病のことにつ

いても、地方の自治体に任せるんじゃないけれ
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ども、ある程度の裁量を持って、自分たちのほ

うでもやってほしいと、だんだん変わりつつあ

るので、宮崎県の中でできる難病対策は何があ

るのかを、議論していただきたい。対策として

何か事業を立ち上げるのが可能であったりすれ

ば、そこをぜひ、国と同列のものだけじゃなく、

宮崎県内でできることについて、何かやってい

ただきたい。要望として、それを言っておきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

○川畑こども政策課長 申しわけありません、

先ほどの審議の答弁の訂正を一部お願いしたい

んですけども、前屋敷委員から御質問のありま

した家庭的保育事業でございますが、認可の基

準としましては、保育士の資格は必ずしもなく

てもいいと。市町村が実施する研修または子育

て支援員の研修を受けた方であれば従事ができ

ると。また、その質の向上というか、一定の質

ということからすると、保育士資格を持った人

が従事されることが望ましいと考えております。

○井上委員 前屋敷委員のは、ちょっと後でお

願いします。私のはまだ終わってないので、い

いですか。

最後に、これは、私の議員としての政策課題

でもあるところなんですが、実は、こども療育

センターのことなんですけれども、今の宮崎県

にあるこども療育センターは、ずっと今のまま

なのかと。私は、ここを考えつつ、ずっと議員

生活を送ってきた。こども療育センターから、

自分の議員生活は出発したような思いがあるの

で、このこども療育センターにはずっとこだわ

り続けているところがある。了承して聞いてい

ただきたいと思うんですが。

こども療育センターを、今のままのこども療

育センターとして置いておくのかどうか、そこ

は１回、宮崎県としても考えていただきたいと、

実は思ってます。

最近、一番私がうれしかったことは、都城か

らわざわざ出てきていただいて、はながしま事

業所、いわゆるキャンバスさんが、重症児の施

設をつくっていただいたこと。これは、本当に

私としては涙が出るぐらい、うれしい出来事で

した。ここは、今から充実したものにつくり上

げていくのには、まだ道のりは遠いと、医師的

な問題もあり、医療的な問題もあり、大変だと

思います。だけど、でき上がったことについて

は、本当にすばらしいことだったと思います。

もう一つ、今度は、自閉症の施設を佐土原の

ほうでつくろうとして、今、努力されてる方た

ちがいます。この２つは、宮崎県内で余り充実

してなかった点でいえば、大変、私は寂しい思

いはしていたので、この２つは大きな、特徴的

な宮崎の障がい者のところの変換だと思ってい

る。ここを私たちはしっかりと受けとめる必要

があると思ってます。福祉政策の中で、受けと

める必要があると思って、そして今後も注目を

するべきところだと思ってます。

こども療育センターが、今のままの状況じゃ

なく、あと一歩上のほうに上がっていただいて、

もっと障がいのある子供たちにとっても、療育

の出発場所であってほしい。例えば、手術とか

何とかは、ほかの機関の専門のところでやって

いただいてもいい。だけど、こども療育センタ

ーは、本来、障がいのある子供たちにとっての

どういう場所であらねばならないかの議論を先

送りにしたまま、障害者施設、障がい者の問題

をそのままにしておくのは、非常に問題がある

と思ってます。

障がいは、身体障がいだけじゃなく、発達障

がいの問題やら、副委員長が何度も発達障がい

者の問題のことも言っておられますが、障がい
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を一律に、これだこれだと色分けができない状

況になってきてるのも事実なんだから、そのあ

たりについては、しっかりと県でも先送りせず

に議論する必要があるのではないかと思います

が、ここは、部長にお願いしたいと思います。

○桑山福祉保健部長 キャンバスの会、私も見

にいかせていただきました。本当に、涙ぐまし

い努力をされてまして、やっぱりある種感動す

るところでありました。

こども療育センターについては、かつて整肢

学園で、肢体不自由児施設のところからスター

トしまして、股関節とかそういう身体的な部分

から、今のところに、平成になるころでしょう

か、移ってもう随分時代がたって、時が流れて

るわけですが、時の流れに応じて、おっしゃる

ような、身体以外の部分についても役割を担っ

てきていると思うんですが、世の中の変化に従っ

て、県の組織のあり方はいろいろ考えていく必

要があります。おっしゃるような視点も、今後

持ちながら、あり方を考えていく必要があると

思っております。

○井上委員 県の100年事業の一つとしてこども

療育センターができたんですよね。100年の事業

でできた、大変記念すべき場所である。私も、

あれがなかったら、障がい児を産んだお母さん

たちはどうしただろうかと思うんです。でも、

いまだに他県に行って療育を受けるだとかが起

こっていることやらを考えれば、やっぱり総合

的に障がい児の人たちをコーディネートする場

所、お母さんたちが相談に行ったら、安心して

そこでコーディネートしていただける場所にし

なければ、今のように施設として輪切りしたみ

たいに、ここからここまでの子たちだけなんで

すよみたいなことをされると、他県に比べても

おかしいと思います。

おおよそ、私が行ける範囲の中の子供療育関

係の施設を見させていただきましたが、本当に

早期の対応をずっとやってきてる。宮崎は、幾

ら言っても、幾ら言ってもずっと変わらずに、

今のままだから、私も、最近はおとなしく、何

も言わずにずっと見てたんですが、キャンバス

ができたことによって、随分と、いろんな意味

で、障がい児をお持ちのお母さんたちのところ

が変わってきたと思います。

重症児のところが一番厳しく、きつかったん

だけれども、そこがやれるようになったんだか

ら、次は、小児科のお医者さんたちとのネット

ワークはどうするだとか、外科医とはどうする

とか、精神のところはどうするだとか、そうい

うことをやってくれるような、きちんとした総

合的なところをやれる人たちをきちんと育てる。

そして、きちんとした人がそこにいることをし

ないと、本当におかしいと思いますよ。

今回、私が、厚生常任委員会に所属した一番

の理由は、最終的にそこのところを皆さんにお

伝えすることを一番の目的として、委員会所属

させてもらったんですが、きちんと議論をして

いただきたい。これは、福祉保健部がきちんと

しなければならない、責めを負うべきものだと

思いますので、もし、きちんと考えていただけ

るとするなら、議会を挙げてネットワークをとっ

て、支援ができるように、私も、他党の皆さん

とも話し合いをしながら、そこはバックアップ

していきたいと思うので。今回を除いてできる

ことはないと思います。でないと、もう恥ずか

しいです。全てを民間に任せるなら、何もなく

してしまってから、民間に全部支援をお願いす

るべきだと。行政が、とやかくは言わないよう

にしたほうがいいと、逆に思います。

だから、部長、今回は本当に真剣にこの議論
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をやっていただきたいと思いますので、御決意

をよろしくお願いします。

○桑山福祉保健部長 情短施設は、うちの県は

なかったんです。鹿児島あたりに入ったりして

いる方が、大昔からいらっしゃいましたが、よ

うやく日向にできて、なかなか運営は厳しい部

分があるようですが、時代のいろんなニーズに

応じて、いろんな施設が立ち上がってきてるこ

とは、うれしいことだと思います。

県立の施設は、その政策を担う施設でもある

わけですが、そういった時代のニーズに応じた

施設のあり方は、ただいま他県の状況等のお話

もございましたんで、そういったところを、私

どもも調査等をしながら、御提言として受けと

めて、内部で検討していきたいと思います。

○井上委員 よろしくお願いします。

○前屋敷委員 先ほど質問した点で、子育て支

援員のところなんですけれど、私が危惧するの

は、確かに保育のニーズが非常に大きくなって

きた点で、国も含めて、さまざまなスタイルで

子供を預かる施策をいろいろ打ち出している。

新制度も含めてなんですけれど、預けるほうも、

預かるほうも、非常に安易にできるんです。さっ

き言った研修を受けて、一定の修了証なりをも

らえれば。市町村が、家庭的保育に限っては、

市町村の基準で認可をすれば、資格がなくても

子供を預かれることで、非常に安易に預かれる

状況があるんですけれど、お互いそれで、何も

ないときはいいんです。しかし、何か事故があっ

たりしたときに、果たしてどこが、誰が責任を

負うのか、そのしわ寄せは子供に来るわけで、

その辺のところが非常に危惧するとこなんです。

ですから、さまざまなニーズが強くて、即対

応しなきゃならん場合であっても、しっかり安

全の担保ができる仕組みは、握って放してはな

らんなと思いますので、そこのところは、ぜひ

注意をしとっていただきたいと思います。

○川畑こども政策課長 市町村が認可をする中

で、一定の研修を受ければ、有資格でなくても

その事業に従事できる事業です。保育の受け皿

の確保を、国も、県も、市町村も一体となって

図っているところであります。

家庭的保育事業につきましては、市町村の認

可事業で、認可をした市町村において、その認

可の権限に基づく指導監査は行っていくことと

なると思いますけれども、県も市町村と一緒に

なって、質がきちんと担保されるように、今後

とも努めてまいりたいと思っております。

○前屋敷委員 １点ですが、生活保護の扶助費

の件でお聞きしたいんですけれど、総括的にな

りますが、生活保護の基準が変わってきたこと

もあっての要因だと思うんですが、ずっとこの

ところ扶助費は減額が続いてきてるんです。確

かに生活保護に頼らず、生活できることが一番

なんですけれど、今の経済状況の中では、なか

なか大変な状況もあって、生活困窮者の自立支

援の事業であるとかに取り組まれてくるように

なりました。それとあわせて、やはり今、子供

の貧困の問題も出てきて、親をどう経済的に自

立させるか、それが子供の貧困解消にもつながっ

ていく。

しかし、やはり最後の生活再建の命綱は、生

活保護になってくるわけですから、それを生涯

受け続けるわけではなくて、生活を再建するた

めの事業なので、そこのところはしっかり踏ま

えていただいて、さまざまな制限も加えられた

り、いろんな事例が出ておりますけれども、そ

の辺のところは、しっかり担保ができるような

ことで進めていただきたい。また、市町村も含

めて指導していただきたいと思ってるところで
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すが、ちなみに26年、27年はまだでしょうけれ

ど、その辺のところの実績について、わかる範

囲で教えていただけるとありがたいです。ま

た、28年度の予測といいますか、予定といいま

すか、目標をどの辺のところに置いて、この予

算を組みたてられたのかも、聞かせていただけ

るとありがたいです。

○日髙国保・援護課長 生活保護につきまして

は、御存じのとおりですけれど、最後のセーフ

ティネットとなってまして、非常に重要な制度

と認識しております。私どもは３つ、生活保護

と、生活困窮者と、子供の貧困対策の担当をさ

せてもらってるところなんですけれど、やはり

一体的に対応していかなければいけないと考え

てるところであります。

ただ、生活保護につきましては、郡部につい

ては、だんだんと受給者が減ってる状況でござ

いますけれど、なぜそういうことになってるの

かを考えていきたいと思ってますし、さらに、

生活困窮者とか、子供の貧困対策を総合的に取

り組んでいきたい。

特に生活困窮者については、伴走型と言われ

ておりますけれど、個々の課題に応じた相談支

援とかをやっていきたいと思ってるところであ

ります。

○前屋敷委員 生活困窮者の自立支援事業の中

で、潜在的な困窮者を把握して対応することも

言われてますけれども、非常にその辺のところ

は、難しいといいますか、そこは困難なんです

よね。そうしてる間に、生活はどんどん追い詰

められていくこともあるわけですから。そこは

きちっと、生活保護と両方を捉えながら進めて

いくことでないと、暮らしそのものが追い詰め

られてしまうことになっては、本末転倒ですの

で、その辺のところは十分勘案して、市町村の

支援、援助も含めて進めていただきたいと思い

ます。

○後藤委員長 ほかにありませんか。

○岩切副委員長 28年度予算に関しての議論で

すので、たくさんの意見があるところだとは思

いますけれども、時間の関係もありますので、

この間の議論の中で答弁のあったことで、一度

確認したい思いから最後に発言させていただき

ます。

昨日、中野委員のほうから、ドクターヘリの

火山灰吸入による障害等が発生しないのかとの

質問に対して、運航業者が責任を持つという御

回答でした。

ジェット機などは、火山灰を吸うとエンジン

トラブルを起こすとのことなんですが、そうし

た場合に、機体そのものが運用できなくなるこ

とも想定されるんですが、それでも運航業者の

責任という考えなのか、最終的なところを御確

認をさせてください。

○孫田医療薬務課長 ドクターヘリのヘリコプ

ターが、県内にございますけれども、防災ヘリ、

県警ヘリとドクターヘリは、その保有形態が違っ

ております。

県警ヘリ、防災ヘリにつきましては、県が機

材を保有した上で、運航だけを委託していると。

したがいまして、故障あるいは部品の補給、定

期点検費用その他は県が支払う契約になってお

ります。

一方、ドクターヘリにつきましては、運航会

社のヘリコプターをリースする形になっており

ます。したがいまして、通常発生する経費その

他は、一定額のリース料金の中に含まれてる契

約になっております。

また、実はドクターヘリは、県が直接契約し

ておるわけではなく、宮崎大学がヘリをリース
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してる形になっておりまして、県は、宮崎大学

に対して、その経費を補助する形態になってお

ります。

もちろん、契約書の中に、これで対応できな

い場合は甲乙協議するとありますので、大きな

変更があったときに、宮崎大学と運航会社がい

ろいろ協議した上で、県に相談してくることは

あるかもしれませんけれども、基本的にはリー

ス会社で対応していただく契約になってると考

えております。

○岩切副委員長 わかりました。

その上で御確認なんですが、県警ヘリが火山

灰による被害を受けて、１億数千万の補償、修

繕または今後の対策をしたとのことなんです。

ドクターヘリは、既にその対策済みであって、

そういう被害は起こり得ないだろうとのことな

のか、そこはわからない状況なのか。もし、わ

からない状況であれば、県警ヘリの経験をもと

に、ぜひ、県のほうから対策を講じるように求

めていただけないかなとの気持ちなんですが、

いかがでしょうか。

○孫田医療薬務課長 現在のドクターヘリにつ

きましては、さまざまな場所に着陸する、一般

の平地とかにおりることがありますので、一般

的な防塵フィルターは装着をしているところで

ございます。

ただ、火山灰を防ぐような目の細かいものを

普段からつけてしまいますと、エンジンのパワ

ーが落ちまして、たかいところに上がれない、

あるいはスピードが出ない、燃費が悪くなるこ

ともございますので、それについては、現段階

ではつける予定はないと、航空会社のほうから

聞いております。

○後藤委員長 その他で何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 続きまして、請願の審査に移り

ます。

まず、継続請願第５－１号「介護福祉士等修

学資金貸付制度の強化並びに介護福祉士養成に

係る離職者訓練（委託訓練）制度の定員数の拡

大を求める意見書の提出に関する請願」につき

まして、委員から質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 ないですか。

次に、新規請願第７号「医療等に係る消費税

問題の抜本的解決のための請願」は、消費税問

題に関する請願でありますが、消費税について

県執行部は所管しておりませんので、執行部の

説明は省略いたします。

それでは、委員から質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 続きまして、新規請願第８号「知

的障害者が安心して暮らせる入所施設の充実を

求める政府意見書の提出についての請願」につ

いて、執行部からの説明はありますか。

○川原障がい福祉課長 特に説明はございませ

ん。

○後藤委員長 それでは、委員から質疑はあり

ますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 続きまして、新規請願第９号「「青

少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提

出に関する請願」について、執行部からの説明

はありますか。

○徳永こども家庭課長 特に説明はございませ

ん。

○後藤委員長 それでは、委員から質疑はあり

ますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、
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福祉保健部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後０時13分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日の

再開時刻は13時としたいのですが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後０時13分散会
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午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 後 藤 哲 朗

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 井 上 紀代子

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 原 田 一 徳

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

採決に入ります前に、皆様に御協力をお願い

いたします。御承知のとおり、本日で東日本大

震災発生から５年を迎えました。そこで、当委

員会としましても、この震災で亡くなられた多

くの方々の御冥福を祈り、ただいまから黙祷を

捧げたいと存じます。

御起立をお願いいたします。黙祷。

〔起立、黙祷〕

○後藤委員長 黙祷を終わります。御着席くだ

さい。

それでは、議案の採決を行いますが、採決の

前に各議案につきまして、賛否も含め、御意見

をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、議案の採決を行います。

議案につきましては、一部反対がございます

ので、一部個別で採決いたします。

それでは、議案第１号について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手をお願いいた

します。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手多数。よって、議案第１号

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

それでは、議案第４号、19号、21号、22号、26

号、31号、32号、33号、42号、43号については、

一括にて採決を行いたいと思います。

以上の議案につきまして、原案のとおり可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって

原案のとおり、全て可決すべきものと決定いた

しました。

続きまして、請願の採決に移らさせていただ

きます。

暫時休憩させていただきます。

午後１時３分休憩

午後１時７分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、継続との意見がございますので、

お諮りいたします。請願第５─１号を継続審査

とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手全員。よって請願第５─１

平成28年３月11日(金)
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号は、継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第７号「医療等に係る消費税問題

の抜本的解決のための請願」についてでありま

すが、この請願の取り扱いも含め御意見をお願

いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時８分休憩

午後１時８分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

請願第７号については、採決との意見がござ

いますので、お諮りいたします。この際、請願

を採決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 異議なしと認めます。

それでは、請願第７号の賛否をお諮りいたし

ます。請願第７号について、採択すべきものと

することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手全員。よって、請願第７号

は採択することに決定いたしました。

ただいま、請願第７号が全会一致で採択とな

りましたが、この請願は意見書の提出を求める

請願であります。

お手元にきのう配らせていただきましたが、

「医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求め

る意見書（案）」について、何か御意見はありま

せんか。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時10分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。意見書案の内容につきま

しては、意見書案のとおり、当委員会発議とす

ることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議がございませんので、そ

のように決定いたします。

次に、請願第８号「知的障害者が安心して暮

らせる入所施設の充実を求める政府意見書の提

出についての請願」についてでありますが、こ

の請願の取り扱いも含め、御意見をお願いいた

します。

暫時休憩します。

午後１時11分休憩

午後１時11分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

請願第８号については、採決との意見がござ

いますので、お諮りいたします。この際、請願

を採決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、請願第８号の賛否を

お諮りいたします。請願第８号について、採択

すべきものとすることに賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手全員。よって、請願第８号

は採択することに決定いたしました。

これも先ほどと同じでございまして、請願第

８号が全会一致で採択となりました。

これもお手元に、昨日意見書案を配付したか

と思いますが、御意見がございましたら。

暫時休憩いたします。

午後１時12分休憩

午後１時21分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。意見書案の内容につきま
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しては、先ほど来、岩切副委員長の御指摘があ

りました部分を修正の上、当委員会発議とする

ことに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議がございませんので、そ

のように決定いたします。

○岩切副委員長 ありがとうございました。

○後藤委員長 次に、請願第９号「「青少年健全

育成基本法の制定」を求める意見書提出に関す

る請願」についてでありますが、この請願の取

り扱いも含め、御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時22分休憩

午後１時30分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

請願第９号につきましては、採決との意見が

ございますので、お諮りいたします。この際、

請願を採決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、請願第９号の賛否を

お諮りいたします。請願第９号について、採択

すべきものとすることに賛成の方の挙手を求め

ます。

〔賛成者挙手〕

○後藤委員長 挙手多数。よって、請願第９号

は採択することに決定いたしました。

ただいま、請願第９号が賛成多数で採択とな

りましたが、この請願は意見書の提出を求める

請願であります。

委員会発議として提出する場合、全会一致の

決定が必要でありますので、今回、委員会発議

については見送ることといたします。

なお、この意見書案の取り扱いについては、

それぞれの賛成会派または賛成議員で、提出に

ついて御検討いただくことになりますので、よ

ろしくお願いいたします。

続いて、委員長報告骨子（案）についてであ

ります。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時34分再開

○後藤委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまの御意見等を参考にしながら正副委員長に

御一任いただくことで、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。福祉保健行政の推進及び県立病院事業

に関する調査につきましては、閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

そのほかで、何かございませんか。

○井上委員 ちょっと気になって、これはどう

いうふうに理解していいかと思うんですが、今

度、組織改正が行われるのは、総務政策常任委

員会にかかってるんですよね。それで、厚生常

任委員会にかかわるところもあるわけです。組

織、業務が再編されたりするわけです。

せめて、その他のところでもいいから、関係

部のところは、28年の予算審議をしているんだ

から、その予算を審議しているところの仕事の
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分担が、こんなふうに変わりますぐらいのこと

は、説明をいただいてもいいのではないかと思

いました。

きょう、総務で出てるのを見ましたら、農政

なんか、すばらしいぐらい変わるんですよね。

まだちょっと覚えられないぐらい。

確かに総務政策常任委員会に言わないかんの

かもしれないけれど。今回、こう変わる予定と

言っていただくといいかなと。

○前屋敷委員 その部でそれぞれ課題を抱えて

いるわけやからね。

○井上委員 今まで持ってた国保・援護課のと

ころの部分を福祉保健課のほうに入れますとい

うのは、そんな細かいあれはなかったと思う。

○前屋敷委員 そんなん聞かんね。

○井上委員 保護関係のところは、今度は福祉

保健課でするというわけよ。だから、そういう

場合、生活保護の問題とかは、私たちもずっと

議論してるわけだから。新年度予算の審議のと

きだから、そういうことについても、何か御報

告があるといいのかなと思ったんですけども。

○後藤委員長 ありがとうございました。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○後藤委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時39分閉会


